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二

旅
館
、亀
の
井
別
荘
が
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
の
宿
の
総
料
理
長
を
し
て
ま
し
た
頃
、写
真
家（
故
）

秋
山
庄
太
郎
先
生
の
指
定
の
宿
で
し
た
。
東
京
か
ら
先
生
が
お
越
し
に
な
っ
た
ら
必
ず
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
夕
食
後
ご
挨
拶
に
行
く
と
二
～
三
時
間
く
ら
い
写
真
談
義
が
始
ま
り
ま
す
。

　

秋
山
先
生
は
近
代
映
画
社
を
へ
て
フ
リ
ー
に
な
り
黒
を
基
調
と
し
た
独
特
な
女
性
写
真
で
一

世
を
風
靡
し
婦
人
写
真
家
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。
他
、（
花
、
お
と
こ
、
女
）
と
多
数
の
作
品
数

で
料
理
も
く
わ
し
く
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
写
真
界
の
ド
ン
の
秋
山
先
生
に
先
生
僕
は
幸

せ
も
の
で
す
よ
、
勉
強
に
な
る
事
ば
か
り
で
写
真
の
コ
ツ
ま
で
聞
け
て
本
当
に
感
謝
と
尊
敬
し

て
お
り
ま
す
と
、
お
礼
言
っ
た
ら

　

い
や
僕
な
ん
か
ち
っ
と
も
え
ら
く
な
い
よ
、
僕
は
九
州
長
崎
生
ま
れ
の
大
先
輩
写
真
の
開
祖

上
野
彦
馬
を
尊
敬
し
て
る
よ
、
と
言
わ
れ
て
始
め
て
上
野
彦
馬
先
生
を
知
り
ま
し
た
。

　
「
東
の
下
岡
蓮
杖
・
西
の
上
野
彦
馬
」
と
言
わ
れ
る
お
ふ
た
方
で
初
プ
ロ
、
日
本
で
一
号
は

上
野
彦
馬
先
生
だ
よ
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
写
真
の
感
光
材
は
す
べ
て
自
分
で
薬
品
の
製
造
研

究
し
て
作
ら
な
い
と
写
せ
な
い
時
代
だ
っ
た
ん
だ
よ
相
当
の
苦
労
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
る
と
言

っ
て
ま
し
た
。

　

僕
は
女
性
の
撮
影
が
多
い
が
彼
女
た
ち
を
（
女
優
さ
ん
）
そ
の
後
会
っ
た
時
先
生
先
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。き
れ
い
に
撮
っ
て
い
た
だ
い
て
…　

と
お
礼
言
わ
れ
る
た
び
に（
上

野
先
生
）
に
心
の
中
で
お
陰
様
で
と
お
礼
言
っ
て
る
ん
だ
よ
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

活
動
と
し
て
は
「
淡
窓
先
生
が
詠
ん
だ
風
景
」（
咸
宜
園
入
門
ボ
ッ
ク
ス
）
へ
淡
窓
先
生
の

漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
写
真
と
し
て
日
田
の
風
景
の
撮
影
し
た
も
の
を
提
供
い
た
し
ま
し
た
。
計

十
四
点
を
展
示
。

　

ま
た
パ
ト
リ
ア
な
ど
で
講
演
会
な
ど
が
開
催
さ
れ
る
際
に
ロ
ビ
ー
を
用
い
て
写
真
パ
ネ
ル
展

を
開
催
し
、
多
く
の
方
々
に
「
彦
馬
が
見
た
」
で
あ
ろ
う
咸
宜
園
な
ど
の
風
景
を
ご
覧
に
な
っ

て
い
た
だ
く
機
会
を
設
け
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
度
咸
宜
園
教
育
顕
彰
事
業
（
教
育
文
化
部
門
）
優
秀
賞

「
写
真
を
通
し
た
咸
宜
園
教
育
の
普
及
と
実
践

　
　
　
　
　『
門
下
生
・
上
野
彦
馬
（
写
真
家
）
が
見
た
日
田
・
咸
宜
園
』」

　

香
　
川
　
良
　
海

　

現
代
で
は
カ
メ
ラ
は
至
っ
て
簡
単
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
す
だ
け
、
い
や
ふ
れ
る
だ
け
で
勝
手

に
写
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
技
術
に
進
歩
し
日
本
は
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
る
。

　

現
在
の
写
真
発
展
を
語
る
に
は
遠
く
幕
末
か
ら
明
治
の
写
真
術
に
目
を
向
け
ね
ば
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
日
本
独
自
の
写
真
の
記
念
日
が
あ
り
ま
す
。
六
月
一
日
が
そ
の
日
で
あ
り
私
も
所

属
し
て
ま
す
。
日
本
写
真
協
会
（
東
京
）（
Ｐ
Ｓ
Ｊ
）
は
そ
の
日
に
合
わ
せ
て
大
勢
の
写
真
関

係
が
集
ま
り
記
念
行
事
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
淡
窓
先
生
、
咸
宜
園
門
下
生
上
野
彦

馬
の
父
、
長
崎
県
の
上
野
俊
之
丞
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
輸
入
し
た
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
（
カ
メ
ラ
）

を
薩
摩
藩
主
島
津
文
興
に
献
上
し
六
月
一
日
嗣
子
斉
彬
を
撮
影
し
た
と
言
う
伝
承
に
基
づ
き
写

真
の
日
制
定
委
員
会
が
決
定
し
た
の
で
す
。
日
本
に
お
け
る
写
真
研
究
者
開
祖
、
プ
ロ
写
真
家

一
号
が
上
野
彦
馬
先
生
で
咸
宜
園
で
三
年
間
勉
学
し
、
そ
の
後
写
真
術
に
悪
戦
苦
闘
し
研
究
を

重
ね
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
私
た
ち
も
楽
し
く
思
い
通
り
の
写
真
が
写
せ
る
こ
と
に
私
は
心

か
ら
感
謝
し
、
尊
敬
を
し
て
お
り
ま
す
。
坂
本
竜
馬
・
伊
藤
博
文　

高
杉
晋
作
、
桂
小
五
郎
は

有
名
で
写
真
で
見
た
事
が
あ
り
、
知
っ
て
る
方
が
多
い
の
で
す
が
で
は
だ
れ
が
撮
影
し
た
の
か

と
聞
く
と
写
真
し
て
る
方
で
も
知
ら
な
い
方
が
多
い
の
で
す
。
上
野
彦
馬
先
生
が
幕
末
維
新
の

動
乱
の
時
代
に
撮
影
し
た
も
の
で
消
え
さ
っ
て
ゆ
く
歴
史
の
一
瞬
を
現
在
に
写
真
で
残
し
て
く

れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
代
の
坂
本
竜
馬
や
高
杉
晋
作
の
写
真
で
見
れ
る
の
は
文
章
や
絵
で
は
言

い
表
わ
せ
な
い
正
確
な
一
コ
マ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

淡
窓
先
生
は
日
常
の
生
活
や
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
・
風
景
を
題
材
と
し
て
詩
作
す
る
こ
と
で

心
豊
か
な
感
性
や
想
像
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
（
塾
外
授
業
）
門
下
生
み
な
さ
ん
が
学
ん
だ
も

の
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
（
上
野
彦
馬
先
生
）
を
知
っ
た
の
は
約
四
十
年
前
に
な
り
ま
す
。
湯
布
院
温
泉
に
老
舗



三

「写真を通した咸宜園教育の普及と実践『門下生・上野彦馬（写真家）が見た日田・咸宜園』」　

羊　　雲

遠　思　楼



四

秋風庵と日田祇園山鉾

月明かり 夜　明　け



五

「写真を通した咸宜園教育の普及と実践『門下生・上野彦馬（写真家）が見た日田・咸宜園』」　

波　状　雲

夕暮れ寒し朝は霧



六

大原いざよいの月

雪　　景



七

「写真を通した咸宜園教育の普及と実践『門下生・上野彦馬（写真家）が見た日田・咸宜園』」　

新雪の朝 静寂の庵

古城もつれ雲



八

　

最
近
で
は
昨
年
開
催
さ
れ
た
教
育
遺
産
世
界
遺
産
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
平
成
二
十
六
年

十
一
月
）
ロ
ビ
ー
展
示
、
池
坊
日
田
支
部
主
催
「
池
坊
日
田
支
部
い
け
ば
な
池
坊
展
」
と
共
催

し
咸
宜
園
の
写
真
を
メ
イ
ン
に
据
え
た
写
真
展
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。（
平
成
二
十
七
年
八

月
実
施
）
パ
ト
リ
ア
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
て
写
真
三
十
数
点
を
展
示
。

　

ま
た
、
日
本
遺
産
認
定
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
た
会
場
に
大
型
印
刷
し
た
写
真
十
点
ほ
ど
展

示
し
来
場
前
の
お
客
様
方
に
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
説
明
い
た
し
ま
し
た
。（
平
成
二
十
七
年

十
一
月
九
日
実
施
）

　

日
田
市
を
発
展
す
る
会
（
日
田
日
発
会
会
員
百
数
名
出
席
）
で
「
広
瀬
淡
窓
『
放
学
・
遊
山
』

と
、
門
下
生
と
彦
馬
が
見
上
げ
た
」
だ
ろ
う
を
テ
ー
マ
に
、
百
二
十
点
あ
ま
り
の
作
品
を
映
写

し
な
が
ら
淡
窓
先
生
、
秋
子
さ
ま
、
彦
馬
先
生
の
こ
と
に
つ
い
て
も
話
し
な
が
ら
、
講
演
し
ま

し
た
。

　

日
田
咸
宜
大
学
に
て
彦
馬
が
見
上
げ
た
咸
宜
園
と
淡
窓
先
生
と
門
下
生
の
歩
ん
だ
足
跡
に
つ

い
て
映
写
、
私
の
撮
影
し
た
作
品
百
五
十
数
点
を
み
て
い
た
だ
き
な
が
ら
平
成
二
十
八
年
六
月

受
講
生
の
皆
様
に
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
私
も
分
か
ら
な
い
事
が
多
い
為
、
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
職

員
等
に
聞
き
な
が
ら
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
、
撮
影
を
行
っ
て
（
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
）
お

り
ま
す
。
写
真
展
に
お
い
て
も
淡
窓
先
生
の
漢
詩
や
そ
の
場
所
を
訪
れ
た
際
日
記
の
文
章
を
一

緒
に
添
え
て
ご
紹
介
す
る
こ
と
で
青
春
時
代
を
日
田
で
過
ご
し
た
多
く
の
門
下
生
に
つ
い
て
も

身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
務
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

色
々
と
分
か
ら
な
い
事
が
多
く
、
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
皆
様
に
こ
れ
か
ら
も
ご
指

導
の
程
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

羽ばたき雲
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廣
瀬
淡
窓
と
木
屋
徳
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
館
長
　
後
　
藤
　
宗
　
俊

は
じ
め
に

　

去
る
二
〇
一
五
年
七
月
、
福
岡
県
柳
川
市
で
開
催
さ
れ
た
「
や
な
が
わ
歴
史
文
化
講
座
」
に

招
か
れ
、「
淡
窓
・
咸
宜
園
と
九
州
私
塾
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
を
す
る

機
会
を
い
た
だ
い
た
。

　

日
田
市
の
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
は
全
国
で
お
よ
そ

三
六
〇
〇
カ
所
の
私
塾
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
現
福
岡
県
域
（
筑
前
・
筑
後
・
豊
前

の
一
部
）
で
は
、
筑
後
の
一
〇
二
か
所
を
含
め
計
一
七
〇
カ
所
の
私
塾
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
私
塾
は
、
そ
の
塾
主
、
門
下
生
双
方
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
交
流
し
、
緊
密
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
。　

　

廣
瀬
家
の
「
広
瀬
先
賢
文
庫
」
に
残
る
四
八
〇
〇
通
に
の
ぼ
る
「
咸
宜
園
入
門
簿
」
に
よ
れ

ば
、
筑
後
国
か
ら
五
五
六
人
が
入
門
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
咸
宜
園
を
大
帰
（
卒
業
）
し

た
後
、
郷
里
で
私
塾
を
開
く
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
久
留
米
藩
士
井
上
知
愚
が
文
政
十
年

（
一
八
二
七
）
に
郷
里
日
比
生
に
開
い
た
柳
園
塾
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
柳
園
塾
は
そ
の
後
、

知
愚
の
二
子
昆
江
（
栄
貞 

勝
）
が
そ
の
跡
を
継
い
で
明
治
二
十
一
年
ま
で
続
い
た
。
昆
江
は

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）、
咸
宜
園
の
再
興
を
謀
る
に
際
し
て
迎
え
ら
れ
、
咸
宜
園
の
師
と

し
て
後
進
を
導
い
た
人
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
筑
後
の
地
で
咸
宜
園
門
下
生
が
開
い
た
私
塾
は
、

塾
名
不
明
の
も
の
を
ふ
く
め
る
と
二
十
一
例
に
及
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
最
も
多
く
の
門
人
を
輩
出
し
た
の
が
、
木
屋
徳
令
が
そ
の
住
寺
で
あ
る
光
善

寺
に
開
い
た
修
文
館
で
あ
っ
た
。

　

今
、
咸
宜
園
を
め
ぐ
っ
て
は
、
茨
城
県
水
戸
市
の
弘
道
館
、
栃
木
県
足
利
市
の
足
利
学
校
、

岡
山
県
備
前
市
の
閑
谷
学
校
と
咸
宜
園
を
結
ん
で
「
近
世
日
本
の
教
育
遺
産
群
」
と
し
て
世
界

遺
産
登
録
を
め
ざ
す
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
四
月
に
は
、
こ
の
「
近
世
教

育
遺
産
群
」が
新
し
く
創
設
さ
れ
た「
日
本
遺
産
」に
登
録
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う「
近
世
教
育
遺
産
群
」の
取
組
み
で
は
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
咸
宜
園
は
近
世
の「
私

塾
」
の
も
つ
歴
史
的
意
義
と
、
そ
の
関
係
遺
産
の
保
護
・
活
用
に
つ
い
て
全
国
的
視
野
で
取
り

組
む
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
の
柳
川
か
ら
の
講
座
の
依
頼
だ
っ
た
の
で
、
浅
学

を
顧
み
ず
お
引
き
受
け
し
た
次
第
だ
っ
た
。
講
座
を
引
き
受
け
て
し
ば
ら
く
の
間
は
、
木
屋
徳

令
を
中
心
に
筑
後
の
咸
宜
園
門
下
生
の
こ
と
を
調
べ
る
作
業
が
続
い
た
。
以
下
そ
う
し
た
経
緯

を
ふ
ま
え
て
、淡
窓
・
咸
宜
園
と
木
屋
徳
令
を
め
ぐ
っ
て
、い
く
つ
か
の
私
見
を
の
べ
て
み
た
い
。

木
屋
徳
令
と
私
塾
咸
宜
園

　

木
屋
徳
令
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
筑
後
国
上
妻
郡
黒
木
村
木
屋
に
あ
る
光
善
寺
の

住
職
法
音
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
号
は
石
門
。
七
・
八
歳
の
頃
、
木
屋
の
本
家
た
る
馬
渡

養
拙
に
養
は
れ
た
。
養
拙
は
京
都
で
医
術
を
学
び
木
屋
村
で
開
業
し
て
い
た
が
、
子
が
な
か
っ

た
た
め
徳
令
を
養
嗣
子
と
し
た
の
で
あ
る
。
徳
令
は
十
七
歳
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）、
福

岡
の
亀
井
昭
陽
の
塾
に
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
養
拙
に
一
子
が
生
ま
れ
た
た
め
二
十
歳
の
と
き
生

家
に
帰
っ
た
。
そ
し
て
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）、
二
〇
歳
の
と
き
に
兄
徳
溟
と
と
も
に
日
田

の
咸
宜
園
に
入
門
し
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
九
月
に
大
帰
（
卒
業
）
す
る
ま
で
お
よ
そ

十
二
年
間
、
咸
宜
園
に
在
塾
し
た
。

　

徳
令
は
、
咸
宜
園
入
門
後
た
ち
ま
ち
頭
角
を
現
し
、
文
政
十
一
年
二
月
の
月
旦
評
で
は
六
級

上
と
な
り
「
塾
長
」
と
な
っ
た
。
淡
窓
の
自
伝
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
よ
れ
ば
、
淡
窓
は
徳
令
が

咸
宜
園
を
大
帰
し
た
と
き
、
門
下
生
の
大
帰
の
際
の
記
述
と
し
て
は
異
例
と
も
い
う
べ
き
長
文

を
添
え
て
い
る
。

ま
ず
そ
の
冒
頭

（
天
保
二
年
九
月
）
二
十
八
日
、
釈
徳
令
郷
ニ
帰
ル
。
大
帰
ナ
リ
。
予
、
垂
帷
ノ
業
ヲ
開

キ
シ
ヨ
リ
、
是
ニ
至
ツ
テ
二
十
余
年
、
門
生
数
千
ニ
及
ヘ
リ
。
其
内
ニ
テ
此
人
ヲ
以
テ
第

一
ノ
奇
人
ト
ス
。
故
ニ
概
略
ヲ
左
ニ
記
ス
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
淡
窓
は
、
こ
れ
ま
で
教
え
た
門
人
数
千
の
う
ち
、
徳
令
は
「
第
一
の
奇
人
」

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
い
う
「
奇
人
」
が
、
今
日
で
い
う
「
奇
人
」
の
意
味

に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
淡
窓
は
こ
の
「
第
一
の
奇
人
」
の
面
立

ち
に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
と
ま
ど
い
と
、
そ
れ
以
上
に
深
い
敬
意
の
念
を
こ
め
な
が
ら
述
べ
る
。

徳
令
初
メ
テ
郷
ヲ
出
ツ
ル
ト
キ
、
父
之
ニ
命
シ
テ
曰
ハ
ク
。
師
ニ
事
フ
ル
コ
ト
、
猶
我
ニ

事
フ
ル
カ
如
ク
セ
ヨ
ト
。
徳
令
始
終
此
一
言
ヲ
奉
セ
リ
。
毎
旦
夙
ニ
起
ツ
テ
盥
嗽
シ
、
師

ノ
所
ニ
至
ツ
テ
安
否
ヲ
ト
ヒ
、
其
疾
痛
苛
癢
ノ
處
ヲ
間
ウ
テ
、
謹
ン
テ
之
ヲ
抑
ヘ
カ
ク
。



一
〇

夜
モ
亦
如
此
。
師
門
ニ
入
ル
ト
キ
、
鞠
躬
如
タ
リ
。
容
レ
ラ
レ
サ
ル
カ
如
シ
。
師
問
フ
コ

ト
ア
レ
ハ
、
席
ヲ
避
ケ
テ
答
フ
。
其
坐
ニ
反
ツ
テ
、
踧
踖
如
タ
リ
。
師
命
シ
テ
事
ヲ
執
ラ

シ
シ
ム
レ
ハ
、
勃
如
ト
シ
テ
戦
色
ア
リ
。
足
蹜
々
ト
シ
テ
、
循
フ
ル
コ
ト
ア
ル
カ
如
シ
。

既
ニ
シ
テ
以
為
ラ
ク
、
塾
生
師
ノ
役
ニ
任
ス
ル
コ
ト
、
輪
次
ヲ
以
テ
ス
。
此
ノ
如
ク
ニ
テ

ハ
、
父
ニ
事
フ
ル
ト
同
シ
カ
ラ
ス
ト
。
予
ニ
請
ウ
テ
、
自
身
常
侍
者
ト
ナ
リ
、
朝
ヨ
リ
夕

ニ
イ
タ
ル
マ
テ
、
師
ノ
側
ヲ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ
。

す
な
わ
ち
、
徳
令
が
咸
宜
園
に
赴
く
と
き
、
そ
の
父
光
善
寺
法
音
は
、
咸
宜
園
に
入
門
し
て
か

ら
は
淡
窓
先
生
を
父
で
あ
る
私
と
思
い
、
私
に
し
た
よ
う
に
尽
く
せ
と
諭
し
た
と
い
う
。
徳
令

は
こ
の
父
の
教
え
を
忠
実
に
守
ろ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
、多
く
の
門
人
た
ち
に
と
っ
て
の
「
師
」

で
あ
る
淡
窓
に
対
し
て
、
自
分
の
「
父
」
の
よ
う
に
接
す
る
と
な
れ
ば
、
公
私
の
位
相
で
様
々

な
摩
擦
や
軋
轢
を
生
む
の
は
当
然
で
あ
る
。
咸
宜
園
で
は
淡
窓
の
身
辺
の
世
話
は
「
輪
次
」、

す
な
わ
ち
交
代
で
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
徳
令
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
で

は
父
に
仕
え
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
徳
令
は
淡
窓
に
請
う

て
「
常
侍
者
」
と
な
り
、
朝
か
ら
夕
べ
に
い
た
る
ま
で
師
の
側
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を

願
っ
た
。
淡
窓
は
徳
令
の
思
い
を
そ
れ
と
し
て
受
け
止
め
な
が
ら
も
、「
予
カ
家
、
門
人
ヲ
待

ツ
コ
ト
、
平
等
ヲ
以
テ
主
ト
ス
。
如
此
ニ
テ
ハ
親
疎
ア
ル
ニ
似
タ
リ
。
吾
子
カ
厚
意
忘
ル
ヘ
キ

ニ
ハ
非
レ
ト
モ
、
敢
テ
辞
ス
ト
。」
と
諭
し
た
。
徳
令
は
こ
れ
に
衝
撃
を
受
け
る
。
そ
し
て
あ

る
人
に
語
っ
た
と
い
う
。

　
「
我　

夫
子
（
淡
窓
）
ヲ
覗
ル
コ
ト
父
ノ
如
ク
ス
レ
ト
モ
、
夫
子　

我
ヲ
覗
ル
コ
ト
子
ノ
如

ク
セ
ス
。
コ
レ
我
カ
誠
敬
足
ラ
サ
ル
カ
故
ナ
リ
」
と
。
要
す
る
に
、
自
分
は
先
生
を
父
と
思
っ

て
接
し
て
い
る
が
、
先
生
は
私
を
子
と
思
っ
て
は
く
れ
な
い
。
そ
れ
も
こ
れ
も
自
分
の
先
生
へ

の
敬
愛
が
足
り
な
い
た
め
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
徳
令
は
「
今
ノ
如
ク
ニ
テ
ハ
、
父
ノ

命
ニ
違
フ
ナ
リ
。
内
ハ
父
ニ
ソ
ム
キ
、
外
ハ
師
ニ
容
レ
ラ
レ
ス
。
我
今
ハ
天
地
ノ
間
ニ
立
ツ
ヘ

カ
ラ
ス
ト
云
ツ
テ
、
旻
天
ヲ
呼
ン
テ
号
泣
シ
、
去
ツ
テ
其
行
ク
所
ヲ
シ
ラ
ス
。」
と
悲
嘆
に
く

れ
て
、
塾
を
出
て
行
方
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
っ
た
。
淡
窓
は
大
い
に
驚
き
、
人
手
を
煩
わ
し
て

行
方
を
探
り
あ
て
、
よ
う
や
く
の
こ
と
で
塾
に
帰
ら
せ
懇
懇
と
説
諭
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

知
る
人
ぞ
知
る
徳
令
の
「
奇
行
」
の
第
一
幕
で
あ
る
。

　

徳
令
の
「
奇
人
」
ぶ
り
に
は
第
二
幕
が
あ
る
。
淡
窓
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
四
四
歳
の

と
き
大
病
を
患
っ
た
。
こ
の
と
き
は
頭
痛
、
吐
き
気
に
始
ま
り
、
下
腹
部
の
腫
物
が
悪
化
し
出

光善寺位置図（国土地理院 五万分の一地形図による）

光 善 寺
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血
が
と
ま
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。
翌
文
政
九
年
は
病
床
で
正
月
を
迎
え
た
。
病
状
は

さ
ら
に
悪
化
し
、
淡
窓
が
後
日
「
余
生
来
三
大
厄
あ
り
」
と
し
た
中
で
も
最
も
重
篤
な
状
態
と

な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
咸
宜
園
で
の
講
義
も
一
年
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
。
門
人
た
ち
は
看
病

に
も
疲
れ
、
学
業
も
進
ま
な
い
た
め
門
を
去
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
門
人

の
有
志
十
余
人
が
集
ま
り
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。

是
ニ
於
テ
、
入
室
ノ
徒
十
余
輩
、
密
室
ニ
會
議
ス
。
一
人
ノ
曰
ハ
ク
。
我
輩
業
ヲ
廃
シ
テ
、

師
ノ
疾
ニ
侍
ス
。
是
レ
カ
ク
ア
ル
ヘ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
、
少
壮
ノ
時
ナ
レ
ハ
、
寸

陰
モ
亦
惜
マ
ス
ン
バ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
我
巳
ニ
半
年
ノ
力
ヲ
盡
セ
リ
。
今
ヨ
リ
退
イ
テ
家

ニ
勤
學
セ
バ
、
如
何
。
一
人
曰
ハ
ク
。
師
ノ
寿
命
、
巳
ニ
旦
夕
ニ
逼
レ
リ
。
今
退
イ
テ
ハ

九
仭
ノ
功
一
蕢
ヲ
カ
ク
ナ
リ
。
寧
其
死
ヲ
待
タ
ン
。
或
曰
ハ
ク
。
師
歿
ス
ト
雖
モ
謙
吉
君

ア
リ
。
之
ニ
従
ツ
テ
業
ヲ
受
ケ
ン
。
何
必
シ
モ
去
ラ
ン
。
或
曰
ハ
ク
我
豈
豎
子
ニ
向
ツ
テ

北
面
セ
ン
ヤ
。
速
ニ
衣
ヲ
払
ツ
テ
去
ラ
ン
ト
。
衆
口
紛
々
タ
リ
。
徳
令
一
人
黙
然
タ
リ
。

衆
其
ノ
志
ヲ
問
フ
。

こ
の
と
き
、
徳
令
も
同
席
し
て
い
た
が
、
ひ
と
り
黙
然
と
論
議
を
聴
い
て
い
た
。
門
人
た
ち
が

徳
令
に
意
見
を
聞
く
と
徳
令
は
答
え
た
。

徳
令
曰
ハ
ク
。
衆
君
子
ノ
撰
ニ
異
ナ
リ
。
在
三
ノ
義
、諸
君
ノ
知
ル
所
ナ
リ
。
但
経
文
ニ
、

服
事
シ
テ
死
ニ
至
ル
ト
ア
レ
ハ
、
今
日
ニ
於
テ
去
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
。
抑
孔
子

歿
シ
テ
、
群
弟
子
皆
三
年
ノ
喪
畢
リ
テ
、
家
ニ
帰
ル
。
子
貢
燭
墓
上
ニ
廬
ヲ
結
フ
コ
ト
六

年
ト
見
エ
タ
リ
。
夫
子
若
シ
不
諱
ノ
事
ア
ラ
ン
ニ
ハ
、
我
三
年
ノ
喪
ニ
従
ハ
ン
カ
、
将
タ

六
年
ノ
廬
ニ
従
ハ
ン
カ
、
是
未
タ
決
セ
サ
ル
所
ナ
リ
ト
。

こ
こ
で
徳
令
は
孔
子
が
没
し
た
と
き
の
弟
子
た
ち
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
時
、
孔
子

の
門
人
の
多
く
は
三
年
の
喪
に
服
し
た
後
に
家
に
帰
っ
た
が
、
ひ
と
り
子
貢
は
師
の
墓
前
に
庵

を
結
び
六
年
も
住
ん
だ
。
徳
令
は
、
今
自
分
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に
す
べ
き
か
決
め
か
ね
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
居
合
わ
せ
た
門
人
た
ち
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
、
一

言
も
な
く
退
散
し
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
徳
令
は
大
原
八
幡
宮
の
下
宮
で
あ
る
龍
馬
森
若
八
幡
宮
に
篭
り
、
断
食
の
行
に
入

っ
た
。
断
食
は
先
生
の
平
癒
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
願
い
が
か
な
わ
な
け
れ
ば
自
身
死
ぬ

覚
悟
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

　

事
態
を
憂
慮
し
た
淡
窓
は
、
徳
令
の
友
人
で
あ
る
僧
侶
に
説
得
に
行
か
せ
た
。
こ
の
友
人
は

徳
令
と
同
じ
真
宗
の
僧
で
あ
っ
た
。
こ
の
僧
は
若
八
幡
宮
に
ゆ
き
徳
令
の
説
得
に
か
か
っ
た
。

僧
往
イ
テ
説
イ
テ
曰
ハ
ク
。
足
下
師
ノ
為
ニ
忠
ヲ
盡
ス
コ
ト
。
誠
ニ
我
輩
ノ
及
サ
ル
所
ナ

リ
。
但
神
ニ
祈
ル
ノ
一
事
ニ
至
ツ
テ
ハ
、
決
シ
テ
不
可
ナ
リ
。
我
浄
土
真
宗
ノ
教
。
祈
念

祈
願
ノ
コ
ト
ヲ
禁
ス
。
君
父
ノ
大
事
ニ
逢
フ
ト
モ
。
人
事
ニ
於
テ
力
ヲ
盡
ス
ノ
ミ
。
神
ニ

祈
ル
ノ
コ
ト
ナ
シ
。
吾
子
宜
シ
ク
他
事
ヲ
以
テ
師
恩
ヲ
報
ス
ヘ
シ
。
宗
門
ノ
戒
ニ
違
フ
ヘ

カ
ラ
ス
。

友
人
は
徳
令
の
師
へ
の
思
の
深
さ
を
そ
れ
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
我
が
浄
土
真
宗
の
教
は
、（
神

に
）
祈
念
祈
願
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
い
い
、
た
と
え
師
の
一
大
事
と
い
っ
て
も
、
宗
門

の
戒
め
に
違
っ
て
は
な
ら
な
い
と
諭
し
た
の
で
あ
る
。し
か
し
徳
令
の
答
え
は
明
快
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち

徳
令
答
ヘ
テ
曰
ハ
ク
。
我
今
ハ
儒
學
修
行
ノ
身
ナ
リ
。
其
書
ヲ
読
ミ
タ
リ
ト
テ
、
其
道
ヲ

行
ハ
ス
シ
ニ
テ
、
修
行
ト
云
フ
ヘ
キ
ヤ
。
釈
尊
ハ
仙
術
又
ハ
外
道
ノ
法
ナ
ト
學
ヒ
玉
ヒ
タ

ル
コ
ト
ア
リ
。
修
行
中
ハ
、
皆
其
法
ニ
ヨ
リ
テ
、
修
シ
玉
へ
リ
。
故
ニ
我
モ
当
時
儒
法
ニ

ヨ
ル
ナ
リ
。
昔
武
王
疾
ア
リ
、
周
公
金
縢
ヲ
作
ル
。
我
ソ
ノ
例
ニ
ヨ
リ
テ
、
師
ノ
命
ニ
代

ラ
ン
ト
思
フ
ナ
リ
。
後
年
宗
門
ノ
學
ニ
入
ラ
ハ
、
又
其
時
ノ
法
ニ
従
フ
ヘ
シ
ト
。

徳
令
は
言
う
。
確
か
に
真
宗
の
僧
と
し
て
の
戒
め
は
わ
か
る
が
、
今
、
自
分
は
咸
宜
園
で
儒
学

修
学
の
身
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
そ
の
書
を
読
ん
で
、
そ
の
行
を
お
こ
な
わ
ず
し
て
修
行
と
言
え

る
か
。
あ
の
釈
迦
で
さ
え
修
行
中
は
仙
術
や
外
道
の
法
を
学
ん
だ
で
は
な
い
か
と
。
こ
の
言
葉

は
、
敬
愛
す
る
師
の
大
病
と
い
う
特
異
な
状
況
の
中
で
の
発
言
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
、
徳
令

の
人
間
像
の
骨
格
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。
仏
教
者
と
し
て
の
修
学
と
修
行
を
生
涯
の
課
題
と

し
な
が
ら
、
な
お
「
儒
学
者
」
と
し
て
の
本
源
を
見
失
わ
な
い
。
こ
こ
に
徳
令
の
生
涯
を
通
じ

て
の
「
修
学
」
の
姿
勢
と
い
う
か
思
想
の
片
鱗
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

結
果
、
徳
令
の
断
食
は
七
日
間
に
及
び
「
顔
色
悴
憔
シ
。
気
息
奄
々
タ
リ
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
、
門
人
た
ち
が
力
を
あ
わ
せ
て
徳
令
を
塾
に
連
れ
帰
り
治
療
を
尽
く
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
淡
窓
は
こ
の
間
の
徳
令
に
つ
い
て
の
心
配
で
、
自
分
の
病
の
こ
と
を
忘
れ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
淡
窓
は
徳
令
の
奇
行
を
収
め

ん
と
し
て
旭
荘
に
命
じ
て
誓
約
書
を
出
さ
せ
る
に
至
っ
た
。

　

か
く
て
淡
窓
は
述
懐
す
る
。
徳
令
は
こ
う
し
た
人
柄
で
あ
っ
た
か
ら
、「
諸
門
人
ト
志
合
ハ

ズ
。
一
人
モ
相
親
ム
者
ナ
シ
。
軽
薄
ノ
子
弟
ニ
至
ツ
テ
ハ
、之
ヲ
悪
ム
コ
卜
冠
讎
ノ
如
シ
。」と
。
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そ
し
て
淡
窓
自
身
「
頗
ル
其
ノ
ス
ル
所
ヲ
厭
ヒ
、
計
ヲ
以
テ
之
ヲ
遠
サ
ケ
ン
ト
ス
。」
と
い
い
、

と
か
く
彼
を
避
け
て
も
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
ま
り
に
直
向
き
な
思
慕
に
怯
み
、
た

め
に
諸
々
の
事
情
を
つ
く
っ
て
彼
を
遠
ざ
け
て
き
た
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
も
淡
窓
の
人
柄
を

考
え
る
上
で
興
味
深
い
言
葉
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
経
緯
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
淡
窓
は
徳
令
の
い
わ
ば
「
人
間
力
」
を
絶
対
的
に
評
価

し
信
頼
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
咸
宜
園
で
の
淡
窓
と
徳
令
の
か
か
わ
り
様
を
見
れ
ば
自

ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
以
下
そ
の
一
端
を
覗
い
て
み
よ
う
。

宇
佐
浮
殿
の
塾
と
徳
令

　

淡
窓
の
弟
に
し
て
広
瀬
家
の
宗
家
を
担
っ
た
廣
瀬
久
兵
衛
は
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
か

ら
豊
前
宇
佐
・
豊
後
高
田
周
辺
で
の
新
田
開
発
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
文
政
十
一
年
九
月
、

そ
の
新
田
の
ひ
と
つ
で
あ
る
宇
佐
の
「
浮
殿
」
に
仮
住
ま
い
の
居
を
構
え
て
い
た
。
こ
こ
に
み

え
る
「
浮
殿
」
の
地
名
は
宇
佐
市
の
東
部
、
寄
藻
川
河
口
付
近
に
あ
る
和
間
神
社
の
「
浮
殿
」

に
由
来
す
る
。
和
間
神
社
は
宇
佐
神
宮
の
放
生
会
で
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
神
社
に
川
に

架
か
っ
た
「
浮
殿
」
が
あ
っ
て
、
放
生
会
で
は
こ
こ
で
蜷
（
に
な
）
放
ち
の
な
ど
神
事
が
行
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

久
兵
衛
は
兄
淡
窓
と
も
は
か
つ
て
、
こ
の
浮
殿
に
弟
の
謙
吉
を
呼
び
寄
せ
、
自
宅
の
一
角
に

新
に
塾
を
置
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
謙
吉
は
同
年
九
月
二
十
八
日
、
麻
生
良
策
、
小
川
寿
吉
の

二
人
の
塾
生
を
伴
っ
て
宇
佐
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
を
追
う
よ
う
に
中
村
直
衛
、
諌
山
哲
蔵
ら
数

人
の
塾
生
が
、
相
前
後
し
て
宇
佐
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
謙
吉
の
宇
佐
行
に
つ
い
て
は

『
懐
旧
楼
筆
記
』
に

（
文
政
十
一
年
九
月
）此
月
二
十
八
日　

謙
吉
高
田
ニ
赴
ク
。
去
年
来
、余
カ
病
既
ニ
愈
エ
、

塾
政
ヲ
ナ
ス
コ
ト
往
年
ノ
如
シ
。
謙
吉
家
ニ
在
リ
テ
閑
暇
無
事
ナ
リ
。
時
ニ
久
兵
衛
新
田

ノ
役
ニ
任
シ
テ
久
シ
ク
高
田
ノ
海
辺
ニ
留
マ
レ
リ
。
新
田
開
発
ノ
地
ハ
、
那
良
潟
、
浮
殿
、

呉
崎
、
其
外
数
ヶ
所
ア
リ
。
久
兵
衛
浮
殿
ニ
家
ヲ
築
キ
、
留
寓
ノ
所
卜
セ
リ
。
其
地
清
幽

ニ
シ
テ
、
書
ヲ
読
ミ
業
ヲ
講
ス
ル
ニ
冝
シ
キ
ヲ
以
テ
、
謙
吉
ヲ
伴
ウ
テ
彼
地
ニ
赴
ケ
リ
。

謙
吉
終
ニ
彼
地
ニ
於
テ
業
ヲ
講
シ
、
門
生
ヲ
誘
引
ス
。
従
遊
ノ
者
頗
ル
多
シ
。
此
方
ノ
塾

生
モ
、
亦
従
ツ
テ
彼
地
ニ
往
ク
者
多
シ

と
あ
る
。
こ
こ
で「
去
年
来
、余
カ
病
既
ニ
愈
エ
。」と
あ
る
の
は
、前
述
の
乙
酉
歳（
文
政
八
年
・

一
八
二
五
）
の
病
が
癒
え
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
淡
窓
は
こ
の
病
か
ら
回
復
し
塾
政
に
復
帰

し
た
。
結
果
、
こ
れ
ま
で
淡
窓
に
代
わ
っ
て
塾
務
に
当
た
っ
て
い
た
謙
吉
は
、「
家
ニ
在
リ
テ

閑
暇
無
事
ナ
リ
」
と
い
う
状
態
な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
の
謙
吉
の
宇
佐
入
り
で
あ
っ
た
。
淡

窓
自
身
も
翌
文
政
十
二
年
四
月
に
父
三
郎
右
衛
門
の
高
田
行
に
随
行
し
て
浮
殿
に
入
り
十
三
日

ほ
ど
滞
在
し
て
い
る
。
し
か
し
淡
窓
が
宇
佐
に
入
っ
た
時
、
浮
殿
の
塾
勢
は
振
る
わ
ず
門
下
生

数
人
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

　

淡
窓
は
、
宇
佐
か
ら
帰
っ
て
間
も
な
く
、
当
時
対
馬
藩
の
飛
び
地
で
あ
っ
た
肥
前
田
代
に
出

講
し
た
。
田
代
で
は
約
一
か
月
、
東
明
館
で
講
義
し
て
い
る
。
淡
窓
が
田
代
か
ら
日
田
に
帰
っ

た
後
、
同
年
六
月
末
に
は
謙
吉
が
代
わ
っ
て
田
代
に
入
っ
た
。
謙
吉
が
日
田
に
戻
っ
た
の
は
八

月
九
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
つ
ま
り
謙
吉
不
在
の
浮
殿
塾
で
代
講
を
務
め
た
の
は
塾
生
の
長

坂
勇
と
木
屋
徳
令
で
あ
っ
た
。
と
く
に
徳
令
は
、
事
実
上
こ
の
塾
を
背
負
う
立
場
に
あ
っ
た
。

　
『
廣
瀬
淡
窓
書
簡
集
』
に
は
、
こ
の
浮
殿
開
塾
の
間
に
、
淡
窓
が
徳
令
に
あ
て
た
書
簡
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
書
簡
は
文
政
十
二
年
六
月
二
十
五
日
付
に
は
じ
ま
り
、
七
月
七
日
、
七
月

二
十
日
、
八
月
三
日
、
八
月
五
日
、
八
月
七
日
、
八
月
二
十
九
日
、
九
月
三
十
日
と
日
を
置
か

ず
発
信
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
六
月
二
十
五
日
の
書
簡
で
あ
る
が
、
直
後
の
二
十
七
日
に
は
謙
吉
が
淡
窓
に
代
わ
っ
て

田
代
に
向
か
う
と
い
う
時
で
あ
っ
た
。
淡
窓
は
こ
こ
で
自
身
の
田
代
出
講
中
の
成
果
な
ど
を
伝

え
た
上
で
、「
謙
吉
彼
地
江
参
候
儀
は
、
府
君
江
は
不
申
上
、
久
兵
衛
迄
内
々
申
遣
置
候
間
、

其
地
ニ
而
は
御
秘
シ
可
被
下
候
。」

と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
度
の
謙
吉
の
田
代
行
に
つ
い
て
は
、
府
君
（
代
官
）
へ
は

申
し
上
げ
て
お
ら
ず
、
久
兵
衛
と
の
話
に
と
ど
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
、
当
地
で
は
秘
せ
ら

れ
る
よ
う
と
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
徳
令
が
、
現
地
で
講
釈
、
素
読
な
ど
塾
務
を
ひ
と
り
で
取

り
仕
切
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、「
万
端
御
一
人
ニ
而
御
煩
雑
ノ
程
ハ
、
千
万
奉
察
候
得
共
、

兼
而
之
御
忠
誠
ヲ
存
候
間
、
強
而
御
頼
申
候
。」
と
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
八
月
に
謙
吉
が
帰

っ
て
く
る
ま
で
万
事
宜
し
く
と
の
願
い
を
添
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
其
地
諸
生
も
、
一

旦
ハ
絶
へ
候
程
ニ
相
成
候
処
、足
下
御
出
之
後
、死
灰
復
燃
候
様
子
ニ
承
及
候
而
、欣
躍
無
限
候
。

と
あ
る
。
浮
殿
の
塾
勢
が
不
振
で
あ
っ
た
中
、
徳
令
が
赴
任
し
て
「
死
灰
復
燃
」、
つ
ま
り
灰

と
な
っ
た
も
の
が
再
び
燃
え
盛
る
よ
う
に
塾
勢
が
回
復
し
た
こ
と
を
謝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
こ
の
塾
に
つ
い
て
は
府
君
へ
の
手
前
も
あ
る
の
で
、
そ
の
点
含
み
置
き
の
上
、
ひ
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き
続
き
心
配
り
を
と
添
え
て
い
る
。

　

ま
た
同
年
七
月
七
日
の
書
簡
は
六
月
二
十
四
日
、
同
晦
日
、
七
月
五
日
と
相
次
い
だ
徳
令
か

ら
の
書
簡
へ
の
返
信
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
徳
令
か
ら
暑
中
見
舞
い
と
し
て
銀
一
封
、
乾
魚
、
西

瓜
な
ど
が
届
い
た
こ
と
を
謝
し
て
い
る
。
西
瓜
は
二
つ
あ
っ
た
よ
う
で
、
ひ
と
つ
は
老
父
（
三

郎
右
衛
門
）
に
と
あ
っ
た
の
で
、
早
速
父
に
渡
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
徳
令
か
ら
の
原
稿
に
つ

い
て
添
削
を
約
し
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
に
は

御
地
ニ
而
素
読
三
回
も
御
授
ケ
被
成
候
由
、
御
煩
多
奉
察
候
。
謙
吉
も
八
月
上
旬
ニ
は
帰

宅
仕
候
由
、
申
越
候
。
何
卒
夫
迄
之
処
、
御
努
力
被
下
度
候
。

と
あ
り
、
徳
令
が
素
読
を
三
回
行
っ
た
こ
と
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
と
と
も
に
、
こ
こ
で
も
、
健
吉

が
八
月
上
旬
に
は
帰
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
何
卒
ご
努
力
を
と
重
ね
て
願
っ
て
い
る
。

　

次
に
七
月
二
十
日
の
書
簡
は
、同
月
十
二
日
の
徳
令
か
ら
の
手
紙
に
返
信
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
中
元
と
し
て
金
百
疋
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
謝
し
て
い
る
。
こ
の
中
元
は
徳
令
の
実

家
光
善
寺
か
ら
の
配
慮
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
「
其
地
も
生
徒
繁
盛
之
様

子
被
仰
聞
、
致
大
慶
候
」
と
あ
り
、
徳
令
の
努
力
に
よ
っ
て
現
地
の
塾
が
繁
盛
し
て
い
る
こ
と

を
謝
し
て
い
る
。
加
え
て
、
旭
荘
の
田
代
か
ら
の
帰
還
が
遅
れ
た
た
め
に
徳
令
に
過
分
の
負
担

が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
謝
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
八
月
三
日
と
同
五

日
の
書
簡
で
も
書
き
添
え
て
い
る
。
特
に
同
年
八
月
五
日
の
書
簡
に
、
謙
吉
の
宇
佐
入
り
が
遅

れ
て
い
る
中
で
、

貴
下
其
地
御
滞
留
、
専
為
レ
人
而
巳
ニ
而
、
俗
中
ノ
俗
ニ
堕
落
之
由
、
御
愁
嘆
千
万
御
尤

ニ
奉
存
候
。
此
処
ハ
久
兵
衛
一
両
日
中
其
地
江
可
罷
出
間
、
得
ト
同
人
ト
談
置
可
申
候
。

何
レ
不
遠
、
御
帰
塾
ニ
相
成
候
様
、
可
取
料
候
間
、
暫
時
御
努
力
可
被
下
候
。

と
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
徳
令
が「
専
為
人
」に
現
地
に
滞
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
た
め
に「
俗

中
の
俗
の
雑
務
に
堕
落
」
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
も
っ
と
も
の
こ

と
と
い
い
、
久
兵
衛
が
当
地
に
赴
く
の
で
彼
と
十
分
相
談
す
る
よ
う
に
と
い
い
、
遠
か
ら
ず
日

田
に
帰
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
今
し
ば
ら
く
お
力
添
え
を
と
添
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
八
月
七
日
付
け
書
簡
は
、
前
日
六
日
に
届
い
た
手
紙
へ
の
返
信
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
去

る
七
月
七
日
に
届
い
た
西
瓜
を
「
飽
食
」
で
き
た
こ
と
、「
乾
魚
」
も
ま
た
「
佳
味
」
だ
っ
た

こ
と
を
謝
し
、
こ
れ
以
上
の
御
心
遣
い
な
き
よ
う
と
添
え
て
い
る
。
謙
吉
が
田
代
か
ら
日
田
に

帰
っ
た
の
は
、
そ
の
直
後
の
八
月
九
日
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
八
月
二
十
九
日
付
け
書
簡
は
同
月
二
十
七
日
の
来
信
へ
の
返
信
で
あ
る
。こ
こ
に
は「
先

日
ハ
竹
輪
御
恵
被
下
、
辱
奉
存
候
。
老
父
江
も
相
達
候
」
と
見
え
る
。
九
月
三
十
日
に
は
「
砂

糖
」
の
恵
送
を
謝
し
て
い
る
。
し
め
て
み
れ
ば
徳
令
は
、
干
物
や
竹
輪
な
ど
の
海
産
物
や
西
瓜

な
ど
当
地
の
特
産
の
も
の
を
逐
次
暑
中
見
舞
い
や
中
元
と
し
て
淡
窓
及
び
広
瀬
家
に
届
け
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
加
え
て

謙
吉
儀
、
近
日
ハ
鬱
症
も
発
シ
不
申
、
不
佞
名
代
万
端
之
事
丁
寧
ニ
相
勤
メ
、
頗
致
安
心

申
候
。
頗
自
新
之
志
有
之
候
ヤ
ト
存
申
候
。
尚
又
、
宜
御
切
磋
被
下
候
様
奉
頼
候
。

と
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
の
謙
吉
の
心
身
不
調
が
回
復
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

旭
荘
が
浮
殿
に
戻
っ
た
の
は
、
こ
の
直
後
の
十
月
一
日
で
あ
っ
た
。
同
年
六
月
末
に
田
代
に

出
講
し
て
以
来
、お
よ
そ
三
カ
月
ぶ
り
に
宇
佐
に
戻
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
十
一
月
、

旭
荘
、
徳
令
相
次
い
で
日
田
に
帰
り
浮
殿
の
塾
は
閉
塾
し
た
。『
懐
旧
楼
筆
記
』
は
こ
の
間
の

経
緯
を
下
記
の
よ
う
に
手
短
に
述
べ
て
い
る
。　
　

謙
吉
浮
殿
ニ
行
ク
。
留
マ
ル
コ
ト
四
十
余
日
ニ
シ
テ
帰
リ
来
レ
リ
。
彼
ノ
方
ニ
ハ
、
初
メ

ハ
長
坂
勇
行
イ
テ
教
授
ス
。
後
ハ
釈
徳
令
行
ケ
リ
。
是
ハ
明
年
ニ
至
ツ
テ
帰
リ
シ
ト
覚
ユ
。

其
ノ
後
ハ
彼
方
教
授
ノ
事
モ
止
ミ
タ
リ
。

　

こ
の
時
の
、
宇
佐
浮
殿
塾
開
塾
と
謙
吉
の
宇
佐
入
り
に
は
、
主
と
し
て
久
兵
衛
の
計
ら
い
と

さ
れ
て
い
る
が
、
淡
窓
が
病
か
ら
回
復
し
塾
政
に
復
帰
し
た
結
果
、
謙
吉
が
「
家
ニ
在
リ
テ
閑

暇
無
事
ナ
リ
」
と
い
う
状
態
な
っ
て
お
り
、
心
身
不
調
を
き
た
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
を

憂
え
た
淡
窓
・
久
兵
衛
が
話
し
合
っ
た
上
で
の
措
置
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
間
の
経
緯
を
見
る
限
り
淡
窓
・
久
兵
衛
・
謙
吉
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位
置
が
い
ま

ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
前
後
し
て
行
わ
れ
た
淡
窓
の
田
代
出
講
と
、
謙
吉
が

代
わ
っ
て
田
代
に
赴
い
た
経
緯
に
つ
い
て
も
、両
人
の
意
志
に
齟
齬
が
あ
る
印
象
は
否
め
な
い
。

要
す
る
に
、
こ
の
一
連
の
経
緯
の
中
で
、
そ
も
そ
も
謙
吉
が
宇
佐
入
り
と
田
代
出
講
に
つ
い
て
、

ど
の
程
度
熱
意
を
持
っ
て
臨
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
が
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
淡
窓
が
徳
令
に
宛
て
た
一
連
の
書
簡
は
、
淡
窓
の
徳
令
へ
の
厚
い
信
頼
を

示
し
て
余
り
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

徳
令
の
大
帰
と
帰
郷

　

前
述
の
よ
う
に
徳
令
は
天
保
二
年
に
咸
宜
園
を
大
帰
し
た
。
前
述
の
『
懐
旧
楼
筆
記
』
の
徳

廣瀬淡窓と木屋徳令
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令
に
つ
い
て
の
記
述
の
末
尾
に
は
徳
令
の
大
帰
に
あ
た
っ
て
の
塩
谷
代
官
の
対
応
を
述
べ
て
い

る
。

塩
谷
明
府
、
其
師
ニ
忠
ナ
ル
コ
ト
ヲ
聞
キ
テ
大
ニ
感
賞
シ
、
之
ヲ
召
シ
テ
相
見
シ
、
至
ツ

テ
懇
志
ヲ
結
ハ
レ
、
朝
夕
ニ
往
来
セ
リ
。
嘗
テ
之
ニ
語
ツ
テ
仰
セ
ケ
ル
ハ
、
新
ニ
寺
ヲ
作

ル
コ
ト
国
禁
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
、
我
新
田
ヲ
開
ケ
リ
。
天
下
ノ
地
既
ニ
広
マ
リ
タ
レ
ハ
戸

口
モ
亦
増
益
ス
ル
理
ナ
リ
。
故
ニ
上
ニ
諸
ウ
テ
新
ニ
一
寺
ヲ
構
へ
、
上
人
ヲ
以
テ
此
カ
住

持
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
思
フ
ト
ソ
。

　

こ
こ
で
塩
谷
代
官
は
日
田
を
去
る
徳
令
の
為
に
、
新
た
に
寺
を
興
し
て
そ
の
住
持
た
ら
し
め

ん
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
寺
の
新
設
は
国
禁
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
こ
ろ
の

新
田
開
発
に
よ
り
人
口
も
増
え
て
い
る
の
で
、
寺
の
新
設
も
許
可
が
下
り
る
だ
ろ
う
と
い
う
理

屈
で
あ
っ
た
。
結
果
、
徳
令
は
こ
れ
を
辞
し
て
八
女
に
帰
郷
し
た
が
、
そ
の
際
に
は
塩
谷
代
官

と
所
属
の
役
人
た
ち
か
ら
餞
贈
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
前
後
の
諸
生
に
な
か

っ
た
こ
と
と
淡
窓
は
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
淡
窓
も
徳
令
に
記
念
の
も
の
を
送
っ
た
。
今
、
光
善
寺
に
は
、
そ
の
時
の
餞
別
の

目
録
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
淡
窓
は
送
別
の
詩
一
首
、
自
身
の
墨
跡
十
九
葉
に
加

え
て
硯
な
ど
を
贈
っ
た
。
加
え
て
淡
窓
の
妻
ナ
ナ
よ
り
浴
衣
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、

徳
令
は
恩
師
淡
窓
へ
の
尊
崇
の
思
い
を
こ
め
て
、
そ
の
承
認
を
得
て
、
小
倉
藩
絵
師
の
高
木
豊

水
に
淡
窓
の
肖
像
画
を
描
か
せ
た
。
こ
の
と
き
淡
窓
五
〇
歳
、
現
存
す
る
廣
瀬
淡
窓
の
肖
像
画

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
は
淡
窓
自
ら
賛
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
肖
像
画
は
光
善
寺
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　

郷
里
に
帰
っ
た
徳
令
は
、
は
じ
め
柳
川
の
名
刹
真
勝
寺
の
景
雲
に
師
事
し
た
。
こ
の
間
の
淡

窓
の
徳
令
宛
の
書
簡
も
興
味
深
い
。
ま
ず
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
二
月
二
十
一
日
付
書
簡
で

は
、
淡
窓
の
「
新
宅
」
の
普
請
が
竣
工
し
た
こ
と
を
伝
え
、
こ
れ
ま
で
の
徳
令
の
骨
折
り
を
謝

し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
新
宅
と
は
、
秋
風
庵
の
東
に
建
て
た
招
隠
洞
（
梅
花
塢
）
を
さ
し
て

い
る
。
そ
し
て
「
何
卒
当
春
ハ
御
来
遊
、
新
宅
御
覧
被
下
度
候
。」
と
あ
る
。
こ
の
時
、
徳
令

か
ら
は
ザ
ボ
ン
一
包
が
届
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た

此
節
ハ
三
僧
来
遊
、
御
付
託
之
旨
承
知
仕
候
。
尽
駑
力
可
申
間
、
御
安
心
可
被
下
候
。
拙

塾
も
繁
昌
ニ
相
成
、
大
慶
仕
候
。

と
あ
り
、
徳
令
が
八
女
・
柳
川
に
帰
っ
て
、
自
ら
紹
介
者
と
な
り
当
地
の
僧
を
咸
宜
園
に
入
門

さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
わ
せ
て

仏
学
御
出
精
、
段
々
御
上
達
之
様
子
、
於
小
生
は
、
欣
躍
之
至
候
。
御
再
遊
之
節
、
御
咄

可
承
、
相
楽
罷
在
候
。

と
あ
り
、
徳
令
が
帰
郷
し
て
仏
教
教
学
に
精
励
し
て
い
る
こ
と
に
敬
意
を
表
し
、
い
ず
れ
そ
の

話
を
伺
い
た
い
と
し
て
い
る
。
つ
い
で
天
保
四
年
十
二
月
五
日
の
書
簡
は
長
文
に
わ
た
る
が
、

こ
こ
に
は
冒
頭

此
節
御
来
訪
可
被
下
処
、
無
拠
儀
ニ
而
不
能
其
儀
由
、
縷
々
被
仰
下
、
辱
承
知
仕
候
。
且

御
音
物
、
拙
子
夫
婦
よ
り
、
家
父
、
謙
吉
方
、
名
々
御
恵
贈
被
下
、
御
目
録
之
通
、
照
数

敬
受
仕
候
。
余
り
御
丁
寧
之
御
儀
、
千
万
奉
痛
入
候
。
老
父
、
謙
吉
よ
り
ハ
、
以
書
中
御

礼
申
上
候
。
愚
妻
ハ
、
小
生
よ
り
宜
申
上
呉
候
様
申
出
候
。
御
両
親
様
よ
り
老
父
方
江
結

構
之
品
御
恵
、
難
有
奉
存
候
。
重
々
宜
御
礼
被
仰
上
可
被
下
候
。

な
ど
と
あ
り
、
徳
令
の
淡
窓
一
家
へ
の
贈
り
物
を
謝
し
て
い
る
。
こ
の
贈
り
物
は
徳
令
の
両
親

の
心
遣
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
は

一
、
野
生
も
此
節
ノ
病
必
死
ト
存
候
処
、
案
外
得
生
候
。
已
ニ
九
年
前
も
其
通
候
。
最
早

此
節
ハ
世
事
ヲ
一
切
棄
置
致
し
候
。
但
死
前
之
身
仕
廻
ヲ
致
候
積
ニ
候
。
先
日
よ
り
詩
集

杯
考
訂
致
居
候
。
己
後
新
作
ハ
止
メ
申
候
筈
ニ
而
候
。
世
間
一
切
之
交
も
絶
候
而
、
間
居

養
心
申
候
。
右
之
訳
ニ
而
、
世
上
ノ
書
通
、
草
稿
、
添
削
等
、
強
而
相
断
り
候
。
乍
併
、

貴
君
ノ
如
キ
ハ
通
例
之
親
友
ニ
非
ス
。
書
通
ハ
勿
論
、
筆
削
迚
も
不
苦
候
。
其
他
ハ
御
地

諸
君
ト
雖
モ
行
届
兼
可
申
候
。

と
あ
る
と
こ
ろ
も
興
味
深
い
。
淡
窓
は
、
こ
こ
で
自
身
の
持
病
芳
し
く
な
く
、
た
め
に
詩
の
新

作
は
も
ち
ろ
ん
世
間
と
の
交
わ
り
も
絶
っ
て
お
り
、
書
通
、
草
稿
、
添
削
等
も
断
っ
て
い
る
と

伝
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
但
し
徳
令
は
通
例
の
親
友
で
は
な
い
の
で
、
書
通
は
も
ち
ろ
ん
筆

削
な
ど
で
も
苦
し
か
ら
ず
と
い
い
、
そ
の
ほ
か
の
者
は
、
御
地
の
諸
君
で
あ
っ
て
も
対
応
し
か

ね
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。

徳
令
の
京
都
遊
学

　

そ
し
て
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
三
月
、
徳
令
は
上
京
し
本
願
寺
高
倉
学
寮
に
就
学
し
た
。

高
倉
学
寮
は
、
真
宗
東
本
願
寺
の
教
学
の
場
と
し
て
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
年
）
に
東
本
願
寺
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寺
内
に
創
設
さ
れ
た
学
寮
で
、
そ
の
後
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
京
都
高
倉
に
移
り
高
倉

学
寮
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
天
保
五
年
と
い
う
年
は
淡
窓
と
咸
宜
園
に
と
っ
て
激
動
・
苦
難
の
時
で
あ
っ
た
。
時

あ
た
か
も
日
田
代
官
塩
谷
大
四
郎
に
よ
る
咸
宜
園
へ
の
干
渉
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
官
府
の
難
」

が
い
よ
い
よ
苛
烈
を
き
わ
め
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
淡
窓
が
「
門
下
生
数
千
の
う
ち
第
一
」
の

英
才
と
評
し
た
佐
伯
の
人
中
島
益
太
の
訃
報
が
あ
り
、
一
〇
月
に
は
父
三
郎
右
衛
門
が
逝
去
し

た
。

　

そ
う
し
た
中
、
翌
六
年
八
月
一
四
日
の
書
簡
は
、
そ
の
徳
令
の
両
親
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
書
簡
は
、
亡
父
三
郎
右
衛
門
へ
の
お
悔
や
み
へ
の
礼
を
か
ね
て
い
た
。
こ
こ
に
は

一
筆
啓
上
仕
候
。
秋
冷
之
節
御
座
候
処
、
弥
御
機
嫌
克
珍
重
奉
存
候
。
然
は
此
節
は
、
亡

父
御
悔
と
し
て
態
ト
御
使
被
下
、
且
品
々
御
恵
投
被
成
下
、
重
々
難
有
奉
存
候
。
早
速
亡

父
霊
位
ニ
供
へ
、
且
本
家
、
謙
吉
方
江
も
遣
申
候
。
本
家
久
兵
衛
方
よ
り
も
、
宜
御
礼
申

上
呉
候
様
申
之
候
。
謙
吉
も
少
々
不
快
ニ
而
、
書
上
差
上
不
申
、
私
よ
り
宜
御
礼
申
上
呉

候
様
、
相
頼
申
候
。

と
あ
る
。
加
え
て

徳
令
様
ニ
も
御
無
異
、
京
都
御
逗
留
之
由
、
珍
重
奉
存
候
。
此
節
書
状
進
候
間
、
後
便
御

届
被
下
候
様
奉
頼
候
。
右
御
礼
迄
、
如
此
御
座
候
。
私
方
相
替
候
儀
無
之
、
私
病
気
も
当

時
は
快
候
間
、
御
安
心
可
被
下
候
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
「
御
使
、
明
朝
差
急
申
シ
候
様
子
ニ
付
、
書
状
相
認
メ
、
乱
筆
御
免
可
被
下

候
。」
と
添
え
て
い
る
。
こ
の
書
簡
に
は　
「
尚
尚
、
愚
妻
よ
り
も
宜
申
上
候
様
申
出
候
」
と
の

追
伸
が
あ
る
。
淡
窓
の
妻
ナ
ナ
と
徳
令
の
母
貞
信
と
の
か
か
わ
り
に
、
師
弟
を
か
こ
む
「
家
」

の
視
線
が
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
年
の
八
月
、
か
の
塩
谷
代
官
が
江
戸
に
召
喚
さ
れ
、
再
び
日
田
の
地
を
踏
む
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
天
保
六
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
書
簡
は
、
在
京
の
徳
令
へ
の
書
簡
で
あ
る
。

こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
徳
令
か
ら
も
亡
父
三
郎
右
衛
門
へ
の
「
香
詩
」
が
添
え
ら
れ
た
こ
と
、

加
え
て
謙
吉
へ
も
「
御
恵
」
の
品
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

謙
吉
は
こ
の
こ
ろ
、
咸
宜
園
の
塾
政
を
任
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
剛
直
な
性
格
も
あ
っ
て
か
、

「
官
府
の
難
」
の
中
で
、
し
ば
し
ば
批
判
の
只
中
に
さ
ら
さ
れ
、
心
身
と
も
苦
境
に
あ
っ
た
時

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
謙
吉
の
意
を
汲
ん
で
「
東
上
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

こ
の
書
簡
で
、
淡
窓
は
徳
令
に
対
し
て
、
や
が
て
東
上
す
る
で
あ
ろ
う
謙
吉
の
こ
と
を
宜
し
く

頼
む
と
添
え
て
い
る
。
明
け
て
天
保
七
年
四
月
二
十
二
日
、
謙
吉
は
東
上
し
た
。
そ
の
直
前
の

四
月
十
三
日
の
書
簡
で
も
、
徳
令
に
対
し
て
重
ね
て
謙
吉
へ
の
力
添
え
を
願
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち

然
は
謙
吉
此
節
東
遊
仕
候
。
着
京
之
上
は
、
早
速
御
尋
可
申
上
候
間
、
万
事
宜
御
心
添
被

成
下
候
様
奉
頼
候
。
様
子
ニ
よ
り
暫
く
ハ
都
下
江
留
滞
可
仕
候
。
何
卒
学
林
之
諸
君
被
仰

合
、
御
世
話
被
下
候
様
奉
頼
候
。
同
人
も
此
節
之
評
判
ニ
よ
り
、
一
生
之
浮
沈
も
定
り
候

程
之
儀
ニ
候
。
誠
ニ
六
ケ
敷
界
ニ
而
候
。
仍
而
老
夫
心
遣
、
一
方
な
ら
ず
候
。
此
処
御
遠

察
被
下
、
同
人
御
地
ニ
着
候
上
は
、
暫
く
ハ
御
慶
学
被
成
而
も
、
同
人
身
分
之
事
ニ
御
周

旋
被
下
候
様
奉
願
候
。
未
タ
年
少
不
経
世
事
、
別
而
上
方
メ
（
ノ
）
之
事
ハ
不
案
内
ニ
候

間
、
必
々
無
御
遠
慮
、
諸
事
御
異
見
被
下
候
様
、
所
希
ニ
候
。
脇
方
江
も
頼
状
遣
候
得
共
、

委
キ
事
ハ
不
申
遣
候
。
上
人
よ
り
宜
敷
御
致
声
可
被
下
候
。

と
あ
る
。
謙
吉
は
上
京
の
上
は
早
速
貴
殿
を
訪
ね
る
の
で
万
事
宜
し
く
と
頼
み
、
あ
わ
せ
て
学

林
（
学
寮
）
の
人
々
へ
の
引
き
合
わ
せ
を
頼
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
「
様
子
ニ
よ
り
暫
く
ハ
都
下

江
留
滞
可
仕
候
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
淡
窓
は
謙
吉
の
遊
学
先
と
し
京
都
を
考
え
て

い
た
よ
う
に
見
え
る
。
な
れ
ば
こ
そ
高
倉
学
寮
遊
学
中
の
徳
令
に
「
徳
令
何
卒
学
林
之
諸
君
被

仰
合
、
御
世
話
被
下
候
様
奉
頼
候
」
と
添
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
謙
吉
の
東
上

に
つ
い
て
、
そ
の
成
果
の
如
何
に
よ
っ
て
謙
吉
の
「
一
生
之
浮
沈
」
が
決
ま
る
と
ほ
ど
の
こ
と

い
い
、
た
め
に
老
父
の
心
配
も
一
方
な
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
思
い
も
あ
っ

て
、
徳
令
に
対
し
て
重
ね
て
「
同
人
身
分
之
事
ニ
御
周
旋
被
下
候
様
奉
願
候
。」
と
願
い
さ
ら

に
「（
謙
吉
は
）
未
タ
年
少
不
経
世
事
、別
而
上
方
メ
之
事
ハ
不
案
内
ニ
候
間
、必
々
無
御
遠
慮
、

諸
事
御
異
見
被
下
候
様
、
所
希
ニ
候
。」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
東
上
し
た
謙
吉
は
、
上
方
遊
学
の
拠
点
と
し
て
京
都
で
は
な
く
堺
の
門
人
、
小
林

安
石
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
こ
の
地
で
開
塾
し
た
。
そ
の
後
も
大
坂
を
拠
点
に
活
動
し
た
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
結
果
、
直
接
に
京
都
の
徳
令
に
世
話
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
淡
窓
の
弟
へ
の
思
い
を
、
か
く
京
都
の
徳
令
に
託
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
淡
窓
の
徳
令

に
対
す
る
格
別
の
信
頼
の
深
さ
が
表
わ
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
淡
窓
は
、
謙
吉
が
東
上
す
る
と
自
ら
咸
宜
園
に
復
帰
し
塾
政
に
あ
た
っ
た
が
、
こ
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の
こ
ろ
の
咸
宜
園
は
淡
窓
の
度
重
な
る
病
、
後
継
者
と
さ
れ
て
い
た
謙
吉
の
東
上
な
ど
の
影
響

も
あ
っ
て
、
門
下
生
も
減
少
し
苦
境
に
立
っ
て
い
た
。
全
盛
期
に
は
在
塾
生
も
百
人
を
超
え
、

月
旦
評
の
人
数
は
百
八
十
人
に
及
ん
で
い
た
の
だ
が
、
右
の
書
簡
を
書
い
た
天
保
七
年
に
は
入

門
者
二
十
八
人
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

　

天
保
九
年
二
月
六
日
付
け
書
簡
は
、
こ
う
し
た
咸
宜
園
の
苦
境
を
ふ
ま
え
て
の
書
簡
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
冒
頭

一
、
謙
吉
京
都
ニ
而
拝
晤
、
彼
是
御
世
話
ニ
相
成
、
辱
奉
存
候
。
同
人
又
々
東
遊
仕
候
。

此
度
は
、
様
子
に
よ
り
京
都
ニ
居
可
申
候
。
何
卒
万
事
御
周
旋
被
下
候
様
奉
頼
候
。
委
曲

ハ
同
人
舌
端
ニ
附
候
問
、
文
略
仕
候
。

一
、
益
御
出
精
珍
重
奉
存
候
。
擬
寮
司
御
升
進
之
由
、
不
堪
欣
躍
候
。
何
卒
御
努
力
可
被

成
候
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
謙
吉
が
京
都
に
住
む
可
能
性
を
い
い
、
徳
令
の
世
話
を
願
っ
て
い
る
。
そ

し
て
徳
令
が
高
倉
学
寮
の
擬
寮
司
に
昇
進
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
そ
し
て

去
年
ハ
両
僧
来
遊
ニ
付
、
御
添
書
被
下
候
処
、
両
人
共
ニ
豊
前
ニ
而
人
ニ
所
レ
欺
、
恒
遠

塾
江
参
り
、
拙
家
江
は
不
参
候
。
総
シ
テ
当
時
拙
塾
ヲ
傾
候
姦
計
ヲ
企
候
者
、
徒
党
多
く
、

種
々
之
浮
説
ヲ
唱
へ
候
よ
り
、
右
ノ
如
く
成
行
申
候
。
何
卒
時
々
拙
家
ノ
為
ニ
冤
ヲ
御
明

し
被
下
候
様
奉
頼
候
。

と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
徳
令
か
ら
紹
介
を
受
け
た
二
人
の
僧
が
咸
宜
園

に
は
入
塾
せ
ず
、淡
窓
の
門
弟
で
あ
っ
た
豊
前
の
恒
遠
醒
窓
の
塾
に
入
門
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
も
こ
れ
も
当
節
、
咸
宜
園
に
対
す
る
「
姦
計
」
を
企
む
徒
党
が
多
く
、
種
々
之
浮
説
ヲ
唱

へ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
と
伝
え
、
徳
令
に
対
し
「
何
卒
時
々
拙
家
ノ
為
ニ
冤

ヲ
御
明
し
被
下
候
様
奉
頼
候
。」
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
塾
の
現
状
に
つ
い

て

一
、
拙
塾
費
用
過
多
ト
申
説
、
盛
ニ
行
レ
候
。
是
ハ
一
向
ノ
浮
説
ニ
も
ア
ラ
ス
、
且
去
年

米
価
高
直
ニ
而
増
し
候
は
勿
論
也
。
当
時
復
旧
、
一
月
ノ
費
多
キ
モ
、
三
貫
ニ
不
過
候
。

一
、
塾
生
不
残
離
散
ノ
説
ア
リ
。
是
も
去
年
ハ
米
価
ノ
事
ニ
付
、
貧
生
留
り
不
得
候
。
廿

人
程
ニ
減
ス
。
当
時
当
塾
三
十
余
人
。
追
々
復
旧
候
勢
ニ
而
候
。

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
こ
う
し
た
風
評
の
理
由
と
し
て
咸
宜
園
の
塾
費
が
高
い
と

い
う
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
米
価
高
騰
に
よ
る
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
た
め
に
塾
を

去
る
者
が
出
て
塾
生
の
数
が
少
な
く
な
っ
た
が
、
今
は
回
復
し
つ
つ
あ
る
と
弁
明
し
て
い
る
。

同
様
の
報
告
は
天
保
十
一
年
十
二
月
二
日
付
け
書
簡
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち

拙
塾
諸
生
、何
レ
も
篤
実
、出
精
仕
居
申
候
。
近
年
世
上
ニ
讒
謗
之
徒
多
く
、拙
塾
事
、種
々

悪
評
相
加
へ
申
候
。
御
本
山
学
寮
ニ
も
、
其
説
入
込
居
候
由
も
承
及
候
。
何
卒
為
野
生
ニ

解
レ
嘲
禦
レ
侮
之
儀
、
宜
敷
御
頼
申
候
。
世
上
ニ
逢
蒙
之
徒
多
く
、
射
羿
ノ
弓
ヲ
引
候
よ

り
起
り
候
説
ニ
而
候
。
其
御
含
ニ
而
、
宜
奉
頼
候
。

と
あ
り
、
世
評
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
咸
宜
園
の
塾
生
た
ち
は
皆
篤
実
な
者
ば
か
り
で
、
修
学

に
勤
め
て
い
る
と
い
い
。
こ
の
と
こ
ろ
高
倉
学
寮
に
も
「
種
々
悪
評
」
が
入
っ
て
い
る
と
承
っ

て
い
る
が
、
誤
解
を
解
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
で
い
る
。

　

淡
窓
が
、
京
都
在
住
の
徳
令
に
、
咸
宜
園
へ
の
誹
謗
に
つ
い
て
報
告
し
、
特
に
学
寮
の
関
係

者
に
誤
解
を
解
く
よ
う
願
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
讒
言
を
な
し
た
者
が
、
真

宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
海
原
徹
氏
は
、
こ
の
書
簡
が
出
さ
れ
た
前

後
に
、
謙
吉
が
徳
令
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
咸
宜
園
の
旧
門
下
生
西
元
春
と
堀
江
宗
哲
の
二

人
が
京
都
で
咸
宜
園
を
誹
謗
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
人
は
徳
令
と
同
郷
の
柳
川
藩
内
の
出
身
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
徳
令
に
そ
の
対
策
を
頼
ん
だ
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

た
だ
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
淡
窓
か
ら
の
、
そ
の
前
後
の
一
連
の
徳
令
宛
の
書
簡
の
全
体
を
み

れ
ば
、
淡
窓
の
徳
令
に
対
す
る
思
い
に
は
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
師
弟
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
盟

友
と
も
い
う
べ
き
絶
対
的
な
信
頼
が
見
え
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
書
簡
で
は
、
さ
ら
に
当
地
で
の
徳
令
の
修
学
の
精
励
を
悦
び
な
が
ら
「
野
生
も
老
衰
ニ

付
、
仏
教
ニ
志
深
く
相
成
候
。」
と
述
べ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

　

ま
た
天
保
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
付
け
書
簡
に
は
「
顕
了
師
事
、委
細
被
仰
下
承
知
仕
候
。

成
丈
念
ヲ
入
レ
教
導
可
仕
候
。
同
人
も
至
極
有
付
キ
之
様
子
ニ
相
見
へ
候
。
席
序
追
々
升
進

ニ
及
候
。
御
安
心
可
被
下
候
。」
と
か
「
霊
定
今
日
入
塾
ニ
相
成
候
。
様
子
ハ
未
相
分
。
楊
青
、

顕
了
皆
同
郷
之
人
ニ
候
間
、
定
而
可
有
付
候
。」
な
ど
と
あ
り
、
徳
令
か
ら
の
紹
介
で
咸
宜
園

に
入
門
す
る
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
も
「
御
菓
子
料
、
並
ニ
書
翰
封
紙
御
恵
、
辱

拝
受
仕
候
。」
と
添
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
弘
化
三
年
十
月
二
十
八
日
付
書
簡
で
は

一
、
当
時
文
学
御
出
精
、
余
力
ニ
ハ
仏
書
も
不
被
成
御
廃
由
、
至
極
御
尤
ニ
奉
存
候
。
永

久
其
御
含
可
然
候
。
儒
学
之
御
門
弟
、如
何
程
出
来
候
哉
承
度
候
。
石
舟
も
御
地
ニ
参
候
。
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同
門
之
事
故
、
得
と
被
仰
合
可
然
候
。

一
、
緑
猗
園
集
之
序
、
加
筆
返
呈
仕
候
。
御
草
稿
ハ
大
冊
故
、
緩
々
可
遂
拝
見
候
。

一
、
御
作
入
天
覧
候
儀
ハ
兼
て
承
及
、
此
節
御
内
分
為
御
知
被
下
、
難
有
儀
ニ
奉
存
候
。

日
本
ニ
而
ハ
、
誠
ニ
希
有
之
寵
栄
ニ
候
。
重
畳
御
出
精
可
被
成
候
。

な
ど
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
儒
学
之
御
門
弟
、
如
何
程
出
来
候
哉
承
度
候
。」
と
あ
り
、
徳
令

が
学
寮
で
仏
教
教
学
に
精
励
し
な
が
ら
も
、儒
学
の
指
導
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
徳
令
の
作
が
「
天
覧
」
の
栄
を
賜
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
日
本
ニ
而
ハ
、
誠
ニ
希
有
之
寵

栄
ニ
候
。」
と
祝
し
て
い
る
。

そ
の
上
で

一
、
野
生
蒙
寵
命
候
事
ハ
、
先
年
御
書
通
申
候
と
覚
候
。
其
後
門
下
追
々
繁
昌
。
其
前

七
八
年
前
ハ
塾
も
衰
微
、
席
序
不
満
百
人
、
在
塾
不
満
五
十
人
、
当
時
ハ
席
序
二
百
、
在

塾
も
百
ニ
越
候
。
御
欣
慰
可
被
下
候
。
謙
吉
東
遊
ニ
付
、門
生
矢
野
卯
三
郎
、養
子
ニ
致
シ
、

謙
吉
弟
子
ニ
い
た
し
、
廣
瀬
範
治
と
相
改
候
。
当
年
廿
八
歳
。
野
生
と
一
同
教
育
、
幷
世

事
相
務
候
。
是
ハ
十
年
余
、
此
方
ニ
て
学
候
者
ニ
て
、
人
柄
見
届
ケ
候
上
、
呼
入
レ
申
候
。

詩
ハ
百
家
詩
ニ
も
有
之
拙
門
両
三
人
之
作
家
ニ
而
候
。
以
後
宜
敷
被
仰
合
可
被
下
候
。
此

後
用
事
、
同
人
名
前
を
以
、
御
掛
合
申
候
事
も
可
有
之
候
。

と
い
い
、
咸
宜
園
は
一
時
席
序
で
百
人
の
満
た
ず
在
塾
生
も
五
十
人
に
満
た
な
か
っ
た
が
、
こ

の
と
こ
ろ
席
序
二
百
人
、
在
塾
生
百
人
を
超
え
た
と
報
告
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
書
簡
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
度
の
謙
吉
東
遊
に
あ
た
っ
て
門
生
矢

野
卯
三
郎
を
養
子
と
し
て
廣
瀬
範
治
と
改
名
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
を
具
に
述
べ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
い
う
範
治
（
卯
三
郎
）
は
い
う
ま
で
も
な
く
広
瀬
青
邨
と
し
て
咸
宜
園
三
代
の
塾
主

と
な
っ
た
人
で
あ
る
。
範
治
は
豊
前
・
土
田
村
（
現
大
分
県
中
津
市
三
光
村
）
の
矢
野
徳
四
郎

の
二
男
に
生
ま
れ
、
天
保
五
年
、
十
六
歳
で
咸
宜
園
に
入
門
、
同
十
年
に
は
都
講
（
塾
頭
）
と

な
り
月
旦
評
の
九
級
に
進
ん
だ
。
十
二
年
十
月
、
範
治
は
肥
後
へ
行
き
医
学
を
学
ん
だ
。
範
治

は
、
淡
窓
の
大
村
行
き
に
先
立
っ
て
咸
宜
園
の
都
講
と
し
て
咸
宜
園
の
塾
務
を
担
っ
た
。

　

こ
の
範
治
を
後
継
者
に
と
い
う
淡
窓
の
思
い
は
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。
た
め
に
範
治
を
弟
謙

吉
の
義
弟
と
し
て
広
瀬
姓
を
名
乗
ら
せ
、
淡
窓
に
代
わ
っ
て
実
質
的
に
咸
宜
園
の
塾
政
を
委
ね

る
こ
と
と
し
た
。
淡
窓
は
天
保
十
五
年
（
弘
化
元
年
）
一
月
、
範
治
の
実
家
に
正
式
に
申
し
入

れ
、そ
の
内
諾
を
得
た
。
そ
し
て
六
月
八
日
広
瀬
家
と
は
か
り
範
治
義
子
の
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

範
治
を
養
子
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
代
官
所
と
の
や
り
取
り
が
あ
っ
て
、
嘉
永
二
年
に
正
式

に
決
ま
っ
た
。
か
く
て
範
治
は
青
邨
と
号
し
て
、
孝
之
助
（
林
外
）
が
成
長
す
る
ま
で
、
中
継

ぎ
の
後
継
者
と
し
て
咸
宜
園
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
一
連
の
経
緯
の
只
中
で
、
淡
窓
が
徳
令
に
対
し
て
、

範
治
登
用
の
仔
細
を
述
べ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
書
簡
に
よ
れ
ば
、
範
治
は
淡
窓
と
「
并
世

事
相
務
候
」
と
い
い
、
彼
は
十
年
余
、
咸
宜
園
に
学
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
人
柄
も
見
届
け
た
う

え
で
の
措
置
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
特
に
範
治
は
詩
に
優
れ
、
拙
門
両
三
人
之
作
家
と
評
し

て
い
る
。
か
く
て
徳
令
に
対
し
、
こ
の
範
治
の
こ
と
を
「
以
後
宜
敷
被
仰
合
可
被
下
候
。
此
後

用
事
、
同
人
名
前
を
以
、
御
掛
合
申
候
事
も
可
有
之
候
。」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

内
容
か
ら
す
る
と
、
い
わ
ば
淡
窓
身
辺
で
の
「
人
事
」
の
報
告
と
い
え
よ
う
が
、
文
面
か
ら
は
、

特
に
徳
令
に
対
し
て
は
そ
の
理
解
を
得
て
お
き
た
い
と
い
う
淡
窓
の
思
い
の
伝
わ
る
書
簡
で
あ

る
。

　

ま
た
弘
化
四
年
二
月
五
日
の
書
簡
で
は
、
か
ね
て
徳
令
か
ら
届
い
て
い
た
「
草
稿
」
の
う
ち

「
七
律
」
の
分
に
つ
い
て
加
筆
し
た
こ
と
。
残
り
の
分
も
追
っ
て
拝
閲
し
た
い
と
伝
え
て
い
る
。

そ
し
て
「
野
生
（
私
）
事
、当
年
六
十
六
歳
、日
々
老
衰
、用
事
ハ
却
て
相
増
候
」
と
い
い
「
草

稿
筆
削
」
の
こ
と
も
世
上
一
切
相
断
っ
て
い
る
が
、
徳
令
の
稿
は
別
だ
と
伝
え
て
い
る
。
前
掲

の
天
保
四
年
十
二
月
五
日
の
書
簡
と
同
じ
思
い
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
倉
学
寮
で
の
修
学

　

述
べ
た
よ
う
に
徳
令
は
上
京
後
、
高
倉
学
寮
で
修
学
に
勤
し
ん
だ
。
こ
こ
に
は
易
行
院
法
海

が
居
た
。
法
海
は
日
田
の
長
福
寺
の
生
れ
で
、
幼
く
し
て
肥
後
八
代
の
光
徳
寺
の
養
子
と
な
り

長
じ
て
寺
を
継
い
だ
。
法
海
は
文
芸
学
問
に
励
み
、
詩
は
特
に
巧
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
文
化

元
年
に
高
倉
学
寮
の
寮
司
、
翌
二
年
に
擬
講
師
、
そ
し
て
文
政
一
一
年
に
は
講
師
（
学
頭
）
に

選
ば
れ
て
易
行
院
と
名
乗
っ
た
。
法
海
は
淡
窓
の
少
年
時
に
詩
作
を
指
導
し
て
い
る
。
淡
窓
は
、

そ
の
後
の
法
海
帰
省
の
度
に
教
え
を
乞
う
て
い
る
。
た
だ
法
海
は
徳
令
入
寮
後
ほ
ど
な
く
寂
し

た
の
で
、
徳
令
が
指
示
し
た
期
間
は
半
年
に
満
た
な
か
っ
た
。

　

徳
令
は
、
こ
の
ほ
か
豊
前
出
身
の
雲
華
院
大
含
に
師
事
し
た
。
大
含
は
石
門
よ
り
は
二
十
才

年
長
で
、
天
保
五
年
石
門
が
高
倉
寮
に
入
っ
た
時
六
十
二
歳
。
文
政
二
年
、
学
寮
の
擬
講
と
な
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り
、
後
に
講
師
に
昇
進
し
た
。
大
含
は
京
都
で
篠
崎
小
竹
、
貫
名
海
屋
、
田
能
村
竹
田
等
と
交

流
が
あ
っ
た
。
大
含
は
ま
た
頼
山
陽
の
友
人
で
あ
っ
た
の
で
、
石
門
も
大
含
を
介
し
て
山
陽
と

相
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
光
善
寺
に
残
る「
石
門
藏
書
」中
に
は
山
陽
が
自
評
を
手
記
し
た「
唐

宋
八
家
文
読
本
」
の
全
部
が
あ
る
。

　

当
時
の
高
倉
学
寮
に
は
、
こ
の
ほ
か
豊
後
府
内
光
西
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
雲
泉
嗣
講
、
東
本

願
寺
歴
代
講
師
の
う
ち
「
徳
」
は
香
樹
院
を
推
す
と
い
わ
た
香
樹
院
徳
龍
ら
が
い
た
。

　

徳
令
の
京
都
高
倉
学
寮
へ
の
入
寮
は
自
身
真
宗
の
僧
で
あ
り
当
然
の
選
択
で
あ
っ
た
が
、
も

と
も
と
咸
宜
園
と
東
本
願
寺
と
の
間
に
は
特
別
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

　

淡
窓
は
早
く
八
才
の
と
き
、
実
家
に
近
い
豆
田
の
長
福
寺
の
法
幢
上
人
か
ら
『
詩
経
』
の
句

読
を
受
け
た
。
こ
こ
で
法
幢
は
前
述
の
易
行
院
法
海
の
弟
で
あ
る
。
淡
窓
が
は
じ
め
て
講
業
を

お
こ
し
た
の
も
、
他
な
ら
ぬ
長
福
寺
の
学
寮
を
借
り
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
淡
窓
は

広
円
寺
の
法
蘭
の
指
導
も
受
け
て
い
る
。
要
す
る
に
長
福
寺
と
い
い
広
円
寺
と
い
い
、
九
州
に

お
け
る
東
本
願
寺
の
学
問
的
中
心
を
果
た
し
て
い
た
寺
院
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
咸
宜
園
の
入
門
者
に
僧
侶
、
特
に
真
宗
の
僧
が
多
い
こ
と
は
か
ね
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
お
り
で
あ
る
。
川
邊
雄
大
氏
は
明
治
期
に
東
本
願
寺
が
清
国
へ
の
布
教
を
始
め
た
背
景

に
つ
い
て
言
及
し
た
論
文
の
中
で
、
咸
宜
園
で
学
ん
だ
真
宗
僧
た
ち
が
、
長
崎
等
に
お
い
て
キ

リ
ス
ト
教
探
索
や
破
邪
顕
正
に
従
事
し
、
維
新
後
は
本
山
の
近
代
化
の
た
め
寺
務
改
革
に
中
心

的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
。
そ
し
て
明
治
前
期
の
東
本
願
寺
に
よ
る
清
国
布
教
に
お
い
て
、

咸
宜
園
出
身
の
真
宗
僧
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。同
氏
に
よ
れ
ば
、

南
條
文
雄
の
報
告
し
た
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
当
時
の
高
倉
学
寮
の
護
法
場
は
、
咸
宜
園
の

教
育
法
を
導
入
し
、
む
し
ろ
漢
学
の
道
場
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
要
す
る
に
維
新
後
の
高
倉

学
寮
で
は
、
本
来
破
邪
顕
正
の
機
関
で
あ
っ
た
護
法
場
の
教
育
内
容
が
、
咸
宜
園
ふ
う
に
変
化

す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
流
れ
の
背
景
と
し
て
、
大
坂

に
あ
っ
た
旭
荘
塾
や
、
松
本
白
華
な
ど
咸
宜
園
・
旭
荘
塾
出
身
者
が
開
い
て
い
た
漢
学
塾
の
存

在
を
あ
げ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
間
、
徳
令
は
天
台
修
学
の
た
め
比
叡
山
に
登
っ
て
い
る
。
ま
た
伏
見
親
王
の
侍

講
と
な
り
、
法
衣
及
び
袈
裟
の
御
下
賜
を
賜
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
相
国
寺
の
管
長
に
推
さ
れ

た
が
、
紫
衣
は
わ
が
分
で
は
な
い
と
し
て
辞
退
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
に
は
、
京
都
に
お
け
る
徳
令
の
精
励
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
こ
で
の

教
学
の
基
本
が
、
他
な
ら
ぬ
「
仏
教
教
学
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
で
の
修
学
に

あ
た
っ
て
、
咸
宜
園
で
塾
長
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
「
漢
学
」
の
素
養
が
何
よ
り
大
き
な
拠
り
ど

こ
ろ
と
な
り
、そ
の
こ
と
が
彼
の
地
で
の
高
い
評
価
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

た
だ
、
そ
う
し
た
中
で
も
徳
令
は
咸
宜
園
で
学
ん
だ
「
儒
学
」
の
修
学
に
も
怠
る
と
こ
ろ
が
な

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
前
述
の
天
保
六
年
一
二
月
二
二
日
の
書
簡
に
は
、

一
、
徳
龍
公
御
当
番
ニ
而
、
以
御
差
図
、
儒
門
之
同
社
御
同
居
ニ
成
候
由
、
欣
然
之
至
、

於
野
生
も
本
懐
之
儀
奉
存
候
。
何
卒
被
仰
合
、
御
努
力
可
被
成
候
。
龍
信
、
秀
諦
二
師
、

其
外
へ
宜
御
致
声
奉
頼
候
。

一
、
詩
経
、
書
経
御
講
被
成
候
由
、
珍
重
之
御
事
ニ
候
。
他
書
も
追
々
ニ
引
続
キ
有
之
度

相
願
候
。

な
ど
と
あ
る
。

　

以
上
要
す
る
に
徳
令
の
京
都
で
の
修
学
は
、
高
倉
学
寮
で
仏
教
教
学
を
究
め
る
一
方
、
咸
宜

園
で
学
ん
だ
儒
学
を
深
め
る
と
い
う
困
難
で
大
き
な
課
題
に
精
力
的
に
取
り
組
む
日
々
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。「
咸
宜
園
」
と
「
高
倉
学
寮
」
へ
。
儒
学
・
漢
学
の
修
学
と
仏
教
教
学
、
そ

の
双
方
が
高
い
レ
ベ
ル
で
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
こ
こ
で
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
謙
吉
が
東
遊
す
る
に
あ
た
っ
て
の
謙
吉

と
徳
令
の
立
ち
位
置
で
あ
る
。
述
べ
た
よ
う
に
、
淡
窓
は
謙
吉
の
東
遊
に
あ
た
り
繰
り
返
し
徳

令
に
協
力
を
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
謙
吉
は
京
都
に
は
住
ま
ず
堺
・
大
坂
に
拠
点
を
置
い
た
。

謙
吉
は
そ
の
後
も
度
々
京
都
に
上
っ
て
多
く
の
人
々
と
交
流
を
持
っ
た
。
天
保
七
年
七
月
五
日

の
旭
荘
・
小
林
安
石
か
ら
の
淡
窓
宛
書
簡
で
は
、
旭
荘
は
ま
ず
京
都
で
の
交
友
に
つ
い
て
「
雲

華
師
ハ
、
大
ニ
被
悦
候
。
処
々
吹
聴
有
之
候
。
万
事
相
談
柱
ニ
相
成
候
。」
と
報
告
し
て
い
る
。

雲
華
は
前
述
の
よ
う
に
徳
令
が
高
倉
学
寮
で
師
事
し
た
雲
華
院
大
含
で
あ
る
。こ
の
書
簡
で
は
、

こ
の
ほ
か
京
都
で
交
わ
っ
た
人
と
し
て
、
小
石
元
瑞
、
浦
上
春
栞
、
摩
嶋
松
南
、
仁
科
白
谷
等

の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

　

な
お
こ
こ
で
京
都
の
印
象
に
つ
い
て

京
ハ
大
坂
之
繁
華
と
違
、
幽
絶
聞
ニ
十
倍
。
文
人
墨
客
避
世
之
地
。
一
水
一
石
、
皆
有
趣

候
。
先
書
、
大
坂
之
地
宜
様
ニ
申
上
候
得
共
、
東
山
当
り
之
地
ニ
遊
ニ
及
而
、
爽
然
自
失
。

大
人
も
是
非
一
度
ハ
、
御
遊
有
之
度
奉
存
候
。
委
細
は
、
聞
恵
ニ
申
置
候
。



一
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廣瀬淡窓と木屋徳令

と
あ
る
の
は
如
何
に
も
謙
吉
ら
し
い
。
京
都
は
大
坂
の
「
繁
華
」
と
違
い
「
幽
絶
聞
ニ
十
倍
」

と
感
嘆
し
、
大
阪
に
も
驚
い
た
が
、
京
都
東
山
に
来
て
「
爽
然
自
失
」。
兄
淡
窓
に
も
是
非
京

都
に
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
手
紙
に
は
、
加
え
て

一
、
居
住
之
処
、
世
話
人
大
ニ
多
。
此
頃
迄
未
決
候
。
安
石
、
恵
学
、
龍
潭
ハ
鄙
ヲ
勧
候
。

堺
ヲ
宜
ト
ス
。
雲
華
師
も
、
暫
時
ハ
在
所
可
宜
ト
被
申
候
。
小
竹
、
大
助
、
常
次
、
純
五
、

淳
、
宗
甫
、
原
田
真
卿
（
淳
ノ
師
ナ
リ
）
皆
大
坂
ヲ
勧
候
。
行
助
、
白
谷
、
元
瑞
、
春
琴

等
ハ
、
京
都
ヲ
勧
候
。
二
・
三
年
之
内
、
京
ニ
出
候
様
ニ
ト
申
ハ
、
雲
華
、
安
石
、
龍
源
、

大
助
、
真
卿
皆
同
意
ニ
候
。
此
節
直
ニ
不
出
る
事
ハ
、
雑
費
ノ
畏
レ
ア
ル
故
也
。
至
昨
今
、

安
石
、
恵
学
ノ
説
ニ
随
、
堺
ノ
地
ニ
暫
滞
、
明
年
京
ニ
出
候
筈
相
決
候
。

と
あ
り
、
謙
吉
が
上
方
在
住
の
多
く
の
知
人
等
の
助
言
を
得
て
、
堺
に
住
む
こ
と
を
決
め
た
旨

を
淡
窓
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
安
石
、
恵
学
、
龍
潭
ら
は
堺
を
勧
め
た
。
ま
た

雲
華
も
し
ば
ら
く
は
「
在
所
」
に
住
む
の
が
よ
い
と
し
た
。
一
方
、（
篠
崎
）
小
竹
ら
は
大
坂

を
勧
め
、（
矢
上
）
行
助
、（
小
石
）
元
瑞
、（
浦
上
）
春
琴
等
は
京
都
を
勧
め
た
。
大
坂
・
堺

を
す
す
め
た
雲
華
、
安
石
ら
も
二
・
三
年
の
内
に
は
京
に
出
る
の
が
よ
い
と
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
雲
華
の
意
見
に
つ
い
て
は
別
に
天
保
九
年
八
月
十
二
日
付
の
謙
吉
か
ら
の
書
簡

に

雲
華
京
住
ヲ
不
好
故
ハ
、
其
説
ニ
、
人
ハ
性
之
近
き
処
あ
り
。
京
都
ハ
三
年
之
間
門
前
人

な
く
て
も
、
辛
抱
不
懈
様
ニ
な
く
て
ハ
、
寵
城
不
相
成
。
貴
君
ハ
天
性
豪
華
ヲ
好
之
人
ニ

而
、
三
年
之
間
コ
ラ
エ
候
事
ハ
迚
も
出
来
ル
人
ニ
非
。
浪
華
ハ
京
師
よ
り
動
シ
易
シ
。
其

方
可
宜
乎
と
、
私
ニ
直
ニ
話
候
。

と
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
か
く
て
、
謙
吉
は
今
す
ぐ
京
に
出
る
の
は
「
雑
費
ノ
畏
レ
ア
ル
故
」

結
局
、
堺
に
決
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
謙
吉
は
度
々
京
都
を
訪
れ
て
い
る
。
天
保
九
年
十
一
月
に
は
小
石
元
瑞
、浦
上
春
琴
、

貫
名
泰
次
郎
を
訪
れ
た
。『
日
間
瑣
事
備
忘
』
に
は
「
小
石
元
瑞
ヲ
訪
ヒ
、又
浦
上
春
琴
ヲ
訪
ヒ
、

遠
思
楼
詩
紗
ヲ
贈
リ
、
鴨
川
ヲ
渡
リ
西
ニ
行
キ
、
木
屋
街
ニ
貫
名
海
屋
ヲ
訪
ヒ
、
遠
思
楼
集
ヲ

贈
リ
、
晩
、
逆
旅
ニ
帰
ル
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
経
緯
の
中
で
、
謙
吉
が
彼
の
地
で
交
遊
を
持
っ
た
人
た
ち
の
中
に
徳
令
の

名
が
見
え
な
い
の
は
、
淡
窓
が
謙
吉
上
京
の
際
に
仔
細
世
話
を
願
っ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、

い
さ
さ
か
違
和
感
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
の
中
に
見
え
る
淡
窓
と
謙
吉
、
そ

し
て
徳
令
の
立
ち
位
置
は
、
前
述
の
宇
佐
浮
殿
塾
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
構
図
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。

徳
令
の
帰
郷
と
修
文
館
開
塾

　

徳
令
は
、
故
郷
の
兄
二
人
が
相
次
い
で
逝
去
し
た
た
め
、
嘉
永
元
年(

一
八
四
八)

に
帰
郷
、

光
善
寺
住
職
第
十
三
世
と
な
り
私
塾
修
文
館
を
開
設
し
た
。
天
保
五
年
に
上
京
し
て
以
来
十
四

年
が
経
過
し
て
い
た
。

　

修
文
館
で
は
咸
宜
園
の
学
風
と
教
育
方
法
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
仏
教
の
教
義
を
基
と
し
て
、

知
と
徳
の
一
致
を
目
的
と
し
て
子
弟
を
指
導
し
た
。
修
文
館
で
は
、
明
治
一
八
年
の
閉
塾
ま
で

に
学
ん
だ
門
下
生
の
数
は
約
三
〇
〇
〇
名
に
及
ん
だ
。
徳
令
は
ま
た
玉
露
緑
茶
の
製
法
を
京
都

で
学
び
地
域
に
奨
励
す
る
な
ど
地
域
の
振
興
に
も
貢
献
し
た
。

　

こ
こ
で
徳
令
が
生
ま
れ
、
住
職
と
し
て
住
し
、
私
塾
修
文
館
を
開
い
た
光
善
寺
に
つ
い
て
見

て
お
こ
う
。

　

光
善
寺
は
八
女
市
黒
木
町
木
屋
の
地
、
八
女
市
街
地
か
ら
東
に
約
一
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
位
置
に

あ
る
。
八
女
市
街
地
か
ら
国
道
四
四
二
号
線
を
東
に
走
り
黒
木
町
に
入
る
。
こ
こ
に
は
江
戸
期

以
降
の
町
家
や
蔵
が
旧
往
還
道（
旧
豊
後
別
路
）沿
い
に
残
る
と
と
も
に
、矢
部
川
の
堰
や
木
橋
、

町
中
を
流
れ
る
水
路
、
矢
部
川
対
岸
の
棚
田
や
石
積
み
な
ど
の
水
利
に
ま
つ
わ
る
遺
構
等
が
残

り
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に

東
に
進
ん
で
矢
部
川
を
渡
る
。
寺
は
矢
部
川
を
足
下
に
望
み
、
背
後
に
は
南
岳
、
女
岳
、
御
前

岳
、
男
岳
な
ど
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
が
南
北
に
連
な
る
。

　

寺
は
こ
の
丘
陵
の
北
斜
面
に
位
置
し
、
今
も
古
刹
と
し
て
の
風
格
を
と
ど
め
て
い
る
。
特
に

寺
の
ま
わ
り
の
石
垣
は
、
そ
の
隅
石
に
近
世
の
城
郭
建
築
で
見
ら
れ
る
「
算
木
積
み
」
の
技
法

を
自
在
に
駆
使
し
た
も
の
で
、
こ
の
石
垣
の
上
に
建
つ
寺
は
さ
な
が
ら
山
を
背
に
し
た
城
の
印

象
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
石
垣
は
、
一
人
光
善
寺
の
周
り
に
限
ら
ず
、
そ
の
周
辺
の
棚
田
の

石
垣
に
も
見
ら
れ
の
で
、
あ
る
い
は
八
女
地
方
の
石
垣
構
築
技
術
の
高
さ
を
反
映
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
光
善
寺
は
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
の
開
基
と
伝
え
る
。
し
て
み
れ
ば
、
右
に
見
た

よ
う
な
石
垣
の
状
況
、
特
に
保
存
状
況
の
良
い
下
半
部
は
享
禄
四
年
と
い
う
寺
の
創
建
時
の
姿



二
〇

を
と
ど
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

光
善
寺
は
じ
め
真
教
寺
（
天
台
宗
）、
後
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
真
言
宗
大
谷
派
高

華
山
光
善
寺
と
な
っ
た
と
い
う
。
現
在
、
寺
の
境
内
に
は
本
堂
、
庫
裡
、
鐘
堂
、
山
門
な
ど
往

時
の
姿
を
と
ど
め
た
風
格
あ
る
堂
舎
が
並
ぶ
。
こ
の
う
ち
本
堂
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）、

庫
裡
（
改
築
）
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）、
鐘
堂
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）、
山
門
は
文
政

元
年
（
一
八
一
八
）
の
建
立
と
伝
え
る
。

私
塾
と
し
て
の
修
文
館
の
遺
構

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
私
塾
修
文
館
の
塾
跡
と
し
て
の
「
遺
構
」
の
在
り
様
に
つ
い
て
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
近
世
日
本
の
教
育
遺
産
群
」
の
取
組
み
が
目
指
す
と
こ
ろ
の
「
世
界
遺
産
」

は
、
本
来
的
に
歴
史
的
記
念
物
（
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
）
と
し
て
の
価
値
に
主
眼
を
置
く
制
度
で
あ

る
。「
教
育
遺
産
」
と
し
て
の
「
私
塾
」
で
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
私
塾
の
歴
史
的
遺
産
と
し

て
価
値
の
如
何
が
第
一
に
要
件
と
な
る
。
そ
こ
で
は
何
よ
り
そ
の
塾
跡
の
遺
構
等
の
残
り
具
合

い
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
こ
れ
ま
で
の
「
私
塾
」
の
研
究
や
保
護
に
お

い
て
は
、
こ
の
点
の
検
証
に
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
多
く
の
研
究
書

等
に
い
て
は
、
精
緻
を
き
わ
め
た
文
献
的
考
証
の
積
み
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
「
塾
跡
」
と
し
て
の
評
価
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
現
地
に
当
時
の
建
物
が
残
っ
て

い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
「
塾
跡
」
は
残
っ
て
い
な
い
と
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
が
通
例

で
あ
る
。
問
題
は
そ
こ
に
建
物
が
現
存
す
る
ど
う
か
で
な
く
、
そ
の
場
所
に
当
時
の
遺
構
等
が

残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
考
古
学
的
知
見
を
ふ
ま
え
た
検
証
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
右
の
近

世
教
育
遺
産
群
を
構
成
す
る
資
産
で
あ
る
咸
宜
園
跡
や
足
利
学
校
、
閑
谷
学
校
等
の
保
存
整
備

事
業
が
、度
重
な
る
発
掘
調
査
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
進
め
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
点
を
ふ
ま
え
て
い
え
ば
光
善
寺
修
文
館
は
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
塾
跡
と
言
え

る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
寺
の
庫
裡
で
あ
る
。
徳
令
は
こ
の
庫
裡
の
西

南
隅
の
泉
石
に
面
し
た
書
斎
を
使
っ
て
い
た
。
こ
の
庫
裡
は
上
記
の
よ
う
に
元
禄
年
間
の
建
立

と
伝
え
る
。
そ
の
後
、
大
小
の
修
補
等
が
行
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
全
体
往
時
の
姿
を
と

ど
め
た
風
格
あ
る
建
物
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
徳
令
が
こ
の
寺
で
修
文
館
を
営
ん
だ
天
保
年
間

か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
時
期
は
、
現
状
に
限
り
な
く
近
い
状
況
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
修
文
館
で
は
、
明
治
は
じ
め
ご
ろ
塾
生
常
に
二
百
数
十
名
に
達
し
、
門
人
は
九
州
一
円

の
ほ
か
遠
く
山
陰
・
山
陽
近
畿
・
東
海
・
東
山
・
北
陸
・
の
諸
道
に
及
ん
だ
と
い
う
。
そ
う
し

た
中
で
、
明
治
三
年
に
は
、
開
塾
以
來
年
々
塾
生
が
増
え
た
た
め
、
塾
舎
の
必
要
上
「
寺
院
屋

宅
減
除
の
制
限
」
を
冤
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
当
局
に
訴
願
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る

時
、
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
間
取
り
と
規
模
の
大
き
さ
で
あ
る
。

　

私
塾
修
文
館
の
施
設
と
し
て
は
も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
境
内
に
あ
っ
た
と
伝
え
る

「
富
有
」「
綴
花
」「
晩
山
」
の
三
つ
の
塾
舎
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
塾
舎
に
つ
い
て
は
、
建
物
こ

そ
現
存
し
な
い
が
、
そ
の
お
よ
そ
の
位
置
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
現
状
で
見
れ
ば
、
寺
の
境
内

と
、
そ
の
周
辺
に
、
そ
う
し
た
塾
舎
等
の
用
地
で
あ
っ
た
可
能
性
の
考
え
ら
れ
る
平
場
が
複
数

個
所
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
平
場
は
、
一
見
周
辺
の
棚
田
と
か
畑
地
、
な
い
し
そ
の
跡
と
見

ら
れ
る
平
場
と
の
識
別
が
む
つ
か
し
い
が
、
今
後
試
掘
調
査
等
に
よ
っ
て
そ
の
遺
構
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
九
州
最
大
の
私
塾
と
さ
れ
た
咸
宜
園
に
つ
い
て
い
え
ば
、
往
時
、
塾
舎
の
ほ
か
講
堂

等
の
施
設
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
中
で
淡
窓
自
身
の
居
宅
で
も
あ
っ
た
「
秋
風
庵
」
は
、
現

存
す
る
唯
一
の
咸
宜
園
の
遺
構
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
淡
窓
は
、
こ
こ
で
門
弟
と
共
に
学
び
、
ま

た
特
に
こ
の
屋
敷
の
う
ち
に
塾
生
を
住
ま
わ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
徳
令
は
こ
の
庫

裡
で
も
塾
生
を
指
導
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
庫
裡
自
体
が
、
修
文
館
の

講
堂
の
役
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
全
体
と
し
て
修
文
館
の
遺
構
は
、
光
善
寺
そ
の
も
の

の
中
に
、
今
日
に
そ
の
遺
構
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
面
、
こ
の
庫
裡
を

含
め
た
寺
の
堂
舎
に
つ
い
て
の
建
築
史
の
視
点
か
ら
の
精
査
を
望
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
寺
の
前
面
に
東
西
に
延
び
る
谷
合
い
の
村
落
と
周
辺
の
耕
地
、
背
後
の
丘
陵
と
山

嶺
の
景
観
は
今
も
往
時
の
姿
を
よ
く
残
し
て
い
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
「
近
世
教
育
遺
産
群
」
に

お
い
て
、「
私
塾
」
を
代
表
す
る
遺
産
で
あ
る
咸
宜
園
と
、
い
わ
ば
師
弟
の
関
係
に
あ
る
塾
跡

と
し
て
、
現
光
善
寺
と
そ
の
境
内
周
辺
は
、
そ
の
歴
史
と
現
地
に
残
る
遺
構
等
の
資
産
価
値
か

ら
し
て
、
特
に
重
要
な
遺
産
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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二
三

「
廣
瀬
淡
窓
の
老
子
思
想 

─
『
析
玄
』
に
つ
い
て
」

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
　
深
町 

浩
一
郎

は
じ
め
に

廣
瀬
淡
窓
は
、
死
去
す
る
直
前
に
自
ら
書
い
た
墓
誌
「
文
玄
先
生
之
碑
」
の
文
に
、
学
者

と
し
て
の
自
分
は
「
通
儒
」
と
称
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。「
通
儒
」
と
は
、博
学
で
諸
々

の
物
事
に
通
じ
た
儒
学
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、
儒
学
だ
け
で
な
く
歴
史
や
詩
文
を
は
じ
め

諸
子
百
家
の
学
に
も
広
く
通
じ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
儒

学
の
ほ
か
に
老
荘
学
と
仏
教
学
に
関
心
が
深
か
っ
た
こ
と
は
、「
そ
の
学
は
大
観
を
主
と

し
、
人
と
同
異
を
争
わ
ず
、
傍
ら
仏
老
を
喜
ぶ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
こ
と
で
わ
か

る
。「
幼
少
よ
り
多
病
」
で
あ
っ
た
た
め
「
力
を
読
書
に
専
ら
に
し
、
遂
に
儒
を
業
と
し
、

弟
子
を
教
育
す
る
」
教
育
者
と
し
て
、
近
世
最
大
規
模
の
私
塾
「
咸
宜
園
」
を
主
宰
し
た

が
、
建
前
と
し
て
儒
学
を
教
育
す
る
傍
ら
、
内
面
的
・
思
想
的
に
は
老
子
思
想
や
仏
教
思

想
に
も
強
く
惹
か
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

淡
窓
の
老
子
思
想
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
後
年
、『
析
玄
』
及
び
『
老
子
摘
解
』
と
し
て

著
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
で
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
独
特
と
も
い
え
る
思
索

は
、
病
弱
な
生
涯
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
運
命
や
そ
の
生
き
る
態
度
と
深
く
関
連
し

て
お
り
、
淡
窓
の
実
像
を
知
る
に
は
そ
の
理
解
は
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
思
索
内
容
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
考
察
し
た
学
術

論
文
も
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。

『
約
言
』『
義
府
』
と
と
も
に
「
三
説
」
と
呼
ば
れ
、
淡
窓
の
主
著
と
さ
れ
る
『
析
玄
』
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
著
作
と
と
も
に
も
っ
と
広
く
知
ら
れ
て
よ
い
著
作
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

そ
の
内
容
を
原
文
（
漢
文
）
に
即
し
て
整
理
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
思
想
を
形

づ
く
っ
た
背
景
を
探
り
、
さ
ら
に
『
老
子
』
と
い
う
書
物
の
変
遷
や
老
子
思
想
に
つ
い
て

の
考
察
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
私
の
『
析
玄
』
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
て
み
た
い
。

（
１
）
淡
窓
と
老
子
思
想

　

①
若
年
か
ら
の
老
子
と
仏
教
へ
の
関
心

淡
窓
の
自
叙
伝
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
よ
る
と
、
福
岡
の
亀
井
塾
を
大
病
の
た
め
や
む
を
得

ず
退
塾
し
日
田
に
帰
郷
し
て
自
宅
で
療
養
し
て
い
た
二
十
歳
の
こ
ろ
、
思
い
悩
む
日
々
を

送
り
、
た
ま
た
ま
仏
教
書
の
「
楞
厳
経
」
を
読
み
、
そ
れ
ま
で
法
事
や
参
詣
な
ど
で
仏
教

を
体
験
的
に
は
見
聞
し
て
は
い
た
が
「
楞
厳
ヲ
読
ム
ニ
至
ッ
テ
、
始
メ
テ
佛
教
ノ
高
大
ヲ

窮
メ
精
微
ヲ
尽
ス
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
。
此
ニ
於
テ
軽
侮
ノ
心
ヤ
ミ
テ
尊
崇
ノ
念
起
レ
リ
」
と

語
っ
て
お
り
、ま
た
そ
の
頃
「（
療
養
生
活
が
）
独
居
無
事
ナ
ル
ニ
由
リ
（
伯
父
の
居
宅
の
）

秋
風
庵
ニ
在
リ
シ
「
老
子
国
字
解
」
ヲ
取
リ
テ
数
編
ヲ
読
ミ
タ
リ
。
此
レ
ヨ
リ
老
子
ノ
学

ヲ
好
メ
リ
」
と
語
っ
て
い
る
。
淡
窓
の
「
老
子
」
と
「
仏
教
」
へ
の
関
心
は
す
で
に
若
い

二
十
歳
の
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
淡
窓
は
、
儒
学
や
漢
詩
文
を
中
心
に
勉
学
に
励
み
、
そ
の
才
能
を
磨
い
て
行
っ

た
が
、
死
線
を
さ
ま
よ
う
程
の
大
病
を
得
て
自
分
の
絶
望
的
と
も
い
え
る
運
命
を
真
剣
に

考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
現
実
的
な
君
子
（
指
導
者
）
の
在
り
方
を
中
心
に
説
く
儒
学

で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
や
運
命
ま
た
人
智
を
超
え
た
存
在
に
つ
い
て

説
く
よ
う
な
い
わ
ば
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
な
思
想
に
大
き
く
関
心
が
向
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
お
の
ず
と
「
仏
教
」
や
「
老
子
」
に
深
く
共
感
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

仏
教
に
つ
い
て
は
、
二
十
二
歳
の
と
き
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
閏
正
月
に
「
発
願
文
」

及
び
「
重
作
誓
願
文
」
を
書
い
て
病
苦
離
脱
の
た
め
に
仏
の
救
い
を
願
っ
て
お
り
、
こ
の

頃
は
仏
教
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
内
容
は
、
弟
子
簡
（
淡
窓
の
名
）
は
悪
業

の
た
め
に
重
病
を
得
て
永
く
苦
患
を
受
け
て
い
る
の
で
、
明
日
よ
り
閉
門
の
う
え
物
欲
を

絶
ち
葷
肉
を
食
さ
ず
、
信
心
帰
依
し
て
真
言
十
万
遍
も
し
く
は
二
十
万
遍
を
読
誦
し
心
に

発
願
す
る
の
で
、大
聖
の
慈
悲
で
諸
々
の
障
碍
を
除
き
病
苦
を
離
れ
安
穏
を
享
け
る
な
ど
、

大
願
を
摂
受
す
る
こ
と
を
願
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
老
子
』
に
つ
い
て
は
、『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
三
に
、『
析
玄
』
を
著
し
た
意
図
に

関
係
し
て
、「
予
、
少
キ
ヨ
リ
多
病
ナ
ル
ヲ
以
テ
養
生
ニ
汲
々
タ
リ
。
老
子
ハ
仙
家
ノ
祖

タ
ル
ニ
ヨ
リ
、
養
生
ノ
訣
ヲ
得
ン
ガ
為
ニ
、
此
ノ
書
ニ
心
ヲ
留
メ
タ
リ
。
因
テ
其
ノ
旨
ニ

於
テ
頗
ル
得
ル
所
ア
ル
ヲ
覚
ユ
」
と
述
べ
て
お
り
、
当
初
は
病
弱
な
体
を
養
生
す
る
た
め

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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の
、
い
わ
ば
不
老
長
寿
の
心
得
が
書
か
れ
て
い
る
書
と
し
て
『
老
子
』
に
関
心
を
向
け
た

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

②
病
気
に
苦
悩
し
た
生
涯
と
著
作

淡
窓
の
思
想
は
、
そ
の
生
涯
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
淡
窓
は
生
来
非
常
に
病
弱
な
体

質
の
た
め
、
一
生
を
闘
病
生
活
に
費
や
し
た
と
も
い
わ
れ
る
人
で
あ
る
。
彼
の
「
日
記
」

を
み
る
と
病
気
に
罹
っ
た
記
事
が
い
た
る
所
に
記
さ
れ
、
そ
し
て
、
苦
悩
し
、
身
体
の
養

生
に
務
め
る
べ
く
反
省
を
し
て
い
る
記
事
が
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
。
淡
窓
自
身
が
「
三

大
厄
」
と
語
っ
て
い
る
、
生
死
の
境
を
彷
徨
う
よ
う
な
大
病
に
生
涯
に
三
度
遭
っ
て
い
る

ほ
か
、
重
病
に
遭
っ
た
り
、
流
行
の
病
い
な
ど
に
い
つ
も
罹
っ
た
り
、
胃
腸
病
・
胸
部
疾

患
・
眼
疾
な
ど
多
く
の
持
病
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
道
に
身
体
の
養
生

を
重
ね
、
自
分
の
生
活
の
修
養
に
努
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
時
と
し
て
は
長
命
で
あ
る

七
十
五
歳
ま
で
の
長
寿
を
保
っ
て
い
る
。

淡
窓
の
思
想
に
は
、
大
病
を
重
ね
た
淡
窓
の
経
験
や
生
死
の
理
を
深
く
考
え
る
人
生
観
、

ま
た
地
道
に
謙
虚
に
修
養
に
努
め
る
処
生
観
が
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
四
十
三
歳
の
時
、
文
政
七
年
に
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の

生
き
方
を
反
省
し
た
自
戒
の
書
で
あ
る
『
自
新
録
』
を
著
し
て
い
る
。
四
十
四
歳
、
文
政

八
年
に
は
、
儒
教
経
典
の
趣
旨
は
「
敬
天
」
で
あ
る
と
す
る
『
敬
天
説
』（『
約
言
』
の
元

と
な
る
も
の
）
が
起
稿
さ
れ
た
が
、
こ
の
直
後
に
「
三
大
厄
」
で
も
最
も
重
か
っ
た
と
い

う
大
患
に
罹
り
、
こ
の
大
病
が
癒
え
た
あ
と
も
二
年
間
ほ
ど
は
毎
日
の
日
記
も
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ず
に
中
断
し
た
ほ
ど
の
療
養
生
活
を
送
る
が
、
そ
の
な
か
で
翌
年
の
文
政
九
年

に
は
、
当
初
の
も
の
を
大
幅
に
書
き
換
え
た
改
稿
『
約
言
』
を
、
さ
ら
に
文
政
十
一
年
、

四
十
七
歳
の
時
に
は
、さ
ら
に
大
幅
に
追
加
改
稿
し
た
第
三
稿
『
約
言
』
を
書
い
て
い
る
。

五
十
四
歳
の
時
、
天
保
六
年
、
再
び
深
く
自
省
を
述
べ
た
書
で
あ
る
『
再
新
録
』
を
著
し

て
い
る
が
、
こ
の
時
期
、
淡
窓
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
が
起
こ
っ
て
お
り
、
塩
谷
郡
代
の

塾
政
干
渉
で
あ
る
「
官
府
の
難
」
が
度
び
重
な
り
、
二
年
前
に
は
再
び
大
患
を
患
い
、
前

年
に
は
父
三
郎
右
衛
門
と
最
愛
の
高
弟
で
あ
っ
た
中
島
子
玉
を
亡
く
し
、
こ
の
年
に
は
孫

娘
ヨ
ミ
（
一
歳
六
カ
月
）
を
亡
く
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
脱
稿
と
同
時
に
、
善
の
行

為
の
具
体
的
実
践
の
記
録
で
あ
る
『
万
善
簿
』
の
実
践
を
開
始
し
て
い
る
。
天
保
九
年
、

五
十
七
歳
の
時
に
、
老
子
の
思
想
を
解
析
し
た
書
で
あ
る
『
析
玄
』
を
脱
稿
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
天
保
十
二
年
、
六
十
歳
の
時
、
易
の
陰
陽
の
理
を
解
明
し
た
『
義
府
』
を
著
し

て
い
る
。『
約
言
』『
析
玄
』『
義
府
』
は
「
三
説
」
と
称
さ
れ
、
淡
窓
の
主
著
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

　

③
『
老
子
』
に
対
す
る
姿
勢
の
変
遷

淡
窓
は
四
十
三
歳
、
文
政
七
年
三
月
に
、
こ
の
年
が
厄
年
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ

れ
ま
で
の
自
己
の
行
為
を
反
省
し
て
新
た
な
志
を
述
べ
る
た
め
に
『
自
新
録
』
を
著
し
て

い
る
。
そ
の
大
略
は
、
自
分
の
今
ま
で
の
柔
弱
な
態
度
を
改
め
、
も
っ
と
積
極
的
な
姿
勢

を
養
い
、
剛
く
勇
気
を
も
っ
て
人
と
し
て
の
道
を
実
践
し
た
い
と
の
決
意
を
述
べ
る
も
の

で
、
自
省
自
戒
の
書
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
『
老
子
』
に
対
す
る
批
判
と
反
省
の
言
葉
が

見
え
る
。
こ
れ
か
ら
は
儒
教
の
教
え
に
服
し
て
い
く
と
い
う
決
意
を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、

「
予
が
性
は
柔
懦
な
り
。
弱
冠
の
時
に
当
た
り
、
老
氏
の
書
を
読
み
其
の
柔
を
致
し
静
を

守
る
の
術
を
観
て
、
大
い
に
好
む
所
に
符
す
。
是
に
於
て
二
十
年
来
の
行
事
、
皆
な
此
の

中
よ
り
来
る
。
水
の
益
々
深
き
が
如
く
、
火
の
益
々
熱
す
る
が
如
く
、
其
の
勢
ひ
殆
ん
ど

救
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
伯
陽
の
術
は
剛
を
以
て
柔
を
用
ふ
る
に
あ
り
。
予
、
乃
ち
柔
を

以
て
柔
を
用
ふ
。
失
す
る
所
以
な
り
。（
中
略
）
今
よ
り
以
後
、
努
め
て
聖
教
に
服
し
、

剛
柔
動
静
、
唯
だ
義
に
之
れ
し
た
し
め
ば
猶
ほ
大
過
な
か
る
べ
し
」
と
述
べ
、
自
分
の
性

質
は
本
来
気
が
弱
く
臆
病
で
あ
り
、二
十
歳
こ
ろ
に
読
ん
だ
『
老
子
』
の
書
に
あ
る
「
柔
」

を
な
し
て
「
静
」
を
保
つ
方
法
が
好
み
に
合
っ
て
い
て
二
十
年
来
の
行
為
は
こ
れ
に
よ
っ

て
き
た
が
、
実
は
「
伯
陽
（
老
子
）」
の
説
の
本
質
は
「
剛
」
に
よ
っ
て
「
柔
」
を
用
い

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
自
分
が
「
柔
」
を
以
て
「
柔
」
を
用
い
て
き
た
の
が
大

き
な
誤
り
で
あ
っ
た
、こ
れ
か
ら
は
「
剛
」
を
心
が
け
、努
め
て
「
聖
教
（
儒
教
）」
に
従
っ

て
行
動
を
律
し
て
、
た
だ
「
義
」
に
親
し
ん
で
修
養
を
重
ね
て
い
け
ば
大
き
な
誤
り
は
起

こ
さ
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
老
子
』
の
思
想
は
淡
窓
の
好
み
に
合
う
も

の
で
あ
っ
た
が
、
今
ま
で
の
臆
病
で
怠
惰
な
行
動
を
反
省
し
た
結
果
、「
柔
」
の
消
極
的

な
態
度
を
改
め
「
剛
」
の
積
極
的
な
態
度
に
改
め
る
決
意
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い

わ
ば
老
子
的
な
態
度
を
捨
て
去
り
、
儒
教
的
な
態
度
を
重
ん
ず
る
考
え
に
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
五
十
四
歳
、
天
保
六
年
八
月
に
、
淡
窓
は
再
び
自
省
自
戒
の
書
で
あ
る
『
再

新
録
』
を
著
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
前
に
『
自
新
録
』
で
述
べ
た
『
老
子
』
に
対
す
る
批
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判
は
誤
解
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
、
こ
の
時
期
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
淡
窓
の

周
囲
で
苦
難
が
続
き
、
自
分
の
生
き
方
を
深
く
自
省
し
た
時
期
で
あ
っ
て
、
再
び
『
老
子
』

の
思
想
を
見
直
し
て
評
価
を
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。「
前
録
の
首
に
、
老
子
を
誤
読
し

て
柔
弱
に
失
す
る
を
以
て
言
と
為
す
。
是
も
亦
た
其
の
末
を
認
む
る
な
り
。
伯
陽
の
学
は
、

楊
朱
の
為
我
の
祖
、
柔
弱
は
用
を
為
し
、
専
ら
自
私
自
利
に
由
り
て
来
る
者
な
り
。
苟
し

く
も
其
の
私
を
去
れ
ば
柔
と
雖
も
必
ず
剛
、
弱
と
雖
も
必
ず
強
な
り
。
聖
人
云
く
、
仁
者

は
必
ず
勇
有
り
と
。
力
を
仁
に
用
ふ
れ
ば
、
安
ん
ぞ
其
れ
終
に
賁
育
と
為
ら
ざ
る
を
知
ら

ん
や
」
と
あ
り
、
前
の
『
自
新
録
』
で
は
『
老
子
』
の
柔
弱
の
行
為
が
自
分
の
失
敗
の
原

因
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
が
、そ
れ
は
本
末
転
倒
で
あ
っ
た
。
実
は
柔
弱
は
有
用
で
あ
っ
て
、

老
子
（
伯
陽
）
の
学
は
、
楊
朱
の
唱
え
た
為
我
の
説
の
元
で
あ
る
が
、
自
分
の
利
益
だ
け

を
は
か
る
自
私
自
利
に
よ
っ
て
自
己
中
心
的
な
行
為
と
な
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
私
利
を

去
れ
ば
柔
弱
も
剛
強
と
な
る
し
、
聖
人
（
孔
子
）
の
言
う
よ
う
に
仁
を
心
が
け
れ
ば
、
伝

説
の
勇
者
の
孟
賁
や
夏
育
の
よ
う
な
勇
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
自

分
の
こ
れ
ま
で
の
思
想
遍
歴
を
反
省
し
た
記
述
の
中
で
、
老
子
の
学
を
好
ん
だ
こ
と
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。「
幼
時
、
物
氏
の
学
を
狃
問
し
、
志
は
経
済
文
章
に
在
り
。
正
心
修

身
は
、
諸
を
高
閣
に
束
ね
て
稍
や
長
し
。
而
し
て
老
子
の
専
ら
収
斂
し
自
了
す
る
を
務
む

る
を
喜
び
、而
し
て
済
物
の
念
亡
ぶ
。
是
れ
我
が
一
生
の
失
脚
す
る
処
な
り
。
抑
も
伯
陽
、

孔
子
は
畏
る
る
所
、
物
氏
も
亦
た
一
世
の
豪
傑
、
唯
だ
我
れ
之
を
学
び
て
方
を
失
す
る
の

み
。
咎
を
古
人
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
、
若
い
時
に
亀
井
塾
で
徂
徠
学
を
習

い
学
び
、
自
分
の
志
は
経
世
済
民
と
文
章
に
あ
っ
た
の
で
、
修
身
に
つ
い
て
は
長
く
顧
み

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
病
気
で
帰
郷
し
て
以
来
、『
老
子
』
の
物
事
を
取
り
収

め
て
自
ら
明
ら
か
に
悟
る
内
容
に
関
心
が
行
っ
て
、
そ
の
た
め
経
世
済
民
の
心
を
亡
く
し

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
偏
っ
た
態
度
で
自
分
の
一
生
の
失
敗
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
伯
陽
（
老
子
）
も
孔
子
も
尊
敬
す
べ
き
賢
人
で
あ
り
、
物

氏
（
荻
生
徂
徠
）
も
ま
た
学
問
世
界
を
風
靡
し
た
豪
傑
で
あ
っ
て
、
自
分
が
そ
の
学
ん
で

い
た
方
法
を
誤
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
古
人
に
責
任
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孔

子
の
思
想
も
、
老
子
の
思
想
も
、
ま
た
徂
徠
学
も
、
ど
れ
も
尊
重
す
べ
き
重
要
な
思
想
で

あ
り
、
自
分
が
そ
の
偏
っ
た
学
び
方
を
し
て
い
た
と
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

至
っ
て
、
淡
窓
は
、
老
子
の
思
想
を
儒
教
思
想
と
同
等
に
み
て
、
そ
の
価
値
を
認
め
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
淡
窓
は
、
こ
の
三
年
後
に
『
析
玄
』
を
著
す
こ

と
と
な
る
。

　
　
　

（
２
）『
析
玄
』
の
概
要

『
析
玄
』
と
い
う
名
称
は
、「
玄
」
の
哲
学
と
い
わ
れ
る
『
老
子
』
の
思
想
を
分
析
し
た
書

で
あ
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
書
名
で
あ
る
。『
析
玄
』
は
、
天
保
九
年
十
月
十
六
日
、

淡
窓
五
十
七
歳
の
と
き
に
脱
稿
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
起
稿
は
二
年
前
の
天
保
七
年
十
二

月
二
十
五
日
で
あ
る
。

淡
窓
の
日
記
『
醒
斎
日
暦
』
の
天
保
七
年
十
二
月
二
十
五
日
の
条
に
は
「
析
玄
の
草
を
起

こ
す
」
と
あ
り
、
そ
の
脚
注
に
「
予
、
此
の
作
に
志
す
こ
と
有
り
て
久
し
。
今
、
厄
に
遭

ひ
て
懼
れ
、
因
っ
て
宿
志
に
従
ふ
。
竊
か
に
羑
里
に
易
を
演
べ
る
の
意
に
傚
ふ
な
り
。
書

の
成
否
、
未
だ
必
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
、
其
の
始
め
を
掲
ぐ
。
庶
幾
は
く
は
其
の

終
り
の
成
ら
ん
こ
と
を
。
爾
云
ふ
」
と
記
し
て
お
り
、
自
分
は
こ
の
著
作
を
書
く
こ
と
を

志
し
て
久
し
か
っ
た
が
、
い
ま
災
難
に
遭
っ
て
懼
れ
を
抱
い
た
の
を
機
に
か
ね
て
か
ら
の

志
に
従
う
の
で
あ
る
、
内
心
で
は
、
昔
、
周
の
文
王
（
西
伯
）
が
殷
の
（
暴
君
の
）
紂
王

に
囚
わ
れ
羑
里
の
地
に
幽
閉
さ
れ
て
「
易
」
の
卦
辞
の
意
味
を
書
い
た
の
に
倣
う
の
で
あ

る
、
こ
の
書
が
成
る
か
否
か
は
い
ま
だ
必
ず
成
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
こ
の
書
き
始
め

の
こ
と
を
掲
げ
記
し
て
お
く
、
ど
う
か
こ
の
書
が
終
わ
り
を
完
う
し
て
ほ
し
い
と
い
う
わ

け
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
淡
窓
が
「
災
難
」
に
遭
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
前

年
の
八
月
に
塩
谷
郡
代
が
解
任
さ
れ
、
郡
代
と
と
も
に
干
拓
事
業
な
ど
の
公
共
事
業
に
中

心
と
な
っ
て
従
事
し
た
弟
の
久
兵
衛
が
、
不
満
を
持
つ
多
く
の
農
民
に
訴
え
ら
れ
る
動
き

が
こ
の
頃
に
表
面
化
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
広
瀬
家
の
家
難
」
の
こ
と
で
あ
る
。

淡
窓
の
日
記
『
醒
斎
日
暦
』
の
天
保
九
年
十
月
十
六
日
の
条
に
は
「
予
、
析
玄
の
作
に
志

有
り
て
久
し
。
去
歳
、
略
ぼ
之
を
草
創
し
、
近
く
更
に
修
飾
潤
色
を
加
え
、
此
に
至
り
て

略
ぼ
成
る
。
凡
そ
四
千
三
百
余
言
な
り
。
是
を
以
て
百
務
荒
廃
す
。
日
記
亦
た
筆
を
擱
く
」

と
あ
る
。『
析
玄
』
は
十
月
十
六
日
に
脱
稿
し
た
が
、
こ
の
こ
ろ
淡
窓
は
こ
の
書
の
完
成

に
没
頭
し
て
い
て
、
そ
の
た
め
二
十
日
ば
か
り
は
日
記
を
記
す
の
を
控
え
て
い
た
も
よ
う

で
あ
る
。
淡
窓
の
自
叙
伝
『
懐
旧
楼
筆
記
』
の
天
保
九
年
十
月
十
六
日
の
記
事
に
は
「
十
六

日
、
析
玄
脱
稿
セ
リ
。
四
千
三
百
余
言
ナ
リ
。
予
、
少
キ
ヨ
リ
老
子
ヲ
好
ム
。
去
年
、
久

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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兵
衛
ガ
家
難
ア
リ
。
予
モ
亦
タ
病
厄
ニ
カ
ヽ
レ
リ
。
此
ノ
時
内
ニ
感
ズ
ル
所
ア
リ
。
一
書

ヲ
著
ス
ノ
志
ヲ
発
ス
。
近
日
ニ
至
リ
前
後
三
旬
ノ
力
ヲ
費
シ
テ
此
ノ
編
ヲ
成
セ
リ
。
大
意
、

老
子
ノ
旨
、
制
数
ノ
二
字
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
ス
。
是
レ
古
人
未
発
ノ
説
ナ
リ
。
内

ハ
己
レ
ガ
身
心
ヨ
リ
シ
テ
、
外
ハ
天
下
ノ
政
務
ニ
及
ブ
迄
、
此
ノ
二
字
ヲ
以
テ
之
ヲ
処
セ

ン
ニ
ハ
、
当
世
ノ
要
務
之
ニ
過
グ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
思
ヘ
リ
。
其
ノ
旨
ハ
全
書
ヲ
読
ム
モ
ノ

自
ラ
悟
ル
ベ
シ
。
此
ニ
委
シ
ク
載
ス
ル
ニ
暇
ア
ラ
ズ
」と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、

十
年
前
『
約
言
』
を
著
し
た
時
に
は
、
四
年
に
亘
っ
て
三
回
改
作
し
て
文
章
に
苦
心
し
た

が
、
こ
の
と
き
に
文
章
作
成
の
旨
趣
に
つ
い
て
悟
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
「
析
玄
ヲ
著
ス

ニ
至
ッ
テ
ハ
、
唯
ダ
一
回
ニ
シ
テ
再
ビ
改
作
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
筆
力
頗
ル
練
熟
セ
シ
故
ナ

リ
。・
・
・
・
此
ノ
書
後
年
世
上
ニ
テ
其
ノ
文
ヲ
称
ス
ル
者
多
シ
。
過
称
往
々
敢
テ
当
タ

ラ
ザ
ル
コ
ト
多
シ
。
然
レ
ド
モ
、
精
力
ヲ
尽
セ
シ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
知
己
ヲ
得
ル
ハ
本
懐
ノ

至
ナ
リ
。
故
ニ
此
ニ
其
ノ
事
ヲ
記
ス
」
と
あ
っ
て
、『
析
玄
』
の
文
章
に
は
自
信
が
あ
り
、

世
の
評
価
も
高
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

な
お
、『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
三
に
は
、『
析
玄
』
の
著
作
に
意
図
に
つ
い
て
「
析
玄
ヲ
著
ハ

ス
ニ
至
ッ
テ
ハ
、
別
ニ
微
意
ア
リ
ト
雖
モ
、
其
ノ
大
要
二
ツ
ア
リ
。
一
ハ
、
天
下
太
平
既

ニ
久
シ
。
泰
極
レ
バ
否
ニ
趣
ク
、天
数
ノ
自
然
ナ
リ
。
故
ニ
盛
中
ニ
衰
ア
ル
ノ
理
ヲ
論
ジ
、

預
メ
之
ガ
防
ヲ
為
サ
シ
ム
。
二
ハ
、
太
平
既
ニ
久
シ
ク
、
人
情
旧
ニ
安
ン
ゼ
リ
。
若
シ
之

ヲ
改
革
セ
ン
ト
ス
レ
バ
、
必
ズ
騒
動
ヲ
生
ズ
。
故
ニ
無
為
ノ
為
、
不
言
ノ
言
ヲ
明
シ
テ
、

一
切
ノ
事
ニ
此
ノ
方
ヨ
リ
手
ヲ
出
サ
ズ
、冥
々
ノ
中
ニ
機
関
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
制
ス
ル
ナ
リ
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
淡
窓
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
れ
ば
、
人
生
諸
般
に

対
す
る
処
世
か
ら
、天
下
の
政
務
ま
で
を
通
じ
て
、『
老
子
』
の
趣
旨
た
る
「
制
数
」
を
も
っ

て
対
処
す
れ
ば
、
う
ま
く
処
理
で
き
て
誤
る
こ
と
は
な
い
。
と
く
に
、
今
日
の
太
平
の
世

の
中
で
は
、
そ
の
隆
盛
の
衰
退
を
防
ぎ
、
人
事
で
の
騒
動
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
「
無
為
」

の
実
践
を
勧
め
る
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
著
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
『
析
玄
外
篇
』
十
則
が
『
六
橋
紀
聞
』
巻
八
の

末
尾
に
附
載
さ
れ
て
い
る
。『
析
玄
』
の
続
編
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
老
子
摘
解
』
二
巻
が
あ
る
。『
老
子
』
八
十
一
章
の
う
ち
の
二
十
一
章
に
つ
い
て

特
に
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
校
訂
者
の
養
子
の
孝
之
助
（
林
外
）
に
よ
る
と
、
淡
窓
が

「
嘗
ッ
テ
其
ノ
（
老
子
の
）
中
ノ
数
章
ヲ
取
リ
、
国
字
ニ
テ
之
ヲ
解
シ
、
読
老
ノ
方
ヲ
示
」

し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
析
玄
』
を
著
し
た
後
「
摘
解
ハ
長
ク
廃
」
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
調
べ
読
ん
で
み
る
と
「
析
玄
ノ
言
ヒ
及
ボ
サ
ザ
ル
所
ア
リ
。
一
切
ニ
廃
棄
ス
ル
ハ
惜
シ

ム
ベ
シ
。
析
玄
ハ
簡
古
ニ
シ
テ
其
ノ
趣
ヲ
窺
ヒ
易
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
。
若
シ
コ
ノ
本
ヲ
以

テ
階
梯
ト
セ
バ
、初
学
ニ
於
テ
益
ア
ラ
ン
カ
」
と
思
っ
て
公
に
し
た
著
作
で
あ
り
、『
析
玄
』

の
内
容
を
補
完
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

『
析
玄
』
三
十
則
（
漢
文
）
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
そ
の
概
要
を
解
説
し
て
み
る
。

　

①
著
作
の
意
図
に
つ
い
て
（
第
一
則
、
外
篇
第
一
則
）

『
析
玄
』
を
著
し
た
意
図
・
目
的
に
つ
い
て
は
、
第
一
則
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
則

で
は
、
老
子
（
伯
陽
）
は
、
果
た
し
て
儒
教
の
孔
子
（
尼
父
）
と
肩
を
並
べ
ら
れ
る
よ
う

な
人
物
で
あ
ろ
う
か
と
述
べ
始
め
、
二
人
は
同
じ
く
古
の
聖
人
で
あ
る
が
そ
の
説
く
道
は

同
じ
類
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
孔
子
が
自
分
の
教
説
を
述
べ
た
の
は
、
天
下
や
後
世

に
伝
わ
る
こ
と
を
自
分
の
任
務
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、
老
子
は
自
分
の
才
を
隠

し
名
声
が
出
な
い
こ
と
を
自
分
の
務
め
と
し
た
の
で
あ
り
、「
知
る
も
の
は
言
わ
ず
（
本

当
に
分
か
っ
て
い
る
人
は
も
の
を
言
わ
な
い
）」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

関
所
の
役
人
で
あ
っ
た
尹
喜
と
い
う
者
に
請
わ
れ
て
、
や
む
を
得
ず
『
五
千
言
（
老
子
）』

と
い
う
書
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
を
「
玄
（
の
書
）」
と
称
す
る
の
で
あ
る
が
、「
玄
」

と
は
幽
昧
不
明
（
奥
深
く
明
ら
か
で
な
い
）
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
内
容
で

は
広
く
家
々
に
伝
え
ら
れ
て
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
い
う
意
図
は
な
い
。さ
ら
に
、

日
本
に
お
い
て
は
、
道
教
の
煉
丹
術
や
ま
じ
な
い
・
祈
祷
術
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、

『
老
子
（
道
徳
経
）』
は
も
っ
ぱ
ら
儒
学
者
の
取
り
扱
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
理
解

の
し
か
た
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
絵
画
に
譬
え
れ
ば
、
儒
教
の
経
典
『
六
経
』
は
人
物
画

で
あ
り
、
そ
の
描
写
が
繊
細
で
は
っ
き
り
見
え
る
が
、『
五
千
言
（
老
子
）』
は
風
雲
の
風

景
画
で
あ
り
、
草
木
が
風
に
靡
き
山
峰
が
見
え
隠
れ
す
る
の
み
の
絵
で
あ
る
。
い
わ
ば
儒

学
者
で
「
玄
」
を
見
る
学
者
は
、
た
だ
草
木
を
認
め
て
風
と
し
、
峰
々
を
認
め
て
雲
と
す

る
だ
け
で
あ
り
、そ
の
理
解
は
真
の
理
解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
私（
淡
窓
）は
、

「
玄
」
を
分
析
す
る
と
い
う
意
味
の
『
析
玄
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
淡
窓
は
、『
老
子
（
五
千
言
）』
は
、
そ
の
内
容
が
も
と
も
と
奥
深
く
て
意
味

が
曖
昧
で
明
ら
か
で
は
な
い
う
え
、
後
世
ま
で
広
く
伝
わ
ろ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
た
書
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物
で
は
な
い
た
め
、
学
者
に
さ
え
一
般
に
は
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
述

べ
て
い
る
内
容
を
分
析
し
て
そ
の
真
の
本
旨
を
論
じ
て
み
る
こ
と
と
し
た
と
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
続
編
で
あ
る
外
篇
の
第
一
則
で
は
、
老
子(

柱
下
史)

は
『
五
千
言(

老
子)

』
を

著
し
て
「
玄
」
と
称
し
た
が
、「
玄
」
と
は
、
幽
昧
不
明
（
奥
深
く
暗
く
て
明
ら
か
で
な

い
）
の
意
味
で
あ
る
。
総
じ
て
書
物
を
著
す
者
は
そ
の
志
を
明
白
に
す
る
の
に
、
老
子
が

そ
れ
を
幽
昧
不
明
と
す
る
の
は
、
知
者
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
望
み
、
愚
者
に
読
ん
で

も
ら
お
う
と
欲
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
子
の
唱
え
る
「
道
」
は
広
く
世

の
中
に
施
こ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
愚
者
だ
け
取
り
残
す
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
世
の
教
え
と
い
う
も
の
は
世
の
中
の
す
べ
て
の
存
在
す
る
人
々
に
施
す
も
の
で
あ
る

の
で
、
愚
者
が
読
ん
で
も
弊
害
は
な
い
。
す
ば
ら
し
い
名
剣
も
、
勇
士
が
こ
れ
を
佩
び
て

賊
徒
を
殺
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
二
三
歳
の
子
供
が
こ
れ
を
弄
ん
で
た
ま
た
ま
傷
つ
け
る

こ
と
も
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
子
供
た
ち
が
弄
ん
で
所
を
選
ば
ず
使
い
古
せ
ば
、
切
れ
味

鋭
い
刃
も
鈍
く
な
っ
て
光
も
暈
さ
れ
て
し
ま
う
。
磨
い
て
明
ら
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
勇

士
が
い
て
も
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、「
玄
」
を
明

ら
め
る
と
い
う
『
析
玄
』
を
作
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
淡
窓
は
、「
老
子
」

の
内
容
が
深
遠
す
ぎ
て
知
恵
の
あ
る
者
し
か
理
解
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
を
、
愚
か
な
者

に
も
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
言
う
の
で
あ
り
、
切
れ
味
鋭
い
名
剣
も
使
い
方
で
あ
り
、
刃

こ
ぼ
れ
し
て
鈍
く
暈
か
さ
れ
て
い
れ
ば
使
い
物
に
な
ら
な
い
こ
と
に
譬
え
て
、
そ
れ
を
磨

い
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
「
玄
」
の
内
容
を
解
き
明
か
す
こ
と
と
し
た
と
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
玄
」
と
は
、
も
と
も
と
多
彩
な
色
を
重
ね
て
生
じ
る
赤
黒
い
色
を
さ
す
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
色
か
ら
転
じ
て
奥
深
く
て
分
か
り
に
く
い
も
の
を
表
わ
す
言
葉
と
な
っ
た
も
の
で
、

『
老
子
』
の
「
道
」
の
奥
深
く
て
霊
妙
な
は
た
ら
き
を
形
容
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
と
さ
れ
る
。
淡
窓
は
、
こ
こ
で
は
「
已
む
を
得
ず
し
て
五
千
言
を
著
す
。
之
を
称
し

て
玄
と
曰
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、「
玄
」
は
『
老
子
』
の
書
そ
の
も
の
を
指
し
て
い

る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、『
老
子
摘
解
』
と
い
う
注
釈
の
著
作
で
は
「
玄
妙
の
理
」
と
注

釈
さ
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
「
道
」
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
淡

窓
は
、「
玄
」
を
『
老
子
』
の
中
心
概
念
の
「
道
」
で
あ
る
と
捉
え
た
り
、「
道
」
の
内
容

を
述
べ
る
『
老
子
』
の
書
そ
の
も
の
を
指
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

　

②
「
無
」
に
つ
い
て
（
第
二
則
・
外
篇
第
二
則
）

第
二
則
は
、「
無
」
に
つ
い
て
述
べ
た
重
要
な
部
分
で
あ
る
。「
玄
の
宗
と
す
る
と
こ
ろ
の

者
は
無
な
り
。
無
は
神
明
の
徳
、
造
化
の
機
に
し
て
、
聖
人
之
を
象
る
な
り
」
と
い
う
の

が
そ
の
要
点
の
言
葉
で
あ
る
。「
玄
」
の
そ
の
根
源
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
無
」
で
あ
り
、「
無
」

は
神
明
の
徳
（
霊
妙
な
す
ぐ
れ
た
能
力
・
本
性
）
で
あ
り
、
造
化
の
機
（
宇
宙
自
然
の
働

き
）
で
あ
っ
て
、
聖
人
（
道
を
体
得
し
た
最
高
の
人
格
者
＝
老
子
）
が
こ
れ
を
具
体
的
に

（「
無
」
と
い
う
名
称
で
）
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
淡
窓
は
さ

ら
に
「
無
」
を
説
明
し
て
、「
無
」
は
言
葉
で
は
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
あ
え
て
已
む
を
得
ず
に
言
葉
で
言
え
ば
、
彷
彿
た
る
（
ぼ
ん
や
り
と
か
す
ん
で
見

え
る
）
言
葉
を
挙
げ
る
こ
と
と
な
る
と
言
い
、
そ
れ
は
、「
虚
」「
静
」「
一
」「
玄
」「
柔
」

「
弱
」「
慈
」「
愛
」「
後
」「
下
」「
倹
」「
嗇
」
な
ど
で
あ
る
と
す
る
。

「
虚
」
は
「
其
の
思
ふ
無
き
を
言
ふ
な
り
」
つ
ま
り
「
無
思
」
を
い
い
、「
静
」
は
「
其
の

為
す
無
き
を
言
ふ
な
り
」
つ
ま
り
「
無
為
」
を
い
い
、「
一
」
は
「
其
の
二
無
く
三
無
き

を
言
ふ
な
り
」
つ
ま
り
「
無
二
」
を
い
い
、「
玄
」
は
「
其
の
変
化
測
れ
ざ
る
を
言
ふ
な
り
」

つ
ま
り
「
不
測
」
を
い
い
、
さ
ら
に
、「
其
の
物
と
争
わ
ざ
る
」
こ
と
は
「
柔
」
と
「
弱
」

と
い
い
、「
其
の
物
を
傷
は
ざ
る
」
こ
と
は
「
慈
」
と
「
愛
」
と
い
い
、「
其
の
物
に
先
ん

ぜ
ざ
る
」
こ
と
は
「
後
」
と
「
下
」
と
い
い
、「
其
の
妄
り
に
費
さ
ざ
る
」
こ
と
は
「
倹
」

と
「
嗇
」
と
い
う
と
説
明
す
る
。
こ
こ
で
淡
窓
は
、
何
ら
か
の
行
為
を
「
し
な
い
こ
と
」

つ
ま
り
「
無
」
ま
た
は
「
不
」
の
行
為
や
状
態
を
表
現
す
る
言
葉
を
掲
げ
て
説
明
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
こ
と
や
状
態
に
な
る
こ
と
が
「
無
」
の

実
践
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
「
無
」
の
行
為
は
、
こ
れ
ら
と
逆
の
「
有
」
の

言
葉
、
つ
ま
り
「
動
」「
実
」「
剛
」「
強
」「
前
」「
高
」「
多
」「
明
」
な
ど
を
挙
げ
て
対

比
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
消
極
的
な
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
で
あ
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

そ
し
て
淡
窓
は
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
無
」
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
、
雪
の
譬
え
で
説
明

し
て
い
る
。「
白
」
は
そ
の
色
を
、「
寒
」
は
そ
の
性
質
を
、「
軽
」
は
そ
の
形
体
を
い
う

も
の
で
、
す
べ
て
一
体
と
し
て
雪
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、「
白
」「
寒
」「
軽
」
は
別
々

の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」



二
八

な
お
、
続
編
で
あ
る
外
篇
の
第
二
則
に
「
神
明
の
徳
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま

ず
「
神
」
と
「
物
」
と
を
説
明
す
る
。「
凡
て
色
有
り
声
有
る
は
、
物
な
り
。
色
無
く
声

無
き
は
、
神
な
り
。
物
は
尽
く
る
有
り
て
、
神
は
涯
無
し
。
物
は
欲
有
り
て
、
神
は
情
無

し
」
と
す
る
。
色
（
形
あ
る
も
の
）
が
あ
り
声
（
音
声
）
あ
る
も
の
は
「
物
（
物
質
）」
で
、

色
無
く
声
無
き
も
の
が
「
神
」
で
あ
り
、「
物
」
は
尽
き
る
こ
と
が
あ
る
が
、「
神
」
は
涯

と
い
う
も
の
が
無
い
、
つ
ま
り
無
限
で
あ
る
。「
物
」
に
は
欲
望
が
あ
る
が
、「
神
」
に
は

そ
も
そ
も
感
情
が
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
自
分
の
感
情
を
絶
ち
自
分
の
欲
望

を
退
け
、
内
に
思
慮
す
る
こ
と
無
く
、
外
で
行
為
を
為
す
こ
と
が
無
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
「
神
明
の
徳
」
で
あ
る
。
天
地
も
こ
の
務
め
を
為
し
て
お
り
、
ま
し
て
万
物
も
当
然
の

務
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
神
」
の
も
っ
て
い
る
本
性
が
「
神
明
の
徳
」

で
あ
り
、
そ
の
本
性
に
近
づ
く
よ
う
に
行
為
す
る
務
め
を
も
指
し
て
言
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

な
お
、
こ
の
第
二
則
に
つ
い
て
は
、『
析
玄
』
に
評
釈
を
付
け
て
い
る
門
人
の
儒
者
の
矢

上
行
助
の
評
に
「
神
明
の
徳
は
、
体
を
以
て
言
ふ
。
上
天
の
載
は
、
声
も
無
く
臭
ひ
も
無

き
な
り
。
造
化
の
機
は
、
用
を
以
て
言
ふ
。
四
時
行
な
は
れ
、
百
物
生
ず
る
も
の
な
り
。

聖
人
之
を
象
る
は
、
人
々
能
く
す
る
所
に
非
ざ
る
を
言
ふ
な
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
の
意

味
の
解
釈
の
参
考
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
神
明
の
徳
」
と
は
そ
の
本
体
の
こ
と
で
あ
り
、『
詩

経
』
の
言
葉
の
「
天
の
行
う
こ
と
は
声
も
無
く
臭
い
も
無
い
（
天
は
何
も
し
な
い
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
無
為
の
間
に
も
っ
と
も
大
き
な
仕
事
を
し
て
い
る
）」
も
の
で
あ

る
と
の
説
明
を
補
い
、「
造
化
の
機
」
と
は
そ
の
働
き
の
こ
と
で
あ
り
、『
論
語
』
の
言
葉

の
「（
天
は
何
も
言
わ
な
い
が
）
四
季
は
常
に
休
む
こ
と
な
く
運
行
し
、
万
物
が
生
長
し

て
い
る
」
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
を
補
い
、「
聖
人
の
象
」
と
い
う
の
は
一
般
の
人
間
の

能
力
で
行
え
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　

③
「
無
」
の
働
き
ー
「
制
数
論
」（
第
三
則
・
外
篇
第
三
則
）

第
三
則
は
「
無
」
の
働
き
を
述
べ
た
大
事
な
部
分
で
あ
る
。「
無
の
用
た
る
、
数
を
制
す

る
の
道
な
り
」
と
い
う
の
が
そ
の
鍵
と
な
る
言
葉
で
あ
る
。「
無
」
の
働
き
は
「
数
」
を

制
す
る
道
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
淡
窓
は
、「
玄
（
老
子
）」
の
根
源
と
な
る
の
は

「
無
」
で
あ
る
が
、
そ
の
働
き
は
「
制
数
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
『
老
子
』

の
本
旨
は
「
制
数
」
に
尽
き
る
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
は
淡
窓

の
独
自
の
説
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
は
、『
析
玄
』
を
脱
稿
し

た
天
保
九
年
十
月
十
六
日
の
記
事
に
「
析
玄
脱
稿
せ
り
。
四
千
三
百
余
言
な
り
。（
中
略
）

大
意
、
老
子
の
旨
、
制
数
の
二
字
に
帰
す
る
こ
と
を
明
か
に
す
。
是
れ
古
人
未
発
の
説
な

り
。
内
は
己
れ
が
身
心
よ
り
し
て
、
外
は
天
下
の
政
務
に
及
ぶ
迄
、
こ
の
二
字
を
以
て
之

を
処
せ
ん
に
は
、当
世
の
要
務
之
に
過
ぐ
る
こ
と
な
し
と
思
へ
り
」と
語
っ
て
い
る
。ま
た
、

『
燈
下
記
聞
』
卷
一
に
は
「『
約
言
』
は
命
を
明
ら
か
に
し
、『
義
府
』
は
理
を
明
ら
か
に
し
、

『
析
玄
』
は
数
を
明
ら
か
に
す
」
と
い
う
端
的
な
言
葉
も
述
べ
て
い
る
。

「
数
を
制
す
る
」
と
い
う
「
数
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
淡
窓
は
、こ
れ
を
説
明
し
て
「
夫

れ
数
な
る
も
の
は
有
形
の
免
れ
ざ
る
所
な
り
。
昼
夜
、
相
代
わ
り
、
寒
暑
、
相
推
る
は
、

数
の
天
に
在
る
も
の
な
り
。
高
岸
、
谷
と
為
り
、
深
谷
、
陵
と
為
る
は
、
数
の
地
に
在
る

も
の
な
り
。
生
ず
れ
ば
必
ず
死
有
り
、
興
れ
ば
必
ず
亡
ぶ
有
る
は
、
数
の
人
に
在
る
も
の

な
り
」
と
述
べ
る
。「
数
」
と
い
う
も
の
は
、
形
の
有
る
も
の
の
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
必
然
の
定
め
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
淡
窓
は
、
そ
れ
が
「
天
」「
地
」「
人
」
の
そ

れ
ぞ
れ
に
在
る
こ
と
を
、
分
け
て
説
明
す
る
。
昼
と
夜
が
交
互
に
代
わ
り
、
寒
さ
と
暑
さ

が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
の
は
、「
天
」
に
あ
る
「
数
」
で
あ
る
。
高
い
岸
が
谷
と
な
り
、

深
い
谷
が
丘
陵
と
な
る
の
は
、「
地
」
に
あ
る
「
数
」
で
あ
る
。
生
ま
れ
れ
ば
必
ず
死
が

あ
り
、
興
れ
ば
必
ず
亡
び
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、「
人
」
に
あ
る
「
数
」
で
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
淡
窓
の
言
う
「
数
」
と
は
、
永
久
に
続
く
天
の
運
行
・
運
動
や
、
自
然

大
地
の
活
動
・
現
象
で
あ
り
、
ま
た
、
人
智
を
超
え
た
人
間
の
定
め
、
人
の
世
の
営
為
・

変
遷
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
命
数
」「
天
数
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
運

命
や
自
然
の
道
理
・
物
の
規
則
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
淡
窓
は
『
醒
斎
語
録
』
卷

一
で
も
、「
老
子
ノ
学
ハ
、
数
ノ
一
字
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
。
天
ニ
昼
夜
寒
暑
ア
リ
、
人
ニ
生

壮
老
死
ア
リ
、
国
ニ
興
廃
盛
衰
ア
リ
、
皆
ナ
是
レ
数
ナ
リ
。
数
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
誠
ニ
理

ヅ
メ
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
一
分
一
釐
ノ
ヌ
キ
サ
シ
モ
ナ
ラ
ヌ
モ
ノ
ナ
リ
。
老
子
此
ノ
数
ヲ

サ
シ
テ
自
然
ト
云
フ
。
自
然
ト
ハ
、
我
ヨ
リ
コ
シ
ラ
ハ
ズ
ト
モ
彼
方
ヨ
リ
オ
ノ
ズ
ト
其
ノ

通
リ
ニ
ナ
ル
ト
云
フ
義
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
淡
窓
の
説
く
「
数
」
と
は
老

子
の
い
う
「
自
然
」
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
自
然
」
と
は
「
自
ず
か
ら
然
る
こ

と
」
で
あ
り
、
本
来
の
あ
り
方
、
あ
る
が
ま
ま
の
あ
り
方
の
意
味
で
あ
り
、
老
子
に
あ
っ

て
は
天
地
万
物
の
自
ず
か
ら
な
る
生
成
化
育
の
相
、
あ
る
が
ま
ま
の
悠
久
永
遠
な
る
あ
り



二
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方
、
そ
し
て
人
間
の
作
為
を
超
え
た
も
の
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

な
お
、「
数
」
と
い
う
語
は
、『
老
子
』
で
は
第
五
章
に
「
多
言
は
数
し
ば
窮
す
。
中
を
守

る
に
如
か
ず
」
及
び
、
第
三
十
九
章
に
「
故
に
、
数
し
ば
誉
む
る
を
致
さ
ば
誉
れ
無
し
」

と
い
う
箇
所
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
し
ば
し
ば
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
ま
た

第
二
十
七
章
に
「
善
く
数
う
る
者
は
籌
策
を
用
ひ
ず
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
数
え
る
」
と
い
う
動
詞
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、淡
窓
の
説
く
「
数
」
は
『
老
子
』

中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
制
数
」
は
、『
老
子
』
の
文
章
の
中
に
あ
っ
て
そ
れ

を
解
釈
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
淡
窓
独
自
の
解
釈
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

続
い
て
、「
天
」
と
「
地
」
の
「
数
」
は
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
が
、「
人
」
の
「
数
」
に
つ
い
て
は
「
但
だ
、
人
は
心
有
り
て
、
天
地
と
科
を
同
じ
う

せ
ず
。
故
に
定
数
の
来
た
る
は
、
其
の
行
事
に
随
ひ
て
変
ず
」
と
述
べ
て
、
人
間
に
は
心

が
有
る
の
で
、
天
や
地
と
は
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
死
生
や

興
亡
の
定
ま
っ
た
数
は
そ
の
行
為
や
事
が
ら
に
随
っ
て
変
化
す
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
要

は
道
を
以
て
之
を
制
す
る
に
在
り
。
若
し
夫
れ
、
数
を
制
し
て
数
の
為
に
制
せ
ら
れ
ざ
れ

は
、
是
れ
五
千
言
の
作
ら
れ
し
所
以
な
り
」
と
す
る
。
重
要
な
こ
と
は
、「
無
」
の
道
を

実
践
し
て
「
数
」
を
制
御
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、『
五
千
言
（
老
子
）』
の
作

ら
れ
た
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
醒
斎
語
録
』
に
も
続
い
て
「
寒

暑
昼
夜
ノ
天
ニ
ア
ル
ノ
数
ハ
、
イ
カ
ニ
モ
人
力
ノ
及
ブ
所
ニ
非
ズ
。
生
壮
老
死
ノ
人
身
ニ

ア
ル
ガ
如
キ
ハ
、豈
人
力
ヲ
以
テ
変
化
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
」
と
あ
る
。
要
す
る
に
、「
人
」

の
「
数
」、
つ
ま
り
人
間
自
身
の
生
壮
老
死
や
世
の
中
の
興
廃
盛
衰
に
つ
い
て
は
、
人
間

の
行
為
の
力
・
努
力
に
よ
っ
て
制
御
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
行
為
と
は
「
無
」
の
実
践
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
続
編
で
あ
る
外
篇
の
第
三
則
に
は
「
玄
の
要
旨
、
徳
行
の
無
を
以
て
気
運
の
有
を

致
す
に
在
り
」
と
述
べ
、「
玄
」
の
重
要
な
趣
旨
は
、
徳
の
実
践
で
あ
る
「
無
」
に
よ
っ

て
気
の
勢
い
で
あ
る「
有
」を
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、「
柔
」と「
弱
」

と
が
「
物
に
勝
つ
」
こ
と
と
な
り
、「
退
」
と
「
後
」
と
が
「
物
に
先
ん
ず
る
」
こ
と
と
な
り
、

「
虚
」
と
「
静
」
と
が
「
動
を
制
す
る
」
こ
と
と
な
り
、「
恭
」
と
「
倹
」
と
が
「
富
を
成

す
」
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
数
」
を
制
す
る
道
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

④
「
無
」
の
実
践
（
第
四
則
・
外
篇
第
四
則
）

「
無
」
が
よ
く
「
数
」
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る

の
か
。

こ
こ
で
淡
窓
は
、「
無
」
と
「
有
」
と
の
対
応
を
説
く
。
つ
ま
り
、「
無
」
に
つ
い
て
は
解

釈
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、「
要
を
挙
げ
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
其
の
有
を
有
と
せ
ざ
る

の
謂
い
な
り
」
と
い
う
。
大
要
を
も
っ
て
言
え
ば
「
無
」
と
は
「
有
」
を
「
有
」
と
し
な

い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
具
体
的
に
説
明
す
る
。
人
間
に
と
っ
て
内

に
あ
る
「
性
命
」
ま
た
外
に
あ
る
「
富
貴
」
は
、
み
な
「
有
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
、「
生
」

が
あ
れ
ば
必
ず
「
死
」
が
あ
る
の
で
、「
生
」
を
有
し
な
い
者
に
「
死
」
は
な
い
こ
と
を
知
る
。

ま
た
、「
興
」
が
あ
れ
ば
必
ず
「
亡
」
が
あ
る
の
で
、「
富
」
を
有
し
な
い
者
に
は
「
亡
」

が
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
淡
窓
は
そ
の
た
め
の
「
無
」
の
実
践

を
説
く
。
自
分
の
形
体
（
肉
体
）
を
離
れ
自
分
の
欲
望
を
取
り
去
り
、
心
を
空
し
く
静
か

に
し
て
、
万
物
の
原
初
状
態
に
還
り
遊
ぶ
よ
う
な
行
為
が
、
始
め
か
ら
「
生
」
を
有
し
な

い
こ
と
と
い
い
、し
た
が
っ
て「
死
」が
迫
り
く
る
こ
と
も
無
い
と
す
る
。
ま
た
、富
が
有
っ

て
も
よ
く
人
に
分
け
与
え
、
身
分
が
貴
く
て
も
よ
く
へ
り
下
る
よ
う
な
行
為
が
、
始
め
か

ら
「
富
」
を
有
し
な
い
こ
と
と
い
い
、
し
た
が
っ
て
「
亡
」
が
や
っ
て
来
る
こ
と
も
無
い

と
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、「
善
」
が
有
っ
て
も
有
せ
ず
、「
功
」
が
有
っ
て
も
有
せ
ず
、「
名
誉
」

が
有
っ
て
も
有
せ
ず
と
い
う
行
為
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
「
夫
れ
、
唯
だ

有
せ
ず
、
是
を
以
て
失
わ
ず
。
是
れ
数
を
制
す
る
の
要
な
り
」
と
い
う
。
要
す
る
に
、「
有

せ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
「
無
」
の
実
践
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
数
」
を
制
す
る
こ
と
で
あ
る

と
説
く
の
で
あ
る
。

続
編
で
あ
る
外
篇
の
第
四
則
で
は
、
こ
の
こ
と
を
、
人
の
養
生
の
在
り
方
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
音
声
は
耳
を
養
い
、
景
色
は
目
を
養
い
、
味
覚
は
口
を
養
い
、
分
別
は
心
を
養

う
用
具
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
天
の
授
け
る
も
の
で
定
ま
っ
た
「
数
」
の
あ
る
も
の
だ
が
、

す
ぐ
れ
た
人
士
は
、
そ
れ
ら
を
多
く
用
い
れ
ば
早
く
尽
き
、
そ
れ
ら
を
用
い
な
け
れ
ば
尽

き
る
こ
と
が
な
い
の
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
聴
か
ず
、
あ
え
て
見
ず
、
あ
え
て
口

に
触
れ
ず
、
あ
え
て
心
で
処
理
し
な
い
。「
用
い
な
い
こ
と
」
こ
れ
が
養
生
で
よ
く
「
数
」

を
制
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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⑤
「
数
」
に
先
ん
ず
る
こ
と
（
第
五
則
・
第
六
則
）

第
五
則
で
は
、よ
く
「
数
」
を
制
す
る
と
は
、「
数
」
に
先
ん
ず
る
こ
と
だ
と
言
う
。
そ
れ
は
、

「
蓋
し
彼
の
来
去
に
定
ま
れ
る
数
有
り
、
而
し
て
、
我
常
に
之
に
先
ん
ず
る
。
先
ん
ず
れ

ば
則
ち
物
を
制
す
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
淡
窓
は
こ
れ
を
、
富
貴
顕
栄
と
貧
賎
汚
辱
と

の
例
で
説
明
し
て
い
る
。
富
貴
で
顕
栄
で
あ
る
こ
と
は
我
々
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

れ
が
去
る
時
は
追
い
か
け
て
留
め
よ
う
と
す
る
し
、
逆
に
、
貧
賎
で
汚
辱
で
あ
る
こ
と
は

我
々
の
忌
み
嫌
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
来
る
時
に
は
拒
ん
で
逃
れ
よ
う
と
す
る
。「
数
」

を
よ
く
制
す
る
者
は
、
そ
れ
に
先
ん
じ
、
自
分
の
望
む
も
の
に
は
、
そ
れ
が
ま
だ
去
ら
な

い
う
ち
に
こ
れ
か
ら
逃
れ
、
自
分
の
忌
み
嫌
う
も
の
に
は
、
そ
れ
が
ま
だ
来
な
い
う
ち
に

こ
れ
に
赴
く
と
い
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
が
逃
げ
れ
ば
そ
れ
が
追
っ
て
く
る
し
、
自
分

が
近
寄
っ
て
い
け
ば
そ
れ
が
避
け
て
い
く
と
い
う
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
「
虚
」
は
「
実
」

と
な
り
、「
静
」
は
「
動
」
と
な
り
、「
一
」
は
「
多
」
と
な
り
、「
玄
」
は
「
明
」
と
な

り
得
る
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
働
き
は
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
説
明

に
つ
い
て
、
門
人
の
儒
者
・
矢
上
行
助
の
評
釈
に
は
「
剖
析
、
此
に
至
る
。
玄
機
畢
く
泄

す
。
造
化
は
我
が
掌
握
に
帰
す
」
と
あ
り
、淡
窓
の
分
析
の
深
さ
が
こ
こ
ま
で
至
り
、「
玄
」

の
働
き
が
こ
と
ご
と
く
明
か
さ
れ
て
お
り
、
宇
宙
自
然
の
道
理
は
自
分
の
手
の
中
に
あ
る

こ
と
と
な
っ
た
と
感
嘆
し
て
い
る
。

次
の
第
六
則
に
は
、「
数
」
に
先
ん
ず
る
と
は
「
夫
れ
、
唯
だ
早
く
知
る
な
り
。
是
れ
以

て
其
の
数
に
先
ん
じ
て
之
を
制
す
」
と
述
べ
、物
の
現
象
や
状
況
を
早
く
察
知
す
る
こ
と
、

い
ち
早
く
把
握
す
る
こ
と
が
「
数
」
に
先
ん
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
例
と
し
て
、

俊
敏
な
人
は
（
無
い
）
角
を
見
て
馬
を
知
り
、（
無
い
）
足
を
見
て
蛇
を
知
る
と
い
い
、

ま
た
優
れ
た
商
人
は
夏
に
（
冬
に
着
る
）
皮
衣
を
仕
入
れ
、
冬
に
（
夏
に
着
る
）
葛
衣
を

仕
入
れ
、
旱
魃
で
あ
れ
ば
船
を
仕
入
れ
、
大
水
で
あ
れ
ば
車
を
仕
入
れ
、（
こ
う
し
て
早

く
安
く
仕
入
れ
て
）
利
益
を
得
て
財
貨
を
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
唯

だ
早
く
知
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
が
「
数
」
に
先
ん
じ
て
「
数
」
を
制
す
る

こ
と
な
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

⑥
盛
衰
に
つ
い
て
（
第
七
則
）

第
七
則
で
は
、「
数
」
を
制
す
る
者
は
ま
だ
盛
り
を
極
め
な
い
う
ち
に
制
す
る
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
々
は
み
な
盛
ん
な
状
態
が
極
ま
れ
ば
そ
こ
で
は
じ
め
て
衰
退
す

る
と
思
っ
て
い
る
が
、「
盛
な
る
極
み
は
則
ち
衰
の
兆
な
る
こ
と
」
を
知
ら
な
い
と
い
う
。

そ
の
例
と
し
て
、
季
節
の
変
化
で
は
、
初
夏
（
陰
暦
四
月
）
は
甚
だ
し
く
は
暑
く
な
い
が

（
夏
至
が
過
ぎ
）
陰
暦
六
・
七
月
と
な
っ
て
そ
の
後
に
非
常
な
暑
さ
と
な
る
（
つ
ま
り
、六
・

七
月
に
は
暑
気
の
衰
退
が
萌
し
て
い
る
）。
寒
気
も
同
様
に
、
冬
至
を
過
ぎ
て
後
に
非
常

に
寒
く
な
る
。
人
間
の
変
化
に
つ
い
て
い
え
ば
、
四
十
歳
と
な
る
と
内
面
で
は
血
気
は
既

に
衰
え
て
空
虚
で
あ
る
の
に
、
外
面
の
身
体
は
太
っ
て
豊
か
で
あ
り
充
実
し
て
見
え
る
。

ま
た
、
王
朝
の
盛
衰
に
つ
い
て
は
、
前
漢
王
朝
の
例
を
挙
げ
て
、
第
五
代
文
帝
・
第
六
代

景
帝
の
時
代
が
盛
運
の
時
で
あ
っ
た
が
、外
面
的
に
は
ま
だ
盛
り
を
極
め
て
い
な
か
っ
た
。

第
七
代
武
帝
・
第
九
代
宣
帝
の
時
に
至
っ
て
始
め
て
極
ま
っ
て
、
衰
退
の
兆
候
が
内
に
萌

し
た
が
ま
だ
外
面
的
に
は
表
れ
て
い
な
か
っ
た
。
第
十
代
元
帝
・
第
十
一
代
成
帝
の
時
に

至
っ
て
衰
退
が
現
れ
た
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

そ
こ
で
「
是
を
以
て
数
を
制
す
る
者
は
、
其
の
未
だ
盛
ん
な
ら
ざ
る
に
及
ぶ
な
り
。
盛
ん

に
し
て
之
を
制
す
る
は
晩
し
。
況
や
其
の
衰
ふ
る
に
至
り
て
を
や
」と
い
う
。
盛
り
と
な
っ

て
こ
れ
を
制
し
て
も
既
に
遅
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
そ
の
衰
退
が
や
っ
て
来
て
か
ら
で
は

な
お
さ
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、盛
り
の
極
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
衰
退
が
兆
し
て
い
る
の
で
、

盛
り
を
極
め
な
い
う
ち
に
制
す
る
と
い
う
対
応
が
必
要
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

⑦
損
益
の
「
数
」（
第
九
則
）

淡
窓
は
、
損
益
の
「
数
」
に
つ
い
て
説
明
し
、
他
の
者
を
損
な
い
自
分
の
利
益
を
図
る
も

の
は
天
が
こ
れ
に
損
害
を
与
え
、
他
の
者
の
益
を
図
り
自
分
を
損
な
う
も
の
は
天
が
こ
れ

に
利
益
を
与
え
る
と
す
る
。
自
分
を
損
な
っ
て
主
君
の
た
め
に
益
す
る
の
を
忠
と
い
い
、

親
に
益
す
る
の
を
孝
と
い
い
、
天
下
の
人
々
に
益
す
る
の
を
仁
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
で

「
善
」
と
は
自
分
を
損
な
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
。
ま
た
逆
に
、

自
分
の
利
益
を
図
っ
て
主
君
を
損
な
う
の
を
姦
と
い
い
、
親
を
損
な
う
の
を
逆
と
い
い
、

天
下
の
人
々
を
損
な
う
の
を
暴
と
い
う
が
、
こ
れ
で
「
悪
」
と
は
自
分
の
利
益
を
謀
る
こ

と
を
い
う
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
天
が
与
え
る
益
は
富
貴
寿
考
で
あ
り
、
天
が
与
え
る

損
害
は
戮
辱
死
亡
で
あ
り
、そ
こ
で
、淡
窓
は
、（
聖
王
で
あ
っ
た
）
堯
帝
と
（
暴
君
で
あ
っ

た
）
桀
王
と
の
違
い
を
知
り
た
け
れ
ば
、
唯
だ
損
益
の
「
数
」
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で

わ
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
第
九
則
は
、
儒
教
的
論
理
の
「
善
に
福
し
悪
に
禍
す
」
と
い
う
応
報
の
理
が
、
損
益
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と
い
う
面
で
、
老
子
的
な
「
数
」
に
正
し
く
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

⑧
盈
を
欠
き
損
を
益
す
こ
と
に
つ
い
て
（
第
十
則
）

淡
窓
に
よ
る
と
、「
数
」
は
満
ち
て
い
る
も
の
を
欠
か
せ
損
じ
て
い
る
も
の
を
益
す
る
も

の
で
、
天
道
が
善
に
福
い
し
悪
に
禍
す
る
と
す
る
「
理
」
に
勝
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
世
の
中
に
は
善
良
で
賢
い
（
善
者
で
あ
る
）
の
に
禍

の
あ
る
者
が
い
る
一
方
、
邪
悪
で
姦
ら
な
（
悪
者
で
あ
る
）
の
に
幸
福
な
者
が
あ
る
こ
と

を
挙
げ
、
そ
れ
は
「
数
」
の
満
ち
て
い
る
か
、
損
じ
て
い
る
か
に
よ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

一
方
は
、
剛
強
で
驕
り
高
ぶ
っ
て
い
る
か
、
非
常
に
高
い
地
位
に
い
る
か
、
ま
た
は
名
誉

が
非
常
に
高
く
な
っ
て
「
数
」
が
満
ち
て
、
欠
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
一
方
は
、
柔
和
で
よ
く
遜
る
か
、
節
し
て
慎
ま
し
い
か
、
人
に
施
す
こ
と
を
行
っ
て

い
て
「
数
」
が
損
じ
て
い
て
、
増
益
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明

す
る
。
つ
ま
り
、「
理
」
は
「
数
」
に
勝
て
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
人
の
情

に
つ
い
て
の
補
足
を
加
え
て
説
明
す
る
。
人
は
賢
明
さ
を
好
む
が
そ
の
満
ち
て
い
る
こ
と

を
嫌
う
心
に
は
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
人
は
愚
か
さ
を
嫌
う
が
そ
の
損
な
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
愛
し
む
心
に
は
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
賢
い
者
が
い
れ
ば
、
満
ち

て
い
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、
誹
っ
て
失
敗
す
る
の
を
願
う
し
、
愚
か
な
者
が
い
れ
ば
、
損
じ

て
い
る
こ
と
を
愛
し
ん
で
、援
助
し
て
失
敗
し
な
い
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
と
い
う
。「
人

情
は
此
く
の
如
し
」
で
あ
る
の
で
、「
挹
損
の
義
、其
れ
忽
せ
に
す
べ
け
ん
や
」
と
挹
損
（
自

分
の
心
を
抑
え
て
遜
る
）と
い
う
こ
と
の
意
味
を
ゆ
る
が
せ
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。

　

⑨
国
の
存
亡
の
「
数
」（
第
十
一
則
）

淡
窓
は
、
国
に
暴
君
が
あ
っ
て
も
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
国
が
滅
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
い

う
。
暴
君
で
あ
っ
た
（
夏
の
）
桀
王
と
（
殷
の
）
紂
王
の
悪
業
は
身
を
滅
ぼ
す
の
に
足
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
夏
の
国
と
殷
の
国
の
滅
亡
に
関
与
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
も

し
、
桀
王
（
夏
の
十
七
代
）
と
紂
王
（
殷
の
二
十
八
代
）
が
、
初
代
の
（
夏
の
）
禹
王
や

（
殷
の
）
湯
王
か
ら
時
代
が
遠
く
隔
た
っ
て
い
な
け
れ
ば
、国
が
亡
び
る
に
は
至
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ
れ
は
、
暴
君
の
い
た
周
が
滅
び
な
か
っ
た
例
や
宋
の
（
北
宋
か

ら
南
宋
と
な
っ
て
）
継
続
し
た
例
を
見
れ
ば
分
か
る
し
、
悪
業
の
無
か
っ
た
最
後
の
君
主

で
滅
ん
だ
周
や
漢
、
唐
や
明
の
例
を
見
れ
ば
分
か
る
の
で
あ
る
。（
孔
子
な
ど
の
）
聖
人

が
、
教
え
を
示
す
た
め
に
亡
国
の
罪
を
桀
王
・
紂
王
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
数
」

が
至
ら
な
け
れ
ば
、
昏
愚
の
王
で
あ
っ
て
も
ま
だ
国
は
滅
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
し
、「
数
」

が
至
っ
た
と
き
は
、
聖
哲
の
王
で
あ
っ
て
も
国
が
滅
ぶ
の
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
国
を
有
つ
の
道
は
、
唯
だ
其
の
「
数
」
を
制
し
、
盈
満
な
ら
ざ

ら
し
む
る
の
み
。
此
れ
聖
人
の
秘
旨
な
り
」
と
述
べ
る
。
国
家
の
数
が
満
ち
て
極
限
に
達

す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
、
そ
れ
を
制
御
す
る
こ
と
だ
け
が
国
家
を
保
持
し
て
い
く
道
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

⑩
「
慈
」
に
つ
い
て
（
第
十
二
則
）

第
十
二
則
・
第
十
三
則
・
第
十
四
則
は
、『
老
子
』
第
六
十
七
章
に
あ
る
「
三
宝
」
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
我
に
三
宝
あ
り
。
持
し
て
之
を
保
つ
。
一
に
曰
く
慈
、
二

に
曰
く
倹
、
三
に
曰
く
敢
て
天
下
の
先
と
為
ら
ず
。
慈
な
る
が
故
に
能
く
勇
な
り
。
倹
な

る
が
故
に
能
く
広
し
。
敢
て
天
下
の
先
と
為
ら
ざ
る
が
故
に
能
く
成
器
の
長
た
り
」
と
い

う
、「
三
宝
」
で
あ
る
「
慈
」「
倹
」「
敢
え
て
天
下
の
先
と
為
ら
ず
」
の
趣
旨
に
つ
い
て

説
明
す
る
。

老
子
の
い
う
「
慈
」
と
は
、
民
を
見
る
こ
と
が
、
ち
ょ
う
ど
親
が
そ
の
賢
愚
に
関
係
な
く

子
供
を
愛
し
憐
れ
み
唯
だ
包
容
す
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
周
の
大
王
（
古
公
亶

父
）
が
民
が
苦
し
む
の
に
忍
び
な
く
て
故
地
を
去
っ
た
例
、
漢
の
文
帝
が
謀
反
の
企
て
の

あ
っ
た
諸
侯
を
、
慈
し
み
の
心
で
寛
容
に
待
遇
し
た
例
、
蜀
の
諸
葛
孔
明
が
南
の
雲
南
の

酋
長
を
七
た
び
生
け
捕
り
七
た
び
放
し
終
に
帰
順
さ
せ
た
例
を
あ
げ
、「
慈
を
主
と
す
れ

ば
、
則
ち
彼
の
悪
を
懲
ら
す
を
待
た
ず
し
て
息
む
。
自
然
の
数
な
り
。
も
し
猶
ほ
息
ま
ざ

れ
ば
、
則
ち
天
之
を
討
ち
、
人
之
を
罰
す
。
我
に
於
い
て
何
か
有
ら
ん
や
」
と
述
べ
る
。

先
の
例
は
、
結
果
に
お
い
て
平
穏
に
治
ま
っ
た
の
で
あ
り
、「
皆
な
慈
の
余
烈
な
り
」、
つ

ま
り
、
慈
し
み
の
心
の
及
ぼ
し
た
功
徳
で
あ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
「
慈
な
る
が
故
に
能

く
勇
な
り
」
つ
ま
り
勇
敢
で
有
り
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

⑪
「
倹
」
に
つ
い
て
（
第
十
三
則
）

世
の
「
数
」
の
永
く
続
く
の
は
「
倹
」
に
基
づ
く
の
で
あ
る
と
淡
窓
は
述
べ
る
。
そ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
千
金
も
贅
沢
に
使
え
ば
た
ち
ま
ち
に
尽
き
て
し
ま
う
が
、
倹
約
し
て
使
え
ば
一

生
尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
国
家
も
同
じ
で
、
殷
は
六
百
年
、
周
は
八
百

年
続
い
た
が
、
後
の
世
は
争
乱
興
亡
が
相
い
継
い
で
か
な
り
短
命
の
国
が
多
か
っ
た
。
そ

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
古
い
時
代
は
封
建
の
制
度
で
あ
っ
て
各
王
が
そ
れ
ぞ

れ
倹
約
を
主
と
し
て
国
を
営
ん
で
い
た
が
、
後
世
は
変
わ
っ
て
郡
県
の
制
度
と
な
っ
て
唯

一
人
の
帝
王
が
す
べ
て
を
取
り
し
き
り
、
使
い
方
が
奢
侈
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
物
事

に
つ
い
て
は
、そ
の
行
き
来
き
が「
数
」で
あ
る
。
民
衆
の
供
す
る
財
が
少
な
け
れ
ば
、我
々

は
そ
の
物
事
に
対
応
す
る
力
を
省
く
。
財
を
少
な
く
出
し
て
用
に
充
て
、
力
を
少
な
く
用

い
て
十
分
足
り
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
世
の
数
の
永
き
は
、
倹
に
本
づ
く
な
り
」
と
い

う
。
前
漢
の
文
帝
は
、
多
額
の
出
費
を
抑
え
建
物
は
造
ら
ず
に
税
金
は
免
除
し
た
（
そ
の

た
め
、
よ
く
治
ま
っ
た
）。
し
た
が
っ
て
「
倹
な
る
が
故
に
能
く
広
し
」
と
、
倹
約
す
る

こ
と
こ
そ
（
満
ち
足
り
余
裕
が
あ
っ
て
）
広
く
施
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。

　

⑫
「
敢
て
天
下
の
先
と
為
ら
ず
」
に
つ
い
て
（
第
十
四
則
）

淡
窓
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
に
お
い
て
は
、
自
分
か
ら
先
と
な
ら
な
い
の
が
よ
い
と
す
る
。

老
子
の
い
う
「
敢
て
天
下
の
先
と
為
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
人
か
ら
自
分
に
求
め
て
く
る

よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。『
易
経
』
に
は
、（
教
育
と
は
）

師
た
る
自
分
か
ら
教
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
幼
く
蒙
か
な
者
の
方
か
ら
進
ん
で
教

え
を
求
め
る
こ
と
と
書
か
れ
て
あ
る
。
淡
窓
は
、
例
と
し
て
、
君
道
で
は
、
古
代
の
堯
帝

が
群
臣
の
推
薦
を
待
っ
て
舜
を
後
継
者
に
挙
げ
た
や
り
方
、臣
道
で
は
、（
殷
の
名
宰
相
の
）

伊
尹
が
湯
王
の
三
度
の
招
聘
に
よ
っ
て
出
仕
し
た
例
、
師
道
で
は
、
孔
子
が
『
論
語
』
で
、

教
え
を
受
け
る
だ
け
の
熱
意
が
な
い
と
教
え
を
施
さ
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
、
用
兵
の

道
で
は
、（
秦
の
将
軍
）
王
翦
や
（
趙
の
将
軍
）
李
牧
が
、
戦
を
好
ま
な
い
兵
士
を
十
分

休
ま
せ
て
自
分
達
か
ら
戦
を
し
よ
う
と
望
む
よ
う
に
な
る
の
を
見
て
用
い
た
や
り
方
を
掲

げ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
人
よ
り
先
に
な
る
者
は
人
を
求
め
、
人
に
遅
れ
を
と
る
者
は
人
か

ら
求
め
ら
れ
る
。
人
を
求
め
る
者
は
、
人
に
制
せ
ら
れ
、
人
か
ら
求
め
ら
れ
る
者
は
人
を

制
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
敢
て
天
下
の
先
と
為
ら
ざ
る
が
故
に
、
能
く
成
器

の
長
た
り
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
自
分
か
ら
先
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
人

材
の
統
率
者
と
な
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　

⑬
儒
教
の
徳
目
に
つ
い
て
（
第
十
五
則
、
第
十
八
則
）

淡
窓
は
第
十
五
則
と
第
十
八
則
で
、『
老
子
』
の
中
に
出
て
い
る
儒
教
の
徳
目
に
つ
い
て

批
判
し
た
言
葉
の
意
味
を
歴
史
の
例
な
ど
を
用
い
て
解
説
し
て
い
る
。一
般
に『
老
子
』は
、

儒
教
的
な
「
道
」「
善
」「
礼
」「
仁
」「
義
」
な
ど
の
徳
目
に
つ
い
て
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を

主
張
し
て
、
そ
の
偽
善
性
や
矛
盾
を
明
か
し
て
真
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
淡
窓
は
、『
老
子
』
第
一
章
の
「
道
の
道
と
す
べ
き
は
常
の
道
に
あ
ら
ず
」
に

つ
い
て
は
、
戒
め
の
行
動
で
あ
る
「
道
」
に
つ
い
て
、
親
に
仕
え
る
場
合
と
君
主
に
仕
え

る
場
合
に
は
違
い
が
あ
る
例
を
述
べ
て
説
明
し
て
い
る
。
第
二
章
の
「
善
の
善
た
る
を
知

る
も
不
善
の
み
」
に
つ
い
て
は
、
斉
の
大
夫
の
田
氏
が
「
善
」
の
行
為
を
示
し
な
が
ら
終

に
国
を
乗
っ
取
っ
た
例
、
第
三
十
八
章
の
「
礼
な
る
者
は
忠
信
の
薄
き
に
し
て
乱
の
首
め

な
り
」
に
つ
い
て
は
、
晋
の
文
公
（
重
耳
）
が
弟
に
位
を
譲
り
な
が
ら
最
後
に
は
甥
を
殺

し
て
位
を
奪
っ
た
例
、
第
五
章
の
「
聖
人
は
不
仁
、
百
姓
を
以
て
芻
狗
と
為
す
」
に
つ
い

て
は
、
昔
の
聖
人
が
兵
士
を
農
村
に
住
ま
わ
せ
て
税
金
が
十
分
の
一
で
あ
っ
た
の
は
、
後

世
に
重
税
を
取
っ
て
兵
士
を
養
い
か
え
っ
て
民
衆
を
悲
惨
な
目
に
会
わ
せ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
民
衆
を
藁
人
形
同
様
に
慈
し
み
無
く
「
不
仁
」
に
取
り
扱
っ
て
い
る
よ
う
で
、
実

は
「
仁
」
な
の
で
あ
る
と
い
う
例
で
解
説
し
て
い
る
。
第
十
九
章
の
「
仁
を
絶
ち
義
を
棄

て
れ
ば
、
民
は
孝
慈
に
復
す
」
に
つ
い
て
は
、
農
業
と
教
育
と
は
民
衆
に
と
っ
て
大
事
な

も
の
で
あ
る
が
、
農
業
が
盛
ん
と
な
っ
た
た
め
に
食
べ
過
ぎ
肥
っ
て
病
気
で
夭
折
す
る
に

至
る
者
が
あ
る
一
方
、
修
行
者
は
痩
せ
細
っ
て
い
る
の
に
長
寿
で
あ
り
、
儒
教
の
仁
や
義

の
教
育
で
国
が
繁
栄
し
風
俗
が
美
し
く
盛
ん
と
な
っ
た
一
方
、
そ
れ
に
伴
っ
て
衰
徴
も
生

じ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
飲
食
を
減
ら
し
味
わ
い
を
薄
く
す
る
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
、
衰
徴
を
招
か
な
い
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
純
朴
な
状
態
に
戻
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
総
じ
て
、
哲
人
（
老
子
）
が
、
世
に
広
が
る
弊
害

を
捨
て
去
っ
て
、
古
昔
の
こ
と
を
理
想
と
す
る
の
も
こ
う
い
う
訳
で
あ
る
と
す
る
。

　

⑭
「
欲
望
」
の
抑
制
に
つ
い
て
（
第
十
六
則
）

淡
窓
は
、
欲
望
の
行
き
過
ぎ
の
抑
制
、
つ
ま
り
「
無
欲
」
に
徹
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
歴

史
の
例
を
用
い
て
解
説
す
る
。『
老
子
』
第
四
十
六
章
の
「
咎
は
得
ん
と
欲
す
る
よ
り
も

大
な
る
は
莫
し
」
ま
た
「
罪
は
欲
す
可
き
よ
り
も
大
な
る
は
莫
し
」
に
つ
い
て
は
、（
漢

の
武
将
）
韓
信
が
罪
人
と
し
て
殺
さ
れ
た
の
は
謀
反
を
企
て
た
か
ら
で
は
な
く
、
か
っ
て

斉
を
攻
め
降
し
た
と
き
に
仮
の
王
を
望
ん
だ
（
そ
し
て
斉
王
に
な
っ
た
）
よ
う
な
野
望
が

理
由
で
あ
っ
た
こ
と
や
、（
西
晋
の
）
石
崇
が
、（
趙
王
に
）
処
罰
さ
れ
た
の
は
反
逆
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
贅
沢
三
昧
の
多
額
の
財
産
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
、

第
八
十
一
章
の
「
聖
人
は
積
ま
ず
。
既
く
以
て
人
の
為
に
し
て
己
れ
愈
い
よ
有
り
、
既
く
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以
て
人
に
与
え
て
己
れ
愈
い
よ
多
し
」
に
つ
い
て
は
、（
越
の
）
范
蠡
が
多
く
の
金
を
分

け
与
え
て
し
ま
い
、
他
の
地
に
行
っ
て
さ
ら
に
多
く
の
富
を
得
た
例
や
、（
前
漢
の
）
文

帝
が
し
ば
し
ば
民
の
租
税
を
免
除
し
て
、
か
え
っ
て
蔵
に
穀
物
が
満
ち
て
豊
か
に
な
っ
た

例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

　

⑮
「
無
為
の
事
、
不
言
の
教
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
（
第
十
九
則
・
外
篇
第
五
則
・
外
篇
第
八
則
・
外
篇
第
九
則
）

深
く
「
玄
（
老
子
）」
を
学
ん
だ
昔
の
人
物
は
、ま
っ
た
く
そ
の
行
為
を
施
す
こ
と
が
無
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
第
二
章
に
あ
る
「
聖
人
は
無
為
の
事
に
処
り
、

不
言
の
教
え
を
行
な
う
」
と
い
っ
た
、
人
為
を
用
い
な
い
で
事
を
為
し
、
言
葉
を
用
い
な

い
で
言
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
自
分
の
意
に
適
う
と
お
り
に
さ
せ
た
の
で
、
人
々
は
そ

れ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、「
玄
」
に
優

れ
て
い
た
（
漢
の
名
臣
の
）
張
良
が
、
高
祖
劉
邦
に
進
言
し
て
一
番
嫌
っ
て
い
る
臣
を
候

に
封
じ
さ
せ
て
、
そ
れ
で
群
臣
の
謀
反
の
企
て
を
平
静
に
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
張
良
が
、

高
祖
劉
邦
も
尊
ん
で
い
た
商
山
の
四
賢
老
を
招
い
て
、
廃
し
よ
う
と
し
て
い
た
太
子
（
の

ち
の
恵
帝
）
の
廃
嫡
を
断
念
さ
せ
安
泰
に
導
い
た
こ
と
を
例
と
し
て
挙
げ
る
。
そ
の
他
と

し
て
、『
史
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
（
漢
の
）
陸
賈
、
田
叔
、
主
父
偃
な
ど
の
事
例
も
こ

れ
に
近
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

な
お
、「
無
為
」
に
つ
い
て
は
、
続
編
の
外
篇
第
五
則
に
「
無
為
と
は
、
其
の
事
に
悶
え

て
為
さ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
事
の
無
き
所
を
行
ふ
の
謂
い
な
り
」
と
、
思
い
悩
ん
だ
り

し
て
何
も
為
さ
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
事
が
ら
の
無
い
と
こ
ろ
を
行
う
こ
と
で
あ
る
と
い

う
。
し
か
し
、事
が
ら
の
無
い
と
こ
ろ
を
行
う
に
は
「
因
」
と
い
う
道
理
が
あ
る
と
い
う
。

高
い
所
で
行
為
す
る
に
は
丘
陵
に
「
因
り
」、
低
い
所
で
行
為
す
る
に
は
川
沢
に
「
因
る
」

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。『
老
子
』
六
十
七
章
に
あ
る
「
敢
て
天
下
の
先
と
な
ら
ず
」
と

い
う
行
為
な
ど
が
「
因
」
に
つ
い
て
の
説
で
あ
る
と
し
、（
漢
の
功
臣
で
二
代
の
宰
相
の
）

曹
参
が
、（
漢
の
功
臣
の
初
代
の
宰
相
䔥
何
の
）
明
確
な
法
令
を
守
っ
て
天
下
を
よ
く
治

め
た
例
や
、（
漢
の
第
六
代
皇
帝
の
）
景
帝
が
（
前
代
の
第
五
代
皇
帝
の
）
文
帝
の
恭
倹

の
態
度
を
手
本
と
し
て
内
政
を
充
実
さ
せ
た
例
な
ど
が
、良
い
法
令
や
態
度
に「
因
っ
た
」、

善
い
「
因
」
の
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
漢
の
高
祖
が
秦
の
苛
酷
な
法

令
を
改
め
た
た
め
善
く
治
ま
っ
た
の
は
、
天
下
の
人
心
が
苛
酷
な
法
に
苦
し
ん
で
い
た
こ

と
が
「
因
」
で
あ
り
、
ま
た
、（
趙
の
将
軍
）
李
牧
や
（
秦
の
将
軍
）
王
翦
が
、
戦
を
好

ま
な
い
兵
士
た
ち
に
飲
食
さ
せ
て
十
分
労
わ
っ
て
、
自
分
達
か
ら
戦
を
し
よ
う
と
望
む
の

を
待
っ
て
彼
ら
を
用
い
た
の
は
、「
因
る
」
べ
き
勢
い
が
無
い
の
で
兵
士
た
ち
を
奮
い
立

た
せ
、
そ
れ
に
「
因
っ
た
」
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
外
篇
第
八
則
に
は
、「
無
思
」
は
「
虚
」
の
こ
と
、「
無
為
」
は
「
静
」
の
こ
と
で
、

古
え
の
よ
く
「
道
」
を
実
践
し
た
者
は
、内
部
は
「
無
思
（
虚
）」
で
外
部
は
「
無
為
（
静
）」

で
あ
っ
た
と
い
い
、
人
々
が
挑
発
し
て
来
て
も
「
虚
」
と
「
静
」
で
対
応
す
る
の
で
、
彼

ら
は
元
の
状
態
に
戻
る
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
『
老
子
』
第
十
六
章
で
「
虚
を
致
す
こ
と

極
ま
り
、
静
を
守
る
こ
と
篤
し
」
と
い
い
「
万
物
並
び
作
れ
ど
も
、
吾
れ
以
て
其
の
復
る

を
観
る
」
と
い
う
の
だ
と
説
明
す
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
漢
の
（
第
五
代
皇
帝
の
）
文

帝
が
、
千
里
の
馬
（
名
馬
）
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
で
、
貢
物
を
し
て
媚
び
る
者
が
自

ず
と
無
く
な
り
、
言
葉
の
巧
み
な
役
人
を
賞
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
者
は
自
ず

と
退
い
た
と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
老
子
』
第
二
章
に
あ
る
よ
う
に
「
聖
人

は
無
為
の
事
に
処
り
、
不
言
の
教
え
を
行
な
う
」
の
で
あ
る
が
、「
無
為
（
の
事
）」
と
は

物
事
の
君
（
中
心
）
で
あ
り
、「
不
言
（
の
教
え
）」
と
は
言
葉
の
宗
（
大
本
）
で
あ
る
と

い
う
。
そ
こ
で
第
七
十
章
で
「
言
に
宗
あ
り
、事
に
君
あ
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
と
す
る
。

そ
の
意
味
は
、
語
る
者
が
い
て
、
彼
が
言
え
ば
自
分
が
黙
り
自
分
が
言
え
ば
彼
が
黙
る
こ

と
と
な
る
、
そ
こ
で
世
の
人
に
自
分
か
ら
言
わ
せ
て
（
自
分
は
黙
り
）、
是
で
あ
れ
ば
用

い
非
で
あ
れ
ば
用
い
な
い
。
唯
だ
言
う
こ
と
が
無
い
（
そ
こ
で
口
の
過
ち
が
無
い
）
の
で

言
葉
の
宗
と
い
う
の
で
あ
る
。
碁
を
打
つ
者
が
い
て
、
自
分
が
打
て
ば
彼
は
止
め
彼
が
打

て
ば
自
分
は
止
め
る
こ
と
と
な
る
、そ
こ
で
世
の
中
の
人
に
自
分
か
ら
行
為
を
さ
せ
て（
自

分
は
為
さ
ず
）、
是
で
あ
れ
ば
用
い
非
で
あ
れ
ば
用
い
な
い
の
で
あ
る
。
唯
だ
為
す
こ
と

が
無
い
（
そ
こ
で
怨
み
憎
ま
れ
る
こ
と
が
無
い
）
の
で
衆
庶
の
君
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
聖
人
は
過
ち
が
無
い
境
地
に
立
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
外
篇
第
九
則
に
、「
聖
人
は
無
為
の
事
に
処
り
、
不
言
の
教
え
を
行
な
う
」
の
例

と
し
て
、
周
の
大
王
（
古
公
亶
父
）
が
、
居
住
し
て
い
る
土
地
は
豊
か
で
あ
る
が
、
さ
ら

に
広
く
制
覇
を
行
う
た
め
別
の
地
に
遷
り
た
い
と
長
年
考
え
て
い
た
が
、
民
心
が
安
心
満

足
し
て
い
る
の
で
敢
え
て
実
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
北
方
の
異
民
族
が
た
び
た
び

侵
入
し
て
来
る
よ
う
に
な
り
、
民
に
苦
労
が
生
じ
て
き
た
の
を
み
て
敢
然
と
故
地
を
立
ち

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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去
っ
た
例
を
あ
げ
、
こ
れ
は
単
に
難
事
を
避
け
た
の
で
は
な
く
、
強
い
て
民
に
遷
る
こ
と

を
勧
め
ず
し
て
、
あ
た
か
も
水
が
低
い
方
に
流
れ
て
い
く
よ
う
に
民
が
従
っ
た
の
で
あ
る

と
説
明
し
て
い
る
。

　

⑯
「
無
」
を
宗
と
す
べ
き
こ
と
（
第
二
十
一
則
・
第
二
十
二
則
）

第
二
十
一
則
で
、
君
主
及
び
臣
下
と
も
、「
無
」
を
根
本
と
し
て
行
為
す
る
の
が
よ
い
と

い
う
こ
と
を
論
じ
る
。
人
間
に
喩
え
れ
ば
、君
主
は
ち
ょ
う
ど
心
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

臣
下
は
ち
ょ
う
ど
耳
目
や
手
足
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
君
主
の
身
は
目
に
見
え
な
い
と

こ
ろ
に
居
る
が
、
臣
下
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
統
御
す
る
の
で
あ
り
、
一
つ
の
こ
と

に
限
定
せ
ず
に
何
事
に
も
自
由
に
応
じ
る
と
い
う
こ
と
、
論
語
に
あ
る
「
君
主
は
器
な
ら

ず
」
と
い
う
こ
と
が
「
無
」
を
根
本
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
臣
下
は
、
そ

の
官
職
や
俸
禄
は
君
主
の
決
め
る
こ
と
で
自
分
勝
手
に
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、（
越

の
）
范
蠡
の
事
績
や
（
漢
の
）
張
良
の
事
績
の
よ
う
に
、
努
力
し
て
礼
節
を
尽
く
し
功
績

を
立
て
て
、
し
か
も
そ
の
地
位
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
名
声
が
後
世
ま
で
伝
わ

る
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

第
二
十
二
則
で
は
、
知
勇
の
士
及
び
闇
弱
の
士
の
ど
ち
ら
も
、「
無
」
を
根
本
と
し
て
行

動
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
こ
と
を
歴
史
の
例
を
引
い
て
述
べ
る
。
知
恵
と
勇
気
の
あ
る
男

の
例
と
し
て
、（
趙
の
名
臣
）
藺
相
如
が
、秦
王
を
叱
り
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
程
な
の
に
、

国
の
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
（
同
じ
趙
の
将
軍
の
）
廉
頗
か
ら
争
う
の
を
避
け
て
逃
れ
た

こ
と
や
、（
漢
の
功
臣
の
）
韓
信
が
、
百
万
の
民
衆
を
治
め
る
こ
と
が
出
来
る
程
な
の
に
、

屈
辱
に
耐
え
て
な
ら
ず
者
の
股
の
下
を
く
ぐ
る
辱
め
を
受
け
た
こ
と
な
ど
が
こ
の
例
で
あ

る
。
愚
か
で
気
の
弱
い
男
の
例
と
し
て
は
、（
斉
の
大
夫
の
）
鮑
叔
は
賢
明
さ
で
は
友
人

の
（
斉
の
名
宰
相
の
）
管
仲
に
は
及
ば
ず
、（
鄭
の
）
罕
虎
は
才
能
が
（
鄭
の
名
宰
相
の
）

子
産
に
劣
っ
た
の
だ
が
、
両
者
と
も
自
分
で
は
事
を
行
わ
な
い
で
彼
ら
賢
者
を
推
挙
し
た

こ
と
で
後
世
に
称
賛
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　

⑰
「
無
」
を
も
っ
て
対
処
す
べ
き
こ
と
（
第
二
十
三
則
・
第
二
十
四
則
・
第
二
十
五
則
）

第
二
十
三
則
で
は
、
新
興
の
国
を
治
め
る
に
も
、
衰
え
の
兆
し
た
世
を
治
め
る
に
も
、「
無
」

を
も
っ
て
対
処
す
る
の
が
よ
い
と
論
じ
る
。
淡
窓
は
人
間
の
身
体
の
譬
え
で
説
明
す
る
。

身
体
が
傷
つ
い
て
い
ま
だ
癒
え
な
い
時
や
、
病
気
か
ら
ま
だ
起
き
ら
れ
な
い
時
に
、
多
く

の
こ
と
を
為
そ
う
と
努
め
る
の
は
治
そ
う
と
し
て
か
え
っ
て
こ
れ
を
乱
す
こ
と
と
な
る
。

（
新
興
の
国
も
同
じ
で
）
漢
の
高
祖
は
、
秦
に
勝
っ
た
後
（
秦
の
繁
雑
な
法
を
廃
止
し
て
）

わ
ず
か
三
カ
条
（
殺
人
・
傷
害
・
盗
み
）
の
法
の
み
と
し
た
し
、（
漢
の
高
祖
の
功
臣
の
）

曹
参
は
斉
の
宰
相
と
な
っ
て
ひ
た
す
ら
煩
わ
し
さ
の
な
い
政
治
を
尊
ん
だ
の
が
こ
の
例
で

あ
る
。
ま
た
、
七
・
八
十
歳
に
も
な
れ
ば
、
生
命
力
は
衰
え
弱
っ
て
病
気
も
生
じ
や
す
く

な
る
が
、
激
し
い
薬
を
使
え
ば
病
気
は
治
っ
て
も
死
が
伴
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
病
気
そ

の
も
の
と
闘
わ
ず
に
穏
や
か
な
薬
を
も
っ
て
治
療
す
る
の
が
よ
い
。
す
で
に
衰
え
の
兆
し

た
世
を
治
め
る
に
も
、
ま
た
同
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
十
四
則
は
、
善
い
運
の
時
も
苦
し
い
運
の
時
も
、「
無
」
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
処
す

る
の
が
よ
い
と
述
べ
る
。
平
和
で
喜
ば
し
い
運
の
時
で
も
、『
易
経
』
に
「
太
陽
が
中
天

す
れ
ば
や
が
て
西
に
傾
き
、
月
が
満
つ
れ
ば
や
が
て
欠
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
隆
盛
は

衰
退
の
兆
し
で
あ
る
の
で
、
謙
虚
で
自
分
の
心
を
抑
え
て
へ
り
く
だ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
衰
退
は
待
つ
ば
か
り
と
な
る
と
述
べ
る
。
行
き
詰
り
苦
し
み
悩
む
運
の
時
は
、
植
物

が
冬
に
充
分
縮
み
引
き
締
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
春
に
芽
が
発
生
し
茂
る
ま
で
に
は
な
ら

な
い
。（
越
王
の
）
勾
践
が
（
呉
王
の
）
夫
差
の
奴
僕
と
な
っ
た
が
最
後
に
は
そ
の
降
伏

の
恥
を
雪
い
だ
よ
う
な
こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
と
す
る
。

第
二
十
五
則
で
は
、
儒
教
で
い
う
と
こ
ろ
仁
者
の
行
為
と
知
者
の
行
為
と
の
両
立
の
た
め

に
は
、「
無
」
を
も
っ
て
対
処
す
る
の
が
よ
い
と
論
じ
る
。
仁
の
徳
の
備
わ
っ
た
仁
者
は
、

国
家
の
職
務
を
絶
っ
て
徒
ら
に
命
を
惜
し
ん
で
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
は
為
さ
な
い
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
知
識
の
す
ぐ
れ
た
知
者
は
、
自
分
の
身
を
捨
て
て
世
事
に
殉
ず
る
こ
と

は
為
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
性
命
も
国
家
の
務
め
も
ど
ち
ら
も
重
ん
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
が
同
時
に
行
わ
れ
て
、
し
か
も
道
理
に
は
ず
れ
な
い
こ

と
を
望
め
ば
、「
無
」
を
も
っ
て
対
処
す
る
の
が
よ
い
。『
老
子
』
三
十
七
章
に
あ
る
「
道

は
常
に
無
為
に
し
て
、而
も
為
さ
ざ
る
無
し
」
の
よ
う
に
、内
に
あ
っ
て
は
為
す
無
く
（
無

為
）、
外
に
あ
っ
て
は
為
さ
ざ
る
無
し
（
無
不
為
）
と
い
う
対
応
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
で

あ
れ
ば
、曇
り
の
な
い
明
る
い
鏡
が
常
に
も
の
を
映
し
て
厭
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

井
戸
の
結
槹
（
は
ね
つ
る
べ
）
が
一
日
中
昇
降
し
て
も
疲
れ
を
知
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
。

　

⑱
「
易
」
と
「
玄
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
（
第
八
則
・
第
二
十
六
則
）

「
玄
」
は
「
易
」
の
思
想
に
近
い
の
で
、『
易
経
』
に
基
づ
く
も
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
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て
そ
の
違
い
を
第
八
則
で
論
じ
て
い
る
。
淡
窓
は
、「
玄
」
も
「
易
」
も
「
数
」
を
述
べ

て
い
る
が
、『
易
経
』
が
「
数
」
を
言
う
と
き
に
は
「
陰
陽
」
を
も
っ
て
い
い
、『
玄
（
老
子
）』

が
「
数
」
を
言
う
と
き
に
は
「
有
無
」
を
も
っ
て
い
う
と
す
る
。
そ
し
て
、「
陰
陽
」
で
は
、

「
陽
」
が
尊
く
「
陰
」
が
卑
し
い
と
い
う
の
が
原
則
が
あ
る
が
、「
有
無
」
で
は
「
有
」
と

「
無
」
が
互
い
に
尊
卑
を
な
す
と
述
べ
る
。
行
為
面
で
い
え
ば
安
静
・
挹
損
な
ど
の
「
無
」

が
尊
く
、
躁
動
・
矯
矜
な
ど
の
「
有
」
が
卑
し
い
が
、
性
質
面
で
い
え
ば
昏
昧
・
孱
弱
な

ど
の
「
無
」
が
卑
し
く
、明
哲
・
強
毅
な
ど
の
「
有
」
が
尊
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、『
老

子
』
第
十
一
章
に
「
有
の
以
て
利
を
為
す
は
、
無
の
以
て
用
を
為
せ
ば
な
り
」
と
、「
有
」

を
支
え
る
も
の
が
「
無
」
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、『
史
記
』
老
子
伝
に
あ
る
老
子
の
言
葉
「
君

子
は
成
徳
あ
り
て
容
貌
愚
か
な
る
が
若
し
」
と
、
君
子
は
す
ぐ
れ
た
徳
を
も
っ
て
い
て
も

容
貌
が
愚
か
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
内
と
外
と
良
い
と
こ
ろ

を
異
に
す
る
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

第
二
十
六
則
で
は
、後
世
の
人
が
「
有
」
を
以
っ
て
「
陽
」
に
配
し
「
無
」
を
以
っ
て
「
陰
」

に
配
し
た
の
で
、「
玄
」
は
「
陰
」
の
道
を
根
本
と
し
て
説
い
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、「
玄
」

は
世
間
一
般
の
道
理
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
人
は
、「
玄
」
は
退
く
こ
と

を
言
っ
て
前
へ
進
む
こ
と
が
な
い
の
で
「
陰
」
の
道
で
あ
る
と
い
う
が
、
老
子
だ
け
が
そ

の
進
む
べ
き
時
に
進
ま
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
一
般
常

識
の
道
理
で
は
な
く
、『
老
子
』
の
真
意
は
、「
数
」
を
窮
め
て
変
化
を
推
し
測
り
天
地
自

然
の
状
態
に
戻
す
こ
と
に
あ
り
、
と
く
に
知
者
の
た
め
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
玄
」
は
「
易
」
に
近
い
と
言
え
ば
可
で
あ
る
が
、「
玄
」
は
即
ち
「
易
」
で
あ

る
と
言
え
ば
不
可
で
あ
る
。「
易
」
を
以
っ
て
「
玄
」
を
解
釈
す
る
の
は
、「
玄
」
を
以
っ

て
「
玄
」
を
解
釈
す
る
の
に
及
ば
な
い
と
す
る
。

な
お
『
六
橋
紀
聞
』
巻
四
に
、
易
の
陰
陽
の
理
を
説
い
た
『
義
府
』
と
『
析
玄
』
と
の
違

い
を
「
析
玄
は
理
の
変
を
説
き
、
義
府
は
理
の
正
を
言
ふ
。
人
、
老
子
の
言
を
以
て
浮
虚

と
為
す
。
故
に
析
玄
を
著
し
て
以
て
其
の
実
用
を
明
か
に
す
。
孔
子
の
教
へ
を
以
て
拘
腐

と
為
す
。
故
に
義
府
を
作
り
て
以
て
其
の
活
達
を
明
か
に
す
。
析
玄
は
老
子
を
述
べ
て
荘

列
に
反
す
。
義
府
は
孔
子
を
述
べ
て
思
孟
に
反
す
。
是
れ
蟷
螂
の
臂
を
張
る
な
り
」
と
述

べ
て
、『
析
玄
』
は
「
理
」
の
変
化
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

⑲
「
老
子
」
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
（
第
二
十
則
・
第
二
十
七
則
）

『
老
子
』
の
表
現
方
法
の
特
色
と
し
て
、
常
識
的
な
こ
と
と
は
矛
盾
し
た
表
現
の
論
法
が

あ
る
が
、
第
二
十
則
で
淡
窓
は
、「
玄
」
を
う
ま
く
表
現
で
き
る
者
は
そ
の
よ
う
な
（
表

面
の
）
言
葉
で
以
っ
て
そ
の
意
味
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
。『
老
子
』
に
は
「
天

地
は
仁
な
ら
ず
」「
聖
人
は
仁
な
ら
ず
」
と
か
「
天
地
自
ら
生
ぜ
ず
」「
聖
人
自
ら
生
ぜ
ず
」

と
言
う
表
現
が
あ
る
が
、
人
間
の
心
や
身
体
に
つ
い
て
は
天
地
と
同
じ
で
は
な
い
の
で
別

に
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
『
老
子
』
だ
け
で
は
な
く
、孔
子
の
『
論
語
』

に
も
あ
る
。「
政
を
為
す
に
焉
ん
ぞ
殺
を
用
い
ん
」
と
述
べ
な
が
ら
『
史
記
』
孔
子
伝
に

記
す
誅
殺
が
あ
っ
た
し
、「
我
、
言
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
」
と
述
べ
る
が
、
孔
子
で

な
く
て
誰
が
儒
教
経
典
『
六
経
』
を
伝
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
真
の
意
味
を
解

す
れ
ば
、『
老
子
』
第
十
九
章
の
「
聖
を
絶
ち
智
を
棄
て
る
」
と
は
焚
書
の
こ
と
で
は
な
い
、

同
じ
章
の
「
仁
を
絶
ち
義
を
棄
て
る
」
と
は
坑
儒
の
こ
と
で
は
な
い
、
第
二
章
の
「
無
為

の
事
に
処
り
、
不
言
の
教
え
を
行
な
ふ
」
と
は
面
壁
静
座
の
こ
と
で
は
な
い
、
第
六
十
七

章
の「
敢
え
て
天
下
の
先
と
為
ら
ず
」と
は
遅
れ
て
機
会
を
失
う
こ
と
で
は
な
い
。『
荘
子
』

に
「
魚
を
得
て
筌
を
忘
る
」
つ
ま
り
魚
を
捕
え
れ
ば
そ
の
道
具
（
手
段
）
は
不
用
に
な
る

と
あ
る
の
も
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

『
老
子
』
の
中
に
は
互
い
に
矛
盾
し
た
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
『
史
記
』
老
子
伝
に
は
礼
を

孔
子
に
伝
え
た
者
と
あ
る
の
に
、『
老
子
』
三
十
八
章
で
は
「
礼
な
る
も
の
は
忠
信
の
薄

き
に
し
て
乱
の
首
め
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
、
後
世
の
儒
者
は
同
一
人
物
で
は

な
い
と
疑
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
淡
窓
は
、
そ
も
そ
も
聖
人
が
言
葉
を
述
べ
る
の
に
、

変
化
に
応
じ
る
決
ま
っ
た
や
り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
。
矛
盾
し
た
言
葉
は
、
老

子
だ
け
で
な
く
孔
子
に
も
あ
り
、『
論
語
』
に
「
子
、罕
に
利
を
言
う
」
と
あ
る
の
に
『
易
経
』

で
は
た
び
た
び
利
を
言
っ
て
い
る
し
、「
子
、怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」
と
あ
る
の
に
『
春
秋
』

で
は
も
っ
ぱ
ら
乱
を
言
っ
て『
易
経
』繋
辞
伝
で
は「
鬼
神
の
情
状
を
知
る
」と
あ
る
。『
論

語
』に
は
人
に
よ
り
言
い
方
が
違
い
、弟
子
の
冉
有
に
は「
聞
く
ま
ま
に
斯
れ
こ
れ
を
行
え
」

と
答
え
、
弟
子
の
子
路
に
は
「
父
兄
の
居
ま
す
こ
と
有
り
。
こ
れ
を
如
何
ぞ
、
其
れ
聞
く

ま
ま
に
斯
れ
こ
れ
を
行
な
わ
ん
や
」
と
逆
に
答
え
て
い
る
。
仏
教
で
も
、
大
蔵
経
八
千
巻

に
は
そ
の
教
え
が
い
ろ
い
ろ
分
か
れ
、
方
便
の
教
え
と
実
相
の
教
え
、
大
乗
の
教
え
と
小

乗
の
教
え
と
同
じ
で
は
な
い
も
の
が
当
然
に
あ
る
。『
老
子
』
に
例
を
と
れ
ば
、
第
五
章

に
「
聖
人
は
仁
な
ら
ず
」
と
あ
る
の
に
、
第
八
章
に
は
「
与
に
す
る
は
仁
を
善
し
と
す
」

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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と
あ
り
、
第
三
十
七
章
他
に
「
為
す
無
し
」
と
あ
る
の
に
、
第
八
十
一
章
に
は
「
為
し
て

争
わ
ず
」
と
い
い
、第
五
十
一
章
に
「
徳
の
貴
き
」
と
あ
る
の
に
、第
三
十
八
章
に
は
「
道

を
失
ひ
て
而
る
後
に
徳
あ
り
」
と
あ
り
、
第
五
十
六
章
に
「
知
る
者
は
言
わ
ず
」
と
あ
る

の
に
『
五
千
言
（
老
子
）』
を
著
し
て
い
る
。
人
の
固
執
し
た
心
に
よ
っ
て
尊
い
聖
人
（
老

子
や
孔
子
）
の
考
え
を
推
し
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
す
る
。

な
お
淡
窓
は
、
孔
子
が
『
六
経
』
を
伝
え
た
の
は
、
ま
た
老
子
の
志
で
あ
っ
た
と
思
う
と

い
い
、
あ
る
道
家
の
言
に
「
孔
子
は
道
の
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
を
伝
え
、
尹
喜
（
老
子

か
ら
五
千
言
を
授
け
ら
れ
た
人
物
）
は
道
の
微
か
で
奥
深
い
と
こ
ろ
を
伝
え
た
」
と
あ
る

の
は
、
大
げ
さ
な
言
い
方
で
あ
る
が
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

　

⑳
老
子
の
流
派
に
つ
い
て
、
荘
子
と
の
違
い
（
第
二
十
八
則
）

後
世
に
「
玄
」
を
学
ん
だ
流
派
は
多
く
、荘
子
・
列
子
の
「
虚
無
」、申
不
害
・
韓
非
子
の
「
刑

名
」、張
良
・
陳
平
の「
機
謀
」、文
帝
・
曹
参
の「
清
静
」、そ
れ
以
降
は
、晋
の
人
々
の「
清
談
」、

仙
人
術
の
「
修
煉
」
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
が
正
統
の
後
嗣
で
あ
る
か
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
要
す
る
に
『
五
千
言
』
は
用
世
の
術
で
あ
る
の
に
、
後
世
の
人
は
よ
く
読
ま

ず
に
た
だ
あ
っ
さ
り
し
た
消
極
的
な
談
論
で
あ
る
と
し
て
い
て
、
そ
の
優
れ
た
効
用
は
隠

れ
て
し
ま
っ
た
。

と
く
に
、
老
子
を
語
る
者
は
「
荘
子
」
を
そ
の
手
引
き
で
あ
る
と
言
う
が
、「
荘
子
」
は

老
子
に
次
ぐ
者
で
は
あ
っ
て
も
、そ
の
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

思
う
に
、
老
子
は
沈
深
精
錬
の
人
で
あ
り
、
そ
の
真
意
は
性
命
を
保
ち
全
う
す
る
こ
と
に

あ
る
。
荘
子
は
爽
快
洒
落
の
人
で
あ
り
、
そ
の
真
意
は
世
の
汚
れ
か
ら
遥
か
に
抜
け
出
る

こ
と
に
あ
る
。
論
じ
る
者
は
こ
れ
を
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
淡
窓
は
、『
荘
子
』

は
超
俗
的
な
い
わ
ば
「
解
脱
」
の
思
想
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
六
橋
紀
聞
』
巻
七
に
、『
荘
子
』「
天
下
篇
」
は
当
時
の
諸
子
百
家
の
学
説
な
ど

を
順
々
に
批
評
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
老
聃
（
老
子
）
を
荘
子
の
前
に
置
い
て

お
り
、
そ
れ
は
荘
子
が
老
子
の
教
え
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
明
ら
か
に

し
た
い
た
め
で
あ
る
と
し
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
「
老
子
は
道
の
用
を
貴
び
、
荘
子
は
道

の
体
を
玩
ぶ
。
是
れ
同
中
の
異
な
り
。
儒
書
を
以
て
之
を
喩
ふ
。
老
子
は
猶
ほ
孝
経
・
論

語
の
ご
と
し
。
日
用
の
道
を
明
か
す
。
荘
子
は
猶
ほ
易
繋
の
ご
と
し
。
造
化
の
理
を
談
ず
。

其
の
道
未
だ
嘗
て
二
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
も
同
じ
道
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
だ
が
、『
老
子
』
は
道
の
実
用
的
な
面
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
、

『
荘
子
』
は
道
の
実
体
面
つ
ま
り
理
論
的
な
面
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

㉑
「
道
教
」
の
名
に
つ
い
て
（
第
二
十
九
則
）

「
道
教
」
の
名
称
は
後
世
の
人
が
始
め
た
も
の
で
、「
道
」
の
意
味
は
道
路
に
よ
っ
て
お
り
、

「
教
」
は
愚
か
さ
を
導
き
惑
い
を
諭
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
道
路
は
す
べ
て
の
も
の
が

同
じ
く
経
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
独
り
自
分
の
有
す
る
も
の
だ
と
言
え
ば
世
の
人
々

の
心
を
従
わ
せ
ら
れ
な
い
。『
五
千
言
（
老
子
）』
の
内
容
は
、
奥
深
く
見
え
に
く
く
幻
の

如
く
に
変
化
す
る
の
で
知
者
が
聞
い
て
も
な
お
疑
い
惑
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
、
愚
か

な
も
の
に
こ
れ
を
教
え
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
そ
こ
で
、
淡
窓
は
、「
道
」
を
改

め
「
玄
」
と
し
、「
教
」
を
改
め
「
学
」
と
し
て
論
じ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
こ
と
で
、

そ
の
実
質
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
願
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
淡
窓
は「
道
の
教
え
」を「
玄
の
学
」と
改
め
て
論
じ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、こ
れ
は
、

深
遠
で
分
か
り
に
く
い
『
老
子
』
の
「
道
」
の
教
え
の
内
容
を
、
独
自
の
「
玄
」
の
解
釈

で
一
般
の
人
が
学
べ
る
も
の
に
し
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
淡
窓
の
い
う
「
玄
」
と
は
「
道
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
。

　

㉒
「
儒
」
と
「
玄
」 

― 

孔
老
の
一
致
に
つ
い
て
（
第
三
十
則
）

最
後
の
第
三
十
則
で
は
、「
儒
」
の
説
と
「
玄
」
の
説
と
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
て
、
最

後
に
は
儒
玄
の
一
致
つ
ま
り
孔
老
の
一
致
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
我
が
国
に
中
国
の
書

物
が
伝
わ
っ
て
永
い
年
月
が
経
て
い
る
が
、
と
く
に
儒
教
は
黍
や
稲
の
よ
う
な
穀
類
で

人
々
は
こ
れ
を
植
え
て
収
穫
し
充
分
に
食
べ
て
す
で
に
こ
れ
に
飽
い
て
い
る
の
に
、
玄
説

つ
ま
り
老
子
の
説
は
浮
草
の
実
の
よ
う
な
も
の
で
人
々
は
そ
の
大
き
い
こ
と
や
赤
い
こ
と

を
賞
玩
す
る
の
み
で
い
ま
だ
食
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
二
つ
に
割
っ
て
食
べ
る
と
蜜
の
よ

う
に
甘
い
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
。
淡
窓
は
、
儒
教
と
は
異
な
っ
た
味
が
賞
味
さ
れ
な

い
の
を
残
念
に
思
う
の
で
、
こ
れ
を
割
っ
て
分
析
し
て
同
好
の
人
に
贈
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
今
と
昔
で
は
事
情
が
異
な
る
し
中
国
と
我
が
国
で
は
風
土
が
違

う
の
で
、
儒
教
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
行
え
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
玄
説
は
固
定
し
た
形
も

無
く
定
ま
っ
た
在
り
方
も
無
い
の
で
要
領
を
得
れ
ば
実
施
で
き
な
い
も
の
は
無
い
と
い

う
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
儒
教
の
『
易
経
』
繋
辞
伝
に
「
乾
は
易
を
以
て
知
り
、
坤
は
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簡
を
以
て
能
く
す
」、
つ
ま
り
平
易
簡
潔
な
あ
り
方
が
根
本
で
あ
る
と
あ
る
が
、
易
と
い

え
ば
「
無
為
」
よ
り
容
易
な
こ
と
は
無
く
、
簡
と
い
え
ば
「
不
言
」
よ
り
簡
単
な
こ
と
は

無
い
。
そ
こ
で
、
孔
子
と
老
子
の
本
旨
は
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
着
す
る
と
こ
ろ
が
同
じ
で
な
い

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
結
ん
で
い
る
。

な
お
、
孔
子
と
老
子
の
異
な
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、『
灯
下
紀
聞
』
巻
三
に
は
「
孔
子
は

理
の
表
を
見
、
老
子
は
理
の
裏
を
見
る
も
の
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
説
明
に
「
孔
子

は
陰
陽
の
上
に
就
き
て
見
を
起
こ
す
。
天
下
の
事
物
は
皆
な
析
き
て
両
と
為
す
。
是
に
非

ざ
れ
ば
則
ち
非
、
利
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
害
、
我
が
人
の
為
す
所
、
唯
だ
こ
れ
非
を
捨
て
是

を
取
り
、
害
を
去
り
て
利
に
就
く
。
い
わ
ゆ
る
道
は
取
捨
去
就
の
方
の
み
」
と
、『
易
経
』

な
ど
の
陰
陽
の
二
気
で
見
解
を
起
て
、
そ
の
陰
陽
の
望
ま
し
い
方
を
取
捨
選
択
す
る
実
践

の「
道
」を
説
く
の
が
孔
子
で
あ
り
、一
方
で
、「
老
子
は
太
極
の
上
に
就
き
て
見
を
起
こ
す
。

是
非
利
害
は
も
と
皆
な
同
根
な
り
。
是
の
中
に
非
有
り
、
非
の
中
に
是
有
り
、
利
の
中
に

害
有
り
、
害
の
中
に
利
有
り
、
得
て
分
別
す
可
か
ら
ず
。
我
が
人
、
虚
無
因
循
し
て
心
力

を
労
せ
ず
し
て
ま
さ
に
道
に
合
ふ
」
と
述
べ
、『
易
経
』
に
あ
る
「
易
に
太
極
有
り
。
是
れ
、

両
儀
を
生
ず
」
と
い
う
太
極
（
万
物
の
根
源
）
に
よ
っ
て
見
解
を
起
て
、
そ
の
陰
陽
二
気

（
両
儀
）
に
分
か
れ
て
い
な
い
状
態
、
陰
陽
に
分
別
で
き
な
い
状
態
に
基
づ
い
て
、「
虚
無

を
以
て
本
と
為
し
因
循
を
以
て
用
と
為
す
」（『
史
記
』
太
史
公
自
序
）
よ
う
に
行
為
す
れ

ば
、
精
神
の
働
き
を
煩
わ
す
こ
と
が
な
く
て
道
に
適
う
と
す
る
の
が
老
子
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
要
す
る
に
、
ど
ち
ら
も
『
易
経
』
の
理
に
基
づ
き
、
そ
の
観
点
が
違
う
こ
と
を

述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
『
灯
下
紀
聞
』
巻
二
に
「
儒
教
は
理
を
主
と
し
、
悪
を
去
り
て
善
に
就
く
。
書
に
曰

く
、
迪
に
恵
え
ば
吉
、
逆
に
従
へ
ば
凶
な
り
と
、
是
れ
な
り
。
道
教
は
数
を
主
と
し
、
盈

つ
る
を
損
し
虚
に
就
く
。
書
に
曰
く
、
満
は
損
を
招
き
、
謙
は
益
を
受
く
と
、
是
れ
な
り
」

（『
醒
斎
語
録
』
巻
一
に
も
同
様
の
文
が
あ
る
）
と
述
べ
て
い
る
。
儒
教
は
「
理
」
を
主
と

し
て
説
い
た
も
の
で
、
悪
を
は
な
れ
て
善
を
実
践
す
る
も
の
、『
書
経
』
に
あ
る
「
道
に

従
え
ば
運
命
が
吉
に
、
逆
ら
え
ば
運
命
は
凶
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
道
教
は｢

数｣

を
主
に
説
い
た
も
の
で
、
満
ち
た
状
態
を
減
ら
し
て
虚
無
の
実
践
を
す
る
こ
と
、『
書

経
』
に
あ
る
「
満
つ
る
を
望
め
ば
か
え
っ
て
損
を
招
き
、
謙
遜
を
心
掛
け
れ
ば
益
を
受
け

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
ど
ち
ら
も
『
書
経
』
の
こ
と
ば

に
基
づ
き
、
儒
教
と
道
教
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

㉓
武
士
の
気
風
と
『
老
子
』（『
迂
言
』
雑
論
六
）　

淡
窓
の
経
世
論
で
あ
る
『
迂
言
』
の
雑
論
六
に
、
武
士
の
悪
し
き
風
俗
を
論
じ
た
中
に

「
老
子
」
の
思
想
と
武
士
の
在
り
方
の
似
て
い
る
点
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
個
所
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、「
今
時
、
武
門
一
種
ノ
弊
風
ヲ
ナ
セ
リ
。
今
其
ノ
弊
補
ハ
ン
ト
セ
バ
、
先
ズ

武
門
ノ
政
ニ
所
長
ア
リ
所
短
ア
ル
ヲ
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
。
武
門
ノ
所
長
ハ
、
老
子
ノ
見
ニ
似

タ
ル
コ
ト
多
シ
。
是
レ
必
ズ
シ
モ
老
子
ヲ
学
ブ
ニ
非
ズ
。
自
然
ト
相
合
フ
ナ
リ
。
老
子
ノ

術
ハ
「
敢
ヘ
テ
天
下
ノ
先
ト
為
ラ
ズ
」
ト
イ
フ
ヲ
主
意
ト
シ
テ
、
一
切
ノ
コ
ト
ニ
此
ノ
方

ヨ
リ
手
ヲ
出
サ
ズ
、
礼
制
ヲ
立
テ
ズ
、
何
ゴ
ト
モ
旧
来
ノ
例
、
或
ハ
下
ヨ
リ
願
出
ズ
ル
旨

ニ
随
ッ
テ
之
ヲ
取
料
ラ
フ
。
是
レ
武
門
ニ
於
テ
第
一
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
。
其
ノ
他
、
老
子

「
賢
ヲ
尚
ビ
ズ
」、
武
門
モ
亦
タ
門
地
ヲ
論
ジ
テ
賢
愚
ヲ
論
ゼ
ズ
。
老
子
「
学
ヲ
絶
テ
バ
憂

イ
無
シ
」
ト
ス
、
武
門
モ
亦
タ
学
問
ヲ
貴
バ
ズ
。
老
子
「
簡
易
ヲ
貴
ブ
」、
武
門
モ
亦
タ

簡
易
ヲ
貴
ブ
。・
・
・
是
ノ
如
ク
ノ
類
、
勝
ゲ
テ
言
尽
シ
難
シ
」
と
あ
り
、
武
士
の
世
界

で
は
質
実
剛
健
的
な
気
風
が
長
所
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
『
老
子
』
を
学
ん
だ
わ
け

で
は
な
い
が
、『
老
子
』
の
謙
虚
や
無
知
・
無
欲
、
絶
学
、
簡
易
・
素
朴
な
ど
の
処
世
態

度
と
似
か
よ
っ
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
但
シ
、

老
子
ノ
学
ハ
礼
ヲ
廃
シ
テ
制
度
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ナ
キ
故
ニ
、
上
ニ
賢
君
ア
リ
テ
質
素
ヲ
以

テ
下
ヲ
率
イ
タ
マ
フ
時
ハ
、
天
下
大
ニ
治
マ
ル
ト
雖
モ
、
若
シ
奢
靡
ヲ
好
ム
君
ヒ
ト
タ
ビ

出
ズ
ル
時
ハ
、其
ノ
制
度
ナ
キ
所
ニ
乗
ジ
テ
己
ガ
欲
ヲ
従
ニ
シ
遂
ニ
乱
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
ル
」

と
し
て
、『
老
子
』
は
礼
楽
な
ど
の
作
為
的
な
制
度
を
廃
す
る
思
想
な
の
で
、
賢
い
君
主

が
人
々
を
治
め
導
く
と
き
は
天
下
は
安
泰
で
あ
る
が
、
奢
靡
を
好
む
君
主
が
ひ
と
た
び
出

現
す
れ
ば
、
制
度
が
な
い
こ
と
を
よ
い
こ
と
に
自
分
の
欲
望
で
勝
手
気
ま
ま
に
治
め
る
の

で
、
か
え
っ
て
争
乱
が
生
じ
る
に
至
る
こ
と
と
な
る
と
い
い
、『
老
子
』
が
秩
序
を
保
つ

社
会
制
度
を
軽
ん
じ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

 
以
上
『
析
玄
』
三
十
則
お
よ
び
『
析
玄
外
篇
』
十
則
の
主
要
な
内
容
に
つ
い
て
の
紹
介

を
終
わ
る
。

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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八

（
３
）
中
国
思
想
に
お
け
る
『
老
子
』
に
つ
い
て

　

１
．「
老
子
」
の
伝
記

『
老
子
』
を
著
し
た
と
さ
れ
る
人
物
は
、「
老
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
謎
の
人
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
記
に
つ
い
て
詳
し
い
の
は
司
馬
遷
の
『
史
記
』
の
列
伝
の
「
第

三　

老
子
韓
非
列
伝
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
老
子
は
、
楚
の
国
の
苦
県
厲
郷
曲
仁

里
の
人
で
あ
り
、
姓
は
李
、
名
は
耳
、
字
は
伯
陽
、
謚
は
耼
と
い
い
、
周
の
守
蔵
室
の
史

（
記
録
官
）
で
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
若
い
孔
子
が
周
都
洛
陽
に
老
子
を
訪
ね
「
礼
」
に
つ

い
て
教
え
を
請
う
た
が
、
老
子
は
「
良
賈
は
深
く
蔵
し
て
虚
し
き
が
若
く
、
君
子
は
盛
徳

な
る
も
容
貌
愚
の
若
し
（
巧
み
な
商
人
は
良
い
品
物
は
人
に
見
せ
な
い
よ
う
に
す
る
。
本

当
に
立
派
な
人
物
は
素
晴
ら
し
い
徳
を
身
に
つ
け
て
い
て
も
顔
つ
き
は
愚
か
者
の
よ
う

だ
）」
と
言
っ
て
、
孔
子
の
慢
心
・
思
い
あ
が
り
と
自
己
顕
示
の
態
度
に
苦
言
を
呈
し
た
。

辞
去
し
た
孔
子
は
弟
子
に
「
吾
れ
今
日
老
子
を
見
る
に
、
其
れ
猶
お
龍
の
ご
と
き
か
（
私

は
今
日
老
子
に
お
目
に
か
か
っ
た
が
、
先
生
は
ま
る
で
龍
の
よ
う
な
お
方
だ
っ
た
）」
と

感
嘆
し
た
と
い
う
。
や
が
て
老
子
は
周
朝
の
衰
退
を
み
て
官
を
辞
し
て
周
を
去
り
、
隠
遁

を
こ
こ
ろ
ざ
し
て
西
に
向
か
い
、
あ
る
関
所
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
関
令
（
関
所
の
役

人
）
の
尹
喜
の
懇
請
に
よ
っ
て
「
道
」
と
「
徳
」
の
意
を
五
千
余
言
の
上
下
二
篇
の
書
に

著
し
て
授
け
、
関
所
を
立
ち
去
っ
た
が
、
そ
の
後
の
消
息
を
知
る
者
は
い
な
い
と
い
う
。

な
お
、『
史
記
』
で
は
異
説
と
し
て
、
楚
の
「
老
莱
子
」
と
す
る
説
と
、
周
の
「
太
史
儋
」

と
す
る
説
、
お
よ
び
漢
の
景
帝
時
代
の
人
ま
で
の
老
子
の
子
孫
の
系
譜
を
載
せ
て
い
る
。

以
上
の
伝
記
に
は
、
伝
説
的
な
内
容
や
異
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
司
馬
遷
の
時
代
に
は
す

で
に
「
老
子
」
の
実
像
は
は
っ
き
り
と
し
て
お
ら
ず
、
謎
め
い
た
人
物
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
と
な
る
。

さ
ら
に
、『
老
子
』
の
内
容
に
は
、
儒
教
批
判
の
言
が
多
く
あ
っ
て
、
孔
子
よ
り
後
で
あ

る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
し
、
中
に
は
『
孟
子
』
に
あ
る
「
仁
義
」
と
い
う
言
葉
も
で
て
い

る
の
で
、孟
子
の
時
代
と
同
じ
か
後
の
書
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
見
ら
れ
て
い
る
た
め
、

『
史
記
』
の
伝
記
の
内
容
は
、
虚
構
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
孔
老
会
見
の

記
事
は
、
儒
家
の
孔
子
は
道
家
の
老
子
に
及
ば
な
か
っ
た
と
し
た
い
道
家
の
人
々
が
創
り

上
げ
た
物
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、儒
家
の
経
典
の
『
礼
記
』「
曾

子
問
」
篇
に
、
曾
子
の
質
問
に
孔
子
が
答
え
る
中
に
、
孔
子
が
葬
儀
の
し
き
た
り
を
学
ん

だ
先
生
と
し
て
「
老
耼
」
と
い
う
名
前
の
人
物
が
出
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
人
物
は
葬
儀

の
し
き
た
り
に
通
暁
し
た
葬
儀
全
般
を
執
り
行
う
人
で
あ
り
「
老
子
」
と
は
思
わ
れ
な
い

が
、
こ
の
『
礼
記
』
の
記
事
に
よ
っ
て
道
家
の
人
々
が
「
老
子
」
と
み
な
し
て
孔
老
会
見

の
話
を
創
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、『
史
記
』
の
描
く
「
老
子
」
と
い
人
物
の
実
在
に
は
否
定
的
な
見
方
が
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、『
老
子
』
と
い
う
書
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
に
主
張
し
て

い
る
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
混
然
一
体
と
な
っ
た
思
想
的
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
お
り
、
こ

の
書
を
編
集
し
た
人
物
は
実
在
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
無
名
の
「
老
子
」
は
い
た
は
ず

と
さ
れ
、
そ
れ
は
一
人
な
い
し
同
じ
思
想
を
も
っ
た
複
数
の
人
物
、
あ
る
い
は
数
代
に
わ

た
る
人
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
。『
史
記
』
に
は
「
老
子
は
要
す
る
に
隠
君
子
で

あ
る
」
と
あ
り
、
つ
ま
り
、
世
を
避
け
て
仕
官
し
な
い
知
識
人
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ま
た
「
老
子
」
と
は
「
老
先
生
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
呼
び
名
で
あ
る
の
で
、
無
名
の
個

性
的
な
思
想
家
あ
る
い
は
思
想
家
た
ち
が
い
て
、そ
れ
を
「
老
耼
」
や
「
老
莱
子
」
や
「
太

子
儋
」
の
伝
承
な
ど
を
も
と
に
、
老
子
像
を
創
り
上
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

２
．『
老
子
』
と
い
う
書

『
老
子
』
は
、
字
数
で
は
五
千
数
百
字
、
章
数
で
は
八
十
一
章
で
構
成
さ
れ
る
小
冊
子
で

あ
る
の
で
、『
五
千
言
』
と
も
称
さ
れ
、
内
容
で
は
、
上
編
で
「
道
」
を
説
き
、
下
編
で

「
徳
」
を
説
い
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、『
道
徳
経
』
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
編

簒
の
経
緯
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
各
章
の
内
容
も
配
列
も
整
合
性
が
な
く
、
雑
然
と

し
て
体
系
的
な
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
断
片
的
な
言
葉
が
少
し
づ
つ
集
め
ら
れ
て

編
集
さ
れ
、
あ
る
い
は
追
加
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
必
ず
し
も
上
編
で
「
道
」

の
み
が
説
か
れ
、
下
編
で
「
徳
」
の
み
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

成
立
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
儒
教
批
判
で
あ
る
「
孟
子
（
前372-

前289

）」
の
仁
義

説
の
批
判
や
、「
荀
子
（
？-

前238

）」
の
重
視
し
た
礼
の
思
想
へ
の
反
対
、
ま
た
「
韓

非
子
（
前295

？-

前233

）」
な
ど
の
法
家
を
踏
ま
え
た
よ
う
な
章
が
み
ら
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
み
て
、
原
本
が
出
来
た
の
は
孟
子
よ
り
後
で
荀
子
・
韓
非
子
よ
り
前
あ
た
り
、

戦
国
時
代
中
期
の
前
三
〇
〇
年
頃
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
、
ま
た
最
終
的
な
形
成
は
、
前
漢
初

期
の
書
に
引
用
す
る
「
老
子
」
の
言
葉
が
現
行
本
と
相
違
す
る
も
の
が
か
な
り
あ
っ
て
ま
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だ
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
後
に
次
第
に
増
補
改
変
さ
れ
て
い
っ

て
、
前
漢
中
期
の
前
一
〇
〇
年
頃
に
成
っ
た
で
あ
ろ
う
と
従
来
か
ら
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
新
し
い
出
土
の
写
本
が
次
々
と
発
見
さ
れ
た
た
め
、
従
来
の
定
説
は
訂
正
を

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
七
三
年
、
湖
南
省
長
沙
の
馬
王
堆
漢
墓
（
前
一
六
〇

年
頃
の
豪
族
の
墓
）
か
ら
帛
書
（
絹
地
に
書
か
れ
た
も
の
）
の
『
老
子
』
が
二
本
（
甲
本
・

乙
本
）
出
土
し
、
調
査
の
結
果
、
甲
本
の
書
写
年
代
は
前
漢
の
高
祖
即
位
（
前
二
〇
二
年
）

前
後
、
乙
本
は
前
漢
初
期
の
も
の
と
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
（
甲
本
は
高
祖
劉
邦
の

「
邦
」
の
字
が
ま
だ
表
記
さ
れ
て
お
り
、
乙
本
は
こ
れ
を
避
け
て
「
国
」
の
字
で
表
記
さ

れ
て
い
た
た
め
）。
現
行
本
と
比
べ
て
、
前
編
と
後
編
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
が
、
わ
ず

か
の
章
の
順
序
の
違
い
や
字
句
の
違
い
は
あ
る
が
、
各
章
の
本
文
は
現
行
本
と
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
た
。
帛
書
『
老
子
』
の
出
現
は
、
従
来
、
出
土
以
前
に
も
っ
と
も
古
い
テ
キ
ス
ト

と
さ
れ
た
も
の
が
、唐
代
の
七
〇
八
年
に
刻
さ
れ
た
石
刻
の
「
龍
興
観
道
徳
経
碑
」
で
あ
っ

た
の
で
、
一
気
に
九
百
年
遡
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
行
本
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
最
終
形
成
の
時
期
は
、
帛
書
の
こ
の
時
期
に
す

で
に
完
成
し
て
い
た
こ
と
と
な
り
、
前
二
〇
〇
年
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
百
年
ほ
ど
遡
り
得

る
こ
と
と
な
っ
た
。

続
い
て
、
一
九
九
三
年
、
湖
北
省
荊
門
市
郭
店
の
戦
国
時
代
の
楚
の
貴
族
の
墓
か
ら
数
種

類
の
竹
簡
（
竹
の
ふ
だ
に
書
か
れ
た
も
の
）
が
出
土
し
、
そ
の
中
に
『
老
子
』
が
含
ま
れ

て
い
た
。
墓
の
年
代
か
ら
推
し
て
、前
三
〇
〇
年
頃
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

現
行
本
の
三
分
の
一
ほ
ど
の
二
千
余
字
の
部
分
だ
け
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
行
本
と
比
べ

る
と
本
文
は
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
が
、
章
の
順
序
と
分
け
方
は
、
一
章
が
二
～
三
に
分
か

れ
て
別
の
場
所
に
位
置
し
て
い
る
な
ど
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
竹
簡
が
ま

だ
形
成
途
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
後
に
章
の
文
の
分
離
や
結
合
が
な
さ
れ
て
、
現

行
本
に
纏
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
こ
の
竹
簡
の
基
と
な
っ
た
多
く
の

短
い
文
章
を
集
成
し
た
「
原
本
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
原
本
の
成
立
は
、
竹
簡
の
年
代
の
前
三
〇
〇
年
を
さ
ら
に
遡
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

従
来
の
通
説
の
孟
子
の
時
代
以
降
で
あ
る
と
の
説
を
訂
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、『
老
子
』
は
、
戦
国
時
代
の
初
期
、
孟
子
の
時
代
に
先
立
っ
て
原

本
が
成
立
し
て
お
り
、
追
加
改
変
し
て
い
く
中
で
の
ち
に
孟
子
の
言
葉
も
編
入
さ
れ
、
戦

国
時
代
末
か
ら
前
漢
初
め
に
現
行
本
の
よ
う
な
最
終
形
成
を
見
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、「
帛
書
」「
竹
簡
」
の
出
土
発
見
は
、
原
初
の
『
老
子
』
の
す
が
た

を
推
定
さ
せ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
現
行
本
の
各
章
の
ま
と
ま
り
は
必
ず
し
も
当
初
か

ら
の
も
の
で
は
な
く
、
後
に
短
文
を
結
合
分
離
な
ど
し
て
編
集
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
、
無
理
に
現
行
本
の
一
章
を
全
体
と
し
て
解
釈
せ
ず
に
論
旨
に
よ
っ
て
短

文
ご
と
に
分
け
て
明
快
に
な
る
よ
う
に
解
釈
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
な

お
、
現
行
本
の
81
と
い
う
章
数
は
、
陰
陽
説
で
最
大
の
奇
数
（
陽
）
の
９
を
二
乗
し
た
数

で
と
く
に
縁
起
の
よ
い
数
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
便
宜
的
に
短
文
を
ま
と

め
て
一
章
と
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
一
章
ご
と
の
文
の
ま
と
ま
り
に
こ
だ
わ
る

必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

３
．「
老
子
」
の
思
想

『
老
子
』
の
内
容
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
教
え
が
含
ま
れ
て
い
る
箴
言
集
と
い
っ
た
性

格
の
書
で
あ
る
が
、
異
な
っ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
全
体
と
し
て
混
然
一
体
の
ま

と
ま
り
を
為
し
て
い
る
書
で
も
あ
る
。

老
子
の
語
る
こ
と
ば
を
お
お
ま
か
に
整
理
し
て
み
る
と
、
①
哲
学
的
な
「
道
」
の
思
想
を

説
い
た
こ
と
ば
、
②
儒
教
批
判
な
ど
文
化
・
文
明
批
判
の
こ
と
ば
、
③
「
柔
弱
謙
下
」
な

ど
の
処
世
訓
を
説
く
こ
と
ば
、
④
「
無
為
の
治
」
な
ど
の
政
治
論
を
唱
え
る
こ
と
ば
、
に

分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
究
極
的
に
は
、
宇
宙
の
根
本
原
理
と
さ
れ
る
「
道
」

に
全
て
基
づ
い
た
論
理
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

老
子
の
内
容
を
説
明
し
て
い
く
。

　

①
「
道
」
の
思
想

老
子
は
、
人
間
の
行
動
の
よ
る
べ
き
原
理
・
規
範
を
、
天
地
自
然
の
世
界
・
宇
宙
造
化
の

営
み
に
求
め
る
。
万
物
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
人
間
は
、
謙
虚
に
自
然
界
の
法
則
に
従
う
べ

き
も
の
と
す
る
。
こ
の
天
地
間
の
運
動
に
は
、
天
体
の
運
行
か
ら
四
季
の
推
移
な
ど
規
則

正
し
い
一
定
の
秩
序
が
あ
り
、
そ
れ
が
休
み
な
く
不
断
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
万

物
の
生
成
・
化
育
は
不
断
に
永
続
し
て
い
る
。
こ
の
完
全
で
永
久
不
変
的
な
働
き
を
宰
ど

る
者
は
何
で
あ
ろ
う
か
。宗
教
的
に
は「
神
」と
い
っ
た
超
越
者
を
想
定
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

老
子
は
そ
う
い
っ
た
意
志
を
持
っ
た
存
在
を
認
め
な
い
。
そ
の
秩
序
や
法
則
は
「
お
の
ず

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」



四
〇

か
ら
な
る
（
自
然
）」
営
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
宇
宙
の
奥
に
潜
み
、
天
地
万
物
の
生
成
以

前
か
ら
存
在
す
る
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
宇
宙
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
名
づ
け
よ
う
の
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
強
い
て
仮
に
名
づ
け
て
「
道
」
と

い
う
と
す
る
。
ま
た
、
唯
一
絶
対
の
根
源
で
あ
る
の
で
「
一
」
で
あ
り
、
天
地
造
化
の
営

み
と
い
う
大
き
な
働
き
を
し
て
い
る
の
で
「
大
」
で
あ
り
、
天
地
万
物
を
生
み
出
す
始
源

で
あ
る
の
で
「
母
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、「
道
」
の
霊
妙
な
不
可
思
議
な
は
た
ら
き

を
「
玄
」
と
形
容
す
る
。
こ
の
「
道
」
の
あ
り
方
こ
そ
人
が
規
範
と
し
て
仰
ぐ
べ
き
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、「
道
」
は
目
に
も
見
え
ず
耳
に
も
聞
こ
え
ず
人
の
知
覚
・
感
覚
で
も

捕
え
ら
れ
ず
ぼ
ん
や
り
と
恍
惚
と
し
て
と
ら
え
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
「
無
」
と

か
、
言
葉
に
よ
る
表
現
を
超
越
し
て
い
る
の
で
「
無
名
」
と
よ
ば
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
働

き
は
、「
自
ず
か
ら
然
る
（
自
然
）」
も
の
で
あ
っ
て
、こ
と
さ
ら
な
作
為
の
全
く
な
い
（
無

作
為
）
も
の
で
あ
る
の
で
「
無
為
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
「
無
為
」
で
あ
り
な
が
ら
、

天
地
自
然
の
営
み
や
万
物
の
生
成
化
育
を
完
全
に
成
し
遂
げ
て
い
る
の
で
、「 

無
不
為
（
為

さ
ざ
る
は
無
し
）」、
何
事
も
為
さ
ぬ
こ
と
が
無
い
、
つ
ま
り
、
何
事
も
成
し
遂
げ
て
し
ま

う
と
い
う
。
そ
こ
で
、
人
が
「
道
」
を
模
範
と
し
て
「
無
為
」
を
守
れ
ば
「
為
さ
ざ
る
は

無
」
く
、
何
事
も
う
ま
く
い
く
こ
と
と
な
る
と
い
う
。

「
道
」
は
、
完
全
で
あ
り
無
限
で
あ
り
永
遠
不
滅
で
あ
る
の
で
、
有
限
の
万
物
は
そ
の
生

れ
出
た
そ
の
生
成
の
始
源
、
万
物
の
根
源
で
あ
る
無
限
の
静
か
な
深
み
へ
と
復
帰
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
人
は
、
世
俗
の
現
象
の
世
界
に
流
さ
れ
る
の
を
止
め
て
、
根
源
で
あ

る
「
道
」
の
本
来
の
真
実
の
世
界
に
復
帰
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
繁
茂
し
て
い

る
草
木
が
や
が
て
枯
れ
落
ち
て
生
命
力
が
根
に
蓄
え
ら
れ
る
現
象
が
、
そ
の
生
命
の
始
原

へ
の
回
帰
の
比
喩
と
さ
れ
る
。
我
々
は
す
べ
て
そ
の
根
元
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
根
元
へ
と

帰
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
天
地
を
始
め
と
す
る
こ
の
現
象
世
界
は
「
有
」
で
あ
り
、
そ
の

根
源
に
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
「
無
」
が
あ
る
と
い
う
。「
天
下
の
万
物
は
有
よ
り
生
じ
、

有
は
無
よ
り
生
ず
」
と
い
い
、「
無
」
と
は
何
も
な
い
空
虚
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
道
」

そ
の
も
の
を
さ
し
て
い
る
。
万
物
生
成
論
と
し
て
、
逆
に
言
う
と
、「
道
は
一
を
生
じ
、

一
は
二
を
生
じ
、二
は
三
を
生
じ
、三
は
万
物
を
生
ず
」
と
さ
れ
、「
道
」
が
一
で
あ
る
「
天

地
」
を
生
じ
、
そ
れ
が
「
陰
陽
」
の
二
気
を
生
じ
、
陰
陽
の
二
気
が
交
合
し
て
冲
和
の
気

「
冲
気
」
が
生
じ
て
三
と
な
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
万
物
」
が
生
じ
る
と
す
る
。「
道
」

つ
ま
り
「
無
」
か
ら
生
じ
る
「
有
」
と
は
、「
天
地
」「
陰
陽
の
二
気
」「
冲
気
」
を
さ
し
、

こ
の
「
有
」
が
「
万
物
」
を
生
成
す
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

ち
な
み
に
、
古
代
の
中
国
で
は
宇
宙
万
物
の
主
宰
者
と
し
て
の
「
天
」
の
信
仰
が
あ
り
、

人
の
世
界
も
天
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
天
は
人
の
行
動
を
監
視
し
そ
の
善
悪
の
行
為
に

よ
っ
て
吉
凶
禍
福
を
下
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
擬
人
化
し
て
「
上
帝
」
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
畏
怖
の
対
象
で
あ
り
、
為
政
者
に
対
し
て
も
「
天
命
」
を
授
け
る
存
在
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
第
に
超
越
者
と
し
て
の
「
天
」
の
人
格
性
は
薄
れ
て
い
き
、
単
な

る
道
徳
的
根
拠
と
し
て
の
理
法
的
「
天
」
と
な
り
、
さ
ら
に
自
然
的
・
物
理
的
「
天
」
と

な
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
儒
家
の
孔
子
は
、「
天
」
が
背
後
に
あ
っ
て
自
分
の
道
徳
的

行
動
を
支
え
て
い
る
と
い
う
信
念
は
強
く
持
っ
て
い
た
も
の
の
、
人
知
の
及
ば
な
い
も
の

と
し
て
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
孔
子
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ば
、
た
ん
な
る
理
法
と
し
て

の
「
天
」
と
な
っ
て
い
る
。
老
子
の
「
道
」
は
、目
に
も
見
え
ず
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
が
、

す
べ
て
の
奥
に
あ
っ
て
万
物
の
造
化
を
営
み
、
天
地
間
に
秩
序
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
る

が
、そ
の
有
意
性
つ
ま
り
超
越
者
的
存
在
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
。そ
の
意
味
で
は「
道
」

は
、
ふ
た
た
び
伝
統
的
な
「
天
」
の
権
威
を
復
活
し
た
「
理
法
と
し
て
の
天
」
と
も
い
え

る
も
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
み
た
老
子
の
宇
宙
生
成
論
の
考
え
は
、
現
代
の
科
学
的
な
宇
宙
論
に
近
い
考
え

で
あ
る
と
し
て
、
充
分
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

老
子
の
い
う
「
徳
」
と
は
、
無
為
自
然
の
「
道
」
に
目
覚
め
を
も
ち
、
己
も
無
為
自
然
の

状
態
と
な
っ
た
人
間
の
在
り
方
、
な
い
し
は
無
為
自
然
の
「
道
」
の
あ
り
方
を
体
得
し
た

人
、
も
し
く
は
そ
れ
に
従
う
人
の
状
態
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
儒
家
の
「
徳
」
が
君
子
と

な
っ
た
人
間
の
在
り
方
を
さ
す
の
と
は
違
い
、
人
間
を
超
え
た
立
場
に
至
っ
た
人
間
の
在

り
方
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
老
子
の
言
う
「
聖
人
」
と
は
、「
道
」
と
合
一
し
た
最
高
の
境
地
に
あ
る
理
想
的

人
格
の
こ
と
で
あ
り
、
無
為
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る
理
想
的
帝
王
の
こ
と
を
さ
す
場
合

も
あ
る
。

　

②
文
明
批
判

「
道
」
の
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
な
無
為
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は

こ
と
さ
ら
な
作
為
で
あ
り
技
巧
で
あ
る
。
人
間
が
作
り
上
げ
た
文
化
・
文
明
、
積
み
上
げ
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て
き
た
知
識
・
知
恵
・
学
問
、
世
の
為
政
者
の
行
使
す
る
権
力
・
武
力
、
儒
家
な
ど
諸
子

百
家
の
説
く
道
徳
・
施
策
な
ど
は
人
間
の
生
み
出
し
た
こ
と
さ
ら
な
行
為
（
作
為
）
で
あ

り
、
い
わ
ば
虚
飾
・
贅
肉
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た
作
為
的
な
人
間
の
営
み
が
、
飽

く
な
き
欲
望
を
助
長
し
、
世
の
中
の
人
心
を
混
乱
・
荒
廃
に
導
い
て
い
る
と
す
る
。
人
間

の
知
恵
と
欲
望
の
増
大
が
、
人
を
ず
る
賢
く
し
、
人
を
押
し
の
け
、
差
別
し
、
人
を
欺
き
、

さ
ら
に
競
争
を
か
き
た
て
、
争
い
を
引
き
起
こ
す
。
こ
れ
ら
は
人
間
の
自
信
過
剰
、
傲
慢

不
遜
の
営
み
の
産
物
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
贅
肉
を
徹
底
的
に
削
り
落
し
、
素

朴
な
自
然
な
姿
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
と
い
う
。

こ
の
批
判
は
、
現
代
文
明
・
文
化
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
反
省
を
迫
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

現
代
は
、「
科
学
文
明
」
の
空
前
の
発
展
に
よ
っ
て
、
人
類
の
生
活
が
は
る
か
に
豊
か
に

便
利
に
な
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
は
様
々
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
。
自
然
破
壊
・
大
気

汚
染
・
温
暖
化
と
い
っ
た
環
境
問
題
、
遺
伝
子
操
作
・
臓
器
移
植
な
ど
の
生
命
倫
理
問

題
、
原
子
力
や
石
油
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
情
報
氾

濫
な
ど
の
問
題
か
ら
、
金
融
危
機
、
管
理
的
社
会
、
教
育
荒
廃
、
食
糧
問
題
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
を
抱
え
る
複
雑
な
社
会
と
な
っ
て
い
る
。
科
学
万
能
主
義
や
人
間
中
心
主
義
や

グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
資
本
主
義
な
ど
の
、
人
間
の
思
い
上
が
り
や
傲
慢
や
飽
く
な
き
欲
望
に

よ
っ
て
人
類
の
危
機
や
苦
悩
に
直
面
し
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
、
素
朴
な
自
然
に
返
り
、

行
き
過
ぎ
た
開
発
や
不
要
な
作
為
的
行
為
を
削
り
落
す
必
要
性
の
自
覚
を
促
が
す
、
現
代

的
な
意
義
が
「
老
子
」
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
く
に
、
儒
家
の
説
く
道
徳
は
、
と
く
に
「
礼
」
が
、
そ
の
小
賢
し
い
形
式
性
・
偽
善
性

に
よ
っ
て
世
の
中
を
混
乱
と
迷
い
と
虚
偽
に
陥
れ
て
い
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
。「
大
道

廃
れ
て
仁
義
有
り
。
智
慧
出
で
て
大
偽
有
り
。
六
親
和
せ
ず
し
て
孝
慈
有
り
。
国
家
昏
乱

し
て
忠
臣
有
り
」、
ま
た
「
礼
は
忠
信
の
薄
き
に
し
て
乱
の
首
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
端

的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仁
義
や
孝
慈
や
忠
臣
な
ど
と
い
う
儒
教
の
道
徳
は
、
真

実
の
道
が
失
わ
れ
世
が
乱
れ
た
状
態
に
な
っ
て
人
々
が
堕
落
し
た
結
果
と
し
て
現
れ
た
も

の
で
、
空
理
空
論
の
理
想
で
あ
り
知
識
学
問
を
ひ
け
ら
か
し
て
民
衆
に
強
要
す
る
も
の
で

あ
る
と
批
判
す
る
。
逆
に
い
え
ば
、
純
粋
素
朴
な
、
無
為
自
然
の
「
道
」
の
行
わ
れ
て
い

る
世
、つ
ま
り
「
無
為
の
治
」
の
行
わ
れ
て
い
る
世
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

老
子
の
文
化
・
文
明
批
判
は
、
進
歩
主
義
へ
の
懐
疑
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
老
子
で
は
、
理

想
と
し
て
い
る
世
を
、
素
朴
だ
が
平
穏
に
社
会
の
秩
序
が
自
ず
か
ら
保
持
さ
れ
て
い
た
太

古
の
世
に
求
め
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
尚
古
の
思
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

③
処
世
訓

老
子
の
書
は
、
多
く
の
部
分
で
、
人
間
と
し
て
の
「
無
為
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
説
い
て

い
る
。
そ
れ
は
、
世
に
処
す
る
知
恵
、
つ
ま
り
処
世
訓
と
な
っ
て
い
る
。
老
子
の
処
世
訓

は
、
一
般
に
は
「
柔
弱
謙
下
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
柔
軟
で
し

な
や
か
に
弱
々
し
く
万
事
つ
つ
ま
し
く
謙
虚
に
控
え
め
に
処
す
る
と
い
う
生
き
方
で
あ

る
。
そ
の
生
き
方
こ
そ
が
「
道
」
の
無
為
自
然
な
あ
り
か
た
に
通
ず
る
た
め
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
強
く
た
く
ま
し
く
積
極
的
に
勇
ま
し
く
生
き
る
生
き
方
と
は
反
対
に
、
い
か
に
も

消
極
的
な
生
き
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
り
究
極
的
な
成
功
・
勝
利
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
柔
よ
く
剛
を
制
す
」
と
い
う
こ
と
、

「
弱
の
強
に
勝
ち
、
柔
の
剛
に
勝
つ
」
つ
ま
り
「
柔
弱
は
剛
強
に
勝
つ
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
人
も
草
木
で
も
生
き
て
い
る
も
の
は
柔
ら
か
く
て
弱
々
し

い
が
、
死
し
た
も
の
は
枯
れ
て
堅
く
強
張
る
こ
と
か
ら
、「
堅
強
な
る
者
は
死
の
徒
、
柔

弱
な
る
者
は
生
の
徒
」、
つ
ま
り
柔
弱
こ
そ
生
命
の
本
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
え
る
の
で

あ
り
、
ま
た
、
処
世
の
模
範
と
し
て
「
上
善
は
水
の
若
し
」
と
水
の
性
質
を
た
た
え
、
水

の
柔
弱
さ
を
「
天
下
に
水
よ
り
柔
弱
な
る
は
莫
し
」
と
し
て
、
水
が
あ
ら
ゆ
る
万
物
の
生

命
に
恵
み
を
与
え
る
の
に
、
ま
っ
た
く
誇
る
こ
と
な
く
、
水
は
皆
の
嫌
う
低
い
方
に
流
れ

て
従
順
で
あ
り
、
ま
た
器
に
従
っ
て
争
う
こ
と
な
く
自
在
に
形
を
変
え
る
柔
軟
さ
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
い
う
が
、
し
か
し
、
水
の
水
滴
が
堅
い
岩
を
も
穿
つ
強
さ
や
、
激
流
が
剛

い
巌
岩
を
も
押
し
流
す
強
さ
を
示
す
こ
と
を
い
い
、
水
の
自
然
な
存
在
か
ら
証
さ
れ
る
こ

と
を
語
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
柔
ら
か
く
弱
々
し
い
嬰
児
や
女
性
が
、
実
は
た
く
ま
し
い

生
命
力
を
秘
め
て
い
る
こ
と
に
も
譬
え
て
い
る
。「
天
下
の
至
柔
は
、
天
下
の
至
堅
を
馳

騁
す
。・
・
・
是
を
以
て
無
為
の
益
あ
る
こ
と
を
知
る
」
と
し
て
、
最
も
柔
ら
か
い
も
の

は
最
も
堅
い
も
の
を
思
い
ど
お
り
に
走
ら
せ
る
、
そ
こ
で
無
為
が
有
益
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
と
し
て
、
最
終
的
に
、
無
為
の
在
り
方
で
あ
る
柔
弱
の
勝
利
を
説
い
て
い
る
。

「
柔
弱
謙
下
」
の
処
世
と
は
、具
体
的
に
は
、自
分
へ
の
こ
だ
わ
り
を
放
ち
棄
て
る
「
無
私
」、

欲
を
出
さ
ず
望
ま
ず
我
欲
を
捨
て
る
「
無
欲
」、
さ
か
し
ら
な
知
識
や
分
別
の
働
き
を
や

め
る
「
無
知
」、
人
の
上
に
出
ず
に
人
と
争
わ
な
い
「
不
争
」、
自
己
顕
示
を
せ
ず
つ
つ
ま

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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し
く
控
え
め
に
す
る
「
謙
虚
」、
自
ら
満
足
す
る
こ
と
を
知
る
「
知
足
」、
倹
約
し
て
つ
つ

ま
し
や
か
な
「
嗇
（
倹
約
）」
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
万
事
つ
つ
ま

し
く
控
え
め
に
、
自
分
の
分
を
知
り
自
己
顕
示
を
せ
ず
、
才
知
を
ひ
け
ら
か
さ
ず
、
欲
を

出
さ
ず
謙
虚
に
、
人
と
争
わ
ず
己
を
曲
げ
て
も
逆
ら
わ
な
い
と
い
っ
た
処
世
を
と
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
身
の
安
全
を
守
り
究
極
的
な
勝
利
を
得
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。
そ
の
理
由
は
、「
道
」
に
基
づ
く
「
無
為
」
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、「
無
為
に
し
て
為

さ
ざ
る
は
無
し
」
で
、
為
さ
ざ
る
事
は
無
く
て
完
全
無
欠
な
成
果
を
得
る
こ
と
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
其
の
無
私
な
る
を
以
て
に
非
ず
や
、故
に
良
く
其
の
私
を
成
す（
７

章
）」「
聖
人
は
、其
の
身
を
後
に
し
て
身
は
先
ん
じ
、其
の
身
を
外
に
し
て
身
は
存
す
（
７

章
）」「
其
の
争
わ
ざ
る
を
以
て
、故
に
天
下
能
く
之
と
争
う
莫
し
（
66
章
）」「
自
ら
伐
ら
ず
、

故
に
功
あ
り
、
自
ら
矜
ら
ず
、
故
に
長
し
（
22
章
）」「
其
の
終
に
自
ら
大
と
為
さ
ざ
る
を

以
て
、
故
に
能
く
大
を
為
す
（
34
章
）」「
足
る
を
知
れ
ば
辱
め
ら
れ
ず
、
止
ま
る
を
知
れ

ば
殆
う
か
ら
ず
（
44
章
）」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
完
全
無
欠
な
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、「
柔
弱
謙
下
」
の
処
世
は
、
実
際
に
は
、
失
敗
を
避
け
、
禍
い
を
逃
れ
、
わ
が
身

の
安
全
を
図
る
、
い
わ
ゆ
る
保
身
術
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
老
子
の
当
時
は
、

戦
乱
の
世
の
戦
国
時
代
で
あ
っ
て
、
庶
民
が
安
全
を
保
ち
無
事
に
生
き
て
一
生
を
終
え
る

知
恵
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

④
政
治
論

老
子
の
政
治
論
は
「
無
為
の
治
」
と
さ
れ
る
。「
道
」
の
あ
り
方
で
あ
る
「
無
為
」
に
そ
っ

た
政
治
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
為
を
廃
し
た
無
干
渉
・
放
任
の
政
治
で
あ
る
。
こ
ま
ご
ま

し
た
法
令
で
人
民
を
拘
束
す
る
の
で
は
な
く
、
人
民
に
余
計
な
干
渉
を
せ
ず
に
静
か
で
素

朴
で
平
和
な
生
活
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
民
衆
を
取
り
締
ま

ろ
う
と
す
る
作
為
が
、
か
え
っ
て
民
衆
の
悪
智
恵
を
助
長
し
、
国
家
社
会
を
混
乱
さ
せ
る

の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
聖
人(

道
の
あ
り
方
を
体
得
し
た
為
政
者
）
は
「
我
れ
無

為
に
し
て
民
は
自
ら
化
し
、
我
れ
静
を
好
み
て
民
は
自
ら
正
し
く
、
我
れ
無
事
に
し
て
民

は
自
ら
富
み
、
我
れ
無
欲
に
し
て
民
は
自
ら
僕
な
り
」
と
「
無
為
の
治
」
の
要
諦
を
語
る

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、為
政
者
が
こ
と
さ
ら
な
こ
と
を
し
な
い
態
度
、つ
ま
り
「
無
為
」「
好

静
」「
無
事
」「
無
欲
」
で
あ
れ
ば
、
民
衆
は
お
の
ず
か
ら
教
化
さ
れ
、
正
し
く
な
り
、
豊

か
に
な
り
、
素
朴
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
最
高
の
政
治
に
つ
い
て
「
大
上
は
下
之
れ
有

る
を
知
る
の
み
、
其
の
次
は
親
し
み
て
之
れ
を
誉
め
、
其
の
次
は
之
れ
を
畏
れ
、
其
の
次

は
之
れ
を
侮
る
。・
・
・
功
成
り
事
遂
げ
て
、
百
姓
は
皆
な
我
れ
自
ず
か
ら
然
り
と
謂
う
」

と
述
べ
、
す
ぐ
れ
た
君
主
は
こ
と
さ
ら
な
政
治
を
し
な
い
か
ら
下
々
の
民
は
た
だ
君
主
が

い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
の
政
治
で
あ
る
が
こ
れ
が
最
も
す
ぐ
れ
、
そ
の
次
は
民
が

君
主
に
親
し
み
を
感
じ
誉
め
称
え
る
政
治
、そ
の
次
は
民
が
君
主
に
恐
れ
を
抱
く
政
治
で
、

さ
ら
に
そ
の
次
は
民
が
君
主
を
侮
る
よ
う
に
な
る
政
治
で
あ
る
と
す
る
。
最
上
の
君
主
は

「
無
為
の
治
」
で
君
主
の
存
在
を
知
る
だ
け
の
政
治
、
そ
の
次
は
仁
愛
の
政
治
つ
ま
り
儒

家
の
理
想
と
す
る
政
治
、
そ
の
次
は
刑
罰
等
で
畏
れ
さ
せ
る
政
治
つ
ま
り
法
家
の
政
治
、

最
低
は
民
に
侮
ら
れ
る
暗
愚
の
君
主
の
政
治
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仕
事
が
完

成
し
事
業
は
成
し
遂
げ
ら
れ
て
、
し
か
も
人
民
は
「（
君
主
の
力
で
あ
る
と
は
意
識
せ
ず
）

自
分
は
ひ
と
り
で
に
こ
う
な
っ
た
」
と
だ
れ
も
が
言
う
よ
う
な
、
政
治
の
跡
を
残
さ
な
い

政
治
が
最
高
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

無
干
渉
の
政
治
に
つ
い
て
は
「
大
国
を
治
む
る
は
小
鮮
を
烹
る
が
若
し
」
と
い
う
比
喩
が

あ
る
。
小
魚
を
煮
る
時
は
、
箸
で
突
い
た
り
掻
き
ま
わ
し
た
り
す
る
と
形
が
崩
れ
て
し
ま

う
の
で
煮
え
上
が
る
ま
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
が
よ
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
大

国
を
治
め
る
場
合
は
こ
ま
ご
ま
と
法
令
を
出
し
て
人
民
を
干
渉
す
る
よ
り
放
任
し
て
い
た

ほ
う
が
よ
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ま
た
、
民
を
無
知
無
欲
、
つ
ま
り
愚
に
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。「
賢
を
尚
ば
ざ
れ
ば

民
を
し
て
争
わ
ざ
ら
し
む
。得
難
き
の
貨
を
貴
ば
ざ
れ
ば
民
を
し
て
盗
を
為
さ
ざ
ら
し
む
。

欲
す
べ
き
を
見
さ
ざ
れ
ば
民
の
心
を
し
て
乱
れ
ざ
ら
し
む
。・
・
・
常
に
民
を
し
て
無
知

無
欲
な
ら
し
め
、
夫
の
智
者
を
し
て
敢
て
為
さ
ざ
ら
し
む
る
な
り
。
無
為
を
し
て
為
せ
ば

治
ま
ら
ざ
る
無
し
」「
将
に
以
て
之
を
愚
に
せ
ん
と
す
。
民
の
治
め
難
き
は
其
の
智
多
き

を
以
て
な
り
。
故
に
智
を
以
て
国
を
治
む
る
は
国
の
賊
な
り
。
智
を
以
て
治
め
ざ
る
は
国

の
福
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
民
が
争
わ
ず
罪
も
犯
さ
ず
日
常
生
活
に
満
足
さ
せ
心
安
ら

か
に
寿
命
を
全
う
さ
せ
る
政
治
を
行
う
た
め
、
民
を
無
知
無
欲
の
純
朴
さ
に
お
き
、
世
を

混
乱
に
導
く
賢
し
ら
な
智
慧
と
物
質
的
な
欲
望
を
失
く
さ
せ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
世
に
横
行
す
る
、
い
わ
ゆ
る
賢
者
・
智
者
そ
の
他
の
活
動
も
抑
え
る
と
す
る
。
民

を
愚
に
す
る
と
い
う
主
張
は
い
わ
ゆ
る
「
愚
民
政
治
」
を
思
わ
せ
る
が
、
民
を
無
知
蒙
昧
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の
状
態
に
お
く
こ
と
で
為
政
者
へ
の
批
判
を
封
じ
独
裁
を
行
い
や
す
く
す
る
と
い
う
趣
旨

で
は
な
く
、
人
間
の
さ
か
し
ら
な
智
慧
と
欲
望
か
ら
人
々
を
守
り
純
朴
自
然
な
状
態
に
置

く
た
め
に
そ
う
す
る
も
の
で
あ
る
。

老
子
の
政
治
論
は
「
天
下
」「
大
国
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
出
て
く
る
よ
う
に
、
無
為
自

然
の
「
道
」
を
体
得
し
た
理
想
的
な
「
聖
人
（
聖
王
）」
が
天
下
国
家
を
治
め
る
こ
と
を

説
く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
為
政
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
遜
る
謙
虚
さ
や
、
細
か
い

事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
寛
大
さ
や
、
分
け
隔
て
し
な
い
包
容
力
な
ど
で
あ
る
。「
民
に
上
た

ら
ん
と
欲
す
れ
ば
必
ず
言
を
以
て
之
に
下
り
、
民
に
先
ん
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
身
を
以
て
之

に
後
る
」「
大
な
る
者
、
宜
し
く
下
る
こ
と
を
為
す
べ
し
」「
国
の
垢
を
受
く
る
、
是
を
社

稷
（
国
家
）
の
主
と
謂
い
、
国
の
不
祥
を
受
く
る
、
是
を
天
下
の
王
と
謂
う
」「
聖
人
は

常
に
無
心
、
百
姓
の
心
を
以
て
心
と
為
す
」「
聖
人
は
常
に
善
く
人
を
救
う
、
故
に
棄
人

無
し
。
常
に
善
く
物
を
救
う
、
故
に
棄
物
無
し
」
な
ど
、
わ
が
身
を
後
回
し
に
し
て
常
に

民
に
へ
り
く
だ
る
こ
と
や
、
国
の
汚
辱
や
不
幸
を
一
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
や
、
分
け
隔

て
な
く
万
民
の
す
べ
て
を
あ
る
が
ま
ま
に
包
容
す
る
こ
と
や
、
人
や
物
を
見
捨
て
ず
に
活

か
し
て
い
く
寛
大
さ
な
ど
を
説
い
て
い
る
。

老
子
の
政
治
論
で
強
く
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
、
明
確
な
反
戦
の
立
場
で
あ
る
。
戦
争
は

人
間
を
は
じ
め
動
植
物
の
命
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
自
然
な
「
道
」
の
あ
り
方
に
反

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、平
和
な
社
会
を
実
現
す
る
政
治
を
理
想
と
し
て
い
る
。「
兵

（
武
器
）
は
不
祥
の
器
に
し
て
、
君
子
の
器
に
非
ず
。・
・
・
勝
ち
て
美
と
せ
ず
、
而
る
に

之
を
美
と
す
る
者
は
、
是
れ
人
を
殺
す
こ
と
を
楽
し
む
な
り
。・
・
・
人
を
殺
す
こ
と
の

衆
け
れ
ば
悲
哀
を
以
て
之
に
泣
き
、
戦
い
て
勝
つ
も
喪
礼
を
以
て
之
に
処
る
」「
師
（
軍

隊
）
の
処
る
所
は
荊
棘
こ
こ
に
生
じ
、
大
軍
の
後
は
必
ず
凶
年
あ
り
」
と
し
て
、
武
器
は

不
吉
な
道
具
で
あ
り
、
勝
利
を
喜
ぶ
の
は
人
を
殺
す
こ
と
を
楽
し
む
も
の
で
、
勝
利
の
儀

式
は
悲
し
み
の
葬
礼
で
行
う
、
ま
た
、
大
き
な
戦
争
の
後
は
必
ず
凶
作
の
年
に
な
る
と
い

い
、
老
子
は
戦
国
の
世
に
あ
っ
て
戦
争
に
強
く
反
対
す
る
。
戦
争
を
好
む
君
主
の
飽
く
な

き
欲
望
に
対
す
る
警
鐘
の
言
葉
で
も
あ
る
。

　

⑤
『
老
子
』
の
表
現
の
特
色

『
老
子
』
と
い
う
書
物
に
は
、
記
述
の
仕
方
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
そ
の
特
色
の
一
つ

目
は
、
逆
説
的
論
法
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。「
正
言
は
反
す
る
が
若
し
」
と
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
本
当
の
正
し
い
言
葉
は
世
の
常
識
と
は
反
対
に
見
え
る
の
で
あ
り
、「
道
」

の
あ
り
さ
ま
は
世
間
一
般
の
言
語
で
は
表
現
で
き
な
い
の
で
、
苦
心
し
て
説
明
す
る
と
逆

説
的
表
現
に
な
る
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
一
切
の
具
体
的
固
有
名
詞
が
使
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
人
名
・
地
名
な
ど
は
全
く
出
て
こ
な
い
。
た
だ
、
一
人
称
の
「
我
」
と

い
う
文
字
は
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、
述
べ
る
内
容
が
時
と
場
所
を
超
え
て
広
く
通
じ
る
真

理
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
効
果
と
な
っ
て
い
る
。
三
つ
目
は
、
簡
潔
で
断
言
的
な
口
調

表
現
で
あ
る
。
意
表
を
突
く
表
現
で
言
い
切
り
、
そ
の
解
説
は
全
く
な
く
、
格
言
・
こ
と

わ
ざ
・
名
言
な
ど
を
述
べ
て
い
る
よ
う
な
迫
力
が
あ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
わ
ず
か

五
千
言
で
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
連
ね
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
思
想
的
に
深

い
内
容
の
書
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
４
）『
析
玄
』
の
説
く
内
容
と
『
老
子
』

『
析
玄
』
で
は
、ど
の
程
度
『
老
子
』
の
思
想
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
『
老
子
』
の
ど
の
部
分
の
分
析
が
主
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に

い
え
ば
、『
老
子
』
の
う
ち
、
お
も
に
「
処
世
訓
」「
警
世
論
（
文
明
批
評
）」「
政
治
論
」

の
部
分
を
、
淡
窓
独
自
の
見
方
で
論
じ
て
お
り
、「
哲
学
・
思
想
論
（
道
の
思
想
）」
の
部

分
は
あ
ま
り
論
じ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、淡
窓
の
関
心
が
あ
く
ま
で
実
践
論
、

つ
ま
り
人
間
の
行
為
の
あ
り
方
に
あ
り
、
思
弁
的
・
哲
学
的
な
「
道
」
の
思
想
、
つ
ま
り

万
物
生
成
論
な
ど
に
つ
い
て
は
、
深
遠
で
明
ら
か
に
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
そ
れ
に
つ
い

て
は
論
じ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

『
析
玄
』
で
は
「
之
を
要
す
る
に
、
五
千
言
は
用
世
の
術
な
り
」「
意
は
性
命
を
保
全
す
る

に
在
り
」
と
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
し
、『
懐
旧
楼
筆
記
』
で
は
「
大
意
、
老
子
ノ
旨
、

制
数
ノ
二
字
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
ス
。
是
レ
古
人
未
発
ノ
説
ナ
リ
。
内
ハ
己
レ
ガ
身

心
ヨ
リ
シ
テ
、
外
ハ
天
下
ノ
政
務
ニ
及
ブ
迄
、
此
ノ
二
字
ヲ
以
テ
之
ヲ
処
セ
ン
ニ
ハ
、
当

世
ノ
要
務
之
ニ
過
グ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
思
ヘ
リ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
実
用
的

な
処
世
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
践
論
と
し
て
の
『
析
玄
』
の
要
点
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
老
子
の
「
玄
」

の
根
源
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
無
」
で
あ
り
、「
無
」
は
神
明
の
徳
（
霊
妙
な
す
ぐ
れ
た
能
力
）

で
あ
り
造
化
の
機
（
宇
宙
自
然
の
働
き
）、
で
あ
る
と
し
、
聖
人
（
老
子
）
で
な
け
れ
ば

「廣瀬淡窓の老子思想 ─『析玄』について」
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解
明
で
き
な
い
も
の
で
、
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
と
い
う
。
あ
え
て
表
現
す
る
と
、
消

極
的
な
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
で
あ
り
、「
虚
」「
静
」「
柔
」「
弱
」「
後
」「
下
」「
倹
」

「
嗇
」「
慈
」
な
ど
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、積
極
的
な
「
実
」「
動
」「
剛
」「
強
」

「
前
」「
高
」
な
ど
で
は
「
無
い
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
無
」
ま
た
は
「
不
」
の
行
為
や
状
態

を
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
や
状
態
に
な
る
こ
と
が
「
無
」
の
実
践

で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
無
」
の
働
き
は
「
数
」
を
制
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。「
数
」

と
は
、
天
・
地
・
人
す
べ
て
の
形
の
有
る
も
の
の
免
れ
得
な
い
必
然
の
定
め
、
つ
ま
り
運

命
、
自
然
の
道
理
、
物
の
規
則
な
ど
の
こ
と
で
、
天
・
地
の
「
数
」
は
人
力
で
ど
う
に
も

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
人
の
「
数
」
は
、
人
に
は
心
が
あ
る
の
で
人
の
行
為
や
事
柄

に
従
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
の
努
力
に
よ
っ
て
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
無
」
の
実
践
に
よ
っ
て
「
数
」
を
制
御
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
「
無
」
が
「
有
」
を
「
有
と
し
な
い
こ
と
」
に
よ
っ
て
「
有
」
を
成
し
遂
げ
る
の

で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
柔
・
弱
」
が
「
剛
・
強
」
に
勝
ち
、「
退
・
後
」
が
「
物
に

先
ん
ず
る
」
こ
と
と
な
り
、「
虚
・
静
」
が
「
動
を
制
す
る
」
こ
と
と
な
り
、「
恭
・
倹
」

が
「
富
を
成
す
」
の
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
後
に
、
淡
窓
は
そ
の
実
践
の
具
体
例
や
、『
史
記
』
な
ど
の
歴
史
書
に
あ
る
人
物
の

「
無
」
に
適
っ
た
対
処
の
仕
方
を
具
体
的
に
示
し
て
「
無
」
の
効
用
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

「
数
に
先
ん
ず
る
こ
と
」
つ
ま
り
「
先
ず
れ
ば
物
を
制
す
る
こ
と
」
や
、「
盛
り
を
極
め
な

い
う
ち
に
制
す
る
こ
と
」
や
、「
物
が
満
ち
て
極
限
に
達
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
す
る

こ
と
」
や
、「
他
の
者
の
益
を
図
り
自
分
を
損
な
う
こ
と
」
や
、「
自
分
の
心
を
抑
え
て
へ

り
く
だ
る
こ
と
」
や
、「
慈
し
む
こ
と
」、「
倹
約
し
て
使
う
こ
と
」「
自
分
か
ら
先
と
な
ら
ず
、

む
し
ろ
人
か
ら
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」「
無
欲
に
徹
す
る
こ
と
」
な
ど
の
実
践

を
説
い
て
い
る
。
た
だ
、
総
じ
て
儒
教
的
な
行
為
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
説
い
て
い
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
柔
弱
な
「
無
」
の
実
践
の
基
礎
に
は
、剛
い
も
の
を
も
っ

て
い
る
儒
教
的
な
道
徳
、
儒
教
的
「
理
」
が
必
要
と
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、『
老
子
』
の
説
は
い
ま
ま
で
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
が
味
わ
い
深
い
思
想
で

あ
り
、
中
国
と
は
時
代
や
風
土
が
違
っ
て
い
る
が
そ
の
要
領
を
得
れ
ば
実
施
で
き
な
い
も

の
で
は
な
い
と
し
、
結
局
は
「
孔
子
」
と
「
老
子
」
の
本
旨
は
帰
着
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ

で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、『
析
玄
』
は
、
思
想
と
し
て
の
「
理
論
」
を
詳
し
く
論
じ
た

も
の
で
は
な
く
、「
無
」
の
実
践
で
「
数
」
を
制
す
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、

人
間
の
生
き
方
と
し
て
の
「
実
践
」
の
倫
理
を
論
じ
た
書
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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近
世
後
期
の
儒
者
広
瀬
淡
窓
と
長
崎

三
　
澤
　
勝
　
己

は
じ
め
に

　

広
瀬
淡
窓
（
一
七
八
二-

一
八
五
六
）
は
私
塾
咸
宜
園
を
経
営
し
た
教
育
者
と
し
て
、
ま
た

「
休
道
他
郷
多
苦
辛
」
で
始
ま
る
七
言
絶
句
（「
桂
林
荘
雑
詠
示
諸
生
四
首
」
の
第
二
首
）
に
代

表
さ
れ
る
漢
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

江
戸
幕
府
の
直
轄
地
で
あ
っ
た
日
田
（
現
在
の
大
分
県
日
田
市
）
に
生
ま
れ
た
淡
窓
は
、
代

官
所
出
入
り
の
商
家
で
あ
り
諸
藩
の
御
用
達
も
務
め
た
広
瀬
家
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
し

か
し
、
生
来
病
弱
で
あ
っ
た
淡
窓
は
家
業
を
次
弟
の
広
瀬
久
兵
衛
（
号
は
南
陔
）
に
譲
り
、
自

身
は
咸
宜
園
を
創
設
し
て
塾
主
と
し
て
数
多
く
の
門
弟
を
教
育
し
た
。

　

幕
府
の
九
州
に
お
け
る
重
要
な
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
日
田
は
活
発
な
経
済
活
動
の
み
な
ら

ず
洗
練
さ
れ
た
文
化
が
育
ま
れ
、
知
名
の
士
も
多
く
来
訪
し
た
。
高
山
彦
九
郎
・
帆
足
万
里
・

頼
山
陽
・
田
能
村
竹
田
・
梁
川
星
巌
・
貫
名
海
屋
な
ど
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
か
た
や
淡
窓
は
、

病
の
た
め
生
地
日
田
を
ほ
と
ん
ど
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
八

月
、
老
境
に
入
っ
た
六
十
歳
の
時
、
大
坂
か
ら
帰
省
し
て
い
た
末
弟
の
旭
荘
を
見
送
り
が
て
ら
、

赤
間
関
（
現
在
の
山
口
県
下
関
市
）
を
訪
ね
た
の
が
僅
か
に
九
州
を
離
れ
た
唯
一
の
出
来
事
で

あ
っ
た
。
そ
の
時
の
こ
と
を
自
叙
伝
『
懐
旧
楼
筆
記
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
１
）。

初
メ
予
童
齢
ヨ
リ
、
四
方
ノ
志
ア
ル
コ
ト
久
シ
。
然
レ
ト
モ
、
疾
ヲ
以
テ
果
サ
ス
。
足
跡

九
州
ニ
止
レ
リ
。
是
ニ
至
ツ
テ
始
メ
テ
此
ノ
遊
ア
リ
。
赤
関
我
カ
郷
ヲ
去
ル
コ
ト
、
纔
ニ

二
十
一
里
ナ
レ
ト
モ
、
亦
中
原
ノ
地
ナ
リ
。
中
原
ノ
寸
土
ヲ
踏
ミ
テ
、
平
生
所
願
ノ
万
分

ノ
一
ニ
酬
ユ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

本
州
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
を
「
中
原
ノ
寸
土
ヲ
踏
ミ
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
い
か

に
こ
の
旅
行
が
淡
窓
に
と
っ
て
感
慨
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
記
述
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
は
健
康
も
比
較
的
小
康
を
保
ち
、
淡
窓
の
生
涯
で
は
珍
し
く
度
々
日
田
を
離
れ
て

い
る
。
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
と
そ
の
三
年
後
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
は
、
旭
荘

と
縁
の
深
い
大
村
藩
主
大
村
純
顕
の
招
聘
を
受
け
大
村
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
宿
志

で
あ
っ
た
長
崎
訪
問
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
前
後
し
て
弘
化
元
・
二
年
に
は
府

内
藩
主
松
平
近
説
の
招
聘
も
受
け
、
府
内
（
現
大
分
県
大
分
市
）
を
訪
問
し
て
い
る
。

　

長
崎
は
淡
窓
自
身
が
訪
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
長
崎
の
町
年
寄
高
島
秋
帆
ら
と
の
交
流
、
長

崎
出
身
の
門
下
生
と
の
帰
郷
後
の
交
流
、
咸
宜
園
卒
業
後
に
長
崎
に
遊
学
し
た
門
下
生
と
の
交

流
な
ど
、
淡
窓
と
長
崎
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
関
わ
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
無
論
、
諸
先
学
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
淡
窓
及
び
咸
宜
園
全
般
を

扱
っ
た
研
究
で
も
、
そ
れ
ら
に
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
り
、
言
及
し
て
も
『
懐
旧
楼
筆
記
』
の

記
述
を
な
ぞ
り
簡
単
に
触
れ
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
洋
学
や
文
学
と
い
う
方
面
の
一
環
と
し

て
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
い
。
総
じ
て
、
淡
窓
と
長
崎
と
の
関
係
は
あ
ま
り

注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

淡
窓
の
二
度
の
長
崎
訪
問
に
お
け
る
周
旋
や
対
外
情
勢
の
提
供
な
ど
で
、
長
崎
奉
行
所
与
力

の
吉
沢
政
範
（
か
つ
て
日
田
代
官
所
〈
永
山
布
政
所
〉
の
属
吏
で
あ
っ
た
、
そ
の
次
男
が
海
軍

中
将
赤
松
則
良
）
や
咸
宜
園
門
下
生
で
長
崎
在
住
の
春
禎
助
・
山
本
晴
海
ら
の
尽
力
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
淡
窓
と
こ
の

よ
う
な
長
崎
所
縁
の
人
々
と
の
交
流
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
淡
窓

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
れ
ま
で
指

摘
さ
れ
て
い
な
い
問
題
を
中
心
に
些
か
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

先
学
の
研
究

　

考
察
を
進
め
る
に
当
た
り
、
淡
窓
と
長
崎
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る

が
先
学
の
研
究
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
淡
窓
の
先
駆
的
研
究
で
あ
り
、
今
日
で
も
先
ず
拠
る
べ

き
文
献
で
あ
る
中
島
市
三
郎
氏
『
教
聖
・
広
瀬
淡
窓
の
研
究
』
で
は
、
長
崎
の
こ
と
は
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
（
２
）。
中
島
氏
の
別
著
『
広
瀬
淡
窓
咸
宜
園
と
日
本
文
化
』
で
は
、
秋
帆

の
門
弟
で
咸
宜
園
に
も
学
ん
だ
山
本
晴
海
（
後
述
）
に
つ
い
て
「
砲
術
の
大
家
山
本
晴
海
先

生
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
は
い
る
が
、
極
め
て
簡
単
な
記
述
で
あ
り
淡
窓
と
の
交
流
は
説
明

さ
れ
て
い
な
い
（
３
）。
比
較
的
近
年
の
も
の
で
は
、
井
上
義
巳
氏
『
広
瀬
淡
窓
』（
４
）
と
海

原
徹
氏
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
―
こ
と
ご
と
く
皆
宜
し
―
』（
５
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
井
上
氏

『
広
瀬
淡
窓
』
は
第
六
「
大
村
、
府
内
藩
へ
の
出
講
」
で
、
二
度
の
長
崎
行
を
『
懐
旧
楼
筆
記
』

の
内
容
に
拠
り
な
が
ら
簡
単
に
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
際
の
春
禎
助
や
山
本
晴
海
な
ど
咸
宜
園

門
下
生
の
配
慮
な
ど
に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
海
原
氏
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園

近世後期の儒者広瀬淡窓と長崎
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―
こ
と
ご
と
く
皆
宜
し
―
』
第
二
章
の
四
「
内
憂
外
患
を
ど
う
受
け
と
め
た
か
」
で
は
、
文
政

十
一
年
（
一
八
二
八
）
の
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
と
咸
宜
園
か
ら
鳴
滝
塾
に
学
ん
だ
岡
研
介
の
こ
と
、

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
高
島
秋
帆
検
挙
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
の
オ
ラ
ン
ダ
国
王

の
開
国
勧
告
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
や
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
来
航
な
ど
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
海
原
氏
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
王
の
開
国
勧
告
と
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
に
関
す

る
情
報
は
、
代
官
所
か
ら
の
情
報
入
手
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
海
原
氏
は
指
摘
さ
れ

て
い
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
淡
窓
の
対
外
情
勢
の
入
手
に
は
、
長
崎
在
住
の
知
人
や
旧
咸

宜
園
門
下
生
ら
に
よ
る
情
報
提
供
と
い
う
側
面
が
確
認
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
の
角
度
か
ら
の

検
証
も
進
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
個
別
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
文
献
を
見
る
と
、
一
つ
は
淡
窓
と
洋
学
と
の
関
連
と
い
う

角
度
が
あ
る
。
こ
の
方
面
で
は
、
杉
本
勲
氏
「
咸
宜
園
と
洋
学
」
の
先
行
研
究
が
あ
る
（
６
）。

杉
本
氏
は
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
に
対
す
る
淡
窓
の
批
評
、
二
度
目
の
長
崎
行
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ

商
館
見
学
に
関
す
る
『
懐
旧
楼
筆
記
』
の
記
述
、
そ
の
際
に
淡
窓
が
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
古

詩
「
観
唐
蘭
館
有
作
二
首
」
に
見
え
る
洋
学
観
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高
島
秋
帆

と
の
交
流
を
『
懐
旧
楼
筆
記
』
の
記
述
に
よ
り
簡
略
に
述
べ
、
淡
窓
の
愛
弟
子
岡
研
介
に
つ
い

て
は
や
や
詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
内
、杉
本
氏
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
見
学
に
つ
い
て「
大

村
藩
の
は
か
ら
い
で
ま
ず
蘭
館
に
お
も
む
い
た
」と
述
べ
て
い
る
。し
か
し
、後
述
す
る
よ
う
に
、

そ
の
背
後
に
は
か
つ
て
日
田
代
官
所
の
属
吏
で
あ
っ
た
長
崎
奉
行
所
の
与
力
吉
沢
政
範
の
斡
旋

が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
杉
本
氏
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
近
年
の
成
果
と
し
て
、

田
本
政
宏
氏
「
広
瀬
淡
窓
と
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
」
の
研
究
が
あ
る
（
７
）。
田
本
氏
の
示
唆
に

富
む
論
考
は
、
後
述
す
る
春
禎
助
へ
の
関
心
な
ど
で
、
筆
者
の
問
題
意
識
と
重
な
る
と
こ
ろ
も

少
な
く
な
い
。
従
っ
て
、
同
一
の
史
料
に
着
目
さ
れ
、
田
本
氏
が
す
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
も
の
も
複
数
あ
る
。
し
か
し
、
田
本
氏
の
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
事
柄
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら

に
つ
い
て
後
述
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
小
池
喜
明
氏
「
儒
者
と
開
国　

広
瀬
淡
窓
」
で
は
（
８
）、
二
度
目
の
長
崎
訪
問
が

取
り
上
げ
ら
れ
、「
観
唐
蘭
館
有
作
二
首
」
の
内
、
後
の
一
首
の
大
意
と
そ
こ
に
示
さ
れ
る
西

洋
認
識
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
池
氏
は
淡
窓
の
対
外
情
勢
の
情
報
源
と
し
て
、
実
家

広
瀬
家
の
情
報
網
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
首
肯
で
き
る
見
解
だ
が
、
そ
の
他
に
も
旭
荘

か
ら
の
情
報
も
あ
り
、
ま
た
本
稿
で
考
察
す
る
長
崎
在
住
の
知
人
や
門
下
生
な
ど
か
ら
の
情
報

も
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

個
別
の
問
題
の
二
つ
目
と
し
て
は
、
文
学
の
方
面
が
あ
る
。
こ
の
方
面
の
文
献
と
し
て
、
上

野
日
出
刀
氏
『
長
崎
に
遊
ん
だ
漢
詩
人　

附
記　

宋
明
儒
者
の
詩
』
が
あ
る
（
９
）。
同
書
で

は
近
世
後
期
の
七
人
の
詩
人
の
一
人
と
し
て
淡
窓
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
度
の
長
崎
行

の
行
程
が
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
基
づ
き
説
明
さ
れ
、「
観
唐
蘭
館
有
作
二
首
」
を
含
む
長
崎
関

連
の
淡
窓
の
詩
の
訓
読
と
そ
の
大
意
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
崎
再
遊
の
時
に
、
一
回

目
に
は
果
せ
な
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
と
唐
人
屋
敷
の
見
学
を
、
吉
沢
政
範
の
仲
介
に
よ
り
実

現
さ
せ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
管
見
に
触
れ
た
範
囲
で
は
、
唯
一
上
野
氏
が
吉
沢
政
範
の
尽

力
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
で
も
そ
の
仲
介
の
様
子
を
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
拠
り
な

が
ら
簡
略
に
触
れ
る
だ
け
で
、
両
者
の
日
田
時
代
の
交
流
や
吉
沢
か
ら
の
淡
窓
へ
の
対
外
情
勢

に
関
す
る
情
報
提
供
な
ど
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
両
者
の
交
流
は
、
さ
ら
に
掘
り

下
げ
て
検
討
す
べ
き
必
要
の
あ
る
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。

咸
宜
園
門
下
生
の
春
禎
助
と
山
本
晴
海

　

淡
窓
時
代
の
咸
宜
園
に
お
い
て
、
長
崎
出
身
の
門
下
生
は
五
十
名
余
に
の
ぼ
る
（
10
）。
こ

の
中
に
は
写
真
家
と
し
て
知
ら
れ
る
上
野
彦
馬
も
含
ま
れ
る
が
、
彦
馬
の
入
門
は
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
と
淡
窓
七
十
二
歳
の
最
晩
年
で
あ
る
。
従
っ
て
、
淡
窓
と
の
直
接
的
交
流
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
淡
窓
と
長
崎
と
の
関
係
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
長
崎
出
身
の
咸
宜
園
門
下
生
と

し
て
は
、
共
に
高
島
秋
帆
の
門
人
で
も
あ
っ
た
春
禎
助
（
号
は
老
谷
）
と
山
本
晴
海
（
通
称
清

太
郎
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
人
を
見
て
み
よ
う
。

　

両
者
は
共
に
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
が
、
春
禎
助
の
方
が

一
足
早
く
二
月
十
一
日
に
入
門
し
て
い
る
。
春
は
入
門
時
に
は
荒
木
十
五
郎
を
名
乗
り
、
紹
介

者
は
淡
窓
の
門
人
で
後
年
京
都
に
あ
っ
て
、
淡
窓
の
著
術
の
出
版
に
も
尽
力
し
た
矢
上
快
雨
で

あ
っ
た
。
矢
上
は
こ
の
頃
、
長
崎
に
あ
っ
て
淡
窓
に
漢
籍
を
持
参
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
（
11
）。
一
方
の
山
本
晴
海
は
、
長
崎
町
年
寄
の
子
福
田
猶
之
進
と
一
緒
に
十
月
六
日
に
入

門
し
て
い
る
。
紹
介
者
は
荒
木
伝
二
（
未
詳
）
で
あ
っ
た
（
12
）。
二
人
の
入
門
に
つ
い
て
、『
懐

旧
楼
筆
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

文
政
十
二
年
己
丑
、　

…　

此
年
入
門
ス
ル
者　

…　

荒
木
十
五
郎
〈
長
崎
人
〉　

…　

福

田
猶
之
進
〈
長
崎
人
〉
山
本
清
太
郎
〈
長
崎
人
〉　

…　

十
五
郎
後
年
春
民
ノ
義
子
ト
ナ
リ
、
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禎
助
ト
称
ス
。　

…　

猶
之
進
ハ
長
崎
年
寄
ノ
子
ナ
リ
。
今
父
ニ
継
イ
テ
年
寄
タ
リ
。
塾

ニ
在
リ
シ
時
ハ
、
一
切
無
言
ノ
人
ニ
テ
ア
リ
シ
カ
、
今
ハ
頗
ル
声
誉
ア
ル
由
、
予
長
崎
ニ

行
キ
シ
時
モ
、
相
見
セ
リ
。
清
太
郎
六
級
上
ニ
至
レ
リ
。
今
長
崎
ニ
於
テ
教
授
セ
リ
。
長

崎
ノ
人
、
予
カ
門
ニ
在
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
最
秀
出
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

春
禎
助
の
在
塾
期
間
は
不
明
だ
が
、
山
本
晴
海
に
つ
い
て
は
入
塾
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
山
本
は
一
旦
塾
を
離
れ
た
後
、天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
二
月
に
福
田
と
共
に
再
度
入
塾
、

同
年
六
月
に
は
塾
長
に
任
ぜ
ら
れ
、同
年
十
月
に
同
じ
く
福
田
と
共
に
塾
を
去
っ
て
い
る（
13
）。

　

塾
を
去
っ
て
か
ら
の
淡
窓
と
春
・
山
本
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
角
度
か
ら
注
目
す

べ
き
事
が
確
認
で
き
る
。
淡
窓
の
詩
集
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
へ
の
中
国
人
の
序
や
評
語
の
周
旋
と
、

長
崎
を
通
じ
た
対
外
情
勢
の
提
供
で
あ
る
。

　
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
へ
の
中
国
人
の
序
や
評
語
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
五
月
に
長
崎
在

住
の
沈
萍
香
が
仲
介
し
た
も
の
と
し
て
、
春
禎
助
よ
り
淡
窓
に
送
ら
れ
て
き
て
い
る
。『
懐
旧

楼
筆
記
』
天
保
四
年
の
記
事
を
引
用
す
る
。

五
月
三
日
、
長
崎
ノ
春
禎
助
ヨ
リ
、
遠
思
楼
詩
集
ニ
、
清
人
ノ
序
並
ニ
評
語
ヲ
加
ヘ
シ
者

ヲ
送
レ
リ
。
滇
生
許
乃
普
カ
序
ア
リ
。
太
原
伯
氏
小
山
、
茂
苑
蓂
生
甫
、
呉
中
ノ
迂
楮
、

広
陵
ノ
石
卿
子
、
采
荔
子
、
皆
詩
ヲ
題
セ
リ
。
又
沈
萍
香
カ
批
判
並
ニ
跋
ア
リ
。
是
沈
萍

香
カ
紹
介
シ
テ
得
タ
ル
所
ナ
リ
。
序
文
並
ニ
詩
、昔
年
ノ
韓　

顧
蒓
カ
二
序
ニ
比
ス
ル
ニ
、

稍
醇
真
ナ
ル
ニ
似
タ
リ
。
要
ス
ル
ニ
真
贋
シ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
其
本
家
ニ
蔵
セ
リ
。
故
ニ
其

審
ナ
ル
コ
ト
ヲ
録
セ
ス
。

こ
こ
に
は
春
の
名
前
だ
け
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
同
年
三
月
八
日
の
日
記
に
「
発
答
山
本
清
太

郎
書
。〈
来
書
言
予
集
自
唐
山
回
事
〉」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
は
山
本
も
関
わ
っ
て
い
た
と
見

ら
れ
る
（
14
）。『
懐
旧
楼
筆
記
』
の
引
用
文
中
に
「
昔
年
ノ
韓　

顧
蒓
カ
二
序
ニ
比
ス
ル
ニ
、

稍
醇
真
ナ
ル
ニ
似
タ
リ
。」
と
あ
る
の
は
、
前
年
の
天
保
三
年
二
月
に
同
じ
く
沈
萍
香
が
中
国

に
帰
っ
た
際
に
入
手
し
た
と
い
う
二
人
の
序
を
、
高
島
秋
帆
が
送
っ
て
き
た
こ
と
を
指
し
て
い

る
（
15
）。
従
っ
て
、
高
島
・
春
・
山
本
の
周
旋
は
、
一
連
の
動
き
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
中
国
人
に
よ
る
序
跋
批
評
に
つ
い
て
は
、『
遠
思
楼
詩
鈔
』
上
梓
に
尽
力
し
て
い

た
旭
荘
・
小
林
安
石
（
咸
宜
園
門
下
生
、
堺
に
て
医
家
を
開
業
）
連
名
の
（
天
保
七
年
）
七
月

五
日
付
け
の
淡
窓
宛
書
簡
に
関
連
事
項
が
載
せ
ら
れ
て
い
る（
16
）。そ
の
中
で
、『
遠
思
楼
詩
鈔
』

出
版
に
当
た
り
篠
崎
小
竹
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
困
る
の
で
「
唐

人
序
跋
評
」
は
載
せ
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
こ
と
、
旭
荘
・
安
石
も
「
唐
人
之
評

ヲ
借
り
て
」
と
い
う
印
象
を
与
え
て
売
り
捌
き
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
や
は
り

載
せ
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
長
崎
之
手
前
も
有
り
と

被
思
召
候
ハ
ヽ
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
高
島
・
春
・
山
本
ら
が
仲
介
し
て
沈
萍
香
か
ら
入
手
し
た

序
・
跋
・
批
評
の
こ
と
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
先
の
『
懐
旧
楼

筆
記
』
で
は
、「
真
贋
シ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
淡
窓
は
客
観
的
に
記
述
し
て
い
る
が
、
実
際
の
『
遠

思
楼
詩
鈔
』
上
梓
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
序
・
跋
・
批
評
の
掲
載
を
検
討
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、『
遠
思
楼
詩
鈔
』は
翌
天
保
八
年
に
大
坂
の
書
肆
河
内
屋
茂
兵
衛（
岡

田
氏
、
堂
号
は
群
玉
堂
）
の
手
に
よ
り
刻
が
成
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
中
国
人
の
序
跋
等
は
載
せ

ら
れ
て
い
な
い
。

広
瀬
淡
窓
の
第
一
回
長
崎
訪
問

　

淡
窓
と
春
・
山
本
と
の
交
流
に
お
け
る
今
一
つ
の
角
度
で
あ
る
対
外
情
勢
の
提
供
は
、
淡
窓

の
長
崎
訪
問
、特
に
第
一
回
目
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。そ
れ
は
奇
し
く
も
そ
の
前
月
に
起
こ
っ

た
高
島
秋
帆
逮
捕
と
も
関
連
し
て
、
長
崎
で
の
秋
帆
と
の
対
面
や
秋
帆
に
よ
る
長
崎
案
内
が
実

現
し
な
か
っ
た
の
は
無
論
の
こ
と
、
淡
窓
の
長
崎
再
遊
の
際
は
、
春
・
山
本
は
表
だ
っ
て
淡
窓

に
仲
介
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
淡
窓
と
秋
帆
と
の
交
流
に
つ
い
て
、
些
か
触
れ

て
お
く
。
二
人
は
生
涯
に
一
度
だ
け
対
面
し
て
お
り
、
そ
れ
は
冒
頭
で
述
べ
た
天
保
十
二
年
八

月
、
赤
間
関
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
宿
舎
が
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
秋

帆
は
名
高
い
武
州
徳
丸
原
で
の
西
洋
式
砲
術
の
演
習
を
終
え
て
、長
崎
に
帰
る
途
中
だ
っ
た（
徳

丸
原
の
演
習
に
は
、
春
・
山
本
も
参
加
し
て
い
た
）（
17
）。
そ
の
翌
年
、
淡
窓
は
大
村
で
秋
帆

逮
捕
の
知
ら
せ
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
淡
窓
の
一
回
目
の
長
崎
訪
問
の
経
緯
を
見

て
み
よ
う
。

　

淡
窓
の
一
回
目
の
長
崎
訪
問
は
、
先
述
の
よ
う
に
天
保
十
三
年
の
淡
窓
六
十
一
歳
の
時
で
あ

る
。
そ
の
行
程
を
記
す
と
、
淡
窓
の
外
、
随
行
し
た
門
人
の
武
谷
祐
之
ら
四
名
と
、
大
村
か
ら

護
衛
に
来
た
三
名
と
合
わ
せ
て
八
名
に
よ
る
編
成
で
九
月
三
日
に
出
発
（
他
に
佐
賀
ま
で
の
同

行
者
一
名
）。
久
留
米
・
佐
賀
（
こ
こ
で
は
草
場
佩
川
と
対
面
）
な
ど
を
経
て
九
月
八
日
に
大

村
に
到
着
。
大
村
藩
の
招
聘
を
受
け
た
淡
窓
は
、
三
か
月
後
の
十
二
月
二
日
に
日
田
に
戻
っ
て

近世後期の儒者広瀬淡窓と長崎
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い
る
。

　

こ
の
時
、
先
に
大
村
に
来
て
い
た
旭
荘
は
、
九
月
十
五
日
に
長
崎
に
行
き
二
十
一
日
に
大
村

に
戻
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
旭
荘
は
二
十
六
日
に
大
村
純
顕
に
随
行
し
て
大
村
を
離
れ
大
坂
に

向
か
っ
て
い
る
。
旭
荘
は
長
崎
に
行
っ
た
際
に
、
高
島
秋
帆
・
春
禎
助
・
山
本
晴
海
と
会
っ
て

歓
待
を
受
け
て
い
る
（
18
）。

　

そ
の
よ
う
な
中
、淡
窓
は
十
月
に
入
り
秋
帆
逮
捕
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
淡
窓
は
長
崎
に
は
、

十
一
月
一
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
出
か
け
て
い
る
。
大
村
藩
の
周
旋
を
受
け
藩
邸
に
滞
在
、
一

日
は
諏
訪
神
社
、
二
日
は
烈
風
の
た
め
外
出
せ
ず
（
山
本
晴
海
が
来
訪
し
て
翌
日
の
案
内
を
約

束
）、
三
日
は
大
音
寺
・
崇
福
寺
・
大
徳
寺
を
拝
観
（
途
中
か
ら
春
禎
助
が
加
わ
り
春
の
家
に

て
酒
宴
）、
四
日
は
長
崎
聖
堂
を
見
学
、
聖
堂
教
授
の
向
井
政
次
郎
と
対
面
、
五
日
に
は
春
禎

助
の
手
配
に
よ
り
舟
遊
（
山
本
晴
海
も
同
乗
）
し
て
オ
ラ
ン
ダ
商
館
・
千
人
番
所
を
間
近
に
望

ん
で
い
る
。

　

第
一
回
長
崎
訪
問
に
つ
い
て
淡
窓
は
、『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
「
初
メ
余
長
崎
ノ
遊
ニ
志
ア
ル

コ
ト
久
シ
。
多
病
ト
世
故
ト
ニ
纏
ハ
レ
テ
、
遂
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
今
一
旦
ニ
シ
テ
、
宿
志
ヲ

遂
ク
ル
コ
ト
、
全
ク
大
村
侯
ノ
賜
ナ
リ
。
崎
ノ
諸
子
、
皆
旧
ヲ
忘
レ
ス
。
周
旋
力
ヲ
尽
セ
リ
。

山
本
・
春
ノ
二
子
、
最
モ
其
厚
キ
者
ナ
リ
。」
と
述
べ
、
宿
願
を
果
た
し
た
感
懐
を
記
す
と
共
に
、

春
・
山
本
の
厚
情
に
感
謝
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
「
只
恨
ム
ラ
ク
ハ
、
高
島
罪
ヲ
得
タ
ル
コ

ト
、
崎
遊
ノ
一
大
厄
ナ
リ
。
此
ノ
人
事
ナ
ク
ハ
、
唐
蘭
館
ノ
出
入
ヨ
リ
シ
テ
、
万
端
皆
意
ノ
如

ク
ナ
ル
可
キ
物
ナ
リ
。」
と
、
秋
帆
が
健
在
な
ら
ば
唐
人
屋
敷
も
オ
ラ
ン
ダ
商
館
に
も
入
る
こ

と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
今
回
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
。

春
禎
助
・
山
本
晴
海
か
ら
の
対
外
情
勢
の
提
供

　

対
外
情
勢
の
提
供
で
は
、
第
一
回
長
崎
訪
問
の
二
年
後
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
に
春
禎

助
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
オ
ラ
ン
ダ
国
王
開
国
勧
告
を
も
た
ら
し
た
オ
ラ
ン
ダ
軍
船
パ
レ
ン
バ
ン
号

の
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
も
の
が
、（
弘
化
元
年
）
七
月
二
十
日
付
け
の
淡

窓
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
こ
れ
は
淡
窓
の
生
家
広
瀬
家
に
所
蔵
さ
れ
、『
廣
瀬
淡
窓　

資
料

集　

書
簡
集
成
』
で
初
め
て
翻
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
19
）。

　

こ
の
書
簡
で
、春
は
前
述
の
秋
帆
逮
捕
の
影
響
を
受
け
て
蟄
居
中
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
（「
私

共
ハ
閉
蟄
之
身
分
、
一
見
も
不
相
成
、
残
念
之
仕
合
ニ
御
坐
候
」
と
あ
る
）、
不
自
由
な
生
活

の
中
か
ら
知
り
得
る
最
新
情
報
を
伝
え
て
い
る
。
パ
レ
ン
バ
ン
号
の
構
造
や
コ
ー
プ
ス
船
長
な

ど
の
こ
と
を
伝
え
、「
此
船
江
乗
り
候
吏
よ
り
、
船
中
の
様
子
密
ニ
承
り
候
処
」
と
あ
る
か
ら
、

長
崎
奉
行
所
の
役
人
が
実
見
し
た
様
子
も
伝
え
て
い
る
。
来
航
の
目
的
ま
で
は
つ
か
む
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
知
り
得
る
現
地
か
ら
の
最
新
情
報
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
こ
と
が
よ

く
わ
か
る
書
簡
で
あ
る
。
今
回
初
め
て
こ
の
書
簡
が
翻
刻
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
咸
宜
園
門
下

生
か
ら
の
対
外
情
勢
伝
達
が
、
淡
窓
に
と
っ
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

秋
帆
の
高
弟
で
あ
り
砲
術
の
師
範
と
し
て
知
ら
れ
る
山
本
晴
海
に
比
し
て
、
春
禎
助
は
知
ら

れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
。
そ
こ
で
、
今
の
と
こ
ろ
管
見
に
及
ん
だ
範
囲
で
は
あ
る
が
、
ど
の
よ

う
な
人
物
で
あ
る
か
を
述
べ
て
お
こ
う
。
先
述
し
た
老
谷
と
号
し
た
こ
と
は
、
旭
荘
の
日
記
の

天
保
十
三
年
一
月
十
一
日
条
に
出
て
く
る
。
同
条
は
、
春
禎
助
の
咸
宜
園
入
門
の
紹
介
者
で
も

あ
っ
た
矢
上
快
雨
が
客
死
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
記
録
で
あ
る
。
三
歳
の
女
子
を
遺
し
て
亡

く
な
っ
た
矢
上
快
雨
を
哀
悼
す
る
長
文
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
春
禎
助
号
老
谷
者
也
」

と
あ
る
。
ま
た
「
初
快
雨
在
長
崎
薦
其
友
春
老
谷
入
家
厳
門
」
と
、
春
禎
助
に
咸
宜
園
入
門
を

薦
め
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、「
庚
子
老
谷
来
寓
大
阪マ

マ

俵
署
」
と
あ
る
か
ら
、
春

禎
助
は
天
保
十
一
年
に
は
大
坂
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
他
、
旭
荘
の
詩
集
『
梅
墩
詩
鈔

二
編
』
に
「
贈
春
老
谷
二
首
」、『
梅
墩
詩
鈔
三
編
』
に
「
長
崎
春
老
谷
自
松
前
帰
。
邂
逅
浪
華
。」

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
石
山
滋
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
秋
帆
逮
捕
に
連
座
し
て
、
父
の
長
崎

会
所
吟
味
役
春
孫
次
郎
と
共
に
、
地
役
人
を
罷
免
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
晩
年
に
は
長
崎
に
硯
香

書
屋
と
い
う
寺
子
屋
を
開
い
て
、
書
道
を
教
授
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
20
）。

　

ま
た
、
淡
窓
の
晩
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
日
記
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
十
一
月
十
八
日

条
に
も
、こ
の
二
人
か
ら
の
情
報
の
こ
と
が
出
て
く
る
。「
長
崎
信
至
。〈
鄂
羅
船
。
情
実
難
測
。

府
内
執
事
。
請
予
訊
諸
山
本
。
春
。
二
子
。
而
得
報
。
○
蛮
船
已
発
。
不
待
報
去
。
似
有
所
忿
。

後
事
難
測
云
。〉」
と
い
う
記
事
で
あ
る
（
21
）。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
の
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
来
航

に
関
す
る
も
の
で
、
府
内
藩
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
淡
窓
が
山
本
・
春
の
二
人
に
問
い
合
わ
せ
、

そ
の
回
答
が
着
い
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
は
幕
府
か
ら
の
返
事
を
待
た
ず
突

然
立
ち
去
り
、
忿
り
を
示
し
て
い
る
様
子
だ
と
の
回
答
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

広
瀬
淡
窓
と
吉
沢
政
範



四
九

　

次
に
淡
窓
と
吉
沢
政
範
と
の
交
流
を
見
る
。『
懐
旧
楼
筆
記
』
天
保
三
年
正
月
八
日
の
記

事
に

八
日
、
玉
田
淵
蔵
、
当
県
ヲ
辞
シ
テ
、
江
戸
ニ
遊
フ
ニ
因
ツ
テ
、
来
別
レ
タ
リ
。
此
人
山

陽
ノ
産
ナ
リ
シ
カ
、
吾
県
ニ
来
ツ
テ
、
玉
田
新
左
衛
門
ノ
名
跡
ヲ
継
ケ
リ
。
先
考
及
余
ト

親
シ
ク
屢
往
来
セ
リ
。
江
戸
ニ
至
ツ
テ
後
、
徒
士
ノ
株
ヲ
継
キ
、
吉
沢
新
九
郎
ト
称
シ
、

又
雄
之
進
ト
改
メ
タ
リ
。

と
あ
る
。
ま
た
、
淡
窓
は
二
度
目
の
長
崎
行
の
時
に
吉
沢
か
ら
様
々
な
配
慮
に
与
る
が
（
こ
れ

に
つ
い
て
は
後
述
）、
こ
の
時
、
劉
石
舟
が
先
駆
け
と
し
て
長
崎
に
入
っ
た
時
の
こ
と
を
、『
懐

旧
楼
筆
記
』
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
四
月
五
日
の
項
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

五
日
、
石
舟
長
崎
ニ
往
ク
。
此
ハ
予
明
日
ヲ
以
テ
彼
地
ニ
遊
ハ
ン
ト
ス
ル
故
、
先
ツ
往
イ

テ
其
事
ヲ
吉
沢
雄
之
進
ニ
報
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
。
吉
沢
元
ノ
称
ハ
玉
田
淵
蔵
、
塩
谷
明
府
ノ

属
吏
ト
シ
テ
、
相
知
レ
リ
。
後
江
戸
ニ
往
イ
テ
、
徒
士
ト
ナ
レ
リ
。
今
又
与
力
ト
ナ
リ
、

長
崎
ニ
ア
リ
。
先
日
ヨ
リ
書
ヲ
寄
セ
テ
、
予
ニ
長
崎
ノ
遊
ヲ
勧
ム
。
故
ニ
先
ツ
石
舟
ヲ
遣

ル
ナ
リ
。

吉
沢
が
か
つ
て
玉
田
淵
蔵
と
称
し
て
日
田
代
官
所
に
務
め
（
時
の
代
官
は
塩
谷
正
義
）、
淡
窓

の
父
及
び
淡
窓
と
親
し
か
っ
た
こ
と
、
江
戸
に
出
て
徒
士
と
な
り
、
吉
沢
新
九
郎
さ
ら
に
雄
之

進
と
改
称
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
、
吉
沢
は
長
崎
奉
行
所
の
与
力
に
な
り
、
淡
窓
は
吉

沢
か
ら
長
崎
に
遊
ぶ
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
22
）。

　

吉
沢
政
範
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
そ
の
子
息
赤
松
則
良
の
談
話
と
そ
れ
を
編
集
し
た
赤
松
範

一
（
則
良
の
長
男
、そ
の
兄
弟
に
赤
松
登
志
子
が
い
る
）
の
記
録
に
よ
り
詳
細
が
わ
か
る
（『
赤

松
則
良
半
生
談
―
幕
末
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
記
録
―
』）（
23
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
吉
沢
政
範
は

播
磨
の
名
族
赤
松
氏
の
後
裔
と
い
う
赤
松
良
則
の
長
男
と
し
て
、
播
磨
国
網
干
の
商
家
に
生
ま

れ
た
。
母
の
再
婚
相
手
を
玉
田
紀
内
と
い
い
、
代
官
の
属
吏
と
な
る
資
格
を
得
る
必
要
か
ら
玉

田
淵
蔵
を
名
乗
っ
た
。
日
田
を
去
り
江
戸
に
出
て
か
ら
、
町
奉
行
（
南
町
奉
行
）
筒
井
政
憲
の

目
安
方
吉
沢
久
之
進
資
隆
の
娘
婿
と
な
り
吉
沢
氏
を
継
い
だ
。
そ
の
後
、
天
保
六
年
に
株
を
取

得
し
て
幕
府
の
徒
士
と
な
り
御
家
人
に
な
っ
て
い
る
（
24
）。
淡
窓
の
第
一
回
長
崎
訪
問
の
翌

天
保
十
四
年
に
江
戸
に
出
た
旭
荘
（
旭
荘
に
と
っ
て
は
二
回
目
の
江
戸
滞
在
）
は
吉
沢
を
訪
問
、

親
し
く
往
来
し
て
吉
沢
の
弟
玉
田
龍
助
の
加
冠
を
務
め
て
も
い
る
。
同
年
十
二
月
に
は
、
出
役

の
組
与
力
と
し
て
長
崎
奉
行
所
に
向
う
吉
沢
の
留
別
の
宴
に
旭
荘
は
招
か
れ
て
い
る
（
25
）。

吉
沢
は
そ
の
後
、弘
化
四
年
末
の
離
任
ま
で
長
崎
に
い
た（
赤
松
則
良
も
母
と
共
に
長
崎
に
在
っ

た
）。
そ
の
間
に
、
淡
窓
の
長
崎
再
遊
が
実
現
す
る
。

広
瀬
淡
窓
の
第
二
回
長
崎
訪
問

　

淡
窓
の
二
回
目
の
長
崎
訪
問
の
経
緯
を
見
て
い
こ
う
。
こ
れ
は
先
述
し
た
天
保
十
三
年
の
大

村
訪
問
の
際
に
、
翌
年
の
大
村
再
訪
を
約
束
し
て
い
た
も
の
が
、
疾
病
の
た
め
に
延
期
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
三
年
後
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
行

程
を
記
す
と
、
淡
窓
の
外
、
随
行
者
三
名
と
個
人
的
同
行
者
三
名
に
、
大
村
か
ら
護
衛
に
来
た

三
名
と
合
わ
せ
て
十
名
に
よ
り
二
月
二
十
八
日
に
出
発
。
前
回
同
様
に
久
留
米
・
佐
賀
（
今
回

も
草
場
佩
川
と
対
面
）
な
ど
を
経
て
三
月
三
日
に
大
村
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
、
四

月
二
十
五
日
に
帰
郷
し
て
い
る
の
で
、
お
よ
そ
二
か
月
程
大
村
に
滞
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
行
し
て
い
た
門
人
の
劉
石
舟
が
四
月
五
日
に
長
崎
に
行
き
、
吉
沢

政
範
に
報
知
し
て
、
淡
窓
は
翌
六
日
に
長
崎
に
入
っ
た
。
淡
窓
は
七
日
に
吉
沢
を
訪
問
、
劉
石

舟
と
共
に
一
泊
し
て
い
る
。『
懐
旧
楼
筆
記
』に「
主
人
ノ
室
及
其
二
児
出
見
タ
リ
」と
あ
る
の
で
、

こ
の
時
に
五
歳
だ
っ
た
赤
松
則
良
と
も
対
面
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
翌
八
日
に
は
前
回
果
せ

な
か
っ
た
唐
人
屋
敷
と
オ
ラ
ン
ダ
商
館
訪
問
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。

　

唐
人
屋
敷
と
オ
ラ
ン
ダ
商
館
訪
問
は
当
初
、
淡
窓
が
吉
沢
の
従
僕
と
い
う
形
で
進
め
る
予
定

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
村
藩
士
の
中
に
同
行
を
希
望
す
る
者
が
あ
り
、
長
崎
奉
行
伊
沢
政
義

よ
り
大
村
藩
か
ら
申
請
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
富
永
十
左
衛
門
に
よ
り
届
け
ら
れ
て
実
現
し

て
い
る
。
初
め
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
訪
ね
、
こ
の
時
の
商
館
長
ピ
ー
テ
ル
＝
ア
ル
ベ
ル
ト
＝
ビ

ク
（Pieter Albert Bik

）
と
対
面
し
て
い
る
（
26
）。『
懐
旧
楼
筆
記
』
で
は
、そ
の
風
貌
を
「
加

比
丹
身
ノ
長
六
尺
餘
、
極
メ
テ
魁
梧
ナ
リ
。
年
ハ
四
十
餘
ナ
ル
ヘ
シ
。
少
シ
ク
白
髪
ア
リ
。
髪

縮
ン
テ
申
ビ
ズ
。
但
シ
紅
髪
碧
瞳
ト
聞
キ
シ
ガ
、
必
シ
モ
然
ラ
サ
ル
ニ
似
タ
リ
。
鼻
邦
人
ニ
比

ス
レ
ハ
、
少
シ
ク
高
シ
。
兼
テ
思
ヒ
シ
程
ニ
、
異
形
ナ
ル
コ
ト
ハ
ナ
シ
。」
と
記
し
て
い
る
。

　

次
い
で
、
唐
人
屋
敷
を
訪
れ
そ
の
中
を
一
覧
し
、
中
国
船
の
船
主
ら
と
会
っ
て
い
る
。
そ
の

印
象
を
『
懐
旧
楼
筆
記
』
で
は
、「
漢
人
ノ
威
儀
、及
堂
室
ノ
形
状
、書
中
ニ
テ
了
シ
カ
タ
キ
者
、

今
ニ
シ
テ
目
撃
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
。
此
行
ノ
一
得
ナ
リ
。
但
シ
屋
宅
ハ
勿
論
、其
外
ノ
事
モ
、

我
邦
ノ
風
土
ニ
従
フ
コ
ト
多
シ
。
一
一
真
面
目
ニ
ハ
非
ル
ナ
リ
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
前
回
の
長
崎
行
で
は
実
現
し
な
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
と
唐
人
屋
敷
の
見

近世後期の儒者広瀬淡窓と長崎



五
〇

学
を
果
た
し
た
淡
窓
は
、『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
お
い
て

長
崎
ニ
再
ヒ
遊
フ
コ
ト
、
全
ク
両
館
ノ
為
メ
ナ
リ
。
此
遊
已
ニ
遂
ケ
タ
リ
。
此
後
又
遊
フ

ノ
期
ナ
カ
ラ
ン
。
之
ヲ
思
ヒ
テ
、
悲
喜
交
々
生
ス
。
貞マ

マ

助
罪
ヲ
得
ル
コ
ト
、
一
悲
ナ
リ
。

吉
沢
意
ヲ
得
ル
コ
ト
、
一
喜
ナ
リ
。
両
館
ノ
遊
ヒ
遂
ク
ル
ト
雖
モ
、
公
吏
傍
ニ
在
リ
、
優

遊
歓
晤
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
又
幸
中
ノ
不
幸
ナ
リ
。

と
述
べ
て
い
る
。
宿
志
を
遂
げ
た
淡
窓
が
、
吉
沢
の
厚
情
に
感
謝
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
記

述
で
あ
る
。

　

今
出
て
い
た
「
貞
助
罪
ヲ
得
ル
コ
ト
、
一
悲
ナ
リ
。」
は
春
禎
助
の
こ
と
で
あ
り
、
今
回
も

春
禎
助
と
は
会
っ
て
い
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
春
は
父
と
共
に
秋
帆
の
逮
捕
に
連
座
し
て
長
崎

奉
行
所
を
追
放
さ
れ
て
い
た
。
淡
窓
は
、
四
月
十
日
に
春
禎
助
を
訪
問
し
て
い
る
。『
懐
旧
楼

筆
記
』
で
は
、「
春
禎
助
ヲ
訪
フ
。
其
父
孫
次
郎
出
見
ユ
。
清
太
郎
モ
亦
来
レ
リ
。
談
話
時
ヲ

移
シ
テ
去
レ
リ
。
禎
助
父
子
、
近
年
罪
ヲ
得
テ
屏
居
ス
。
門
戸
寥
落
ト
シ
テ
、
雀
羅
ヲ
設
ク
ヘ

シ
。
嘆
息
ニ
タ
ヘ
サ
ル
所
ナ
リ
。」
と
記
し
、
そ
の
有
り
様
を
嘆
い
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時

に
は
山
本
晴
海
が
来
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

吉
沢
政
範
か
ら
の
対
外
情
勢
の
提
供

　

長
崎
再
遊
後
の
淡
窓
と
吉
沢
と
の
交
流
に
お
い
て
も
、
異
国
船
渡
来
の
情
報
が
提
供
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
四
月
に
大
村
・
長
崎
、
五
月
に
府
内
を
訪
れ
た
直
後
の
弘
化
二
年

七
月
の
情
報
を
『
懐
旧
楼
筆
記
』
か
ら
引
用
す
る
。

七
月
九
日
、
長
崎
吉
沢
祐マ

マ

之
進
ヨ
リ
来
書
ア
リ
。
英
夷
ノ
船
、
本
月
四
日
ヲ
以
テ
、
長
崎

ニ
着
シ
、
薪
水
ヲ
乞
フ
ト
ナ
リ
。
同
十
四
日
、
又
来
書
ア
リ
。
英
夷
ノ
乞
ニ
ヨ
リ
テ
、
薪

水
芻
餼
ノ
類
、
若
干
ヲ
上
ヨ
リ
賜
ハ
レ
リ
。
又
岸
ニ
上
ツ
テ
測
量
セ
ン
コ
ト
ヲ
乞
ヒ
シ
カ

ト
モ
、
許
シ
ナ
ク
シ
テ
、
既
ニ
去
レ
リ
ト
ソ
。

　

翌
三
年
六
月
・
七
月
に
も
吉
沢
か
ら
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
淡
窓
の
日
記
か
ら
引
用

す
る
（
27
）。

（
六
月
）

十
二
日　
　

…　

吉
沢
雄
之
進
書
至
。
報
蛮
船
至
琉
球
。〈
前
有
英
夷
船
。
載
十
餘
人
。

後
有
仏
蘭
西
船
二
。
一
載
五
百
人
。
一
載
三
百
人
。
其
故
未
詳
。〉

（
七
月
）

七
月
朔　
　

…　

吉
沢
氏
書
至
。
告
親
往
検
蛮
船
事
。〈
六
月
六
日
。
仏
朗
西
船
三
艘
至
。

一
載
四
百
六
十
人
。
一
二
百
五
十
人
。
一
百
七
十
人
。
船
主
号
大
総
兵
。
載
砲
五
十
八
。

及
諸
兵
器
。
自
琉
球
回
。
有
請
於　

我
。
既
而
不
待
報
而
発
。
吉
沢
奉
鎮
台
命
。
親
詣
其

船
而
応
接
焉
。〉

七
月
一
日
条
か
ら
は
、
長
崎
奉
行
所
の
命
に
よ
り
、
吉
沢
が
異
国
船
の
応
接
に
当
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
吉
沢
政
範
か
ら
も
淡
窓
に
最
新
の
対
外
情
勢
が
伝
達
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

　

こ
の
小
稿
で
は
、
広
瀬
淡
窓
と
江
戸
時
代
唯
一
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
窓
口
だ
っ
た
長
崎
と
の

関
係
に
着
目
し
た
。
そ
の
分
析
の
視
点
と
し
て
、
長
崎
出
身
の
咸
宜
園
門
下
生
、
具
体
的
に
は

高
島
秋
帆
門
弟
で
も
あ
っ
た
春
禎
助
・
山
本
晴
海
、
ま
た
、
も
と
日
田
代
官
所
属
吏
で
、
後
に

江
戸
幕
府
の
徒
士
と
な
っ
た
吉
沢
政
範
（
一
時
期
出
役
と
し
て
長
崎
奉
行
所
与
力
で
あ
っ
た
）

に
焦
点
を
当
て
た
。
春
禎
助
・
山
本
晴
海
に
は
、
淡
窓
の
一
回
目
の
長
崎
行
で
高
配
を
受
け
た

こ
と
、
淡
窓
の
詩
集
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
へ
の
中
国
人
の
序
や
評
語
の
周
旋
に
与
っ
た
こ
と
を
論

述
し
た
。
ま
た
、
吉
沢
政
範
に
つ
い
て
は
そ
の
尽
力
で
、
二
回
目
の
長
崎
行
に
お
い
て
オ
ラ
ン

ダ
商
館
・
唐
人
屋
敷
の
見
学
と
い
う
淡
窓
の
宿
願
が
叶
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
論
述
し
た
。

さ
ら
に
は
、
春
・
山
本
・
吉
沢
に
共
通
し
て
、
淡
窓
は
長
崎
を
通
じ
た
対
外
情
勢
の
提
供
を
受

け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

本
稿
で
考
察
し
た
淡
窓
と
春
禎
助
・
山
本
晴
海
、
淡
窓
と
吉
沢
政
範
と
の
交
流
は
、
従
来
ほ

と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
殊
に
、
淡
窓
と
吉
沢
政
範
と
の
交
流
は
、

全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
、
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
れ

ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
問
題
を
、
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

そ
れ
は
ま
た
、
日
田
に
在
り
な
が
ら
対
外
情
勢
を
注
視
し
て
い
た
淡
窓
が
、
そ
の
情
報
収
集
に

力
を
傾
注
し
て
い
た
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注（
１
）　

増
補
淡
窓
全
集
上
巻
所
収
、
思
文
閣
、
一
九
七
一
年
復
刻
。
な
お
、
同
全
集
で
は
す

べ
て
句
点
で
あ
る
が
、
読
解
の
便
宜
上
、
一
部
句
点
を
読
点
に
改
め
た
。
以
下
で
の

マ
マ



五
一

引
用
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
２
）　

増
補
訂
正
版
、
第
一
出
版
協
会
、
一
九
三
七
年
。

（
３
）　

第
一
出
版
協
会
、
一
九
四
二
年
。

（
４
）　

人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。

（
５
）　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

（
６
）　

杉
本
勲
編
『
九
州
天
領
の
研
究
―
日
田
地
方
を
中
心
と
し
て
―
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
六
年
）
本
編
第
三
章
第
二
節
。

（
７
）　

田
本
政
宏
「
広
瀬
淡
窓
と
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
」（『
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究

紀
要
』
五
、二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
８
）　
『
武
士
と
開
国
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年
）
第
四
部
。

（
９
）　

中
国
書
店
、
一
九
八
九
年
。

（
10
）　

淡
窓
の
日
記
・『
懐
旧
楼
筆
記
』・『
入
門
簿
』（
増
補
淡
窓
全
集
下
巻
所
収
、
思
文
閣
、

一
九
七
一
年
復
刻
）
で
「
長
崎
人
」
と
す
る
人
物
を
数
え
る
と
、
五
十
三
名
い
る
。

こ
の
中
、
天
保
二
年
か
ら
七
年
ま
で
の
入
門
者
は
塾
主
が
旭
荘
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
そ
の
時
期
も
含
め
た
。

（
11
）　

淡
窓
の
日
記
の
文
政
十
一
年
十
月
四
日
条
（『
欽
斎
日
暦
』〈
増
補
淡
窓
全
集
中
巻
所

収
、
思
文
閣
、
一
九
七
一
年
復
刻
〉
巻
二
）
に
「
矢
上
行
助
自
長
崎
至
来
訪
。」
と

あ
り
、
そ
の
五
日
後
の
十
月
九
日
条
（
同
前
）
に
「
矢
上
行
助
所
齎
四
部
書
。
渉
猟

略
畢
。
黄
葉
村
荘
詩
集
〈
清
呉
之
振
孟
挙
著　

…　

〉
石
湖
艸
堂
集
〈
清
鍾
士
鉉
士

雅
著
。　

…　

〉
本
朝
文
読
〈　

…　

此
為
袁
簡
斎
文
集　

…　

〉
白
華
前
稿
〈
清

呉
省
欽
冲
之
著
。　

…　

〉」（〈
〉
内
は
割
注
、
本
稿
で
は
以
下
同
様
）
と
あ
る
。

（
12
）　

春
・
山
本
・
福
田
の
入
門
に
つ
い
て
は
、『
入
門
簿
』
参
照
。
日
田
の
広
瀬
家
に
あ

る
広
瀬
先
賢
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
入
門
簿
』
は
、CD

-RO
M

『
咸
宜
園
入
門
簿　

第
四
版　

hyperlink

版
』（
日
野
兄
弟
会
、
二
〇
一
一
年
）
に
、
写
真
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。『
入
門
簿
』
に
は
、
福
田
（
二
十
三
歳
）
山
本
（
二
十
六
歳
）
は
入
門
時

の
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
春
の
そ
れ
に
は
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、

福
田
・
山
本
の
紹
介
者
荒
木
伝
二
は
、
日
記
の
文
政
十
二
年
十
月
六
日
条
（『
欽
斎

日
暦
』
巻
四
）
に
「
伝
次
来
。
介
長
崎
人
山
本
清
太
郎
、
福
田
猶
之
進
入
門
。」
と

あ
る
の
で
、
こ
の
「
伝
次
」
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
13
）　

山
本
晴
海
の
在
塾
期
間
は
淡
窓
の
日
記
で
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
他
、
中
野
範
『
咸

宜
園
出
身
八
百
名
略
伝
集
』（
広
瀬
先
賢
顕
彰
会
、
一
九
七
四
年
、CD

-RO
M

『
咸

宜
園
入
門
簿　

第
四
版　

hyperlink

版
』〈
日
野
兄
弟
会
、
二
〇
一
一
年
〉
に
も
写

真
版
で
収
載
さ
れ
て
い
る
）
参
照
。

（
14
）　 『
醒
斎
日
暦
』（
増
補
淡
窓
全
集
下
巻
所
収
）
巻
五
。

（
15
）　
『
懐
旧
楼
筆
記
』
の
天
保
三
年
二
月
二
十
五
日
の
項
に
「
二
十
五
日
、
長
崎
高
島
四

郎
大
夫
ヨ
リ
来
書
ア
リ
。
清
人
遠
思
楼
詩
集
ノ
序
二
篇
ヲ
寄
セ
タ
リ
。
一
ハ
顧
蒓
、

二
ハ
韓　

ナ
リ
。
皆
彼
中
ノ
名
家
ニ
シ
テ
、
シ
カ
モ
韓
ハ
高
位
ノ
人
ナ
リ
。
沈
萍
香

西
帰
ノ
時
、
我
集
ヲ
持
チ
帰
リ
、
題
言
ヲ
乞
得
タ
ル
由
ナ
リ
。
其
真
贋
知
ル
ヘ
カ
ラ

ス
。
故
ニ
吾
家
ニ
蔵
ス
ト
雖
モ
、
世
上
ニ
伝
ヘ
ス
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
沈
萍
香
と

頼
山
陽
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
中
野
三
敏
「
邦
人
法
帖
（
二
）
―
『
三
十
六
峰
山

陽
外
史
遺
墨
』」（『
和
本
の
海
へ
―
豊
饒
の
江
戸
文
化
―
』〈
角
川
選
書
、
二
〇
〇
九

年
〉
所
収
）
参
照
。

（
16
）　

こ
の
書
簡
は
田
本
氏
が
前
掲
注
（
７
）
論
文
で
、
引
用
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
は
引
用
を
割
愛
す
る
。
な
お
、
こ
の
書
簡
は
近
年
刊
行
さ
れ
た
井
上
敏
幸
監
修
・

大
野
雅
之
編
集
『
廣
瀬
淡
窓　

資
料
集　

書
簡
集
成
』（
大
分
県
先
哲
叢
書
、
大
分

県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
）
二
七
六
頁
に
翻
刻
さ
れ
た
。
同
書
簡
は
長
寿
吉
・

小
野
精
一
編
『
広
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
三
年
）
二
四
二

頁
に
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
広
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』
掲
載
の
そ
れ
に

は
大
幅
な
省
略
の
あ
っ
た
こ
と
が
、『
廣
瀬
淡
窓　

資
料
集　

書
簡
集
成
』
の
刊
行

に
よ
っ
て
わ
か
る
。

（
17
）　

高
島
秋
帆
に
つ
い
て
は
、
石
山
滋
夫
『
評
伝
高
島
秋
帆
』（
葦
書
房
、
一
九
八
六
年
）

参
照
。
ま
た
、
徳
丸
原
の
演
習
に
つ
い
て
は
、
坂
本
保
富
「
武
州
徳
丸
原
操
練
に
参

加
し
た
高
島
秋
帆
門
人
―
既
知
史
料
の
吟
味
と
新
史
料
の
紹
介
に
よ
る
比
較
検
討

―
」（『
研
究
報
告
書
』
五
、
信
州
大
学
教
育
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
坂
本
保
富
研

究
室
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
参
照
。
坂
本
氏
は
関
係
史
料
五
点
の
内
容
を
比
較
検
討

し
て
、
秋
帆
の
門
人
の
中
で
当
日
参
加
が
確
実
視
で
き
る
者
と
し
て
、
秋
帆
父
子
を

含
め
て
八
十
二
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
春
と
山
本
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
18
）　

旭
荘
の
長
崎
訪
問
は
、
天
保
六
年
三
月
以
来
の
こ
と
に
な
り
、
そ
の
時
も
高
島
秋
帆
・

近世後期の儒者広瀬淡窓と長崎



五
二

春
禎
助
・
山
本
晴
海
と
対
面
し
て
い
る
。
旭
荘
の
天
保
六
年
・
同
十
三
年
の
長
崎
訪

問
に
つ
い
て
は
、『
日
間
瑣
事
備
忘
』（『
広
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
一
・
二
、
思
文
閣

出
版
、
一
九
八
二
年
）
及
び
前
掲
『
懐
旧
楼
筆
記
』
参
照
。

（
19
）　
『
廣
瀬
淡
窓　

資
料
集　

書
簡
集
成
』
三
六
九
頁
。
こ
の
書
簡
も
、
田
本
氏
が
前
掲

注
（
７
）
論
文
に
お
い
て
注
目
さ
れ
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
引
用
を
割

愛
す
る
。

（
20
）　

旭
荘
の
日
記
は
前
掲
『
日
間
瑣
事
備
忘
』（『
広
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
二
）
所
収
、

『
梅
墩
詩
鈔
二
編
』『
梅
墩
詩
鈔
三
編
』
は
『
詩
集
日
本
漢
詩
』
十
一
（
汲
古
書
院
、

一
九
八
七
年
）
所
収
。
ま
た
、
前
掲
石
山
滋
夫
『
評
伝
高
島
秋
帆
』
に
拠
る
。
な
お
、

『
評
伝
高
島
秋
帆
』
の
春
禎
助
の
履
歴
の
説
明
に
は
出
典
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

こ
れ
ら
が
何
に
出
て
く
る
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
不
詳
。

（
21
）　
『
再
修
録
』（
増
補
淡
窓
全
集
下
巻
所
収
）
巻
十
二
。

（
22
）　

劉
石
舟
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
前
掲
中
野
範
『
咸
宜
園
出
身
八
百
名
略
伝
集
』（
広

瀬
先
賢
顕
彰
会
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

（
23
）　

東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
。

（
24
）　

徒
士
は
組
で
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
吉
沢
は
十
五
番
組
に
属
し
そ
の
組
屋
敷
に
生
ま

れ
た
赤
松
則
良
は
、「
天
保
六
年
〔
一
八
三
五
年
〕
に
幕
府
の
御
徒
士
に
召
抱
へ
ら
れ
、

多
年
の
望
の
如
く
直
参
の
士
と
な
っ
た
。」
と
父
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
25
）　

旭
荘
と
吉
沢
の
江
戸
に
お
け
る
交
流
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
日
間
瑣
事
備
忘
』（『
広

瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
二
参
照
。

（
26
）　

ピ
ー
テ
ル
＝
ア
ル
ベ
ル
ト
＝
ビ
ク
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
在
任
期
間
は
「1842.11

‐1845.10.31

」（「
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
一
覧
」〈『
国
史
大
辞
典
』
二
、吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
〇
年
〉
に
拠
る
）。

（
27
）　 『
進
修
録
』（
増
補
淡
窓
全
集
下
巻
所
収
）
巻
十
一
・
十
二
。



五
三

廣
瀬
敬
四
郎
と
「
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
」
に
つ
い
て

溝
　
田
　
直
　
己

は
じ
め
に　

　

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
、
廣
瀬
淡
窓
の
末
弟
で
あ

る
廣
瀬
旭
荘
の
没
後
一
五
〇
年
記
念
の
特
別
展｢

廣
瀬
旭
荘 

―
東
遊 

大
坂 

池
田
―｣

を
開
催
し

た
。
そ
の
後
、
こ
の
特
別
展
が
契
機
と
な
っ
て
旭
荘
の
四
男
・
廣
瀬
敬
四
郞
の
ご
子
孫
で
あ
る

廣
瀬
敬
一
氏
か
ら
、
日
田
市
に
対
し
て
旭
荘
と
敬
四
郞
を
中
心
と
す
る
貴
重
な
史
資
料
を
ご
寄

託
い
た
だ
い
た
。

　

廣
瀬
旭
荘
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
五
月
一
七
日
に
豊
後
国
日
田
郡
豆
田
町
魚
町
の
廣
瀬

宗
家
第
五
世
の
三
郎
右
衛
門
貞
恒
（
長
春
庵
桃
秋
）
と
母
ユ
イ
の
八
男
と
し
て
生
ま
れ
、
咸
宜

園
を
開
い
た
淡た

ん
そ
う窓

や
廣
瀬
宗
家
第
六
世
を
継
い
だ
久き

ゅ
う
べ
え

兵
衛
の
末
弟
に
あ
た
る
。

　

旭
荘
は
長
兄
・
淡
窓
と
二
五
歳
差
、
次
兄
・
久
兵
衛
と
は
一
七
歳
と
年
齢
の
離
れ
て
お
り
、

旭
荘
は
名
を
謙
、
通
称
を
謙
吉
、
字
は
吉
甫
と
い
っ
た
。
初
め
は
秋
邨
と
号
し
て
、
次
い
で
旭

荘
や
梅ば

い
と
ん墩

と
名
乗
っ
て
い
る
。
の
ち
に
秋
邨
の
号
に
つ
い
て
は
旭
荘
の
弟
子
の
一
人
で
あ
っ
た

柴
六
郞
（
柴
秋
邨
）
に
譲
っ
て
い
る
。

　

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
、
旭
荘
が
一
七
歳
の
時
に
淡
窓
の
養
子
と
な
り
、
咸
宜
園
の
塾
政

の
補
佐
を
し
て
い
た
。
二
二
歳
の
時
に
は
一
時
、
豊
前
浮う

き
で
ん殿

（
大
分
県
宇
佐
市
周
辺
）
で
開
塾

し
、
翌
年
に
は
淡
窓
に
代
わ
っ
て
、
肥
前
田
代
の
対
馬
藩
校
・
東
明
館
で
教
授
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
旭
荘
二
四
歳
の
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
、
淡
窓
が
隠
居
を
し
て
自
身
の
勉
学
に

専
念
す
る
こ
と
、
淡
窓
自
身
が
長
福
寺
学
寮
に
お
い
て
教
授
を
始
め
た
年
齢
と
旭
荘
が
同
じ
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
塾
政
を
旭
荘
に
譲
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
旭
荘
が
新
塾
主
と
し
て
就
任
し
た
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
、
塩し

お
の
や
だ
い
し
ろ
う

谷
大
四
郞
日
田

代
官
（
の
ち
に
西
国
筋
郡
代
に
昇
格
）
よ
り｢

官か
ん
ぷ府

の
難な

ん｣

と
呼
ば
れ
る
咸
宜
園
へ
の
教
育
介
入

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
塾
主
で
あ
る
旭
荘
と
そ
れ
を
支
え
た
淡
窓
に
と
っ
て
、
苦
し
い

状
況
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

結
果
と
し
て
、
こ
の｢

官
府
の
難｣

は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
、
幕
命
で
塩
谷
代
官
が
江

戸
へ
戻
る
ま
で
続
い
た
。
そ
し
て
旭
荘
は
塾
主
就
任
以
前
か
ら
抱
い
て
い
た
上
方
（
京
都
や
大

坂
な
ど
）
へ
の
遊
学
の
思
い
を
果
た
す
た
め
、
翌
天
保
七
年
四
月
、
三
〇
歳
の
時
に
日
田
を
発

ち
、
堺
へ
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
以
後
、
旭
荘
は
堺
に
二
年
、
大
坂
に
前
後
二
〇
年
、
江
戸
に
三
年
ほ
ど
滞
在
し
て
、
私

塾
を
開
き
教
授
に
務
め
る
。
ま
た
旭
荘
は
病
弱
で
あ
っ
た
兄
・
淡
窓
と
は
異
な
り
、
そ
の
行
動

範
囲
は
と
て
も
広
く
、
日
本
各
地
に
そ
の
足
を
延
ば
し
お
り
、
様
々
な
文
人
墨
客
と
交
流
を
持

っ
て
い
る
。　

　

九
州
で
は
亀
井
昭
陽
、
樺
島
石
梁
、
古
賀
穀
堂
、
草
場
佩
川
、
中
国
地
方
で
は
、
菅
茶
山
、

頼
杏
坪
、
村
田
清
風
な
ど
が
い
る
。

　

最
も
長
く
過
ご
し
た
大
坂
で
は
篠
崎
小
竹
、
藤
澤
東
畡
、
那
波
網
川
、
後
藤
松
陰
、
安
藤
秋

里
、
間
瀬
松
響
、
篠
崎
訥
堂
、
田
能
村
小
虎
（
直
入
）
、
奥
野
小
山
、
橋
本
香
坡
、
廣
瀬
筑

梁
、
菊
池
渓
琴
、
池
内
陶
所
、
松
林
飯
山
、
釈
龍
譲
、
月
性
、
新
宮
凉
廷
、
秋
元
秀
蔵
、
緒

方
洪
庵
、
岡
部
玄
民
、
小
田
海
僊
、
中
西
耕
石
、
小
林
石
峰
、
田
中
秋
亭
、
北
尾
墨
香
（
備

禹
）
、
手
塚
春
波
（
称
太
兵
衛
）
・
呉
北
渚
（
肥
前
屋
又
兵
衛
）
・
坂
上
九
山
（
平
野
屋
甚
左

衛
門
）
・
藤
井
藍
田
（
綿
屋
右
衛
門
）
・

高
松
舫
洲
（
白
粉
屋
長
左
衛
門
）
・
頼
左

采
眞
、
鴻
池
善
右
衛
門
な
ど
が
い
る
。

　

江
戸
で
は
羽
倉
簡
堂
、
松
崎
慊
堂
、
佐

藤
一
斎
・
古
賀
侗
庵
、
林
述
斎
・
林
復

斎
・
林
檉て

い
う宇

、
岡
本
花
亭
・
朝
川
善
庵
・

坪
井
誠
軒
・
井
上
総
州
・
筒
井
鑾
渓
、
安

積
艮
斎
・
斉
藤
拙
堂
・
大
槻
磐
渓
・
野
田

笛
浦
・
沢
熊
山
・
梁
川
星
巌
・
菊
池
五

山
・
塩
谷
弘
蔵
・
佐
久
間
象
山
な
ど
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
、
旭
荘
は
多
く
の

文
人
と
交
流
し
て
い
た
（
１
）
。

　

こ
の
よ
う
な
江
戸
後
期
を
代
表
す
る
文

人
墨
客
と
旭
荘
が
交
流
し
て
い
た
こ
と

は
、
従
来
よ
り
旭
荘
の
日
記
や
随
筆
な
ど

か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
今
回
新
た
に
発

見
さ
れ
た
旭
荘
の
四
男
で
あ
る
廣
瀬
敬
四

塩谷大四郎肖像画・廣瀬旭荘肖像画

（公益財団法人廣瀬資料館蔵）

廣瀬敬四郎と「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」について



五
四

郎
家
に
は
特
に
大
坂
の
文
人
ら
と
関
わ
り
の
あ
る
資
料
が
多
く
伝
わ
っ
て
い
た
。

　

本
稿
で
は
従
来
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
廣
瀬
敬
四
郎
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
日
田
市
に
寄
託
い
た
だ
い
た
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
に
関
わ
る
資
料
群
で
あ
る
「
廣
瀬
旭

荘
・
敬
四
郎
文
庫
」
の
概
要
と
文
末
で
は
資
料
の
中
か
ら
「
御
遺
置
書
付
之
写
」
と
「
御
教
戒

会
書
」
を
翻
刻
し
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
　
廣
瀬
敬
四
郎
に
つ
い
て

旭
荘
の
婚
姻
歴
（
敬
四
郎
誕
生
以
前
）

　

旭
荘
は
生
涯
で
五
度
の
結
婚
を
し
て
い
る
。
最
初
は
文
政
一
三
年
（
天
保
元
年
＝

一
八
三
〇
）
一
一
月
に
筑
後
国
生
葉
郡
朝
田
村(

福
岡
県
う
き
は
市)

の
足
立
ア
サ
と
結
婚
で
あ

る
（
２
）
。
し
か
し
、
旭
荘
の
「
直
情
径
行
」
な
性
格
が
原
因
だ
っ
た
の
か
、
天
保
三
年
に
は

離
縁
し
て
い
る
（
３
）
。

　

二
番
目
の
妻
・
合
原
松
と
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
一
一
月
に
結
婚
し
て
い
る

（
４
）
。
松
は
筑
後
国
吉
木
村(

現
・
久
留
米
市
草
野
町
吉
木)

の
若
宮
八
幡
宮
の
合
原
氏
の
娘

で
あ
っ
た
。
旭
荘
は
松
と
の
間
に
二
男
一
女
を
も
う
け
る
が
、
長
男
の
孝
之
助
（
の
ち
の
廣
瀬

林
外
）
以
外
は
幼
く
し
て
夭
逝
し
て
い
る
（
５
）
。
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
に
大
坂
を
中

心
に
活
動
し
て
い
た
旭
荘
は
居
を
江
戸
に
移
し
て
、
翌
年
の
天
保
一
五
年
に
妻
・
松
を
江
戸
に

呼
び
寄
せ
た
が
、
松
は
病
に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
江
戸
で
死
別
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
６
）
。

こ
の
時
、
松
は
ま
だ
二
九
歳
で
あ
っ
た
。
旭
荘
は
松
へ
の
懺
悔
と
哀
悼
の
思
い
を
し
た
た
め
た

『
追
思
録
』
を
書
き
上
げ
、
日
田
に
残
し
た
息
子
・
孝
之
助
に
送
っ
て
い
る
（
７
）
。

　

松
を
亡
く
し
た
翌
年
で
あ
る
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
、
周
囲
か
ら
の
勧
め
も
あ
り
、
旭
荘

は
信
濃
国
向
関
の
平
野
敬
と
三
度
目
の
結
婚
を
す
る
こ
と
に
な
る
（
８
）
。
江
戸
か
ら
大
坂

へ
帰
っ
て
き
た
旭
荘
は
、
敬
と
の
間
に
三
男
・
忠
三
郎
が
誕
生
す
る
が
（
９
）
、
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
七
月
に
離
婚
し
て
い
る
（
10
）
。
そ
の
後
、
日
田
で
養
育
さ
れ
て
い
た
忠
三
郎

も
五
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
（
11
）
。

　

再
び
独
身
と
な
っ
た
旭
荘
を
心
配
し
た
兄
・
久
兵
衛
は
妻
帯
を
勧
め
、
大
坂
の
友
人
や
門
下

生
ら
も
旭
荘
の
結
婚
の
世
話
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
様
々
な
縁
談
の
話
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た

様
子
が
旭
荘
の
日
記
か
ら
見
て
と
れ
る
（
12
）
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
、
最
終
的
に
は

門
下
生
の
藤
井
藍
田
が
紹
介
し
た
播
磨
国
姫
路
の
播
磨
屋
の
木
村
（
山
名
）
瑛
子
と
四
度
目

の
結
婚
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
13
）
。
こ
の
瑛
子
が
廣
瀬
敬
四
郎
の
母
と
な
る
人
物
で
あ

る
。
旭
荘
は
瑛
子
と
の
間
に
次
女
の
信
子
を
も
う
け
る
が
、
生
後
二
ヶ
月
で
亡
く
な
っ
て
い
る

（
14
）
。
そ
し
て
結
局
、
旭
荘
は
瑛
子
と
も
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
五
月
に
離
婚
す
る
こ
と

に
な
っ
た
（
15
）
。
こ
の
時
、
瑛
子
は
四
男
・
敬
四
郎
を
す
で
に
身
籠
も
っ
て
い
た
が
、
旭
荘

の
日
記
を
見
る
限
り
、
旭
荘
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

瑛
子
と
離
縁
し
た
翌
月
で
あ
る
嘉
永
四
年
六
月
、
旭
荘
は
日
田
へ
帰
省
し
て
い
る
（
16
）
。

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
以
来
、
旭
荘
は
淡
窓
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
元
の
弟
に
復

し
、
代
わ
り
に
旭
荘
の
長
男
で
あ
る
孝
之
助
を
淡
窓
の
養
子
と
し
て
い
る
（
17
）
。

　

嘉
永
四
年
九
月
一
八
日
、
再
び
日
田
か
ら
大
坂
へ
向
か
っ
た
旭
荘
は
、
長
府
（
現
・
山
口
県

下
関
市
）
に
立
ち
寄
り
、
最
後
の
妻
と
な
る
清
水
瀧
と
の
婚
儀
を
進
め
て
、
瀧
を
連
れ
て
大
坂

へ
向
か
っ
て
い
る
（
18
）
。
大
坂
へ
戻
っ
た
旭
荘
は
前
妻
で
あ
る
瑛
子
が
敬
四
郎
を
生
ん
だ
こ

と
を
知
り
、
引
き
取
っ
て
育
て
る
こ
と
に
し
た
（
19
）
。

　

清
水
瀧
と
の
間
に
は
二
男
一
女
を
も
う
け
て
い
る
が
、
三
女
の
義
子
は
夭
逝
、
敬
四
郎
の
異

母
弟
と
な
る
五
男
・
正
吉
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
一
月
一
六
日
に
大
坂
で
、
六
男
・
龍
吉

は
文
久
二
年
五
月
二
〇
日
に
日
田
で
生
ま
れ
て
お
り
、
の
ち
に
敬
四
郎
・
正
吉
・
龍
吉
の
三
兄

弟
は
共
に
、
兄
で
あ
る
廣
瀬
林
外
の
咸
宜
園
で
学
ん
で
い
る
。

敬
四
郎
誕
生

　

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一
〇
月
一
七
日
、
先
述
し
た
と
お
り
、
廣
瀬
敬
四
郎
（
幼
名
・
仁

四
郞
）
は
旭
荘
と
四
番
目
の
妻
・
瑛
子
と
の
間
に
四
男
と
し
て
、
生
ま
れ
た
。
敬
四
郎
の
子
孫

家
に
伝
わ
る
敬
四
郎
の
履
歴
書
で
は
、
摂
津
国
西
成
郡
淡
路
町
の
生
ま
れ
と
あ
る
が
、
敬
四
郎

が
生
ま
れ
た
時
に
は
も
う
す
で
に
旭
荘
と
瑛
子
は
離
縁
し
て
お
り
、
敬
四
郎
は
瑛
子
の
実
家
で

廣瀬敬四郎肖像写真（明治 10 年頃）
※敬四郎は後方左の人物

「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」
（個人蔵 日田市寄託）



五
五

あ
る
姫
路
で
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
。

　

敬
四
郎
が
生
ま
れ
る
前
後
、
旭
荘
は
山
口
に
滞
在
し
て
お
り
、
最
後
の
妻
と
な
る
清
水
瀧
と

の
婚
儀
が
進
め
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
旭
荘
は
瀧
を
連
れ
て
大
坂
へ
戻
っ
た
の

ち
、
敬
四
郎
を
引
き
取
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
旭
荘
と
共
に
暮
ら
し
た
場
所
が
淡
路
町
で
あ

っ
た
た
め
、
敬
四
郎
の
履
歴
書
に
は｢

摂
津
国
西
成
郡
淡
路
町｣

と
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

旭
荘
と
継
母
で
あ
る
瀧
に
引
き
取
ら
れ
た
敬
四
郎
は
、
二
人
の
元
で
成
長
し
て
い
く
。
初
め

に
暮
ら
し
た
の
は
、
旭
荘
が
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
か
ら
住
ん
で
い
た
淡
路
町
津
村
北
之

坊(

淡
路
町
御
霊
祠
畔
西
折
処
南
畔)

で
あ
る
（
20
）
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
一
二
月
か
ら

は
、
旭
荘
の
随
筆
『
九
桂
草
堂
随
筆
』
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
伏
見
町
心
斎
橋
東
入
北
側
の

｢

九
桂
草
堂｣

で
暮
ら
し
て
い
る
（
21
）
。
家
族
で
は
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
六
月
一
一

日
、
妹
の
義
子
（
旭
荘
三
女
）
が
生
ま
れ
る
が
、
同
年
一
二
月
二
二
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る

（
22
）
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
一
月
一
六
日
、
弟
の
正
吉
（
旭
荘
五
男
）
が
で
生
ま
れ
て

い
る
（
23
）
。

敬
四
郎 

初
め
て
の
日
田　

　

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
、
旭
荘
一
家
は
大
坂
で
暮
ら
し
て
い
た
が
、
上
方
の
情
勢
が
不
安

定
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
一
度
日
田
へ
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
り
（
24
）
、
敬
四
郎
も
日
田
の
地

を
初
め
て
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
一
二
月
、
旭
荘
は
会
所
山
の
山
陰
（
日
田
市
日
高

町
）
に
「
雪
来
館
」
と
い
う
建
物
を
新
築
し
、
そ
こ
に
閑
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
25
）
。
こ

の
頃
か
ら
旭
荘
は
「
雪
来
」
と
い
う
号
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
漢
詩
な
ど
に

「
雪
来
」
の
号
が
散
見
さ
れ
る
。

　

し
か
し
旭
荘
は
大
坂
へ
の
思
い
が
強
か
っ
た
の
か
、
翌
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
〇
月
、

再
び
一
家
で
大
坂
へ
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
（
26
）
。
こ
の
た
め
敬
四
郎
の
初
め
て
の
日
田
で
の

生
活
は
一
年
半
ほ
ど
で
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

父
・
旭
荘
亡
く
な
る

　

大
坂
へ
戻
っ
た
旭
荘
一
家
で
あ
っ
た
が
、
儒
学
者
の
池
内
陶
所
や
家
里
松
嶹
が
尊
皇
攘
夷
の

過
激
派
か
ら
殺
害
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
旭
荘
が
病
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
門
下
生
か
ら
居

を
移
す
こ
と
を
強
く
勧
め
ら
れ
た
（
27
）
。
そ
こ
で
長
年
住
ん
だ
大
坂
の
地
を
離
れ
、
池
田

（
大
阪
府
池
田
市
）
へ
転
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
28
）
。

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
六
月
一
日
、
旭
荘
は
転
居
の
準
備
を
終
え
、
慣
れ
親
し
ん
だ
大
坂

の
地
を
離
れ
、
池
田
へ
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
（
29
）
。
こ
の
日
は
旭
荘
の
門
下
生
で
あ
っ
た

鼎
金
城
（
画
家
、
旭
荘
に
経
学
・
詩
文
を
学
ぶ
）
の
葬
儀
が
あ
っ
た
た
め
、
葬
儀
の
の
ち
に
敬

四
郎
と
門
下
生
の
森
秀
三
（
光
吉
文
龍
）
と
共
に
池
田
の
新
居
へ
向
か
っ
て
い
る
。

　

住
居
は
伊
居
太
神
社
（
大
阪
府
池
田
市
綾
羽
）
近
く
の
「
宮
の
下
」
に
家
を
借
り
て
お
り
、

六
月
二
日
に
家
に
入
っ
て
い
る
。
旭
荘
の
池
田
に
お
け
る
生
活
は
病
に
悩
ま
さ
れ
る
日
々
で
あ

っ
た
。
池
田
で
は
塾
を
開
き
新
た
な
門
下
生
を
と
る
こ
と
も
な
く
、
池
田
に
移
居
し
て
か
ら
二

ヶ
月
半
ほ
ど
経
っ
た
八
月
一
七
日
の
朝
五
ツ
時
（
午
前
八
時
頃
）
、
旭
荘
は
五
七
歳
で
亡
く
な

っ
た
（
30
）
。

　

池
田
へ
転
居
す
る
前
後
の
記
録
と
し
て
、
森
秀
三
が
書
き
残
し
た
『
旭
荘
公
（
翁
）
逝
去
前

後
ノ
日
誌
』
が
あ
る
。
こ
の
記
録
に
は
旭
荘
の
亡
く
な
る
前
後
の
動
静
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
敬
四
郎
の
姿
も
見
え
る
。

　

旭
荘
が
亡
く
な
っ
た
後
、
門
下
生
の
間
で
墓
所
の
相
談
を
し
て
お
り
、
旭
荘
が
長
年
住
ん
だ

大
坂
へ
の
埋
葬
を
藤
井
藍
田
や
行
徳
玉
江
ら
が
主
張
し
た
。
結
果
と
し
て
、
天
王
寺
（
大
阪
市

天
王
寺
区
茶
臼
山
）
に
あ
る
邦
福
寺
（
現
・
統
國
寺
）
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

際
、
旭
荘
が
生
前
に
使
っ
て
い
た
水
晶
の
印
や
朱
肉
入
れ
、
硯
、
蝋
石
製
文
鎮
、
眼
鏡
な
ど
の

遺
愛
品
が
納
め
ら
れ
た
。
ま
た
府
内
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
谷
口
惣
助
か
ら
旭
荘
の
病
状
が
重
篤
で

あ
る
手
紙
を
受
け
取
っ
た
林
外
は
、
日
田
よ
り
大
坂
へ
か
け
つ
け
た
が
、
旭
荘
の
臨
終
に
は
間

に
合
わ
な
か
っ
た
。

　

旭
荘
が
亡
く
な
っ
た
後
、
残
さ
れ
た
妻
の
瀧
や
敬
四
郎
は
弟
で
あ
る
正
吉
・
龍
吉
と
共
に
日

田
へ
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
31
）
。
日
田
に
帰
っ
て
き
た
の
ち
、
旭
荘
遺
族
ら
は
中
洲

（
日
田
市
中
之
島
町
）
で
生
活
し
て
い
る
（
32
）
。
か
つ
て
こ
の
中
洲
に
は
、
旭
荘
が
梅
を
植

え
て
梅
林
に
し
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
旭
荘
が
日
田
を
あ
と
に
す
る
際
、
五
岳
に
託
し
た

と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
敬
四
郎
を
初
め
と
す
る
旭
荘
遺
族
は
こ
こ
に
住
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

咸
宜
園
入
塾

　

旭
荘
が
亡
く
な
っ
た
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
、
敬
四
郎
は
、
一
三
歳
で
あ
っ
た
。
家
族
で

引
き
上
げ
て
き
た
翌
年
、
敬
四
郎
は
咸
宜
園
に
入
塾
し
た
よ
う
で
あ
る
。
敬
四
郎
の
入
門
簿
が

残
っ
て
い
な
い
た
め
、
正
確
な
入
門
時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
、
敬
四
郎
の
兄
で
あ
る
廣
瀬
林
外

の
日
記
の
文
久
四
年
（
元
治
元
年
＝
一
八
六
四
）
一
月
九
日
条
に
「
仁
四
郎
入
塾
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
頃
に
正
式
に
入
塾
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
四
月

廣瀬敬四郎と「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」について



五
六

の
月
旦
評
で
は
「
甚
（
仁
）
四
郎
」
の
名
で
、
二
権
五
級
上
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
四
月
の
月
旦
評
に
は
敬
四
郎
の
名
で
三
権
八
級
下
に
昇
級
し
て
い
る
の
が
確

認
で
き
る
。

　

ま
た
林
外
の
日
記
か
ら
、
慶
応
二
年
八
月
四
日
に
幼
名
の
仁
四
郎
か
ら
敬
四
郎
に
改
名
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
も
咸
宜
園
の
職
任
の
う
ち
、
東
塾
長
や
司
計
、
権
舎
長
な
ど
を

務
め
て
い
る
（
33
）
。

　

敬
四
郎
の
兄
弟
た
ち
も
咸
宜
園
に
入
塾
し
て
お
り
、
正
吉
の
入
門
年
は
不
明
だ
が
、
慶
應
二

年
四
月
の
月
旦
評
で
は
無
級
に
名
が
み
え
る
の
で
、
慶
應
二
年
三
月
頃
に
は
入
門
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
明
治
四
年
の
月
旦
評
で
は
四
級
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

一
番
下
の
弟
で
あ
る
龍
吉
に
つ
い
て
は
、
入
門
簿
が
残
っ
て
お
り
、
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
九
月
七
日
に
入
門
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
紹
介
者
に

は
「
甚
四
郞
」
と
あ
り
、
弟
の
紹
介
者
に
敬
四
郎
が
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

慶
應
義
塾
入
社

　

咸
宜
園
で
学
ん
で
い
た
敬
四
郎
で
あ
っ
た
が
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
八
月
八
日
に
同
じ

く
咸
宜
園
門
下
生
で
あ
っ
た
横
田
国
臣
（
の
ち
大
審
院
長
官
）
や
田
代
丈
吉
ら
と
同
日
付
で
慶

応
義
塾
に
入
社
し
て
い
る
。
慶
応
義
塾
で
は
、
咸
宜
園
の
入
門
簿
に
相
当
す
る
「
慶
応
義
塾
入

社
帳
」
と
い
う
史
料
が
残
っ
て
お
り
、
入
社
に
あ
た
っ
て
、
「
入
社
證
人
ノ
姓
名
」
（
咸
宜
園

の
紹
介
者
に
相
当
）
を
書
く
欄
が
あ
る
（
34
）
。
そ
こ
に
は
「
東
京
第
四
大
区
一
小
区
駿
河
台

甲
賀
町
寄
宿 

廣
瀬
孝 

正
院
八
等
出
仕
」
と
あ
り
、
敬
四
郎
の
兄
・
廣
瀬
林
外
が
保
証
人
と
な

っ
て
い
る
。
林
外
は
、
明
治
五
年
に
咸
宜
園
を
唐
川
即
定
に
託
し
て
、
洋
学
や
「
学
制
」
の
視

察
の
た
め
に
上
京
し
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
長
三
洲
の
斡
旋
に
よ
り
、
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
の
前
身
に
あ
た
る
、
太
政
官
正
院
に
務
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
入
社
帳

の
記
録
に
よ
り
、
林
外
が
こ
の
時
に
は
正
院
に
八
等
で
出
仕
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
駿
河
台
甲

賀
町
（
現
在
の
東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
）
に
寄
宿
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

敬
四
郎
ら
以
外
で
慶
応
義
塾
に
入
社
し
た
咸
宜
園
関
係
の
人
物
は
管
見
の
限
り
、
明
治
八
年

九
月
に
小
栗
香
平
（
日
田
豆
田
町
士
族
小
栗
憲
一
長
男
、
証
人
は
小
栗
憲
一
）
、
同
年
一
〇
月

に
廣
瀬
楨
蔵
（
大
分
県
豊
後
国
第
八
大
区
五
小
区
日
田
郡
堀
田
村
六
百
五
十
一
番
地
廣
瀬
範
治

男
、
証
人
は
朝
吹
英
二
）
な
ど
が
い
る
。

　

慶
應
義
塾
に
お
い
て
勉
学
に
励
ん
で
い
た
敬
四
郎
だ
っ
た
が
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に

慶
応
義
塾
よ
り
埼
玉
県
中
学
校
に
教
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
35
）
。
当
時
の
慶
応
義
塾

は
英
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
が
集
ま
っ
て
き
て
お
り
、
多
数
の
英
学
者
を
輩
出
し
て
い
た
。
ま

た
全
国
に
様
々
な
学
校
が
開
設
さ
れ
る
中
、
英
学
教
師
を
招
く
場
合
、
慶
応
義
塾
か
ら
の
派
遣

に
頼
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
派
遣
さ
れ
る
人
物
は
た
だ
教
職
員
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
学
校

の
創
設
に
あ
た
っ
て
の
各
種
相
談
や
そ
の
経
営
ま
で
全
面
的
に
委
託
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

い
い
、
敬
四
郎
が
埼
玉
県
中
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
二
月
に
は
、
群
馬
県
に
任
官
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
は
埼

玉
県
中
学
で
の
教
職
員
生
活
は
終
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

敬
四
郎
、
官
吏
と
し
て
奉
職

【
群
馬
県
庁
時
代
】

　

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
二
月
二
二
日
、
廣
瀬
敬
四
郎
は
群
馬
県
第
五
課
に
七
等
で
出
仕

し
、
師
範
学
校
副
長
も
併
せ
て
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
敬
四
郎
の
咸
宜
園
や
慶
応
義
塾
、

埼
玉
県
中
学
な
ど
の
経
歴
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

敬
四
郎
は
小
学
校
や
中
学
校
の
試
験
監
督
や
新
し
い
学
校
の
開
校
式
、
学
事
を
奨
励
す
る
た

め
各
地
域
へ
の
出
張
や
教
育
会
議
へ
の
出
張
な
ど
を
精
力
的
に
行
っ
て
お
り
、
主
に
教
育
行
政

で
そ
の
能
力
を
発
揮
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
（
36
）
。

　

明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
二
月
、
敬
四
郎
は
大
蔵
省
へ
出
向
す
る
こ
と
に
な
り
、
群
馬
県

で
の
勤
務
を
終
え
て
い
る
。

【
大
蔵
省
・
租
税
局
時
代
】

　

明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
二
月
、
敬
四
郎
は
群
馬
県
か
ら
大
蔵
省
の
租
税
局
（
の
ち
に
主

税
局
に
改
称
）
へ
出
向
し
て
い
る
。
同
年
一
〇
月
、
敬
四
郎
は
仙
台
出
張
所
に
勤
務
し
、
東
北

地
方
を
担
当
し
て
い
る
。
翌
年
の
一
四
年
八
月
に
は
静
岡
出
張
所
に
転
勤
し
て
い
る
。

　

明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
五
月
に
大
蔵
省
に
主
税
局
が
置
か
れ
、
敬
四
郎
は
二
等
に
任
命

さ
れ
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
七
月
に
愛
媛
県
収
税
長
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）

一
一
月
に
熊
本
県
収
税
長
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
は
神
奈
川
県
収
税
長
を
務
め
て
い
る
。

　

敬
四
郎
は
、
大
蔵
省
に
出
向
以
降
、
酒
造
検
査
并
酒
類
検
査
監
査
・
証
券
印
紙
税
其
他
雑
税

検
査
方
監
査
の
職
、
国
税
領
収
、
煙
草
印
紙
貼
用
検
査
方
監
査
、
文
官
普
通
試
験
委
員
、
会
計

主
務
官
（
大
蔵
省
熊
本
県
）
な
ど
の
多
岐
に
亘
る
業
務
に
関
わ
り
、
そ
の
能
力
を
遺
憾
な
く
発

揮
し
て
い
る
。
ま
た
履
歴
書
を
見
て
み
る
と
、
災
害
被
災
者
へ
の
寄
付
や
新
道
開
発
な
ど
の
公



五
七

共
事
業
に
対
し
て
寄
付
を
し
て
お
り
、
度
々
表
彰
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
一
月
一
七
日
、
神
奈
川
県
収
税
長
を
務
め
て
い
た
敬

四
郎
は
四
四
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

敬
四
郎
の
家
族
た
ち

　

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
、
父
で
あ
る
旭
荘
が
亡
く
な
り
、
ま
た
明
治
七
年

（
一
八
七
四
）
、
兄
・
林
外
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
実
質
的
に
旭
荘
家
を
継
い
だ
の
は
敬
四

郎
で
あ
っ
た
。
敬
四
郎
に
は
二
人
の
異
母
弟
が
お
り
、
五
男
の
正
吉
は
、
咸
宜
園
で
学
ん

だ
の
ち
、
陸
軍
に
務
め
て
予
備
役
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
（
37
）
、
明
治
二
一
年

（
一
八
八
八
）
七
月
一
七
日
、
山
口
市
石
観
音
町
の
病
院
で
亡
く
な
っ
て
い
る
（
38
）
。
享
年

三
四
歳
で
あ
っ
た
。

　

六
男
の
龍
吉
も
兄
た
ち
と
同
様
に
咸
宜
園
で
学
ん
で
お
り
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
九
月

七
日
の
入
門
簿
が
残
っ
て
い
る
。
兄
で
あ
る
敬
四
郎
（
入
門
簿
の
記
述
は
幼
名
の
甚
（
仁
）
四

郎
）
が
紹
介
者
と
な
り
、
九
歳
で
咸
宜
園
に
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
一
九
年
に
は
陸
軍

少
尉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
最
終
的
に
は
善
通
寺
連
隊
区
司
令
官
・
歩
兵
中
佐
を

務
め
て
い
る
（
39
）
。
そ
の
後
は
福
井
県
鯖
江
市
に
住
み
、
実
母
で
あ
る
瀧
と
共
に
暮
ら
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
（
40
）
。
ち
な
み
に
龍
吉
の
子
供
の
貞
年
は
、
海
軍
兵
学
校
に
入
り
、
太
平

洋
戦
争
の
際
に
は
重
巡
洋
艦
・
筑
摩
の
副
長
を
務
め
て
い
る
。

　

敬
四
郎
は
群
馬
県
に
務
め
て
い
た
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
九
月
二
日
、
妻
セ
ウ
（
安
政

四
年
二
月
六
日
生
）
と
結
婚
し
、
長
女
・
順
、
長
男
・
巻
之
、
二
女
・
啓
、
三
女
・
敏
の
一
男

三
女
を
も
う
け
て
い
る
（
41
）
。

　

長
男
の
巻
之
は
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
に
敬
四
郎
が
赴
任
し
て
い
た
静
岡
で
生
ま
れ

て
い
る
。
巻
之
は
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
香
川
県
立
丸
亀
中
学
校
を
卒
業
し
た
の

ち
、
東
京
獣
医
学
校
獣
医
科
を
卒
業
し
て
獣
医
と
な
っ
た
。
新
潟
県
・
群
馬
県
・
石
川
県
・

山
形
県
に
て
、
衛
生
技
手
や
警
察
部
衛
生
課
な
ど
に
奉
職
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

（
42
）
。
巻
之
は
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
四
月
一
一
日
、
山
形
県
在
職
中
に
五
四
歳
で

亡
く
な
っ
て
い
る
（
43
）
。

現
代
へ

　

巻
之
は
二
男
一
女
を
も
う
け
て
お
り
、
長
男
の
建
吉
は
淡
窓
の
名
で
あ
る
「
建
」
と
旭
荘
の

通
称
・
謙
吉
の
「
吉
」
を
と
り
、
「
建
吉
」
と
命
名
さ
れ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て

現
在
は
建
吉
の
長
男
で
あ
る
廣
瀬
敬
一
氏
の
元
に
旭
荘
・
敬
四
郎
に
関
わ
る
貴
重
な
史
料
群
で

あ
る
『
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
』
が
引
き
継
が
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

第
二
章
　
『
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
』
の
概
要
に
つ
い
て

　

平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）、
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
咸
宜
園
第
二
代
塾
主
で

あ
る
廣
瀬
旭
荘
の
没
後
一
五
〇
年
記
念
の
特
別
展
を
開
催
し
た
。そ
の
後
、こ
の
特
別
展
を
き
っ

か
け
に
旭
荘
の
四
男
・
敬
四
郎
の
ご
子
孫
で
あ
る
廣
瀬
敬
一
氏
よ
り
日
田
市
に
問
い
合
わ
せ
が

あ
り
、
東
京
の
ご
自
宅
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
。

　

調
査
の
結
果
、
旭
荘
自
身
に
関
わ
る
も
の
や
長
年
暮
ら
し
た
大
坂
で
交
流
の
あ
っ
た
文
人
た

ち
の
史
料
が
多
く
発
見
さ
れ
た
。
田
能
村
直
入
や
鼎
金
城
な
ど
の
画
人
、
篠
崎
小
竹
や
後
藤
松

陰
、
藤
澤
東
畡
な
ど
の
儒
学
者
・
漢
詩
人
な
ど
の
資
料
が
含
ま
れ
て
い
た
。
交
流
の
あ
っ
た
文

人
た
ち
よ
り
贈
ら
れ
た
巻
子
（
巻
物
）
類
で
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
が
三
本
も
見
つ

か
り
、
旭
荘
の
交
友
関
係
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
発
見
と
な
っ
た
。
ま
た
敬
四
郎
の
交
友
関

係
に
関
わ
る
掛
軸
な
ど
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
平
野
五
岳
や
長
三
洲
、
横
田
國
臣
な
ど
咸
宜
園

と
関
わ
り
の
あ
る
人
々
と
の
交
流
が
明
治
時
代
に
入
っ
て
も
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

　

そ
の
他
に
は
旭
荘
が
愛
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
眼
鏡
や
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
息

子
た
ち
に
宛
て
て
作
成
し
た
旭
荘
の
遺
言
書
（
林
外
の
手
に
よ
る
写
し
）
や
亡
く
な
る
直
前
に

書
き
上
げ
ら
れ
た
考
え
ら
れ
る
書
な
ど
、
貴
重
な
資
料
が
多
く
発
見
さ
れ
た
。

　

今
回
、
日
田
市
に
寄
託
い
た
だ
い
た
こ
の
貴
重
な
史
料
群
に
つ
い
て
、
日
田
市
で
は
「
廣
瀬

旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
」
と
名
付
け
た
（
以
下
、｢

文
庫｣

と
記
す
）。

掛
軸
・
巻
子
類

　

ま
ず｢

文
庫｣

の
中
心
を
な
す
の
が
三
四
件
五
一
本
に
及
ぶ
旭
荘
や
敬
四
郎
に
関
わ
る
掛
軸

や
巻
子
類
で
あ
る
。
大
坂
で
交
流
の
あ
っ
た
文
人
た
ち
の
資
料
も
こ
の
資
料
群
に
含
ま
れ
る
。

敬
四
郎
の
孫
に
あ
た
る
廣
瀬
建
吉
氏
（
敬
一
氏
の
父
）
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
史
料
群
の

中
か
ら
見
つ
か
っ
た｢

書
画
掛
軸
目
録｣

と
い
う
資
料
が
あ
り
、
こ
の
目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
掛
軸
・
巻
子
類
の
ほ
と
ん
ど
が
、
現
存
し
て
廣
瀬
敬
一
氏
の
元
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
現
代
に

最
も
近
い
時
期
に
整
理
さ
れ
た
目
録
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

廣瀬敬四郎と「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」について



五
八

行こ
う
り李

　
「
廣
瀬
」
と
墨
書
き
さ
れ
た
大
き
い
行
李
の
中
か
ら
は
、
一
部
江
戸
後
期
の
も
の
を
含
む
が
、

明
治
期
の
書
籍
を
中
心
と
し
た
資
料
群
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
昭
和
三
〇
年
代
ぐ
ら
い
ま

で
の
手
紙
や
葉
書
な
ど
種
々
雑
多
な
も
の
が
多
く
、
主
に
敬
四
郎
の
息
子
で
あ
る
巻け

ん
し之

関
係
の

も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

廣
瀬
建
吉
鞄

　
「
廣
瀬
建
吉
」
と
書
か
れ
た
鞄
の
中
か
ら
は
、「
旭
荘
珍
蔵
」
の
蔵
書
印

が
押
さ
れ
た
『
草そ

う
じ
い

字
彙
』
や
旭
荘
の
漢
詩
集
で
あ
る
『
梅ば

い
と
ん
し
し
ょ
う

墩
詩
鈔
』
な
ど

が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
林
外
や
敬
四
郎
の
雑
記
、
敬
四
郎
や
そ
の
息

子
で
あ
る
巻
之
の
辞
令
書
な
ど
江
戸
後
期
か
ら
昭
和
一
〇
年
代
ま
で
の

様
々
な
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

特
に
こ
の
中
か
ら
は
、
旭
荘
が
使
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
眼
鏡
や
大
坂
の
長な

が
ら柄

で
漁
の
網

に
引
っ
か
か
っ
て
発
見
さ
れ
た
キ
ャ
ン
ド
ル
ス
ナ
ッ
フ
ァ
ー
本
体
と
そ
の
時
の
経
緯
を
記
し
た

旭
荘
の
日
記
『
日
間
瑣
事
備
忘
録
』
の
原
稿
と
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
の
原
稿
に
よ
る
と
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
～
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
間
と
考
え

ら
れ
る
六
月
二
六
日
に
大
坂
長
柄
の
下
流
付
近
で
、
漁
の
網
に
謎
の
物
体
が
か
か
っ
て
い
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
旭
荘
の
元
に
そ
の
物
体
が
持
ち
込
ま
れ
た
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
旭
荘
は
周
囲
の
友
人
に
そ
の
用
途
を
尋
ね
る
も
誰
も
そ
の
結
論
を
出
す
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
物
で
は
な
く
、「
洋
物
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
た
見

解
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
体
の
正
体
は
ろ
う
そ
く
の
火
を
消
す
道
具
で
あ
る
キ
ャ
ン
ド
ル
ス
ナ
ッ

フ
ァ
ー
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
ド
ル
ス
ナ
ッ
フ
ァ
ー
の
箱
状
に
な
っ
て
い
る
部
分
に
文
字
の
よ
う

な
も
の
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
な
い
か

と
推
測
し
た
旭
荘
ら
は
、
友
人
で
あ
る
緒
方
洪
庵
に
そ
の
用
途
と

文
字
に
つ
い
て
尋
ね
る
も
、
洪
庵
か
ら
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
返

答
で
あ
っ
た
。
結
局
、
結
論
が
出
な
か
っ
た
た
め
、
話
し
は
う
や

む
や
に
な
り
、
こ
の
時
の
日
記
の
原
稿
や
ス
ケ
ッ
チ
、
キ
ャ
ン
ド

ル
ス
ナ
ッ
フ
ァ
ー
自
体
も
旭
荘
家
に
そ
の
ま
ま
保
管
さ
れ
た
た
め
、

子
孫
の
家
に
伝
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
廣
瀬
建
吉
鞄
か
ら
は
、
旭
荘
が
息
子
た
ち
へ
の
遺

言
と
し
て
書
き
残
し
た
も
の
の
写
し
で
あ
る「
御
遺
置
書
付
之
写
」や「
御

教
戒
書
」
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
「
御
遺
置
書
付
之
写
」
と
は
、安
政
三
年(

一
八
五
六)

に
大
坂
よ
り
兄
・

淡
窓
の
見
舞
い
の
た
め
に
日
田
に
帰
っ
て
き
た
旭
荘
が
、
自
身
の
身
の

上
に
万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
時
の
た
め
に
備
え
て
、
三
人
の
子
供
で

あ
る
廣
瀬
孝
之
助
（
林
外
）・
仁
（
敬
）
四
郎
・
正
吉
に
宛
て
た
遺
言
の

写
し
で
あ
る
。
旭
荘
直
筆
の
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
公
益
財
団
法

人
廣
瀬
資
料
館
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
「
御
教
戒
書
」
と
は
咸
宜
園
の
塾
主
を
務
め
て
い
た
廣
瀬
青
邨
が

江
戸
へ
の
遊
学
の
た
め
、
塾
政
を
廣
瀬
林
外
へ
預
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
を
受
け
て
旭
荘
は
、
息
子
で
あ
る
林
外
に
対
し
て
、
様
々

な
助
言
を
行
っ
た
の
が
本
資
料
で
あ
る
。
自
身
の
経
験
に
基
づ
く
助

言
の
ほ
か
、
旭
荘
の
後
妻
で
あ
る
継
母
に
対
し
て
、
も
っ
と
よ
く
仕

え
る
よ
う
に
と
苦
言
を
呈
し
て
お
り
、
旭
荘
の
塾
運
営
の
考
え
方
や

家
族
感
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
廣
瀬
敬
四
郎
と
「
文
庫
」
の
概
要
を
紹
介
し
た
が
、
廣
瀬
敬
一
氏

宅
か
ら
は
、「
蔵
書
目
録
附
書
画
幅
目
録
」（
元
冶
元
年
正
月
）、「
中
洲
家
具
目
録
」（
慶
応
四
年
）、

「
書
画
掛
物
目
録
」（
明
治
九
年
三
月
二
四
日
）、「
蔵
書
目
録
」
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
日

田
廣
瀬
家
に
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
家
具
類
や
蔵
書
類
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
目
録
類

は
咸
宜
園
に
関
わ
る
掛
軸
や
蔵
書
を
知
る
上
で
有
益
な
史
料
で
あ
る
。
ま
た
旭
荘
や
敬
四
郎
に

関
す
る
書
簡
類
も
発
見
さ
れ
、
ま
だ
ま
だ
未
整
理
の
資
料
も
多
い
こ
と
か
ら
、
今
後
も
「
文
庫
」

の
資
料
整
理
を
引
き
続
き
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

註（
１
）
文
人
ら
と
の
交
流
は
旭
荘
の
日
記
で
あ
る
『
日
間
瑣
事
備
忘
』
や
随
筆
で
あ
る
「
九
桂

　
　
　

草
堂
随
筆
」
な
ど
に
詳
し
い
。

（
２
）
文
政
一
三
年
一
二
月
二
四
～
二
八
日
条
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
九
、
三
八
二
～
三
八
二

　
　
　

頁
、
『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
一
年
）

（
３
）
前
掲
（
２
）
天
保
三
年
五
月
二
日
条
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
一
、
四
〇
七
頁



五
九

（
４
）
天
保
三
年
一
一
月
九
日
条
「
醒
齋
日
暦
」
巻
四
、
五
〇
八
頁
、
『
増
補
淡
窓
全
集
』
中

　
　
　

巻
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
一
年
）

（
５
）
天
保
五
年
に
生
ま
れ
た
長
女
の
誦
子
は
天
保
六
年
閏
七
月
一
日
に
、
ま
た
同
一
一
年
四

　
　
　

月
に
生
ま
れ
た
次
男
の
悌
次
郎
は
八
月
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

（
６
）
前
掲
（
２
）
弘
化
二
年
一
月
四
日
条
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
五
三
、
七
〇
五
頁

（
７
）
大
谷
篤
蔵
「
広
瀬
旭
荘
の
追
思
録
」
『
芭
蕉 

晩
年
の
孤
愁
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇

　
　
　

〇
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
８
）
独
身
と
な
っ
た
旭
荘
を
心
配
し
た
坪
井
信
道
か
ら
妾
（
女
中
）
を
進
め
ら
れ
、
正
式
な

　
　
　

婚
姻
で
は
な
か
っ
た
が
、
平
野
敬
が
三
番
目
の
夫
人
と
な
っ
た
。
弘
化
二
年
九
月
二
七

　
　
　

～
二
九
日
条　

一
三
五
～
一
三
六
頁
、
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
四
九
『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』

　
　
　

日
記
篇
三
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
三
）
　

（
９
）
前
掲
（
８
）
弘
化
三
年
六
月
三
〇
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
五
二
、
二
二
二
頁

（
10
）
前
掲
（
８
）
嘉
永
元
年
七
月
一
六
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
六
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
三
三
～
四
三
四
頁

（
11
）
嘉
永
三
年
一
〇
月
二
四
日
条
「
再
修
録
」
巻
六
、
一
一
二
七
頁
、
『
増
補
淡
窓
全
集
』

　
　
　

下
巻
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
一
年
）

（
12
）
嘉
永
元
年
八
月
六
日
条
以
降
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
六
二
～
六
六
、
前
掲
（
８
）
及
び

　
　
　

『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
四

（
13
）
嘉
永
二
年
六
月
一
五
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
六
七
、
二
九
～
三
〇
頁
、
『
廣
瀬
旭

　
　
　

荘
全
集
』
日
記
篇
四
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
三
）

（
14
）
次
女
の
信
子
は
嘉
永
三
年
六
月
一
四
日
に
生
ま
れ
る
が
、
八
月
一
一
日
に
亡
く
な
っ
て

　
　
　

い
る
。
　

（
15
）
前
掲
（
13
）
嘉
永
四
年
五
月
一
八
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
七
八
、
三
一
八
頁

（
16
）
前
掲
（
13
）
嘉
永
四
年
六
月
一
三
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
七
八
、
三
二
九
頁

（
17
）
前
掲
（
13
）
嘉
永
四
年
八
月
一
九
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
七
九
、
三
五
九
頁

（
18
）
前
掲
（
13
）
嘉
永
四
年
一
〇
月
一
五
日
条
三
八
八
頁
、
一
一
月
五
日
条
三
九
六
頁

　
　
　

「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
八
〇
・
八
一

（
19
）
前
掲
（
13
）
嘉
永
五
年
二
月
二
一
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
八
二
、
四
三
七
頁

（
20
）
前
掲
（
８
）
弘
化
三
年
一
一
月
六
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
五
四
、
二
六
一
頁

（
21
）
安
政
元
年
一
二
月
二
六
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
一
〇
五
、
五
一
〇
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
五
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
三
）

（
22
）
三
女
の
義
子
は
嘉
永
五
年
六
月
一
一
日
に
生
ま
れ
る
が
、
同
年
の
一
二
月
二
二
日
に
亡

　
　
　

く
な
っ
て
い
る
。

（
23
）
前
掲
（
21
）
安
政
二
年(

一
八
五
五)

一
月
一
五
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
日
間
瑣
事
備
忘
」
巻
一
〇
六
、
五
二
三
～
五
二
四
頁

（
24
）
文
久
元
年
四
月
二
五
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
後
編
巻
三
九
、
二
八
八
～
二
八
九
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
八
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
）

（
25
）
前
掲
（
25
）
文
久
元
年
一
二
月
三
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
日
間
瑣
事
備
忘
」
後
編
巻
四
三
、
四
五
三
～
四
五
四
頁

（
26
）
文
久
二
年
一
〇
月
六
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
後
編
巻
四
九
、
一
五
七
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
九
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
）

（
27
）
文
久
三
年
三
月
頃
か
ら
池
田
へ
の
転
居
を
林
田
良
平
や
釋
了
現
、
高
橋
由
佶
ら
が
旭
荘

　
　
　

に
対
し
て
勧
め
て
い
る
。

（
28
）
前
掲
（
27
）
文
久
三
年
四
月
一
二
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
日
間
瑣
事
備
忘
」
後
編
巻
五
二
、
一
五
七
頁

（
29
）
前
掲
（
27
）
文
久
三
年
六
月
二
日
条
「
日
間
瑣
事
備
忘
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
編
巻
五
三
、
三
三
九
～
三
四
〇
頁

（
30
）
文
久
三
年
八
月
一
七
日
条 

光
吉
文
龍
（
森
秀
蔵
）
「
旭
荘
公
（
翁
）
逝
去
前
後
ノ
日
誌
」

　
　
　

（
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
蔵
）

（
31
）
文
久
三
年
一
〇
月
七
日
条
「
林
外
日
記
」
（
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
蔵
）

（
32
）
（
前
掲
35
）
文
久
四
年
八
月
二
六
日
条
「
林
外
日
記
」

（
33
）
（
前
掲
35
）
明
治
二
年
一
月
一
九
日
条
（
東
塾
長
）
、
同
年
五
月
一
日
条
（
司
計
を
兼

　
　
　

ね
る
）
、
同
三
年
閏
一
〇
月
五
日
条
（
権
舎
長
）
「
林
外
日
記
」

（
34
）
『
慶
応
義
塾
入
社
帳
』
第
二
巻
（
慶
応
義
塾
、
一
九
八
六
）

（
35
）
『
慶
応
義
塾
百
年
史
』
付
録
（
慶
応
義
塾
、
一
九
六
九
）

（
36
）
『
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
』
の
中
に
あ
る
敬
四
郎
の
履
歴
書
に
は
教
育
行
政
に
携
わ

　
　
　

っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）
未
整
理
分
の
書
簡
類
か
ら
正
吉
が
陸
軍
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

廣瀬敬四郎と「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」について
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（
38
）
「
写 

死
亡
届
」
『
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
』 

（
39
）
『
陸
軍
現
役
将
校
同
相
当
官
実
役
停
年
名
簿
』
（
明
治
四
四
年
七
月
一
日
調
）

（
40
）
未
整
理
分
の
書
簡
類
や
戸
籍
の
写
し
な
ど
か
ら
龍
吉
が
母
で
あ
る
瀧
と
共
に
鯖
江
に
住

　
　
　

ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
41
）
廣
瀬
敬
四
郎
戸
籍
『
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
』

（
42
）
廣
瀬
巻
之
辞
令
等
『
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
』

（
43
）
「
扶
助
金
請
求
書 
保
険
衛
生
技
手 

廣
瀬
巻
之
」
『
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
』

参
考
文
献

｢

日
間
瑣
事
備
忘｣

『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
一
～
九(

思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
～

一
九
九
四)

『
廣
瀬
旭
荘
―
東
遊 

大
坂 

池
田
―
』
平
成
二
四
年
度
特
別
展
図
録 

廣
瀬
旭
荘
没
後
一
五
〇
年

記
念　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
）

『
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
』
平
成
二
八
年
度
企
画
展
図
録

（
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
七
年
）

史
料
翻
刻
①　

御
遺
置
書
付
之
寫　

　
　
　

我
等
数
年
之
内
ニ
消
老
之
志
ニ
候
得
共
、
近
年

　
　
　

俄
ニ
考
衰
胠
暈
甚
敷
此
症
ハ
頓
死
難
測

　
　
　

万
ニ
一
浪
華
ニ
阪
客
死
候
ハ
バ
各
方
處
置
ニ

　
　
　

可
被
困
因
候
、
身
後
之
事
粗
述
ニ
置
之

一
、
客
死
之
事
聞
ヘ
次
第
、
範
治
其
地
ヘ
被
罷
越
跡

　
　

形
附
之
様
有
之
度
事

一
、
我
等
遺
置
千
両
と
積
り
、
年
七
八
拾
両
之
利
息
可

　
　

有
之
旨
ヲ
、
以
仁
四
郎
二
十
歳
相
成
迄
ハ
妻
子
三
人
之

　
　

雑
費
と
し
て
養
育
之
事
頼
候

一
、
家
内
平
生
之
志
ハ
我
等
ハ
墓
所
所
在
ニ
終
焉
之
積
り

　
　

客
死
な
れ
ば
其
地
ニ
葬
、
正
吉
ハ
同
人
ニ
任
せ
右
利
値

　
　

之
内
三
分
之
二
ヲ
家
内
方
ニ
送
リ
夫
ニ
て
暮
シ
出
来
兼

　
　

候
ハ
バ
、
家
内
正
吉
共
ニ
呼
下
し
日
田
住
ニ
し
て
滞
候
様
家
内
ニ

　
　

申
聞
ケ
置
ノ
間
、
其
通
ニ
致
し
仁
四
郎
ハ
家
内
手
元
ニ
ハ
初
よ
り

　
　

不
置
孝
之
助
傍
ニ
て
教
育
可
被
致
候
、

一
、
家
内
も
間
も
な
く
物
故
致
候
ハ
バ
、
正
吉
も
呼
下
し
仁
四
郎

　
　

同
様
ニ
致
候
事

一
、
仁
四
郎
・
正
吉
二
十
歳
以
上
ニ
て
、
家
産
ヲ
分
候
迄
、
母

　
　

存
命
ニ
候
ハ
バ
、
母
ヲ
養
候
方
ニ
六
分
相
渡
可
申
候
、
五
分
ニ

　
　

し
て
母
両
家
へ
往
来
致
し
候
者
、
万
而
宜
候

一
、
家
内
俄
ニ
再
嫁
之
志
出
来
候
ハ
バ
、
正
吉
ハ
留
置
候
て
、

　
　

正
吉
よ
り
置
五
拾
両
、
仁
四
郎
よ
り
三
拾
両
相
贈
リ
候
て

　
　

其
後
ハ
永
消
生
を
絶
つ
事

一
、
妻
子
共
ニ
田
舎
住
ニ
御
成
候
時
ハ
一
年
一
度
我
墓
所
ニ

　
　

人
差
立
候
事
、
都
會
ハ
三
年
香
花
を
絶
候
墓
ハ
取
洸
候

　
　

故
、
三
児
家
記
ニ
精
敷
控
ニ
置
候
、
三
世
迄
ハ
香
花
有
之

　
　

候
様
可
致
事

一
、
仁
四
郎
・
正
吉
餓
死
ニ
及
候
程
之
事
、
無
之
時
ハ
他
家
ニ

　
　

養
子
ニ
不
遣
、
二
十
歳
迄
読
書
為
致
、
其
上
ハ
其
志
と
其

　
　

才
之
所
、
長
ニ
随
士
農
商
醫
何
ニ
て
も
渡
世
出
来

　
　

致
候
得
者
不
苦
候

一
、
仁
四
郎
・
正
吉
為
ニ
ハ
孝
之
助
方
ヲ
本
家
と
留
致
、
万
一

　
　

孝
之
助
早
没
無
子
候
ハ
バ
、
仁
四
郎
ヲ
追
て

　
　

文
玄
公
御
養
子
と
致
し
、
孝
之
助
妻
ハ
其
親
元
ニ
返

　
　

可
申
事

一
、
孝
之
助
老
年
迄
無
子
候
ハ
バ
、
二
弟
之
子
ヲ
以
養
子
ニ

　
　

可
致
、
其
時
孝
之
助
ニ
女
子
有
之
と
も
、
姉
妹
と
し
て
他

　
　

家
ニ
遣
し
、
兄
弟
三
人
之
子
女
ハ
永
ニ
婚
姻
相
禁
候
、
二

　
　

弟
ニ
無
子
時
ハ
、
孝
之
助
子
ヲ
養
子
ニ
致
し
候
事

一
、
範
治
・
五
兵
衛
・
仁
蔵
・
勝
蔵
之
子
孫
ハ
元
他
姓
ニ
付
、
昭

　
　

穆
之
倫
さ
へ
不
失
時
ハ
婚
姻
無
妨
候
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一
、
我
子
孫
ハ　
　

至
室
之
令
ニ
従
ひ
弟
ヲ
養
子
ニ
不
可
致

　
　

姪
ヲ
養
子
ニ
致
し
、
若
有
弟
無
姪
時
ハ
、
其
身
と
弟
ト
ハ

　
　

一
代
ニ
し
て
弟
ハ
矢
張
父
之
跡
ヲ
継
ぐ
形
ニ
可
致
候
事
、
我

　
　

身
よ
り
ハ
父
ヲ
大
切
ニ
致
候
故
也
、
我
為
ニ
他
家
よ
り
婿
ヲ

　
　

取
リ
兄
弟
之
子
を
他
人
同
様
ニ
異
候
事
、
多
く
ハ
婦
人
よ
り

　
　

起
候
い
て
、
其
其
身
之
あ
る
事
を
知
り
て
先
祖
を
忘
候
也

　
　

先
祖
ヲ
大
切
ニ
心
得
候
時
ハ
、
兄
弟
之
子
ハ
皆
我
子
ニ
て
我

　
　

父
よ
り
見
た
時
ハ
皆
孫
也
、
御
事
俗
家
ニ
ハ
不
起
者
多
し
、

　
　

我
子
孫
ハ
平
日
婦
人
ニ
も
能
申
聞
置
候
い
て
、
此
業
之

　
　

間
遠
不
可
致
事

一
、
寡
婦
ニ
強
て
節
ヲ
為
守
候
者
、
不
宜
三
十
前
之
者
ハ

　
　

成
丈
親
元
ニ
返
し
本
人
立
て
置
き
候
ハ
バ
不
苦

一
、
三
児
共
ニ
子
孫
無
之
時
ハ
養
子
ヲ
魚
町
ニ
求
《
五
兵
衛
之
子
孫
ハ
省
之
》

　
　

魚
町
無
之
時
ハ
、
辛
嶋
《
勝
蔵
方
ハ
省
之
》
辛
嶋
無
之
時
ハ

　
　

暫
く
三
人
子
孫
之
身
上
を
魚
町
ニ
預
ケ
、
魚
町
・
辛
嶋
子

　
　

孫
多
時
ニ
又
遺
跡
を
為
立
総
て

　
　

髙
祖
浄
貞
公

　
　

顕
考
浄
喜
公
之
御
子
孫
致
繁
昌
候
様
有
之
時
ハ
、
宜
敷

　
　

必
し
も
我
等
子
孫
ニ
不
限
候

　
　

古
之
條
能
可
被
心
得
候
以
上

　
　
　

安
政
三
年
丁
己
閏
五
月
朔　
　
　
　
　
　

旭
雙

　
　
　

孝
之
助
殿

　
　
　

仁
四
郎
殿

　
　
　

正
吉
殿

　
　

右
之
通
被　
　

仰
渡
謹
而
承
知
仕
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孝
之
助
（
花
押
）

大
人

　
　

当
之
二
弟
生
長
之
上
私
よ
り
可
申
聞
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孝
之
助
（
花
押
）

史
料
翻
刻
②　

御
教
戒
書

　
　
　
　

此
節
範
治
ノ
譲
リ
ヲ
受
家
政
ヲ
自
致
シ
候
ニ
付
テ
ハ

　
　
　
　

一
通
リ
申
入
候
事
如
左

　

兎
角
物
事
ニ
薄
情
ニ
シ
テ
優
美
ト
云
事
絶
テ
無
之

　

嗣
母
縦
母
ニ
事
へ
候
ニ
モ
、
甚
敷
ニ
至
リ
テ
ハ
路
人
様
ノ
ア

　

シ
ラ
イ
ニ
落
候
事
多
シ
、
試
ニ
一
事
を
挙
ル
ニ
頃
日

　

嗣
母
送
迎
ノ
事　

継
母
化
粧
台
ノ
事
等
絶
テ
念
頭

　

ニ
カ
ケ
ス
夫
ヨ
リ
ソ
不
都
合
ナ
ル
事
多
シ
、
唯
表
向
朝

　

飯
後
一
度
安
ヲ
問
フ
ノ
ミ
ソ
其
餘
絶
テ
父
母
ノ
傍

　

ニ
至
ラ
ス
、
家
業
ア
レ
ハ
形
ハ
伺
候
ス
ル
事
ヲ
得
ス

　

共
心
ハ
暫
モ
離
ル
可
ラ
ス
心
離
レ
サ
レ
ハ
其
替
リ
ニ
妻

　

子
婢
僕
ヲ
遣
シ
テ
安
ヲ
問
シ
ム
ル
モ
不
可
ナ
ル
事
ナ
シ

　

往
年
我
汝
ヲ
携
テ
才
田
ニ
行
夜
帰
リ
シ
事
ア
リ

　

文
玄
公
殊
ノ
外
憂
念
シ
玉
ヒ
御
立
腹
ナ
リ
シ
事
ハ
汝

　

知
ル
所
ナ
リ
、
今　

嗣
母
ニ
事
ユ
ル
ニ
能
親
ノ
子
ヲ
念

　

フ
如
ク
ナ
ル
ヤ
、
其
身
既
ニ
如
此
ナ
レ
ハ
其
妻
又
如
此

　

阿
伸
ハ
常
ニ　

嗣
母
及
叔
母
ノ
側
ニ
ア
ル
ヲ
見
候
、
其

　

方
妻
ハ
飯
後
一
謁
ノ
外
未
タ
曽
テ　

嗣
母
継
母
ノ
側

　

ニ
至
ル
ヲ
見
ス
而
毎
ニ
妻
ノ
化
シ
難
キ
ヲ
歎
ス
頃
日

　

申
候
通
刑
於
寡
妻
ト
ハ
文
王
ノ
絹
熙
敬
止
ヨ
リ
化
シ

　

来
ル
事
ニ
テ
其
身
正
シ
カ
ラ
サ
レ
ハ
妻
ヲ
化
ス
ル
事

　

能
ハ
ス
、
絹
熙
ノ
事
ハ
後
ニ
詳
ナ
リ

　

優
美
ト
云
事
切
迫
ノ
反
ニ
ソ
譬
ハ
餘
人
雑
座
無
用
ノ

廣瀬敬四郎と「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」について
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事
ヲ
話
ス
ル
ニ
モ
傍
座
ソ
調
子
ヲ
合
セ
サ
レ
ハ
不
都

　

合
ノ
事
ア
リ
是
ヲ
無
用
ノ
用
云
、
古
ノ
人
橋
両
足
踏

　

處
ノ
ミ
ニ
テ
ヨ
シ
餘
地
ハ
無
用
ナ
リ
ト
テ
足
ノ
形
ニ

　

木
ヲ
置
キ
渡
ラ
ン
ト
ス
レ
ド
モ
渡
ル
事
ヲ
得
ス
、
始
テ
無

　

用
ノ
用
ト
云
事
ヲ
知
ル
ト
云
ヘ
リ
、
範
治
モ
常
ニ
其
方

　

親
戚
ノ
宅
ニ
招
カ
レ
飯
畢
時
ハ
忽
ニ
サ
ル
、
長
者
ノ
未

　

タ
座
ヲ
立
サ
ル
ヲ
顧
ル
事
ナ
シ
、
餘
リ
自
分
勝
手
ニ
過

　

ル
ト
云　

文
玄
公
晩
年
常
ニ
人
ヨ
リ
後
レ
テ
行
先
帰

　

リ
玉
ヘ
リ
、
是
ハ
氏
ノ
長
者
ニ
テ
如
是
ス
ル
ハ
時
ノ
宜
ヲ

　

得
タ
リ
、
其
方
ハ
父
叔
兄
等
多
少
ノ
長
者
ヲ
上
ニ
戴
ケ

　

リ
、
然
ル
ニ　

文
玄
公
ノ
風
ヲ
擬
ス
ル
ハ
時
ヲ
知
ラ
ス

　

ト
云
ヘ
シ
、
試
ニ
一
事
を
挙
シ
ニ
頃
日　

南
陔
公
ト
仁

　

蔵
方
へ
招
カ
レ
シ
時
、
我
ト
源
兵
衛
ト
ハ
暫
時
モ　

公

　

ノ
側
ヲ
離
レ
ス
、
範
治
ハ
事
ア
リ
テ
去
レ
リ
、
其
方
ハ
飯

　

畢
、
直
ニ
何
處
ニ
行
シ
ヤ
、
再
座
ニ
復
ラ
ス
、
帰
ル
見
レ

　

ハ
勇
蔵
ト
棋
ヲ
圍
ミ
居
タ
リ
、
南
陔
公
我
ト
種
々
ノ

　

噺
ヲ
ナ
シ
玉
ヘ
リ
、
其
方
聞
テ
無
益
ニ
モ
ア
ラ
ス
然
ル

　

ニ
座
ヲ
一
番
先
ニ
立
ト
云
事
、
失
礼
ナ
リ
、
氏
ノ
長
者
ハ

　

遅
行
早
去
テ
宜
キ
ト
云
サ
ス
レ
ハ
、
氏
ノ
少
者
ハ
早
行
後

　

ニ
帰
リ
テ
始
テ
宜
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
試
ニ
思
へ
其
日
源
兵

　

衛
・
松
兵
兵
中
津
ノ
客
ノ
如
キ
誰
カ
汝
ヨ
リ
少
キ
者
ア

　

ラ
ン
ヤ

　

圍
棋
等
ハ
朋
友
交
情
ノ
為
メ
時
ア
リ
テ
、
一
弄
ス
ル
ハ

　

必
シ
ス
咎
メ
ス
、
少
年
勤
業
ノ
志
ア
ル
モ
ノ
其
ニ
日
ヲ

　

曠
ス
ル
ハ
甚
宜
カ
ラ
ス
、
我
二
十
五
ノ
年
門
人
ト
棋
ヲ

　

圍
ミ
シ
事
ヲ　

浄
喜
公
御
覧　

南
陔
公
ヲ
以
テ
戒
ラ

　

レ
シ
事
先
日
モ
語
ル
處
ナ
リ
、
且
老
者
日
ヲ
送
ル
ニ
術

　

ナ
キ
者
ハ
是
等
モ
消
間
ノ
一
術
併
シ
機
心
動
時
ハ
甚

　

道
ヲ
害
ス
ル
者
ナ
リ
、
優
美
ト
ハ
是
等
ノ
事
ヲ
云
ニ
非

　

ス
察
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
、

　

当
時
門
人
衰
微
其
源
ハ
師
タ
ル
者
猶
今
ノ
世
態
ノ
上

　

下
ノ
情
通
セ
サ
ル
カ
如
ク
、
師
ノ
前
ニ
出
ル
者
唯
塾
長

　

等
四
、
五
人
ニ
テ
、
其
餘
ノ
人
ノ
業
ハ
絶
テ
頓
着
セ
サ
ル

　

ニ
ヨ
レ
リ
、
試
ニ
其
一
ヲ
挙
シ
ニ
数
日
前
我
ニ
左
伝
ノ

　

不
審
ヲ
問
タ
キ
ト
云
人
ア
リ
、
是
ハ
舎
長
ニ
問
可
然
ト

　

申
候
處
、
当
塾
ハ
詩
ノ
推
敲
ハ
致
呉
候
得
共
、
左
伝
等
ハ

　

分
テ
ス
ト
申
候
テ
、
質
問
ヲ
聴
呉
候
人
一
人
モ
是
ナ
シ

　

実
ニ
解
シ
得
サ
ル
歟
、
又
ハ
面
倒
ヲ
厭
フ
カ
ト
云
リ
四

　

十
年
前　

文
玄
公
既
ニ
四
十
ヲ
過
玉
ヘ
リ
、
山
田
筧

　

ト
云
者
弘
簡
録
之
質
問
ヲ
六
、
七
百
所
問
候
テ
、
殊
ノ
外

　

御
困
リ
ノ
事
ア
リ
、
併
シ
御
勉
強
ニ
テ
常
ニ
聴
玉
ヘ
リ

　

今
汝
僅
ニ
二
十
六
書
生
ノ
質
問
等
ハ
儘
ク
聴
遣
シ
可

　

申
ニ
絶
テ
、
其
義
ナ
シ
、
舎
長
云
ニ
ハ
其
人
ノ
心
得
違
カ

　

モ
不
相
分
候
得
共
、
左
様
ニ
門
人
相
心
得
テ
モ
師
タ
ル

　

者
不
知
ハ
諸
事
自
セ
ス
上
下
ノ
情
通
セ
サ
ル
ニ
ヨ
レ
リ

　

去
年
以
来
塾
長
其
人
ヲ
得
ス
、
書
生
種
々
ノ
悪
行
致

　

シ
、
其
末
過
分
ノ
銭
ヲ
使
ヒ
其
レ
ヨ
リ
近
国
ノ
風
評
ア
シ

　

ク
、
書
生
衰
微
ノ
基
ト
ナ
リ
シ
事
ハ
、
前
日
述
候
通
、
我
等

　

此
地
ニ
来
リ
候
得
バ
、
他
ヨ
リ
右
ノ
事
ヲ
耳
ニ
入
候
得

　

共
、
我
等
告
ニ
非
サ
レ
ハ
、
汝
輩
未
曽
聞
ス
、
是
ニ
テ
上

　

下
ノ
情
通
セ
サ
ル
事
多
シ
ト
知
ル
ヘ
シ
、
其
源
ハ
前
日
範

　

治
ニ
示
ス
送
序
ノ
不
過
我
耳
ノ
四
字
胸
中
ニ
ア
レ
ハ

　

自
然
ト
申
聞
セ
候
者
無
之
、
是
日
ニ
事
情
ニ
迂
闊
ナ
ル

　

源
ナ
リ
、
試
ニ
其
一
事
ヲ
挙
シ
ニ
頃
日
ノ　

嗣
母
飯
米

　

ノ
一
條
ノ
如
キ
我
申
聞
候
上
ハ
得
ト
取
調
其
日
ヨ
リ

　

改
メ
候
得
バ
ヨ
シ
、
申
譯
ノ
為
メ
ニ
米
ヲ
持
来
リ
テ
我

　

ニ
示
ス
ハ
則
前
ノ
四
字
胸
中
ニ
狭
ム
ノ
験
ナ
リ
、
其
末

　

我
等
遣
シ
置
候
事
、
數
度
ニ
及
候
故
、　

継
母
ト
相
談
ノ
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上
申
セ
シ
事
初
テ
分
リ
過
ヲ
謝
ス
ル
杯
、
皆
疎
漏
ニ
ヲ

　

迂
闊
ナ
ル
故
ナ
リ
、
是
等
ノ
事
今
日
ノ
大
学
問
ナ
リ

一
、
塾
中
雑
費
多
シ
外
来
ノ
雑
費
少
キ
ニ
如
ス
ト
皆
云
ヘ

　

リ
、
玉
井
養
純
モ
其
事
ヲ
申
ヲ
コ
セ
リ
、
是
モ
調
ヘ
方
未

　

行
届
ス
故
ノ
事
ト
知
ル
ヘ
シ
、
今
ハ
物
價
貴
ク
、
殊
ニ
米

　

高
直
ユ
ヘ
来
人
少
シ
ト
、
併
シ
近
国
ノ
冨
豪
子
弟
ニ
学

　

シ
ム
ル
者
、
却
テ
凶
年
ヲ
喜
フ
者
ナ
キ
ニ
非
ス
、
近
日
麻

　

生
春
畦
話
ニ
、
今
年
ハ
豊
熟
米
價
下
直
ニ
相
成
ラ
ン
カ

　

ト
、
憂
念
少
カ
ラ
ス
ト
云
ヘ
リ
、
彼
モ
前
年
ハ
塾
生
ナ
リ

　

筑
後
邉
大
荘
屋
杯
此
類
多
シ
、
一
概
ニ
凶
年
故
来
人
少

　

シ
ト
モ
云
ヒ
難
シ
、
兎
角
歳
ヲ
罪
セ
ス
ソ
、
塾
政
ニ
心
ヲ

　

用
ユ
ル
ニ
如
ハ
ナ
シ
、
徳
次
等
カ
如
キ　

文
玄
公
我
等
二

　

代
ハ
ナ
ク
テ
ス
メ
リ
、
物
貴
キ
故
勢
然
ラ
サ
ル
事
ヲ
得

　

ス
ト
雖
、
同
人
賃
殆
ン
ト
十
餘
両
ニ
及
ヘ
リ
、
其
費
ヲ
割

　

付
ス
レ
ハ
人
少
時
故
多
分
ニ
當
ル
ヘ
ク
、
因
テ
多
費
相

　

成
ヤ
モ
難
計
、
我
今
日
ノ
情
ニ
踈
ク
ソ
何
れ
と
も
差
図
出
来

　

兼
候
得
共
篤
ト
源
兵
衛
杯
相
談
可
冝
カ

一
、
塾
生
悪
行
多
キ
ノ
源
ハ
夜
分
西
塾
ノ
方
門
ヲ
〆
切
リ

　

候
後
、
絶
テ
検
察
ナ
ク
、
因
テ
去
年
塾
長
ヲ
始
ト
シ
タ
悪
行

　

ナ
セ
シ
由
、
是
等
ノ
事
良
策
ヲ
立
テ
舊
弊
ヲ
更
ム
ヘ
キ

　

事
先
務
ナ
リ

　

汝
厨
政
ノ
事
我
知
ラ
ス
、
併
シ
餘
金
ノ
利
足
書
生
ノ
束　

　

脩
ノ
ミ
ニ
テ
足
候
得
ハ
ヨ
シ
、
十
ニ
九
ハ
不
取
締
ニ
テ

　

不
足
ア
ル
ヘ
シ
ト
察
セ
リ
、
其
實
ハ
足
サ
ル
ノ
理
ナ

　

シ
、
足
サ
ル
ハ
不
取
締
ヨ
リ
起
ル
ナ
リ
、
是
ハ
辨
論
ニ
及

　

ハ
ス
、
有
餘
不
足
ノ
四
字
ニ
テ
勤
惰
ノ
効
判
然
タ
ル
ヘ

　

シ
一
、
緝
熈
敬
止
ト
ハ
緝
熈
ハ
永
ク
續
ヒ
テ
明
ニ
ス
ル
ノ
意
、

　

此
處
善
ト
知
リ
タ
ル
上
ハ
敬
ノ
意
ヲ
以
テ
止
テ
動
カ

　

サ
ル
ヲ
云
、
汝
有
始
無
終
ハ
不
断
申
聞
候
通
、
早
起
ノ
事

　

杯
モ
僅
三
四
日
ニ
テ
復
如
舊
ニ
相
成
候
、
日
記
杯
モ
同　

　

様
、
我
十
六
歳
ヨ
リ
四
十
年
ノ
間
人
ヨ
リ
起
サ
レ
候
事

　

無
之
、
日
記
二
十
七
歳
ヨ
リ
二
十
九
年
二
百
餘
巻
一
日

　

ノ
怠
リ
無
之
、
其
内
無
拠
要
務
又
ハ
病
ニ
テ
缺
候
事
モ

　

有
之
候
得
共
、
不
出
三
日
復
補
足
シ
候
故
、
全
備
セ
リ
、
十

　

五
歳
ノ
時
浄
喜
公
ヨ
リ
汝
毎
事
有
始
無
終
ト
蒙
諭

　

候
故
、
早
起
等
ハ
如
何
ナ
ル
病
ニ
テ
モ
勉
強
イ
タ
シ
来

　

リ
候

一
、
先
日
モ
申
候
通
、
三
世
為
将
兵
家
所
忌
儒
亦
然
ト

　

文
玄
公
御
開
業
其
方
マ
テ
三
世
ノ
形
ニ
相
成
居
候
、
昭

陽
先
生
程
ノ
学
徳
ニ
テ
モ
二
代
目
ト
相
成
テ
ハ
初
代

程
ニ
人
之
ヲ
知
ラ
ス
、
然
ル
ニ
其
方
未
熟
ニ
テ
世
上
ニ

徃
々
名
ヲ
知
ル
者
ア
リ
、
実
文
玄
公
ノ
餘
蔭
ナ
リ
此

處
ヲ
篤
ト
思
案
シ
孝
経
ノ
夙
興
夜
寐
勿
沗
苒
所
生

ノ
聖
訓
ヲ
守
ル
ベ
キ
ナ
リ

文
久
元
年
辛
酉
十
月
旭
荘
老
人
示

　

御
懇
篤
ニ
御
教
戒
被
成
下
千
萬
難
有
奉
感
銘
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
肖
孝
頓
首
（
花
押
）

廣瀬敬四郎と「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」について
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五

咸
宜
園
門
下
生
略
伝　
（
五
）　

廣
瀬
　
敬
四
郎
（
ひ
ろ
せ
・
け
い
し
ろ
う
）

本　

名　

廣
瀬 
敬
四
郎　

幼
名
は
仁
（
甚
）
四
郎
、
号
は
日
田

生
没
年　

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一
〇
月
一
七
日

　
　
　
　
　
　
　

                   

～
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
一
月
一
七
日
（
享
年
四
四
歳
）

出
生
地　

摂
津
国
西
成
郡
淡
路
町
（
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
淡
路
町
）
※
戸
籍
上

　
　
　
　

実
際
は
母
の
実
家
で
あ
る
播
磨
国
飾
東
郡
姫
路
（
兵
庫
県
姫
路
市
）
に
生
ま
れ
る

◆
入
門
簿　

な
し　

入
門
簿
は
不
詳
で
あ
る
が
廣
瀬
林
外
の
日
記
に
関
連
記
事
あ
り

　
　
　
　
　

文
久
四
年
（
元
冶
元
年
＝
一
八
六
四
）
一
月
九
日
頃
ヵ

◆
紹
介
者　

不
明

◆
月
旦
評　
（
一
九
等
級
制
）
七
級
下
（
明
治
四
年
辛
未
四
月
月
旦
評
）

◆
職
任
制　

東
塾
長
（
明
治
二
年
一
月
一
九
日
）、
司
計
（
明
治
二
年
五
月
一
日
、
東
塾
長
と

　
　
　
　
　

兼
ね
る
）、
権
舎
長
（
明
治
三
年
閏
一
〇
月
五
日
）　

◆
大
帰
日
（
退
塾
）　

不
明
（
明
治
五
年
頃
ヵ
）

◆
職　

業　

教
育
者
・
地
方
官
吏

　

◇
廣
瀬
敬
四
郎
の
略
年
譜

出
典
：
旭
荘
日
記
→（
旭
）、旭
荘
公（
翁
）逝
去
前
後
之
日
誌
→（
逝
）、林
外
日
記
→（
林
）、　　
　

  

慶
應
義
塾
入
社
帳
→
（
慶
）、慶
応
義
塾
百
年
史
→
（
百
）、廣
瀬
敬
四
郎
履
歴
書
→
（
履
）　　
　

  

と
略
す

嘉
永　

四
年
（
一
八
五
一
）   

一
〇
月
一
七
日 

廣
瀬
旭
荘
の
前
妻
・
瑛
子
の
実
家
で
あ
る
播
磨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

国
飾
東
郡
姫
路
に
生
ま
れ
る(

旭)

・(

履)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

一
二
月
二
二
日 

前
夫
人
が
敬
四
郎
を
生
ん
だ
こ
と
を
知
る
（
旭
）

嘉
永　

五
年
（
一
八
五
二
）       

二
月
二
一
日 

摂
津
国
淡
路
町
の
家
に
敬
四
郎
を
迎
え
る(

旭)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

三
月　

二
日 

緒
方
洪
庵
に
依
頼
し
て
種
痘
を
受
け
よ
う
と
す

                                                               

る
も
風
邪
の
た
め
止
め
る
（
旭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

三
月　

五
日 

除
痘
館
に
て
種
痘
を
受
け
る(

旭)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

六
月
一
一
日 

妹
の
義
子(

旭
荘
三
女)

生
ま
れ
る
（
旭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

一
二
月
二
二
日 

義
子
亡
く
な
る(

旭)

安
政　

元
年
（
一
八
五
四
）  

一
二
月
二
六
日 

大
坂
伏
見
町
の
「
九
桂
草
堂
」
に
居
を
移
す

安
政　

二
年(

一
八
五
五)　

   

正
月
一
六
日 

五
男
の
正
吉
が
生
ま
れ
る
（
旭
）

文
久　

元
年(

一
八
六
一)　

   

四
月　

六
日 

廣
瀬
旭
荘
一
家
、
日
田
へ
帰
郷
す
る
た
め
出
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
旭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

 

一
二
月 　
　
　

会
所
山
の
山
陰
に
「
雪
来
館
」
に
閑
居
（
旭
）

文
久　

二
年
（
一
八
六
二
）      

五
月
二
〇
日 

六
男
の
龍
吉
が
生
ま
れ
る
（
旭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

一
〇
月　

六
日 

大
坂
へ
戻
る
た
め
、
日
田
か
ら
旅
立
つ
（
旭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

一
二
月
一
三
日 

大
坂
到
着
（
旭
）

文
久　

三
年
（
一
八
六
三
）　  

六
月
二
日 

池
田
へ
転
居
（
旭
・
逝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

  

七
月 　
　
　

父
・
旭
荘
の
病
が
悪
化
す
る
（
旭
・
逝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

 

八
月
一
七
日 

父
・
旭
荘
亡
く
な
る
（
五
七
歳
）（
逝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

  

九
月
一
一
日 

日
田
よ
り
兄
・
孝
之
助
が
大
坂
に
到
着
（
逝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

一
〇
月　

七
日 

瀧
と
三
弟
ら
日
田
へ
向
け
て
帰
郷
（
林
）

文
久　

四
年
（
一
八
六
四
）　  

正
月　

九
日 

咸
宜
園
入
塾
（
林
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

 

八
月
一
八
日 

中
洲
に
建
物
を
新
築
す
る
（
林
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

  

二
六
日 

小
北
堂
（
継
母
・
瀧
）、
中
洲
に
遷
居
（
林
）

廣瀬敬四郎肖像写真
「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」

（個人蔵・日田市寄託）

咸宜園門下生略伝（五）



六
六

慶
応　

二
年
（
一
八
六
六
）　  

八
月　

四
日 

名
を
仁
四
郎
か
ら
敬
四
郎
に
改
め
る
（
林
）

明
治　

二
年
（
一
八
六
九
）　  

一
月
一
九
日 

東
塾
長
に
な
る
（
林
）

                                    　

    

五
月　

一
日 

司
計
を
兼
ね
る
（
林
）

明
治　

三
年
（
一
八
七
〇
）　  

八
月
二
五
日 

長
府
よ
り
弟
の
龍
吉
来
る
（
林
）

明
治　

三
年
（
一
八
七
〇
）　  

九
月　

七
日 

敬
四
郎
が
紹
介
者
と
な
り
、
龍
吉
が
咸
宜
園
に 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

入
塾

　
　
　
　
　
　
　
　
　

    
閏
一
〇
月　

五
日 

権
舎
長
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

一
〇
日 

兄
の
林
外
と
分
職
の
こ
と
に
つ
い
て
協
議

明
治　

四
年
（
一
八
七
一
）     

辛
未
四
月
月
旦
評　

七
級
下
に
掲
載
さ
れ
る

明
治　

五
年
（
一
八
七
二
）　  

八
月　

八
日 
林
外
が
証
人
と
な
り
、
横
田
国
臣
・
田
代
丈
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
ら
と
共
に
慶
応
義
塾
へ
入
社
（
慶
）

明
治　

八
年
（
一
八
七
五
）　　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
か
ら
埼
玉
県
中
学
へ
派
遣
さ
れ
る
（
百
）

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）　  

二
月
二
二
日 

群
馬
県
七
等
属
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）      

五
月
一
九
日 

群
馬
県
六
等
属
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
月
二
五
日 

群
馬
県
五
等
属
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）　  

二
月
一
三
日 

大
蔵
省
へ
出
向
す
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

一
六
日 

大
蔵
省
租
税
局
五
等
属
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
月
二
五
日 

租
税
局
仙
台
出
張
所
勤
務
を
命
じ
ら
れ
る
（
履
）

明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）　  

八
月
二
七
日 

租
税
局
静
岡
出
張
所
勤
務
を
命
じ
ら
れ
る
（
履
）

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）　  

七
月　

八
日 

四
等
属
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）　  

六
月　

七
日 

三
等
属
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
二
九
日 

二
等
属
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）　  

五
月
二
〇
日 

二
等
主
税
属
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
二
九
日 

愛
媛
県
収
税
長
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
月　

九
日 

従
七
位
に
叙
さ
れ
る
（
履
）

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）     

八
月
二
一
日 

奏
任
官
五
等
に
叙
さ
れ
、
上
級
俸
を
賜
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
月
一
三
日 

熊
本
県
収
税
長
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

奏
任
官
五
等
に
叙
さ
れ
、
上
級
俸
を
賜
る
（
履
）

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）　  

八
月　

一
日 

奏
任
官
四
等
に
叙
さ
れ
、
下
級
俸
を
賜
る
（
履
）

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）　    

三
月
一
二
日 

熊
本
県
会
計
主
務
官
を
命
じ
ら
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
〇
月
一
一
日 

神
奈
川
県
収
税
長
に
任
じ
ら
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

奏
任
官
四
等
に
叙
さ
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

熊
本
県
会
計
主
務
官
を
免
ぜ
ら
れ
る
（
履
）

明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）　

一
二
月
二
一
日 

正
七
位
に
叙
さ
れ
る
（
履
）

明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）　

一
一
月
二
〇
日 

高
等
官
六
等
に
叙
さ
れ
る
（
履
）

明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）　

一
〇
月
一
八
日 

高
等
官
五
等
に
叙
さ
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
二
月　

六
日 

従
六
位
に
叙
さ
れ
る
（
履
）

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）　　

一
月
一
七
日 

廣
瀬
敬
四
郎
亡
く
な
る
（
享
年
四
四
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

正
六
位
に
叙
さ
れ
る
（
履
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

特
旨
を
も
っ
て
位
一
級
進
ま
せ
る
（
履
）

◇
廣
瀬
敬
四
郎
の
事
績

　

敬
四
郎
は
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一
〇
月
一
七
日
、
播
磨
国
飾
東
郡
姫
路
（
現
姫
路
市
）

に
咸
宜
園
第
二
代
塾
主
を
務
め
た
廣
瀬
旭
荘
と
山
名
瑛
子
と
の
間
に
四
男
と
し
て
生
ま
れ
た

（
１
）。
旭
荘
と
瑛
子
は
敬
四
郎
が
生
ま
れ
る
前
の
同
年
五
月
に
は
離
縁
し
て
お
り
、
旭
荘
は
瑛

子
が
敬
四
郎
を
身
籠
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
日
田
に
一
時
帰
郷
し
て
い
る
。
そ
し
て
下

関
で
最
後
の
妻
と
な
る
清
水
瀧
氏
と
の
婚
姻
を
進
め
て
い
た
。
そ
し
て
同
年
一
二
月
に
大
坂
に

瀧
を
連
れ
て
戻
っ
て
き
た
旭
荘
は
、
敬
四
郎
の
誕
生
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
、
旭
荘
は
日
田
へ
の
一
時
帰
郷
の
際
、
兄
・
淡
窓
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
の
を
元
の

弟
に
復
し
、
旭
荘
の
長
男
で
あ
る
孝
之
助
（
林
外
）
を
養
子
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ

て
か
、
旭
荘
は
、
翌
年
の
嘉
永
五
年
二
月
、
敬
四
郎
を
瑛
子
か
ら
引
き
取
っ
て
育
て
る
こ
と

に
し
た
。
そ
の
後
、
敬
四
郎
は
旭
荘
・
瀧
の
元
で
成
長
し
て
い
き
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）　

四
月
に
は
旭
荘
一
家
が
日
田
へ
一
時
帰
郷
し
た
際
に
は
共
に
日
田
を
訪
れ
、
一
年
半
ほ
ど
日
田

で
暮
ら
し
て
い
る
。

　

文
久
二
年
一
〇
月
、
旭
荘
が
再
び
大
坂
に
戻
る
に
伴
い
、
敬
四
郎
を
始
め
と
し
た
家
族
ら
も

日
田
を
離
れ
た
が
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
一
七
日
、
父
・
旭
荘
が
摂
津
国
池
田
（
大

阪
府
池
田
市
）
で
亡
く
な
っ
た
。
残
さ
れ
た
家
族
ら
は
身
辺
整
理
を
し
た
の
ち
、
日
田
に
引
き

上
げ
て
生
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。



六
七

　

翌
年
の
文
久
四
年
（
元
治
元
年
＝
一
八
六
四
）
一
月
九
日
、
敬
四
郎
の
兄
で
あ
る
林
外
の
日

記
に
「
仁
四
郎
入
塾
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
四
歳
で
咸
宜
園
に
正
式
に
入
塾
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
敬
四
郎
の
継
母
で
あ
る
瀧
や
異
母
弟
で
あ
る
正
吉
・
龍
吉
ら
は
、
中
洲
（
日

田
市
中
之
島
町
）
に
新
築
し
た
家
に
住
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
２
）。

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
四
月
の
月
旦
評
に
は
「
甚
（
仁
）
四
郎
」
の
名
で
、
二
権
五
級
上

に
そ
の
名
が
見
え
る
（
３
）。
ま
た
敬
四
郎
の
「
職
任
」
に
つ
い
て
も
林
外
の
日
記
か
ら
、
そ

の
記
述
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
月
一
九
日
に
は
、東
塾
長
に
な
っ

て
お
り
、
同
年
五
月
一
日
、
司
計
を
兼
ね
て
い
る
。
ま
た
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
閏
一
〇
月

五
日
に
は
敬
四
郎
が
権
舎
長
と
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

月
旦
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
四
月
の
月
旦
評
が
敬
四
郎
の
名

が
見
え
る
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
三
権
八
級
下
に
昇
級
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
、
咸
宜
園
に

お
い
て
順
調
に
勉
学
に
励
ん
で
い
た
様
子
が
伺
え
る
。

　

敬
四
郎
の
大
帰
に
つ
い
て
は
、
林
外
の
日
記
に
そ
の
記
述
が
見
え
ず
判
然
と
し
な
い
が
、
明

治
五
年
（
一
八
七
二
）
八
月
八
日
、
敬
四
郎
は
横
田
国
臣
・
田
代
丈
吉
ら
咸
宜
園
門
下
生
ら
と

共
に
廣
瀬
孝
（
林
外
）
が
保
証
人
と
な
り
、
慶
応
義
塾
に
入
社
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
四

年
四
月
～
五
年
八
月
の
間
で
大
帰
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

明
治
五
年
八
月
か
ら
慶
応
義
塾
で
敬
四
郎
は
学
ん
で
お
り
、
明
治
八
年
に
は
慶
応
義
塾
か
ら

埼
玉
県
中
学
に
教
員
と
し
て
、
ま
た
学
校
運
営
を
助
け
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

埼
玉
県
中
学
で
の
活
動
は
判
然
と
し
な
い
が
、
明
治
一
〇
年
二
月
に
は
群
馬
県
に
七
等
属
で
出

仕
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
に
は
埼
玉
県
中
学
で
の
教
員
生
活
を
終
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
一
〇
年
二
月
の
群
馬
県
出
仕
以
降
、
敬
四
郎
は
生
涯
を
通
じ
て
官
吏
と
し
て
奉
職
し
て

い
る
。
群
馬
県
で
は
明
治
一
〇
年
二
月
～
一
三
年
二
月
ま
で
の
間
、
主
に
教
育
行
政
に
携
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
履
歴
書
か
ら
わ
か
る
。

　

明
治
一
三
年
二
月
に
、
群
馬
県
か
ら
大
蔵
省
に
出
向
し
、
租
税
局
勤
務
と
な
り
、
明
治
一
三

年
に
は
仙
台
、
明
治
一
四
年
に
は
静
岡
で
勤
務
し
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
一
七
年
に
は
愛
媛
県

収
税
長
に
、
明
治
一
九
年
に
は
熊
本
県
収
税
長
に
、
そ
し
て
明
治
二
三
年
に
は
神
奈
川
県
収
税

長
に
任
じ
ら
れ
、
高
等
官
五
等
・
従
六
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
神
奈
川
県
収
税
長
在
職
時
に

敬
四
郎
は
四
四
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
り
、
死
後
追
贈
さ
れ
、
正
六
位
に
叙
さ
れ
た
。

【
註
】

（
１
）
戸
籍
や
履
歴
書
等
で
は
、
旭
荘
と
継
母
・
瀧
に
引
き
取
ら
れ
た
の
ち
に
一
緒
に
生
活　
　
　

  

し
た
摂
津
国
西
成
郡
淡
路
町
（
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
淡
路
町
）
が
出
生
地
と
し
て
書　
　

 

か
れ
て
い
る
。
ま
た
戸
籍
上
で
は
四
男
で
は
な
く
、
三
男
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
中
洲
は
、
文
久
元
年
に
旭
荘
ら
が
一
時
帰
郷
し
た
際
に
梅
を
植
え
て
、
梅
林
と
し
た

こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
咸
宜
園
が
所
在
し
た
濠ほ

り
た田

村
に
所
属
し
て
お
り
、
旭
荘
も
し

く
は
咸
宜
園
の
所
有
の
土
地
と
し
て
、
中
洲
の
一
部
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

（
３
）
幼
名
の
「
仁
四
郎
」
か
ら
「
敬
四
郎
」
に
改
め
る
の
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

八
月
四
日
で
あ
る
こ
と
が
林
外
の
日
記
か
ら
わ
か
る
。

【
参
考
文
献
】

『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
一
～
九
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
～
一
九
九
四
）

廣
瀬
林
外
「
林
外
日
記
」

　
　
　
　
　
　
（
自
嘉
永
二
年
正
月
至
明
治
四
年
一
一
月
、
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
蔵
）

溝
田
直
己
「
史
料
紹
介 

光
吉
文
龍 

述
『
旭
荘
公
逝
去
前
後
之
日
誌
』」

　
『
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
二
号
（
二
〇
一
三
、
日
田
市
教
育
委
員
会
）

『
慶
応
義
塾
入
社
帳
』
第
一
巻
（
慶
応
義
塾
、
一
九
八
六
）

『
慶
応
義
塾
百
年
史
』
付
録
（
慶
応
義
塾
、
一
九
六
九
）

平
成
二
八
年
度
企
画
展
図
録
「
廣
瀬
旭
荘
・
敬
四
郎
文
庫
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
田
市
教
育
庁
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
七
）

咸宜園門下生略伝（五）



六
八

廣瀬敬四郎履歴書（明治 10 年～明治 27 年まで記述）
「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」（個人蔵・日田市寄託）

群馬県辞令書
「七等属廣瀬敬四郎 第五課専勤申付候事」

明治 10 年 2 月 22 日
「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」

（個人蔵・日田市寄託）

大蔵省命令状「仙台出張所在勤申付」
明治 13 年 10 月 25 日

「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」（個人蔵・日田市寄託）

群馬県出張命令書
「教育会議ニ付、神奈川県へ出張申付候事」

明治 11 年 5 月 20 日
「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」

（個人蔵・日田市寄託）

賞勲局「木杯一個下賜」
明治 22 年 11 月 5 日

「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」
（個人蔵・日田市寄託）

廣瀬敬四郎履歴書（明治 10 年～明治 19 年まで記述）
「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」（個人蔵・日田市寄託）

主税局「事務勉勤ニ付慰労金下賜候事」
明治 18 年 5 月 29 日

「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」（個人蔵・日田市寄託）



六
九

咸宜園門下生略伝（五）

咸
宜
園
門
下
生
略
伝　
（
五
）

勝
部
　
唯
一
（
か
つ
べ
・
た
だ
い
ち
）

　

本
名
は
唯
一
（
只
一
）、
通
称
は
貫
一
、
号
は
其
楽
（
き
ら
く
）。

　

生
没
年　

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
～
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）　

八
十
八
歳
で
永
眠

◆
入
門
簿
あ
り

◆
入
門
時
の
情
報　

　

入
門
日　

慶
応
元
年
六
月
十
九
日

　

住　

所　

雲
州
神
門
郡
今
市
村　

勝
部
正
三
郎
忰

　

入
門
名　

勝
部　

唯
一

　

年　

齢　

二
十
歳

　

紹
介
者　

寿
助
（
同
郷
の
塾
生
で
前
島
寿
助
と
思
わ
れ
る
）　

◆
出
身
地　

出
雲
国
神
門
郡
今
市
村
（
島
根
県
出
雲
市
）

◆
月
旦
評　

六
級
下
（
慶
応
二
年
四
月
時
点
）

◆
大
帰
日　

慶
応
二
年
一
〇
月
か
ら
慶
応
三
年
ま
で
の
間
（
月
日
は
不
詳
）

◆
職　

業　

教
育
者
（
英
語
学
校
「
包
蒙
学
館
」
主
宰
）

　

◇
勝
部
唯
一
の
略
年
譜

　

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）　

六
月
三
日
、
出
雲
国
神
門
郡
今
市
に
生
ま
れ
る

　

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）　

十
歳
で
有
隣
塾
に
入
門

　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）　

十
三
歳
で
有
隣
塾
の
塾
長
に
就
く

　

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）　

有
隣
塾
が
閉
塾　

　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）　

十
九
歳
で
河
野
鉄
兜
の
林
田
「
新
塾
」
に
入
門

　

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）　

六
月
十
九
日　

二
十
歳
で
咸
宜
園
に
入
門

　

慶
応
元
年
（
一
八
六
六
）　

十
二
月
九
日　

罰
唯
一
犯
約
侍
座
二
日
（「
咸
宜
園
日
記
」）

　

慶
応
元
年
（
一
八
六
六
）　

十
二
月
二
十
日　

月
旦
評
・
・
唯
一
加
五
級
下
（
同
右
）

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）　

二
月
十
二
日　

唯
一
為
主
簿
（
同
右
）

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）　

二
月
二
十
七
日　

月
旦
評
・
・
唯
一
加
権
五
級
上
（
同
右
）

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）　

三
月
二
十
七
日　

月
旦
評
・
・
唯
一
加
二
権
六
級
下
（
同
右
）

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）　

四
月
二
十
一
日　

罰
唯
一
試
場
犯
法
加
黒
点
一
（
同
右
）　　

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）　

五
月
十
一
日　

賞
節
倹
唯
一
・
・
・
免
夜
直
一
度
（
同
右
）　

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）　

七
月
二
日　

唯
一
之
博
多
（
同
右
）

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）　

十
月
十
七
日　

大
量
唯
一
蟠
龍
去
（「
林
外
日
記
」）　

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）　

亀
谷
省
軒
（
咸
宜
園
門
下
生
）
と
肥
前
国
田
代
領
に
移
居

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）　

長
崎
に
遊
学

　

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）　

広
運
館
に
入
学

　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）　

二
十
四
歳
で
長
崎
英
国
領
事
館
（
訳
官
）
に
採
用

　

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）　

二
十
九
歳
で
英
国
に
出
帆
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
留
学

　

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）　

三
十
一
歳
で
帰
国
し
て
英
語
学
校
「
包
蒙
学
館
」
を
設
立

　

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）　

父
の
正
三
郎
が
死
去

　

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）　

文
芸
誌
『
出
雲
』
発
刊

　

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）　

六
十
四
歳
の
と
き
包
蒙
学
館
が
閉
館

　

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）　

青
垣
吟
社
結
成

　

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）　

青
垣
吟
社
十
周
年
記
念
大
会

　

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）　

一
家
で
離
郷

　

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）　

八
十
八
歳
で
逝
去

◆
勝
部
唯
一
の
事
績

　

江
戸
時
代
後
期
の
神
門
郡
今
市
は
商
家
が
軒
を
連
ね
る
町
人
地
が
広
が
り
、
高
瀬
川
を
利
用

し
た
物
資
の
輸
送
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
父
の
正
三
郎
は
家
業
の
傍
ら
で
漢
学
塾
の「
三
河
屋
」

咸宜園入門簿

勝部唯一（明治中頃）



七
〇

を
主
宰
し
て
い
た
。
十
歳
で
塩
冶
村
の
漢
学
塾
「
有
隣
塾
」（
伊
藤
宜
堂
主
宰
）
に
入
門
し
、

十
三
歳
で
塾
長
を
務
め
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
播
磨
国
の
河
野
鉄
兜
の
元
で
学
び
、
さ
ら
に

慶
応
元
年
二
十
歳
の
と
き
に
豊
後
国
日
田
郡
の
咸
宜
園
に
入
門
し
た
。
そ
の
後
、
長
崎
で
英
語

を
学
ん
だ
後
、
明
治
七
年
英
国
に
渡
り
、
さ
ら
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
英
語
を
学
ん
だ
。
父
の
命

で
明
治
九
年
に
帰
国
す
る
と
郷
里
の
今
市
で
英
語
学
校「
包
蒙
学
館（
包
蒙
館
）」を
設
立
し
た
。

後
に
、
和
漢
学
科
も
併
置
し
た
学
校
は
明
治
四
十
二
年
の
閉
館
ま
で
三
十
三
年
間
に
お
よ
び
生

徒
を
教
育
し
た
。

　

包
蒙
学
館
の
教
育
に
お
け
る
先
進
性
は
、
島
根
県
下
の
例
と
し
て
公
立
の
松
江
中
学
校
が
明

治
十
一
年
に
英
学
科
を
開
設
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

晩
年
の
唯
一
は
、
青
垣
吟
社
を
主
宰
す
る
な
ど
文
学
活
動
に
従
事
し
、
地
方
の
漢
詩
壇
の
振

興
に
寄
与
し
た
と
さ
れ
る
。

　

昭
和
八
年
、
唯
一
は
八
十
八
歳
で
永
眠
し
た
。
現
在
、
勝
部
家
の
墓
所
は
出
雲
市
今
市
の
西

楽
寺
に
あ
る
。

◆
咸
宜
園
で
の
在
塾

　

唯
一
が
入
門
し
た
頃
の
咸
宜
園
は
、
初
代
塾
主
の
淡
窓
か
ら
数
え
て
四
代
目
の
廣
瀬
林
外
の

時
代
で
あ
っ
た
。
林
外
は
淡
窓
の
弟
で
廣
瀬
旭
荘
の
長
子
だ
っ
た
が
、
後
に
伯
父
に
あ
た
る
淡

窓
の
養
子
と
な
っ
て
咸
宜
園
の
経
営
を
継
い
だ
人
物
で
あ
る
。

　

唯
一
の
咸
宜
園
に
お
け
る
入
門
記
録
は
、
入
門
簿
以
外
に
も
「
咸
宜
園
日
記
」
に
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
慶
応
元
年
六
月
十
八
日
の
記
事
に
は
、「
天
心
流
情
来
。
神
亮
寝
病
。
雲
州
人
勝

部
唯
一
入
門
。」
と
あ
り
、
入
門
簿
の
記
載
よ
り
一
日
早
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
は
淡
窓
の
時
代
よ
り
良
く
あ
る
事
で
、
入
門
に
際
し
て
事
前
に
塾
主
へ
の
挨
拶
を
行
い
、
入

門
簿
に
記
載
し
た
の
が
翌
日
で
あ
っ
た
。

　

入
門
前
の
唯
一
は
、
廣
瀬
旭
荘
と
も
交
流
の
あ
っ
た
伊
藤
宜
堂
や
河
野
鉄
兜
な
ど
の
塾
で
十

分
な
学
問
を
積
ん
で
い
た
た
め
、
相
当
な
学
力
を
有
し
て
咸
宜
園
に
学
ん
で
た
よ
う
だ
。
そ
の

た
め
、
月
旦
評
に
お
け
る
進
級
は
他
の
塾
生
に
比
較
し
て
も
随
分
と
早
か
っ
た
。
入
門
か
ら
一

年
も
経
た
な
い
慶
応
二
年
三
月
に
は
六
級
下
に
進
ん
で
い
る
。
咸
宜
園
に
は
「
超
遷
」
と
呼
ば

れ
た
飛
び
級
制
度
が
あ
り
、
記
録
に
は
見
え
な
い
が
唯
一
は
超
遷
に
よ
っ
て
短
期
間
に
昇
級
し

て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
塾
内
に
お
け
る
運
営
上
の
役
割
を
「
職
任
（
制
）」
と
呼
ん
だ
が
、「
咸
宜
園
日
記
」

で
は
「
主
簿
（
会
計
補
佐
）」
を
務
め
た
と
あ
る
が
、唯
一
自
筆
の
履
歴
書
に
は
咸
宜
園
で
「
舎

長
」を
務
め
た
と
の
記
録
も
あ
る
。
舎
長
と
は
咸
宜
園
内
に
あ
る
塾
生
寮
の
監
督
者
の
こ
と
で
、

「
職
任
」
の
中
で
も
要
職
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
『
咸
宜
園
日
記
』
に
は
、
規
約
違
反
を
犯
し
て
罰
せ
ら
れ
た
と
す
る
記
事
も
見
え
、

唯
一
の
豪
放
な
性
格
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

咸
宜
園
の
退
塾
に
つ
い
て
は
明
確
な
時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
、
慶
応
二
年
幕
府
軍
と
長
州
軍

が
衝
突
す
る
と
幕
領
地
で
あ
っ
た
日
田
も
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
同
年
八
月

に
咸
宜
園
は
一
時
期
閉
鎖
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
唯
一
も
何
処
か
へ
一
時
的
に
避
難
し

た
と
思
わ
れ
る
が
十
月
十
七
日
の
「
咸
宜
園
日
記
」
の
記
事
に
他
の
塾
生
二
名
と
「
去
（
る
）」

と
あ
る
の
で
一
旦
は
復
塾
し
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
の
記
事
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
こ
の
頃
退
塾
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
翌
三
年
に
な
る
と
、
咸
宜
園
門
下
生
の

亀
谷
省
軒
（
対
馬
藩
士
）
と
肥
前
国
田
代
領
に
避
難
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　【
参
考
文
献
・
関
係
図
書
】

谷
口
廻
瀾
（
本
名
は
谷
口
為
次
）『
島
根
儒
林
伝
』（
覆
刻
）　
（
一
九
七
七
）

島
根
県
教
育
庁
総
務
課
・
島
根
県
近
代
教
育
史
編
さ
ん
事
務
局
『
島
根
県
近
代
教
育
史
』
第　

一
巻
通
史
（
島
根
県
教
育
委
員
会
一
九
七
八
）

半
田
礼
子
『
包
蒙
の
白
い
道
―
出
雲
の
教
育
者 

勝
部
其
楽
の
生
涯
』（
一
九
九
三
）

山
陰
中
央
新
報
社
『
島
根
県
歴
史
人
物
事
典
』（
山
陰
中
央
新
報
社
一
九
九
七
）　

半
田
礼
子
・
米
山
美
保
子
『
勝
部
貫
一
（
其
楽
）
―
出
雲
・
英
語
教
育
の
先
駆
者
―
』
出
雲　

市
民
文
庫
十
八
（
出
雲
市
二
〇
〇
二
）

出
雲
塩
冶
誌
編
集
委
員
会
編
『
出
雲
塩
冶
誌
』（
出
雲
塩
冶
誌
刊
行
委
員
会
二
〇
〇
九
）

　

後
記　

作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
勝
部
家
の
ご
子
孫
な
ら
び
に
西
楽
寺
住
職
松
田
周
邦
様
に
ご

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー　

吉
田　

博
嗣
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咸宜園門下生略伝（五）

勝部唯一と漢詩仲間（中央が唯一） 勝部唯一と包蒙学館の生徒たち（後列中央が唯一）

勝部家の墓所がある西楽寺の山門（出雲市今市） 「包蒙学館（包蒙館）」があった場所
（写真奥の建物あたり、手前は高瀬川：出雲市大津）

右は慶応二年四月の月旦評。私塾咸宜園では毎月実
施される試業によって学力評価を行う進級制度を
導入していた。勝部は慶応元年六月に入門している
が一年足らずで六級下の成績にあったことがわか
る。咸宜園では五級以上の塾生を上等生と呼んでい
たが、唯一の進級の度合いは群を抜いて早かったと
言える。ただし、その後の月旦に関する情報はなく、
最終成績は不明である。
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教
育
遺
産
を
歩
く
（
一
）　

咸
宜
園
跡
（
か
ん
ぎ
え
ん
あ
と
）

【
は
じ
め
に
】

　

大
分
県
日
田
市
に
江
戸
時
代
に
開
か
れ
た
私
塾
（
学
問
塾
）
の
中
で
は
国
内
最
大
の
規
模
を

誇
っ
た
「
咸
宜
園
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
塾
は
儒
学
者
廣
瀬
淡
窓
（
１
７
８
２
～
１
８
５
６
）
に

よ
っ
て
文
化
十
四
（
一
八
一
七
）
年
に
開
か
れ
、
当
初
、
敷
地
西
側
で
始
め
た
塾
は
入
門
者
の

増
加
に
伴
い
、
通
り
を
は
さ
ん
だ
東
側
に
も
拡
張
さ
れ
た
。

　

現
在
は
、
国
指
定
史
跡
「
咸
宜
園
跡
」
と
し
て
保
存
整
備
さ
れ
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
天
明

元
年
（
一
七
八
一
）
に
淡
窓
の
伯
父
で
廣
瀬
家
第
四
世
の
月
化
が
建
築
し
、
後
に
淡
窓
も
居
宅

と
し
て
利
用
し
た
茅
葺
建
物
の
「
秋
風
庵
」
が
現
存
す
る
ほ
か
、
淡
窓
の
書
斎
で
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
建
築
の
「
遠
思
楼
」
や
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
建
築
の
「
書
蔵
庫
」
な

ど
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
塾
舎
（
講
堂
）
や
寮
舎
（
東
塾
・
南
塾
な
ど
）
は
現

存
し
な
い
。
近
く
に
は
、
廣
瀬
淡
窓
や
そ
の
家
族
の
墓
所
で
「
長
生
園
」
も
あ
る
。

　

平
成
二
十
二
年
十
月
に
は
咸
宜
園
跡
の
北
側
に
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
を
備
え
た
「
咸
宜
園
教
育

研
究
セ
ン
タ
ー
」
が
建
設
さ
れ
た
。
セ
ン
タ
ー
で
は
、
公
開
展
示
室
や
研
修
室
な
ど
が
あ
り
、

展
示
品
や
英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語
に
対
応
し
た
ガ
イ
ダ
ン
ス
映
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、
咸
宜
園
や
門
下
生
に
つ
い
て
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
で
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
四
月
、
咸
宜
園
跡
や
廣
瀬
淡
窓
旧
宅
な
ど
は
「
近
世
日
本
の
教
育
遺

産
群
ー
学
ぶ
心
・
礼
節
の
本
源
ー
」
の
構
成
文
化
財
と
し
て
茨
城
県
水
戸
市
や
栃
木
県
足
利
市
、

岡
山
県
備
前
市
の
教
育
遺
産
と
と
も
に
日
本
遺
産
の
認
定
を
受
け
て
い
る
。

【
沿
革
・
概
要
】

　

廣
瀬
淡
窓
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
二
十
四
歳
の
と
き
、
豆
田
町
の
長
福
寺
学
寮
を
借
り

て
初
め
て
の
塾
を
開
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
豆
田
一
丁
目
の
民
家
の
一
部
を
借
家
し
て
「
成
章

舎
」
と
名
づ
け
た
が
、
文
化
四
年
に
は
豆
田
裏
町
に
「
桂
林
園
」
と
称
し
た
塾
を
新
た
に
建
築

し
た
。
現
在
の
「
咸
宜
園
」
の
場
所
に
移
っ
た
の
は
、
文
化
十
四
年
、
淡
窓
三
十
六
歳
の
と
き

で
あ
る
。
豆
田
町
郊
外
の
堀
田
村
に
桂
林
園
の
塾
舎
を
移
築
、
居
宅
を
新
築
し
て
塾
名
も
「
咸

宜
園
」
と
改
め
た
。
そ
の
後
も
入
門
者
は
増
え
続
け
、
東
西
の
敷
地
に
は
西
塾
・
東
塾
・
南
塾
・

講
堂
な
ど
全
十
八
棟
の
建
物
を
有
す
る
近
世
最
大
規
模
の
私
塾
へ
と
発
展
し
た
。
咸
宜
園
入
門

簿
に
は
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
約
四
千
八
百
名
の
名
前
が
記
さ
れ
、
入
門
簿
に
記
載
の
な
い
門
下

生
を
加
え
る
と
五
千
名
を
は
る
か
に
超
え
る
。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
淡
窓
が
七
十
五
歳
で

死
去
す
る
と
、
咸
宜
園
は
義
子
の
青
邨
や
養
嗣
子
の
林
外
、
ま
た
旧
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
引
き

継
が
れ
明
治
三
十
年
ま
で
続
い
た
。

【
咸
宜
園
の
特
色
】

　

咸
宜
園
教
育
の
特
色
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
ま
ず
他
塾
と
の
違
い
は
一
つ
に
は
師
と

門
弟
と
の
関
係
に
あ
っ
た
。
従
来
の
漢
学
塾
の
多
く
は
高
名
な
学
者
が
朱
子
学
や
徂
徠
学
な
ど

自
ら
の
採
る
学
説
等
を
主
と
し
て
教
え
、
弟
子
が
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
そ
の
学
風
・
学
派

を
継
承
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
し
て
淡
窓
の
教
育
は
、
特
定
の
思
想
信
条
や
学
問

に
偏
ら
ず
に
学
ば
せ
た
点
で
、
先
行
の
塾
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
講
義
の
場
所
も
塾
主
の

私
宅
等
で
学
ぶ
こ
と
が
多
い
中
、
咸
宜
園
の
よ
う
に
塾
舎
や
寮
舎
を
新
築
し
て
学
習
環
境
を
整

備
し
た
例
は
ご
く
稀
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
私
塾
経
営
は
塾
主
が
一
代
限
り
で

終
え
る
こ
と
が
多
く
、
塾
主
が
十
代
に
も
及
ぶ
咸
宜
園
の
継
続
性
に
も
注
目
で
あ
る
。
当
時
は

他
の
教
育
機
関
と
の
交
流
も
広
く
、
退
塾
後
に
は
多
く
の
塾
生
が
他
の
漢
学
塾
（
亀
井
昭
陽
の

亀
井
塾
な
ど
）
や
蘭
学
塾
（
シ
ー
ボ
ル
ト
の
鳴
滝
塾
、緒
方
洪
庵
の
適
塾
な
ど
）
に
進
ん
で
お
り
、

私
塾
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
ほ
か
、
咸
宜
園
出
身
者
で
は
武
士
の

子
弟
は
昌
平
坂
学
問
所
に
、
僧
侶
の
子
弟
は
京
都
の
高
倉
学
寮
に
学
ぶ
も
の
が
多
か
っ
た
。

　

ま
た
、
教
育
内
容
は
儒
学
を
中
心
に
諸
子
学
、
史
学
、
漢
詩
文
な
ど
で
あ
り
、
三
奪
法
・
月

旦
評
な
ど
の
独
自
に
工
夫
し
た
教
育
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
公
平
か
つ
厳
格
に
学
力
を
評
価
し

て
教
育
指
導
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
細
か
い
規
則
や
職
任
分
担
を
定
め
て
規
則
正
し
い
塾
生
活

を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
塾
生
活
の
体
験
で
社
会
性
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
社
会
的
に

有
用
な
人
材
の
教
育
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
も
特
色
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

徹
底
し
た
漢
学
の
素
養
と
社
会
的
教
養
を
学
ば
せ
る
塾
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
求
め
る

個
性
を
尊
重
し
た
指
導
を
行
う
も
の
で
、
教
育
内
容
・
方
法
に
お
い
て
い
わ
ば
近
代
の
学
校
教

育
シ
ス
テ
ム
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
整
備
さ
れ
た
教
育
シ
ス
テ
ム
に

廣瀬淡窓肖像
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よ
っ
て
、
多
数
の
塾
生
を
効
率
的
に
教
育
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

【
咸
宜
園
教
育
の
内
容
】

　

淡
窓
の
教
育
に
対
す
る
考
え
方
と
し
て
「
人
材
を
教
育
す
る
は
善
の
大
な
る
も
の
」
と
話
し

て
い
る
。
咸
宜
園
教
育
の
特
徴
と
は
、淡
窓
が
長
年
に
わ
た
る
教
育
実
践
の
中
で
工
夫
を
重
ね
、

改
良
を
加
え
て
作
り
上
げ
た
そ
の
教
育
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
徹
底
し
た
平
等
主

義
で
あ
る
。
入
門
と
同
時
に
年
齢
・
学
歴
・
身
分
の
三
つ
を
奪
う
「
三
奪
法
」
に
よ
り
、
す
べ

て
の
人
を
無
級
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
二
つ
目
は
徹
底
し
た
実
力
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
。
毎

月
実
施
す
る
試
験
の
結
果
に
よ
り
席
序
を
定
め
、
無
級
か
ら
九
級
ま
で
の
等
級
に
塾
生
は
す
べ

て
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
「
月
旦
評
」
と
呼
び
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
月
の
初
め
の
評
価
と

い
う
意
味
だ
が
、
学
力
を
客
観
的
に
評
価
し
塾
生
を
序
列
化
し
た
。
成
績
を
公
表
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
学
習
意
欲
を
起
こ
さ
せ
、
勉
学
に
励
ま
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
。
当
初
は
四
級
制
で
あ
っ

た
が
、
後
に
六
級
と
な
り
、
最
終
的
に
は
九
級
制
と
な
っ
た
。
ま
た
、
各
級
は
上
下
に
分
け
ら

れ
、
最
下
級
の
無
級
を
加
え
る
と
、
全
部
で
十
九
段
階
と
な
っ
て
い
た
。

　

三
つ
目
は
、実
学
主
義
の
教
育
実
践
と
し
て
規
則
正
し
い
共
同
生
活
の
中
で
全
員
に
「
職
任
」

を
分
担
さ
せ
て
、
実
務
の
経
験
を
す
る
こ
と
で
社
会
性
を
身
に
付
け
さ
せ
た
。
互
い
に
協
力
し

助
け
合
い
、
そ
し
て
友
情
を
育
て
て
い
く
こ
と
も
大
事
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
塾
生
の
個
性

と
人
格
を
尊
重
し
、
勉
学
を
通
じ
て
社
会
に
有
用
な
人
材
を
送
り
だ
す
こ
と
が
、
淡
窓
の
教
育

理
念
の
根
本
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

学
習
課
程
に
つ
い
て
は
、時
代
の
変
化
と
と
も
に
何
度
か
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、淡
窓
時
代
に
限
っ

て
は
大
き
く
分
け
て
「
課
業
」「
試
業
」「
消
権
」
の
三
つ
が
あ
っ
た
。「
課
業
」
は
四
級
以
下
の
業
で
、

素
読
・
輪
読
・
聴
講
・
輪
講
・
書
会
・
復
文
・
会
講
な
ど
が
あ
り
、「
試
業
」
は
五
級
以
上
の
業
と

さ
れ
た
が
、
文
章
課
題
・
詩
課
題
・
書
会
・
句
読
切
・
復
文
の
五
つ
の
考
試
（
試
験
）
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
あ
る
時
期
の
「
課
業
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
点
数
を
付
け
、
そ
れ
が
各
級
の
基
準

点
に
達
す
れ
ば
進
級
で
き
た
が
、
後
に
「
超
遷
」
と
い
う
所
謂
飛
び
級
制
度
も
整
備
さ
れ
、
塾
生

の
中
に
は
短
期
間
で
進
級
す
る
も
の
も
出
て
き
た
。
ま
た
「
試
業
」
に
つ
い
て
は
、
基
準
点
数
以
上

を
一
定
期
間
（
数
ヶ
月
）
維
持
し
て
初
め
て
進
級
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
消
権
」

と
は
、「
仮
の
進
級
を
消
す
」
と
い
う
意
味
で
、
点
数
で
は
進
級
と
な
っ
て
も
、
理
解
が
不
十
分
と

思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
師
の
面
前
の
面
接
試
験
で
試
さ
れ
て
正
規
に
進
級
さ
せ
た
と
さ
れ
る
。

【
咸
宜
園
出
身
の
門
下
生
】

　

咸
宜
園
に
入
門
し
た
塾
生
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
寺
院
や
医
家
の
子
弟
が
最
も
多
く
、
塾
生

全
体
の
七
割
を
占
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
町
人
や
農
民
の
数
が
続
き
、
武
士
の
入
門

割
合
は
六
％
程
度
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
女
性
に
関
し
て
は
美
濃
国
出
身
の
尼
僧
二
名
が
記

録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

著
名
な
門
下
生
に
は
、
明
治
「
学
制
」
の
創
設
に
関
わ
っ
た
文
部
大
丞
・
長
三
洲
や
明
治
維

新
に
貢
献
し
た
兵
部
大
輔
・
大
村
益
次
郎
、
蘭
学
者
の
高
野
長
英
、
日
本
写
真
術
の
先
駆
者
・

上
野
彦
馬
な
ど
が
淡
窓
の
下
で
学
ん
で
い
る
。
ま
た
、
淡
窓
没
後
の
出
身
者
に
は
第
二
三
代
内

閣
総
理
大
臣
・
清
浦
奎
吾
や
大
審
院
長
・
横
田
国
臣
、
東
京
府
知
事
・
松
田
道
之
、
実
業
家
（
三

井
財
閥
・
王
子
製
紙
会
長
）・
朝
吹
英
二
な
ど
が
い
る
。

　【
参
考
文
献
】

深
町
浩
一
郎
『
広
瀬
淡
窓
』（
西
日
本
新
聞
社
二
〇
〇
二
）

海
原
徹
『
廣
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
二
〇
〇
八
）

髙
橋
昌
彦
編
著
『
廣
瀬
淡
窓
』（
思
文
閣
二
〇
一
六
）

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
図
説 

咸
宜
園
―
近
世
最
大
の
私
塾
―
』（
日
田
市
教
育
委
員

会
二
〇
一
七
）

【
交
通
ア
ク
セ
ス
】

■
史
跡
咸
宜
園
跡
・
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー 　

〒
８
７
７
―
０
０
１
２ 

大
分
県
日
田
市
淡
窓
二
丁
目
二
番
十
八
号

電
話　

０
９
７
３
（
２
２
）
０
２
６
８

利
用
時
間　

咸
宜
園
跡
（
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
）

　
　
　
　
　

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
（
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
。
た
だ
し
、
入
館
は
十
六
時
半
ま
で
）

休 
館 
日　

年
末
・
年
始
、
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
は
水
曜
日
休
館

駐 

車 

場　

有
（
大
型
駐
車
場
あ
り
）・
入
園
無
料

JR
日
田
駅
か
ら
徒
歩
10
分
・
高
速
バ
ス 

日
田
市
役
所
前
下
車　

徒
歩
７
分

教育遺産を歩く（一）



七
四

史跡咸宜園跡の空撮（南側より撮影）

淡窓を代表する漢詩「休道之詩」の石碑
大正８年（1919）の建立

明治 16 年（1883）作の咸宜園絵図　画は小栗布岳

大正２年（1913）作の咸宜園絵図　画は長岡永邨



七
五

教育遺産を歩く（一）

淡窓の居宅「秋風庵」 咸宜園跡の東家側（北側より撮影）

秋風庵の内部 秋風庵の縁側

書蔵庫（淡窓の蔵書を保管するために建設） 遠思楼（淡窓の書斎）

咸宜園教育研究センター内の公開展示室 平成 22 年度開館の咸宜園教育研究センター



七
六

教
育
遺
産
を
歩
く
（
一
）　

蔵
春
園
（
ぞ
う
し
ゅ
ん
え
ん
）

【
は
じ
め
に
】

　

福
岡
県
豊
前
市
に
は
江
戸
時
代
の
儒
者
で
恒
遠
醒
窓
が
開
い
た
私
塾
「
蔵
春
園
」（
別

名
・
恒
遠
塾
）
が
あ
っ
た
。
醒
窓
は
廣
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
や
長
崎
な
ど
で
学
び
、
文
政
七
年

（
一
八
二
四
）に
豊
前
国
上
毛
郡
薬
師
寺
村
に
私
塾「
自
遠
館
」を
開
設
。
後
に
塾
名
を「
蔵
春
園
」

と
改
称
し
た
。
旧
豊
前
国
を
代
表
す
る
私
塾
と
し
て
は
、
村
上
仏
山
が
開
設
し
た
私
塾
「
水
哉

園
」
と
双
璧
を
な
し
て
い
る
。

　

塾
名
の
「
蔵
春
園
」
の
由
来
と
は
、
中
国
の
蘇
東
坡
（
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
）
の
詩
集
に

「
蔵
春
塢
下
桃
李
満
門
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
そ
れ
に
因
ん
だ
と
さ
れ
る
。

当
時
の
蔵
春
園
に
は
、居
宅
「
晴
雪
軒
」
と
離
れ
に
は
醒
窓
の
書
斎
「
求
渓
舎
（
別
名
「
松
風
窩
）」

が
あ
り
、居
宅
の
後
ろ
側
（
西
側
）
に
は
南
北
十
九
間
半
、東
西
二
間
半
の
瓦
葺
平
屋
を
配
置
し
、

北
側
は
塾
生
の
寄
宿
舎
「
梨
花
寮
」
と
し
て
、南
側
は
講
堂
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

居
宅
の
北
側
に
は
「
遠
帆
楼
」
と
呼
ば
れ
た
瓦
葺
三
階
建
の
建
物
が
あ
っ
た
。
こ
の
建
物
は
晴

天
の
日
に
は
遠
く
周
防
灘
に
浮
か
ぶ
帆
船
が
見
え
る
ほ
ど
眺
望
が
良
か
っ
た
と
さ
れ
、
詩
会
を

催
す
な
ど
客
間
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。後
に
醒
窓
は
自
ら
の
詩
集
の
名
称
に
も
使
用
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
寄
宿
舎
の
「
夕
陽
楼
」
や
塾
舎
「
自
遠
館
」
な
ど
が
存
在
し
た
が
、
今
日
現
存
す

る
の
は
「
晴
雪
軒
」
と
「
求
渓
舎
」
の
み
で
あ
る
。

【
沿
革
・
概
要
】

　

恒
遠
家
は
四
国
伊
予
の
豪
族
河
野
氏
の
一
門
で
、
遣
明
船
の
警
護
や
貿
易
な
ど
に
従
事
し
た

河
野
水
軍
が
そ
の
祖
先
と
さ
れ
、室
町
時
代
初
期
に
豊
前
の
地
に
移
り
住
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
現
在
の
恒
遠
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

醒
窓
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
恒
遠
伝
内
の
二
男
と
し
て
豊
前
国
上
毛
郡
薬
師
寺
村

に
出
生
し
、
幼
名
は
和
市
、
長
じ
て
頼
母
と
し
た
。
ま
た
、
醒
窓
を
号
と
し
た
。
咸
宜
園
に
は

文
政
二
年
（
一
八
二
四
）
十
七
歳
で
入
門
し
、
在
塾
五
年
の
間
に
塾
頭
も
務
め
た
。
ま
た
、
退

塾
後
は
長
崎
に
遊
学
し
、兵
学
者
の
高
島
秋
帆
宅
に
寄
寓
し
、多
く
の
文
人
墨
客
と
交
流
を
図
っ

て
い
る
。
文
政
七
年
、
帰
郷
し
て
私
塾
「
自
遠
館
」
を
開
設
し
、
こ
れ
が
後
に
「
蔵
春
園
」
と

な
っ
た
。
醒
窓
没
後
も
そ
の
子
精
斎
が
塾
を
継
承
し
、
明
治
に
入
る
と
「
蔵
春
学
校
」
と
名
を

変
え
た
が
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
ま
で
存
続
し
た
。

　

そ
の
他
、恒
遠
家
か
ら
は
弟
の
運
平
（
後
の
西
秋
谷
）
や
醒
窓
の
甥
で
次
三
郎
（
号
は
香
農
）

が
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
。
運
平
は
咸
宜
園
で
都
講
（
塾
内
の
最
高
責
任
者
）
を
務
め
た
人

物
で
、
咸
宜
園
十
八
才
子
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
秀
才
で
、
そ
の
後
、
筑
前
の
亀
井
昭
陽
の
門

で
学
び
、
長
崎
で
は
蘭
学
、
熊
本
で
は
医
学
を
修
め
た
。
明
治
二
年
、
豊
津
藩
庁
が
藩
校
「
育

徳
館
」
に
医
学
寮
を
設
け
た
時
に
は
教
頭
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
恒
遠
家
は
同
じ
豊
前
の
儒
者

村
上
佛
山
と
は
漢
詩
人
と
し
て
の
深
い
親
交
が
あ
っ
た
。

【
蔵
春
園
の
教
育
】

　

漢
学
塾
で
あ
っ
た
蔵
春
園
の
教
育
は
、醒
窓
が
学
ん
だ
咸
宜
園
で
の
経
験
を
大
い
に
生
か
し
、

咸
宜
園
方
式
の
教
育
方
法
に
倣
っ
た
も
の
が
多
い
と
さ
れ
る
。
塾
生
は
学
力
に
応
じ
て
十
九
等

級
（
最
下
級
を
無
級
、
下
か
ら
九
級
、
八
級
・・・
一
級
と
な
り
其
々
の
級
に
上
下
の
別
が
あ
る
。）

に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
等
級
は
平
素
の
成
績
と
臨
時
の
試
験
と
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
、
次
第
に

進
級
し
た
。
ま
た
、
全
員
の
席
序
を
毎
月
「
月
旦
評
」
に
よ
っ
て
公
表
し
、
塾
生
た
ち
の
奮
起

を
促
し
て
い
る
。
現
在
も
塾
生
が
昇
級
す
る
際
に
必
要
な
点
数
（
加
点
式
の
進
級
制
度
）
を
個

人
毎
に
記
録
し
た
「
旧
点
簿
」
が
残
っ
て
い
る
。

　

学
習
は
等
級
を
三
つ
に
大
別
し
、上
会
生
（
五
級
以
上
）、中
会
生
（
六
・
七
級
）、下
会
生
（
八
・

九
級
）
ご
と
に
内
容
が
定
め
ら
れ
、
段
階
的
に
行
っ
て
い
た
。
ま
ず
は
素
読
・
輪
読
に
始
ま
り
、

そ
の
後
は
講
義
形
式
に
移
行
し
、
続
い
て
塾
生
同
志
の
討
論
会
や
会
読
と
い
う
学
習
方
法
を
採

用
し
た
。
学
習
の
総
仕
上
げ
は
独
見
会
（
研
究
発
表
会
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
当
時
の
漢
学
塾

で
は
漢
詩
や
漢
文
の
作
成
を
重
要
視
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

ま
た
、醒
窓
が
塾
生
に
示
し
た
「
告
諭
」
も
残
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
「
生
徒
心
得
」
と
い
っ

た
内
容
で
あ
る
が
、
規
則
正
し
い
生
活
を
行
う
こ
と
が
学
問
の
上
達
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た

点
は
咸
宜
園
と
も
共
通
す
る
。
そ
の
他
、
蔵
春
園
に
は
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
や
塾
生
が
使
用
し

た
と
伝
わ
る
文
机
な
ど
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。

恒遠醒窓肖像



七
七

教育遺産を歩く（一）

【
蔵
春
園
出
身
の
門
下
生
】

　

蔵
春
園
の
門
下
生
に
つ
い
て
は
、
明
治
時
代
に
蔵
春
学
校
と
名
前
を
変
え
る
ま
で
の
約
七
十

年
間
に
三
千
名
を
超
え
る
入
門
者
が
い
た
と
伝
わ
る
。
そ
の
内
の
一
部
は
現
在
も
残
る
入
門
簿

で
姓
名
や
出
身
地
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
安
政
六
年
刊
行
の
『
遠
帆
楼
同

社
詩
鈔
』
に
は
当
時
ま
で
の
蔵
春
園
入
門
者
に
つ
い
て
、「
醒
窓
先
生
弟
子
千
有
余
人
其
能
詩

不
少
・
・
・
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

◆
僧　

月
性
（
妙
円
寺
第
十
世
・
私
塾
「
時
習
館
」
主
宰
）

　

周
防
国
大
島
郡
の
出
身
。
蔵
春
園
に
は
十
五
歳
で
入
門
。
生
涯
を
尊
王
攘
夷
、
討
幕
運
動
に

さ
さ
げ
た
人
物
で
「
海
防
僧
」
の
異
名
を
と
っ
た
。
ま
た
、
親
交
が
深
か
っ
た
吉
田
松
陰
に
も

影
響
を
与
え
た
人
物
と
さ
れ
る
。
月
性
は
当
初
、
廣
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
で
学
ぶ
こ
と
を
望
ん
で

い
た
が
、
当
時
の
淡
窓
は
病
気
療
養
中
で
あ
り
、
学
ん
だ
の
は
短
期
間
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

◆
東
陽
円
月
（
僧
侶
）

　

豊
後
国
宇
佐
郡
水
崎
村
の
出
身
。
円
月
は
宇
佐
郡
の
真
宗
寺
院
西
光
寺
第
十
一
世
の
五
男
と

し
て
生
ま
れ
、月
性
と
同
じ
天
保
二
年（
一
八
三
一
）に
十
四
歳
で
入
門
し
た
。
塾
で
は
都
講（
塾

頭
）
を
務
め
て
い
る
。
退
塾
後
は
二
十
七
歳
で
本
山
の
学
林
に
学
び
、
郷
土
で
は
真
宗
の
教
化

活
動
を
精
力
的
に
行
っ
た
。
後
に
は
「
豊
前
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
一
学
派
を
形
成
す
る
に
至
っ

て
い
る
。
四
十
四
歳
の
と
き
西
光
寺
境
内
に
「
東
陽
学
寮
」
を
開
設
し
、
多
く
の
子
弟
を
教
育

し
た
と
さ
れ
る
。

◆
白
石
廉
作
（
志
士
）

　

長
州
下
関
の
出
身
。
本
家
は
酒
造
業
、
廻
船
問
屋
を
営
む
豪
商
の
小
倉
屋
で
あ
る
。
蔵
春
園

に
は
十
五
歳
の
と
き
に
入
門
し
た
。
安
政
元
年
に
退
塾
し
た
後
は
下
関
に
帰
郷
し
、
高
杉
晋
作

ら
が
奇
兵
隊
を
結
成
す
る
と
そ
れ
に
加
わ
り
但
馬
国
生
野
で
倒
幕
挙
兵
す
る
が
、
敗
れ
て
斬
罪

と
な
っ
た
。

◆
鷲
海
量
容
（
教
育
者
）

　

豊
後
国
西
国
東
郡
草
地
村
の
出
身
。
量
容
は
字
を
君
容
、
号
は
米
岳
樵
夫
と
し
た
。
醒
窓
門

下
の
逸
材
と
い
わ
れ
た
人
物
で
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
一
月
に
、
郷
里
の
草
地
村
入
津
に

私
塾
「
涵
養
舎
」
を
開
い
て
、
二
十
六
年
間
に
わ
た
り
子
弟
を
教
育
し
た
。
当
時
、
こ
の
地
は

肥
前
天
草
領
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
、
量
容
は
天
草
へ
漢
学
都
講
と
な
っ
て
赴
任
し
た
。

◆
梅
高
秀
山

　

豊
前
国
三
毛
門
手
永
の
出
身
。
秀
山
は
大
庄
屋
を
務
め
る
別
府
一
九
郎
（
咸
宜
園
出
身
者
）

の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
十
五
歳
の
時
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
善
正
寺
に
入
る
。
秀
山

は
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
仏
教
精
神
に
基
づ
く
「
扇
城
女
学
校
（
大
分
県
中
津
市
）」

を
設
立
し
、
近
代
の
豊
前
地
域
に
お
け
る
女
子
教
育
の
先
駆
者
と
な
っ
た
。

【
参
考
文
献
】

恒
遠
俊
輔
『
豊
前
薬
師
寺
村　

恒
遠
塾
』（
蔵
春
園
保
存
会
一
九
八
四
）

恒
遠
俊
輔
『
幕
末
の
私
塾
・
蔵
春
園　

教
育
の
源
流
を
た
ず
ね
て
』（
葦
書
房
一
九
九
二
）

恒
遠
醒
窓
生
誕
二
百
年
記
念
展
『
求
菩
提
資
料
館
『
私
塾
蔵
春
園
と
ゆ
か
り
の
人
び
と
』（
求

菩
提
資
料
館
二
〇
〇
三
）

【
交
通
ア
ク
セ
ス
】

　

〒
８
２
８
―
０
０
５
６　

 

福
岡
県
豊
前
市
大
字
薬
師
寺
５
７
０

　

電
話　

０
９
７
９
（
８
２
）
０
６
３
９

　

駐
車
場　

有

　

見
学
希
望
の
場
合
は
事
前
連
絡
が
必
要

　

JR
宇
島
駅
か
ら
豊
前
市
バ
ス
で
15
分
（
蔵
春
園
前
バ
ス
停
下
車　

徒
歩
５
分
）



七
八

蔵春園　遠景（北側より撮影） 蔵春園　正面入口

蔵春園（恒遠塾）　説明案内板 蔵春園　求渓舎（右側は晴雪軒）



咸 宜 園 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 （ 平 成 2 7 年 度 ）

 1 . 展 示 事 業

Ⅰ . 教 育 普 及 事 業

1

（1）常設展

会　期：平成 27 年   4 月   1 日（日）～ 10 月 10 日（金）
　　　　平成 27 年 12 月   2 日（木）
　　　　　　　　　　　　　～平成 28 年 2 月 16 日（火）
内　容：廣瀬淡窓と咸宜園をテーマに日田市が所蔵する咸宜　
　　　　園関係史料を中心に展示した。 
協　力：公益財団法人廣瀬資料館

（3）企画展：「咸宜園教育研究センター新収蔵品展」

会　期：平成 28 年 2 月 18 日 ( 木 ) ～ 3 月 31 日 ( 木 )
内　容：旧行徳家所蔵品を中心に新たに購入した資料や

寄贈資料などを展示した。行徳家は日田市西部
の夜明関町に所在する代々医家を営んできた旧
家であった。現在、行徳家住宅は国の重要文化
財に指定され、公開活用されている。また、行
徳家出身の咸宜園門下生は 5 名を数え、廣瀬淡
窓や咸宜園とも深い関係にあった。

（2）特別展：「文人の至宝～学芸と硯の世界～」

会　期：平成 27 年 10 月 11 日 ( 土 ) ～ 11 月 30 日 ( 火 )
内　容： 江戸時代後期、儒学者廣瀬淡窓が開設した私塾咸宜

園には、全国各地から約 5000 人の門下生が入門し
た。咸宜園は明治 30 年に閉塾したが、これまでの
発掘調査により咸宜園門下生たちが使用した生活用
具とともに赤間硯などの文房具が発見されている。
赤間硯は江戸時代に広く流通した硯で、旧長門国（山
口県）や豊前国（福岡県）で製作され、赤間関（現
下関市）で商われた。現在の赤間硯は主に山口県宇
部市などで製作 ･ 販売されている。淡窓も赤間硯を
愛用していたが、咸宜園跡で発掘された硯には「赤
間関」の銘や入門者の来歴を示す「明正寺」などの
文字が刻まれていた。

　　　　当時の文人や学問を志す青年たちにとって、硯は筆・
墨・紙などと並ぶ必須の文房具であり、それらに対
する関心も極めて高かったと考えられる。そこで、
本展では廣瀬淡窓の愛用した硯を始め廣瀬家所用の
文房具や江戸時代の文人が愛用した遺品のほか、赤
間硯を代表する「天下一」の銘を刻んだ逸品や赤間
硯の歴史を物語る上で重要な史資料を展示公開し
た。また、咸宜園出土の硯と関連し、萩城跡（萩市）
や府内城（大分市）出土の赤間硯を展示したほか、
本年（平成 27 年）4 月に「近世日本の教育遺産群
－学ぶ心・礼節の本源－」として日本遺産の認定を
受けたことを記念し、水戸城（水戸市）や足利学校
跡（足利市）で出土した硯や閑谷学校関係の資料も
特別に展示を行った。

刊行物：平成 27 年度咸宜園教育研究センター秋季企画展
　　　　『文人の至宝～学芸と硯の世界～』
主な展：毛利輝元所用硯（毛利博物館蔵）
示品　　伝廣瀬淡窓所用硯・廣瀬旭荘所用硯・水滴・筆洗・

硯屏ほか（公益財団法人廣瀬資料館）
　　　　八角硯・隅丸長方硯・長方硯（長府博物館蔵）
　　　　萩城跡（外堀竹）出土硯－円面硯・長方硯（山口県

埋蔵文化財センター蔵）
　　　　田能村竹田所用硯・天然石研図巻（竹田市立歴史資

料館蔵）
　　　　大村益次郎所用硯屏（山口市歴史民俗資料館蔵）
　　　　府内城・城下町跡出土硯・水滴（大分市埋蔵文財保

存活用センター蔵）
　　　　旧水戸彰考館跡出土硯（水戸市教育委員会蔵）

　　　　足利学校跡出土硯（足利市教育委員会蔵）
　　　　伝熊沢蕃山所用硯箱（正楽寺蔵）
　　　　恒遠醒窓所用硯（個人蔵）
　　　　咸宜園跡出土硯ほか
協　力： 公益財団法人廣瀬資料館、公益財団法人毛利報

公会・毛利博物館、正楽寺、山口県文書館、山
口県埋蔵文化財センター、山口市歴史民俗資料
館、鋳銭司郷土館、長府博物館、豊浦小学校、
松陰神社、福岡大学、太田市教育委員会、高山
彦九郎記念館、本居宣長記念館、広島県立歴史
博物館、山口県教育委員会、山口市教育委員会、
水戸市教育委員会、足利市教育委員会、備前市
教育委員会、防府市教育委員会、下関市教育委
員会、大分市教育委員会、竹田市教育委員会、
佐伯市教育委員会、日枝玉峯、日枝陽一、廣瀬
貞雄、西村謙治、原田俊隆、廣瀬洋一、園田大、
合原多賀雄、荒金大琳、島元貢、髙橋昌彦、市
川寛明、岩崎仁志、山崎一郎、吉積久年、藤重
季恵、恒遠俊輔、大野雅之、福田寺全亘、毛利
元敦、植田兼司、柴原直樹、田中洋一、関口慶久、
市橋一郎、久保賢史、板橋稔、石井啓、井上靖子、
池邊千太郎、工藤心平、甲斐玄洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）



 2 . 講 座 ・ 講 演 会 ・ イ ベ ン ト 等

2

第 4 講  現地視察研修（佐賀県三重津海軍所跡） 第 4 講　現地視察研修（佐賀城本丸記念館）

■講座

①咸宜園平成門下生講座（年 5 回）対象：咸宜園平成門下生之会（現在、会員数約 196 名）参加者数 延べ 503 名

・「咸宜園交流事業サポーター」協力事業（登録者：22 名）

　「咸宜園交流事業サポーター」とは、咸宜園平成門下生之会会員により発足した組織で、咸宜園の世界文

化遺産登録に向けた PR 活動や市が主催する事業への積極的な参加を行っている。

　－平成 27 年度の活動報告－

　・5 月 24 日「日田川開き観光祭」どんたくカーニバルへのパレード参加

　・7 月 23 日「立志の道を歩こう」（山鹿市主催・日田市協力）事業への協力

　・11 月・平成 28 年 3 月「日本遺産子どもガイド」への協力

　・11 月 28 日・29 日 大型熱気球イベント「空から咸宜園・豆田町を見てみよう」への協力

　・2 月 14 日「淡窓先生に学ぶ～学校の取組～」（「咸宜園の日」記念事業）での展示作業協力



3

第 4 回講座の前に開催した日枝陽一氏による「赤
間硯製作体験」

第 4 回「赤間硯について」　日枝　陽一　氏第 1 回「江戸の学びと文化」　後藤　宗俊　 氏

講　座 開 催 日 演 題及び講 師 場　所 参 加 者

第 1 回   9 月 12 日（土）
「江戸の学びと文化」－今なぜ「江戸」なのか
咸宜園教育研究センター名誉館長　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

64 名

第 2 回   9 月 25 日（金）
日本遺産を歩く①「飛鳥古京と女帝の時代」
咸宜園教育研究センター名誉館長　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

62 名

第 3 回 10 月   2 日（金）
「世界に誇る江戸時代日本の庶民教育」
江戸東京博物館学芸員　　　　　　市川　寛明　氏

パトリア日田
スタジオ１

57 名

第 4 回 10 月 29 日（木）
「赤間硯について」
赤間硯作硯家　　　　　　　　　　日枝　陽一　氏

パトリア日田
スタジオ１

42 名

  第 5 回  11 月   3 日（火）
「端渓硯と赤間硯の接点を求めて」
別府大学教授　　　　　　　　　　荒金　大琳　氏

パトリア日田
スタジオ１

48 名

第 6 回 11 月 21 日（土）
「考古学からみた赤間硯」
宮城県教育庁　　　　　　　　　　岩崎　仁志　氏

パトリア日田
スタジオ１

27 名

第 7 回 12 月   3 日（木）
日本遺産を歩く②「伊勢斎宮跡と伊勢路の史跡」
咸宜園教育研究センター名誉館長　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

41 名

第 8 回 12 月 14 日（月）
日本遺産を歩く③「大宰府・古代日本の西の都」
咸宜園教育研究センター名誉館長　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

47 名

②咸宜園教育研究センター定期講座（年 8 回）　 参加者数 延べ 388 名

第５回「端渓硯と赤間硯の接点を求めて」　
　　　　　　　　　　　　　　　荒金　大琳　氏
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（1）　咸宜園教育研究センター研究紀要第 5 号

◇研究紀要

廣瀬淡窓とシーボルト事件　　　　　　　　　　　　    　亀田　一邦
　
広瀬淡窓の敬天思想－『約言』について－　　　　　深町浩一郎

古谷道庵と大坂咸宜園関係史料について　　　　　　溝田　直己

史料紹介　廣瀬家所蔵の『凶禮記』について（下）　  吉田　博嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 園田　大

咸宜園門下生略伝（四）　　　　　　　　　　　　　     吉田　博嗣

◇咸宜園教育研究センター年報（平成 26 年度）

◇咸宜園教育研究センター要覧

発　行：日田市教育委員会
発行日：平成 28 年 3 月 31 日

山鹿市の小学生が咸宜園に到着

毎年恒例の秋風庵（淡窓の居宅）前での記念撮影

①第 15 回「立志の道を歩こう」（熊本県山鹿市が主催する日田市との交流事業）
◇内　　容： 山鹿市（旧鹿本町）の小学生が地元出身の咸宜園門下生清浦奎吾（元内閣総理大臣）の歩いた道のり
　　　　　　を辿る取組み
◇日　　時：平成 27 年 7 月 23 日（木）
                      午前 11 時～午後１時
◇参加団体：山鹿市 105 名、日田市 53 名（咸宜小学校・桂林小学校の生徒を含む）
◇協力団体：淡窓会、主要地方道日田鹿本線改修促進期成会、JA 大分ひたスイカ部会
◇記  念  品：日田市より
　　　　　　　①「淡窓先生ものがたり」
　　　　　　　②「咸宜園の日」クリアファイル

 3 . 刊 行 事 業

咸宜小学校での交流会

歩いて咸宜園を目指す山鹿市の小学生

■交流・教育普及事業
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（３）　平成 27 年度咸宜園教育研究センター秋季企画展

　　　　『文人の至宝～学芸と硯の世界～』

　第１章　廣瀬家の至宝
　第２章　咸宜園との交流
　第３章　天下一の赤間硯
　コラム　吉田松陰の「功臣」赤間硯　　
　　　　　　　　　　　松陰神社宝物殿至誠館　上席学芸員　島元　貢
　第４章　日本遺産「近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本源－」

　企画・編集：吉田博嗣、溝田直己　
    写真撮影（一部）：雅企画株式会社
　発　行：日田市教育庁咸宜園教育研究センター
　発行日：平成 27 年 10 月 10 日
　

（３）　大分県先哲叢書『広瀬淡窓』普及版

　文：末廣　利人、絵：穴井　將巳
　発　行：日田市教育委員会
　発行日：平成 28 年   3 月 30 日
　頒布価格：1000 円（税込）

 4 . 訪 問 講 座 （ 講 師 派 遣 実 績 ）

依頼団体 実施日 職員名 内容 場所 参加者数

1 筑後川領域エクスカーション 平成27年4月10日 吉田 「豆田及び水路の歴史について」 環境課依頼 30

2
清浦記念館　清浦奎吾顕彰会事
務局

平成27年5月11日 深町 「咸宜園について」 熊本県山鹿市 70

3 日田市天瀬公民館（「寿学級」） 平成27年5月14日 吉田 「咸宜園と日本遺産」 いつま分館 13

4 日田市天瀬公民館（「寿学級」） 平成27年5月14日 吉田 「咸宜園と日本遺産」 杉河内公民館 13

5 日田市天瀬公民館（「寿学級」） 平成27年5月18日 吉田 「咸宜園と日本遺産」 台小学校跡 22

6 日田市天瀬公民館（「寿学級」） 平成27年5月18日 吉田 「咸宜園と日本遺産」 東渓分館 21

7 日田市天瀬公民館（「寿学級」） 平成27年5月25日 吉田 「咸宜園と日本遺産」 本城公民館 12

8 日田市天瀬公民館（「寿学級」） 平成27年5月26日 吉田 「咸宜園と日本遺産」 出口小学校跡 19

9 日田市天瀬公民館（「寿学級」） 平成27年5月27日 吉田 「咸宜園と日本遺産」 東渓分館 28

10 日田市天瀬公民館（「寿学級」） 平成27年5月29日 吉田 「咸宜園と日本遺産」 天瀬公民館 14

11 やまくにの歴史と文化を学ぶ会 平成27年5月25日 深町 「咸宜園について」 研修室 15

12 日高町老人会 平成27年6月1日 溝田
「淡窓先生と咸宜園」（世界遺産・日本
遺産について）

ふれあい宅配講座 40

13 咸宜大学 平成27年6月18日 原田
「淡窓先生と咸宜園」（世界遺産・日本
遺産について）

日田市中央公民館 80

14 大鶴公民館　寿大学 平成27年7月17日 原田 「咸宜園と日本遺産について」 ふれあい宅配講座 60

15 東有田公民館成人セミナー 平成27年8月24日 深町 「咸宜園と有田郷の塾生」 東有田公民館 20

16 日田市教育センター研修講座 平成27年9月4日 後藤館長「咸宜園が学校教育に伝えること」 日田市教育委員会 35

17 東渓中学校（1年生） 平成27年9月11日 深町 総合的な学習の時間：先哲学習 東渓中学校 25

18 三芳高齢者教室 平成27年9月25日 原田 「咸宜園の日本遺産認定について」 三芳公民館 18

19 高瀬公民館 平成27年9月30日 溝田 「廣瀬淡窓と高瀬の関わりを学ぶ1」 高瀬公民館 19

20 大分県教育庁文化課 平成27年10月16日 原田
「日本遺産認定に向けた取り組みに
ついて」

大分県立図書館 30

21 高瀬公民館 平成27年10月28日 吉田 「廣瀬淡窓と高瀬の関わりを学ぶ2」 高瀬公民館 19

22
大分県高等学校教育研究会地
理歴史科公民科部会

平成27年10月30日 原田 「日本遺産への取り組み等について」 研修室 20

23 天草市 平成27年11月7日 吉田 「廣瀬淡窓と咸宜園の教育」
天草市立歴史民俗
資料館

48

24 フィールドワーク地元実行委員会 平成27年11月11日 吉田 「廣瀬淡窓と咸宜園の教育」 人権・同和教育室 47

25 三芳公民館成人セミナー 平成28年1月13日 原田 「咸宜園の日本遺産認定について」 三芳公民館 5

26 桂林公民館成人セミナー 平成28年1月28日 深町 「淡窓先生と咸宜園」 ふれあい宅配講座 25

27 六五クラブ（中城町） 平成28年2月23日 吉田 「日本遺産「咸宜園」と中城町」 中城町公民館 39

28
第29回大分学研究会例会基調
発表

平成28年3月26日 深町 「咸宜園教育と廣瀬淡窓」
大分県立図書館視
聴覚ホール

100

887合計
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（１）第 19 回　平成淡窓祭

　　淡窓先生の遺徳をしのぶ平成淡窓祭が第 19 回目を迎えた。主催の淡　窓会は廣瀬淡窓を顕彰するため、昭和 27 年にその

　前身となる組織を発足。現在の会員数は約 350 名を数える。11 月 1 日は淡窓先生の命日。

　　日時：平成 27 年 11 月 1 日　午前 10 時～正午

　　場所：史跡咸宜園跡（秋風庵にて）

　　主催：淡窓会

 5 . そ の 他 の 取 り 組 み

（２）日田市民ミュージカル「咸く宜し（ことごとくよろし）」の公演

　　公募により集まった小学生から 60 歳代の日田市民 50 名によって、「廣瀬淡窓」や「咸宜園」、民陶「小鹿田焼」などをテー

　　マとしたオリジナルミュージカルが公演された。

　　日時：平成 28 年 2 月 14 日（日）

　　　　　昼の部 14：00 開演、夜の部 18：30 開演

　　場所：日田市民文化会館「パトリア日田」大ホール

　　主催：日田市民文化会館「パトリア日田」

　　後援：日田市
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 調 査 研 究 に つ い て

Ⅱ . 調 査 研 究 事 業

咸宜園教育研究センターでは、咸宜園や廣瀬淡窓等に関
する調査研究及び関係資料の収集を行っている。以下に
その概要を報告する。

（１）廣瀬淡窓著述史料に基づく調査研究
　廣瀬淡窓の「淡窓日記」等を市民団体と協働で翻刻作
　業を行っている。平成 24 年度からの継続事業。
　実施内容：「淡窓日記」嘉永 4 年（1851）から嘉　　
　　　　　　永 6 年（1853）まで作業終了
　委託団体：漢文日記を読む会（代表：野田高巳氏）
　担当職員：深町浩一郎

（２）門下生に関する情報の収集
１. 廣瀬青邨（門下生名：矢野範治）・廣瀬濠田（廣瀬菊
　   ノ助）に関する調査
　　場　所：東京都立川市（国文学研究資料館）
　　期　日：平成 27 年 6 月 5 日 ( 金 ) ～ 7 日 ( 日 )、
　　　　　　12 月 2 日 ( 水 ) ～ 5 日 ( 土 )
　　調査者：溝田
　　内  容：咸宜園門下生でのちに第三代塾主となった
　　　　　  廣瀬青邨、第八代塾主となった廣瀬濠田に
　　　　　　関する調査。廣瀬青邨の子孫の方が国文学
　　　　　　研究資料館（大学共同利用機関法人人間文
　　　　　　化研究機構）に対して、青邨や濠田、また
　　　　　　咸宜園の運営に関わる史料群である「廣瀬
　　　　　　青邨文庫」を寄贈しており、その概要把握
　　　　　　のため、閲覧及び写真撮影を行った。
２．門人名：劉石舟（君鳳）・劉冷窓（三郎）
　　　場　所：京都府南丹市立文化博物館
　　　期　日：平成２７年７月８日（水）
　　　調査者：吉田・溝田
　　　内　容：石舟は咸宜園の「五才子の一人」で豊後

玖珠郡出身の門下生として著名である。退
塾後の文政年間には郷里の玖珠平川で塾を
開いたとされる。その後、東国に遊学し、
弘化～嘉永の頃には京都で塾を開き、さら
に安政～万延年中には丹波の園部藩内に
移って塾を開いていた。明治 2 年に園部で
没した。また嗣子の冷窓も同じく、園部で
暮らしている。今回は訪問先の学芸員に協
力依頼を行い、今後、関係資料（私塾に関
する資料や墓所の位置など）の情報提供に
ついて相談を行った。

３.門人名：唐川　即定（釈　即定）
　　　場　所：大谷大学（草野顕之学長と対談）
　　　期　日：平成２７年７月８日（水）
　　　調査者：吉田・溝田
　　　内　容：咸宜園第５代塾主の唐川即定は明治４年

から廣瀬林外の後を継いで咸宜園塾主を務
めていたが、明治７年に東京で林外が没す
ると、咸宜園関係者や廣瀬家と協議して、

一時咸宜園を閉鎖した。今回は大学に残る
即定に関する資料の確認とヒアリングを
行った。

４．門人名：村上　姑南
　　場　所：大分県中津市
　　期　日：7 月～ 8 月
　　調査者：吉田・深町
　　内　容：村上姑南は豊前国出身の門下生で、咸宜園

第　代塾主として明治期の咸宜園を牽引し
た人物である。村上家縁故の資料所蔵者の
協力により一部資料提供を受けて内部での
整理作業を行った。今後、さらに多くの資
料を寄託いただけるとのことから引き続き
資料調査を行っていく予定である。姑南時
代の咸宜園資料は欠落しているため、明治
期の咸宜園の姿を知る上で貴重な史料とな
るであろう。

5．門人名：唐川　即定
　　　場　所：福井県敦賀市・勝山市
　　　期　日：3 月 15 日～ 17 日
　　　調査者：吉田
　　　内　容：咸宜園出身の門下生で、後に第 5 代塾主

唐川即定に関する調査。即定が住職を務め
た長賢寺は現在も敦賀市内に残っている。
その後、寺院は火災にあったため、資料の
多くを失ったがいくつかの資料を確認する
ことができた。

６. 長崎宜園派（長崎出身門下生）に関する調査
　　場　所：長崎県長崎市・南島原市・雲仙市・大村市
　　期　日：3 月 15 日 ( 火 ) ～ 18 日 ( 金 )
　　調査者：溝田直己
　　内　容：長崎地域には「長崎宜園派」とよばれる長
　　　　　　崎の漢詩壇や教学界において影響を与えた
　　　　　　ことが知られている。前年に引き続き、今
　　　　　　回の調査では、長崎歴史文化博物館が所蔵
　　　　　　している「日田陣屋取扱雑記」( 天保 7 年
　　　　　　～文久元年 ) や自治体史等の調査を行った。
　　　　　　また島原や大村からも多くの咸宜園門下生
　　　　　　が来訪していることから、門下生子孫宅の
　　　　　　調査及び情報提供の依頼を行った。
７．門人名：池上　秦川
　　場　所：岡山県総社市（総社市立図書館）
　　期　日：3 月 18 日
　　調査者：吉田
　　内　容：咸宜園時代は、板野儀造（蔵）の名で知ら

れる著名な門下生の一人。塾内では門人中
の最高職にあたる都講を務め、月旦評では
九級下を修めている。今回の調査は、文献
資料を中心に資料収集を行った。詳細は研
究紀要第 5 号に収録済である。
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人類学ミュージアム（山口県下関市）

（3）外部研究機関との共同調査
１．福岡大学（高橋昌彦教授）
　「平成 27 年度廣瀬淡窓に関わる史料の所在調査及び確
　  認調査に係る業務」
　調 査 先：山口県下関市（土井ヶ浜遺跡人類学ミュー
　　　　　　　　　　　　　ジアム）
　　　　　　長崎県長崎市（長崎歴史文化博物館）
　　　　　　東京都千代田区（国立公文書館）
　調査目的：廣瀬淡窓や咸宜園の歴代塾主、またその門
　　人等に関する書簡や書幅等の史料のうち、日田市が
　　把握していない大学等の調査研究機関の所蔵資料を
　　当センター専門委員会委員で、近世文学が専門の高
　　橋昌彦教授（福岡大学）に調査を委託した。この調
　　査を通じて、咸宜園教育の調査研究や展示公開に活
　　かし、広く咸宜園のことを周知する基礎とするため。
　調査成果：これまで当市が把握していなかった多くの
　　史料所在の確認と写真データの提供を受けた。昨年
　　に引き続き、咸宜園の塾生でのちに大阪の旭荘塾に
　　も学んだ古谷道庵子孫家の旧蔵本の整理及び書誌調
　　査を土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアムで実施した。
　　仮番号を付し、500 点弱のうち、320 点の調査を終
　　えた。
　　　長崎歴史文化博物館では咸宜園門下生であり、砲
　　術家としても著名な山本晴海宛ての書簡「山本清太
　　郎宛書状」3 通の確認調査を行った。うち、1 通は
　　淡窓書簡、1 通は青邨書簡であった。もう１通は藤
　　川文蔵。
　　　国立公文書館では、新たに公開された寄贈文書 ( 光
　　吉元次郎旧蔵書 ) を中心に調査を実施した。光吉氏
　　は頼山陽を始めとする儒学者研究で名を残してい
　　る。その中には廣瀬淡窓及びその周辺人物の著述が
　　含まれていた。調査収集したのは、「五箇荘紀行」1
　　冊 ( 旭荘序文あり )・「咸宜園絵図」1 枚、以下光吉
　　氏旧蔵「古今雑鈔」1 冊・「詩鈔 ( 蘇東坡詩集ほか )」
　　1 冊・「清詩鈔 ( 王漁洋・沈帰愚詩鈔 )」1 冊 ( この 3
　　点は淡窓の批点や選にかかるもの ) 等である。
　　　今後も咸宜園歴代塾主や門下生の関係史料の収集
　　に努める。

　研究期間：平成 27 年 8 月 17 日～ 3 月 31 日
　　　　　◆平成 27 年 9 月 4 日～ 6 日
　　　　　◆平成 28 年 2 月 27 日～ 28 日
　　　　　　人類学ミュージアム ( 山口県下関市 )
　　　　　◆平成 28 年 3 月 8 日
　　　　　　長崎歴史文化博物館 ( 長崎県長崎市 )
　　　　　◆平成 28 年 3 月 23 日～ 25 日
　　　　　　国立公文書館 ( 東京都千代田区 )

2.　別府大学文化財研究所（中山昭則教授）
　「廣瀬旭荘日記「日間瑣事備忘」に関する歴史地理的
　研究について」
　委託期間：平成 27 年 7 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
　現地調査：埼玉県行田市、栃木県足利市・日光市（以上、
　　　　　  主な調査地）
　調 査 日：平成 28 年 2 月 8 日～ 10 日
　調 査 者：中山昭則教授、別府大学国際経営学部２年 
　　　　　　津野友香、佐藤萌美、本田悠、後藤航
　　　　　　吉田博嗣（日田市）
　事業内容：全国各地を遊歴した旭荘の事績を明らかに
　　し、今後、出版物とする計画である。現地調査は、
　　主に旭荘の日記「日間瑣事備忘」から旅の記事を抜
　　き出し、紀行に関する部分を整理するとともに刊行
　　に適したルートの選定や今後の出版物の内容および
　　構成の検討を行った。
　　　郷里の日田を離れて長年生活の場となったのは大
　　坂であったが、その間、天保 8（1837）年と同 14
　　年に江戸を訪問している。2 回目の江戸訪問は大坂
　　の塾を閉じて、本格的に江戸で暮らすことを考えて
　　いた。しかしながら、妻のマツが病没するなど 3 年
　　ほどで江戸を去って大坂に戻ることになる。
　　　今回の現地調査は、江戸滞在中に最も遠地への旅
　　となった下野国足利と日光の記事に基づく行程を調
　　査対象とした。特に日光東照宮などの記事は、今後
　　刊行を予定する廣瀬旭荘の普及本の内容にも適した
　　素材と思われる。
　　　そこで江戸から日光までの間で、現在も名所旧跡
　　として知られる場所や、詳細な日記が残る場所を選
　　んだ。
　　　まずは埼玉県行田市の「埼玉古墳群」、そして栃木
　　県足利市の「足利学校跡」や日光市の「日光東照宮」
　　を主な調査地とした。
　　　旭荘が江戸を出発したのは、天保 14（1843）年
　　9 月 16 日のことである。江戸の本郷を出て、駒込、
　　巣鴨を経由して中山道に入り、蕨、浦和、大宮、上
　　尾まで進んで 1 泊している。また、翌日は上尾から
　　桶川、鴻巣と進んだ後、中山道から脇道に逸れて、
　　行田、小針、須戸、新郷、川俣、館林に到着した。
　　　この行程中に少し離れた位置から西に埼玉古墳群
　　や忍城などを遠望している。九州にも古墳は存在す
　　るが、このような大規模な古墳群を見たことは無かっ
　　たようで、地元の人から聞き取りした内容を記事に
　　した。その後、館林から足利へ向かっているが、渡
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　　良瀬川を渡って足利市街に入ったのは出発から 3 日
　　目の 18 日のことであった。到着後は、その足で足
　　利学校を訪問したとある。
　　　この旅の大きな目的の一つは、足利学校が所蔵し
　　ていた漢籍などの貴重書を閲覧することであった　
　　が、記事では現存する学校門や孔子廟、小野篁像な
　　どに関しても詳しく取り扱われている。
　　　期待していた伝統ある学校の訪問であったが、当
　　時は天保 2 年に孔子廟を除く主要な建物を焼失し　
　　た後で、かつ構内の環境整備も整っていなかったこ
　　ともあって、旭荘にはずいぶんと寂れた様子に映っ
　　たようだ。
　　　足利に滞在した後、9 月 20 日には日光東照宮へ
　　向かって出発した。行程は例幣使街道に沿って、佐
　　野、栃木、鹿沼を通過して日光まで進行したが、到
　　着は 24 日のことであった。
　　　東照宮では、かなりの紙面を割いて記事にしてい
　　るが、まずは御成橋と称した現在の「神橋」に触れ
　　ている。板材は朱塗りで、勾欄は鍍金、また河床の
　　巨岩に穴を穿って橋脚の柱を固定していると記録し
　　た。参詣道に入ると、延々と続く杉並木にふれ、境
　　内では表門や五重塔、三神庫や「三猿」で有名な神
　　厩舎などの歴史や建物の仔細について説明してい　
　　る。また国宝の「陽明門」や「唐門」の絢爛ぶりに
　　は大いに驚いたことが記事から伝わる。
　　　今回の調査は、これまでの記事に基づく旅程を辿
　　る調査に対して、訪問先の情報が豊富な場所を選定
　　して現地調査を行った。

　

説明案内板　手前：埼玉古墳群　奥：忍城

稲荷山古墳遠景（埼玉県行田市）

渡良瀬川　（栃木県足利市）

埼玉古墳群の史跡標柱 ( 埼玉県行田市）
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足利学校跡　学校門前
足利学校跡（栃木県足利市）

足利学校跡　聖廟内（小野篁像）

足利学校跡　方丈（廣瀬旭荘訪問時は焼失） 足利学校跡　聖廟（孔子廟）

日光東照宮　「神厩舎」の『三猿』 日光東照宮　「唐門」

日光東照宮　「神橋」（「御成橋」）( 栃木県日光市）



 1 . 購 入 史 料

Ⅲ . 資 料 収 集 事 業
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①『舊雨詩鈔』初集
（１）詞華集 / 和本 / 上下２冊
（２）森春濤（1819 － 1889）編纂
　　  明治 10 年（1877）2 月刊行

（３）「旧雨社」とは、伊予国松山藩出身の漢学者藤野正啓が昌
平黌でともに学んだ重野安繹・岡千仞・阪谷素・小野長
愿らが創立したもの。これに武富定安、廣瀬林外らが加
わり、毎月１回上野の不忍池の長酡亭で詩会を開催した。

　　   本資料には林外の漢詩３首も収録されている。

　　また小野湖山の評にいわく「林外才氣卓絶、文皆超然、
　　出羣天不借然實可惋惜」（林外の才気はきわだってすぐ
　　れ、文章も皆超然としており、抜きん出てすぐれている。
　　しかし、若くして亡くなったことは哀しみおしむべきこ
　　とである。）

②『安政三十二絶句』
（１）詞華集 / 和本 / ３巻３冊
（２）額田正 編
         安政４年（1857）刊行

（３）安政期（1854 － 1859）の主な漢詩人の漢詩 749 首が掲
載される。廣瀬淡窓は安政３年 11 月 1 日に死去したが、

　　  本詩集の巻頭を飾っており、２０首が掲載されている。
安政期において、淡窓が最も著名な漢詩人の一人であっ
たことがわかる
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 2 . 寄 贈 図 書

「日本」をめぐって　網野善彦対談集　
伊勢参宮日記を読む　北部九州編　
諸国賢人列伝～地域に人と歴史あり　
義塾・原点　上巻　リブロアルテ
義塾の原点　下巻　リブロアルテ
マス・リテラシーの時代　近代ヨーロッパにおける読み

書きの普及と教育

豊後大野市三重町古墳探訪　昔々、三重の里は県南の都

だった !? 

シリーズ藩物語『府内藩』　
海　第二期第 13 号（通巻 80 号）

倫風　
足利学校書き下し『論語』
モミの木は高くそびえて　池田草庵先生の教え　
北条五代物語
吟剣詩舞道大会　
どんな人間がこの時代を生きぬくか　
浮世絵に描かれた子どもたち
母子絵百景　
江戸子ども百景　
学びの風景　
鈴木コレクション　おもちゃ絵の世界　
史料館研究紀要　第 19 号　
中学校道徳　読み物資料集　
北九州の真宗を例とした仏教近代化に関する基礎的
研究　

「学びの原郷　閑谷学校」報告書　
和語陰騭録　
こどもたちへ　積善と陰徳のすすめ
まるごとわかる大分県　
旧久留島氏庭園保存管理計画書
廣瀬淡窓（思文閣出版）

「進学」の比較社会学　三つのタイ農村における「地域文化」

との関わりで　

二松学舎大学 東アジア学術総合研究所集刊　
　第４５集、４６集
ふるさと豊前　人物再発見　
新しい大分の考古学　
閑谷学校研究　第 19 号　
家礼文献集成　日本篇 三　
適塾　第 48 号　

　　　　　　　　　　　　個人

甲斐素純

個人

個人

個人

個人

豊後大野市古墳文化を考える会

大野雅之

原　千里

一般社団法人実践倫理宏正会

足利市

養父市

小田原市

淡窓伝光霊流日田詩道会

公文教育研究会

公文教育研究会

公文教育研究会

公文教育研究会

公文教育研究会

公文教育研究会

大分県立先哲史料館

文部科学省

川邉雄大

備前市

梓書院

梓書院

大分学研究会

玖珠町教育委員会

髙橋昌彦

尾中文哉

川邉雄大

求菩提資料館

大分県教育庁埋蔵文化財センター

特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会

吾妻重二

適塾記念会

海　第二期　第 15 号（通巻 82 号）　
泊園　第五十四号　
細井平洲　美しい心の物語　
上杉鷹山公物語　世界に誇るふるさとの名君　

「桜ノ博士」　三好学物語　
豊後岡城物語　
泊園書院と大正蘭亭会百周年　
国士舘大学 経済研紀要　第 26 号　
沖縄文化研究　法政大学沖縄文化研究所
海の民　宗像　―玄界灘の守り神―
書籍文化とその基底　
平成 22 年度　竹田市歴史資料館研究報告書　
平成 23 年度　竹田市歴史資料館研究報告書
平成 24 年度　竹田市歴史資料館研究報告書　
平成 25 年度　竹田市歴史資料館研究報告書　

平成 27 年度文化庁委託　第 39 回世界遺産委員会
審議調査研究事業　
平成 27 年度行橋市歴史資料館
　特別展　稲童古墳群展　
佐伯市歴史資料館　常設展示案内　
北海道歴史文化財団研究紀要Ⅰ　
平成 26 年度　一般財団法人北海道歴史文化財団　
年報　　
収蔵史料目録　８　
史跡足利学校年報　学校　平成 26 年度　
土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム　
　研究紀要　第 10 号　
変幻自在を極める　縄文と弥生のかごと木工芸　

アーカイブズ講座　報告書Ⅱ　福澤旧居襖下張文書

大坂大学適塾記念館センター所蔵　適塾関係資料目録
　

原　千里

関西大学

東海市

米沢市

PHP 研究所

PHP 研究所

関西大学

川邉雄大

川邉雄大

梓書院

鈴木理恵

竹田市歴史資料館

東京文化財研究所

行橋市歴史資料館

　　　　　　　佐伯市歴史資料館

北海道歴史文化財団

　　　　　　北海道歴史文化財団

大分県立先哲史料館

足利市教育委員会

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム

大分市歴史資料館

中津市教育委員会

大阪大学適塾記念センター

（敬称略）

 3 . 咸 宜 園 関 係 参 考 文 献

・『淡窓の申聞書 旭荘の御請書』廣瀬貞治 1923
・『贈従五位廣瀬旭荘先生小傳』 廣瀬貞治 1924
・『池田人物誌 』下 稲束 猛、吉田鋭雄 太陽日報社 1924
・広瀬淡窓と広瀬旭荘『西南文運史論』武藤長平 岡書院
  1926
・『廣懶家一門の光彩－淡窓先生を中心として－』 大分縣
   日田郡教育會 1934
・教賢広瀬淡窓『教育学研究』3 巻 8 － 10 乙竹岩造 日
   本教育学会 1935
・淡窓先生と陰隲録『改修和語陰隲録』袁了凡 四方文吉 

   1935
・教育家としての広瀬淡窓 『日本諸学振興委員会研究報
   告』 第 1 篇 小西重直 文部省教学局 内閣印刷局 1937
・蛍雪事業鈔『伝記』5-1 森銑三 伝記学会 1938
・広瀬淡窓を繰り返す 『教育学論集』第 3 輯 小西重直 日
   本教育学会 新紀元社 1944
・「廣瀬旭荘の講學と尊皇思想」『大阪の先賢と史蹟』
     第三輯 長 壽吉 大阪出版堂 1944
・広瀬淡窓における敬天説の成立『人文社会科学研究報
   告』 1 井上源吾 長崎大学学芸学部 1951
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・広瀬淡窓に於ける内省と実践について 『西日本史学』
  11 井上源吾 西日本史学会 1952
・遠思楼詩鈔〔広瀬淡窓〕－近世詩抄その 1『 学苑』
  152 吉田澄夫 昭和女子大学近代文化研究所 1953
・広瀬淡窓の思想についての諸説批判 『人文社会科学研
   究報告』3 井上源吾 長崎大学学芸学部 1953
・広瀬淡窓の教育意見 『人文社会科学研究報告』3 
   井上源吾 長崎大学学芸学部 1953
・広瀬淡窓の教育意見 『人文社会科学研究報告』4 
   井上源吾 長崎大学学芸学部 1954
・広瀬淡窓の教育思想、とくに訓育とその方法について 
   『人文社会科学研究報告』 4 井上源吾 
    長崎大学学芸学部 1954
・広瀬淡窓の教育管見、とくに教授の方法について
   『人文社会科学研究報告』4 井上源吾 
   長崎大学学芸学部 1954
・広瀬淡窓の経済思想 『經濟學論究』8-3 東晋太郎 
   関西学院大学 1954
・広瀬淡窓の禍福応報論について『支那学研究』12 
   工藤豊彦 広島支那学会 1955
・広瀬淡窓の老荘学について『大分大学学芸学部研究紀
   要』4 工藤豊彦 大分大学学芸学部 1955
・日向と咸宜園『宮崎大学学芸学部研究時報 』第 1 巻 
   第 3 号 黒江一郎 宮崎大学学芸学部 1957
・黒江一郎「「日間瑣事備忘録」に見える旭荘の詩名と
   二三の日向人」『宮崎大学学芸学部紀要 』第 4 号
   宮崎大学学芸学部 1958
・武谷祐之著「南柯一夢」『九州文化史研究所紀要』10 
   井上忠 九州大学付属図書館付設記録資料館九州文化史
   資料部門 1963
・「迂言」小考－その学制を中心として 
  『弘前大学人文社会』 第 28 号 教育・心理学篇 前野喜代
    治 弘前大学人文社会学会 1963
・広瀬淡窓の教育精神 『芸文』 第 4 巻 第 1 号 大久保勇市 
   近畿大学文科学会 1963
・『教聖廣瀬淡窓と廣瀬八賢』廣瀬八賢顕彰会 1965
・大谷篤蔵「広瀬旭荘の「追思録」」『文学』34 巻 3 号　
   岩波書店 1966
・広瀬淡窓の詩論 『和歌山大学教育学部紀要 人文科学』 
  17 松下忠 和歌山大学教育学部 1967
・咸宜園覚書－九州紀行より 『斯文』 47 新田大作 欺文会
  1967
・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-1-『芸文』 
  第 7 巻 2 号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1967
・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-2-『芸文』 
  第 8 巻 1 号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1967
・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-3-『芸文』 
  第 8 巻 2 号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1968
・広瀬淡窓と高野長英『教育学雑誌』2 号 松月秀雄 
   日本大学教育学会 1968
・萬善簿 広瀬淡窓先生の修練ぶり『先覚と共に』 第 1 集 

   青木繁 農林叢書刊行会 1968
・淡窓・長英をかばう『日田文化』第 11 号 中島市三郎 
   日田市教育委員会 1968
・広瀬淡窓門下萍華上人の話 『日田文化』 第 12 号 
   古川克己 日田市教育委員会 1969
・塩谷大四郎正義公の生誕二百年を迎えて 『日田文化』 
   第 12 号 中島市三郎 日田市教育委員会 1969
・広瀬淡窓の易理観－人間性研究の一環として〔付「義
   府（放言）」（天保 12 年稿）翻刻〕『近畿大学教養部研
   究紀要』1 号 大久保勇市 近畿大学教養部 1969
・小倉落城〔慶応 2 年〕と日田・咸宜園－「林外日記」
   を中心として『九州大学教育学部紀要 教育学部門』 15  
   井上義巳 九州大学教育学部 1969
・広瀬淡窓の思想と教育 『日本歴史』 第 264 号 青野春水 
   吉川弘文館 1970
・咸宜園をめぐる政治情勢－咸宜園と日田代官府との関
   係（近世日田とその周辺地域の総合的研究） 『九州文化
   史研究所紀要』　15 井上義巳 九州大学付属図書館付設
   記録資料館九州文化史資料部門 1970
・咸宜園最後の講師勝屋明浜先生『大分県地方史』
   第 56 号 高倉芳男 大分県地方史研究会 1970
・広瀬淡窓と咸宜園 『歴史残花』 第 4 広瀬正雄他　
   時事通信社 1971
・豊後日田の広瀬家史料の調査によせて（研究余録）
   『日本歴史』　第 272 号 杉本勲 吉川弘文館 1971
・咸宜園の財政－塾主の会計記録より見た 『日本歴史 』 
   第 276 号 井上義巳 吉川弘文館 1971
・幕末経済論の一研究－経世家としての広瀬淡窓
   『三田学会雑誌』 64 巻 8 号 島崎隆夫 慶応義塾大学経済
   学会 1971
・井上義巳「咸宜園の財政」『日本歴史』5 月号 
   第 276 号 吉川弘文館 1971
・幕末経済論の一研究－経世家としての広瀬淡窓
   『三田学会雑誌』 64 巻 8 号 島崎隆夫 慶応義塾大学経済
   学会 1971
・咸宜園と洋学 『史淵』第 105・106 合輯 杉本勲 
   九州大学大学院人文科学研究院 1971
・井上義巳「咸宜園の財政」『日本歴史』5 月号 
   第 276 号 吉川弘文館 1971
・巻端淳印「広瀬旭荘の来越と越中咸宜園の流れ」 『富山
  商船高等専門学校研究集録』4　富山商船高等専門学校 
  1971
・広瀬淡窓の儒林評とその道統 『近畿大学教養部研究紀
   要』 4 巻 3 号 大久保勇市 近畿大学教養部 1973
・万善簿のねらい〔広瀬淡窓〕『近畿大学教養部研究紀要』 
   5 巻 2 号 大久保勇市 近畿大学教養部 1973
・咸宜園入門者についての研究 （青山学院創立 100 周年
   記念論文集） 『青山学院大学文学部紀要』 16 号 
   井上義巳 青山学院大学文学部 1974
・田中佩刀「詩人廣瀨旭莊論」『明治大学教養論集 84 号』 
  明治大学教養論集刊行会 1974
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・近世広島における私塾教育の研究－咸宜園の系譜－（1）
   『芸備地方史研究』150・151 号 鈴木理恵 
   芸備地方史研究会 1985
・近世広島における私塾教育の研究－咸宜園の系譜－（2）
   『芸備地方史研究』152 号 鈴木理恵 
   芸備地方史研究会 1985・広瀬淡窓の府内紀行 『大分県地
   方史』 第 120 号 
   甲斐素純 大分県地方史研究会 1985
・咸宜園の教育 （伝統を活かした学校教育） 『学校教育研
   究所年報』29 鹿毛基生 学校教育研究所 1985
・日本教師論 -6- 広瀬淡窓とその師道論 
   『東北福祉大学紀要』10 小野禎一 東北福祉大学 1985
・日本教師論 -7- 広瀬淡窓とその師導観 
   『東北福祉大学紀要』11 小野禎一 東北福祉大学 1986
・広瀬淡窓「読大学」について『東洋文化』復刊第 56
   号 三澤勝己 無窮会 1986
・広瀬淡窓の学統と「読論語」『国史学』129 三澤勝己 
   国史学会 1986
・広瀬淡窓と九州の儒者 緒論－同時代の交流について－ 
   『大倉山論集』 21 三澤勝己 大倉精神文化研究所 1987
・広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考－諸儒との交遊を中心
  として -1- 『大倉山論集』22 三澤勝己 大倉精神文化研
   究所 1987
・広瀬淡窓の学問と思想について『天領日田』 第 7 号 
   深町浩一郎 天領日田を見直す会 1987
・日本教師論 -8- 広瀬淡窓とその師道観 『東北福祉大学紀
   要』12 小野禎一 東北福祉大学 1987
・亀井昭陽の教育思想における ｢運命観｣ および ｢天命
   観｣ について『日本女子大学紀要』 38 田中加代 
  日本女子大学 1988
・広瀬淡窓・旭荘の漢詩指導例－松永顕徳甫著「草稿」
  について－『近世文芸』 49 市場直次郎 
  日本近世文学会 1988
・｢広瀬淡窓｣ 井上義巳 『國學院雜誌』 89 巻 8 号 
   三澤勝己 国學院大學綜合企画部 1988
・晨霜如雪－広瀬淡窓「休道」詩の成立について－ 
   『皇学館論叢』 21 巻 1 号 鬼頭有一 皇学館大学人文学会 
   1988
・広瀬淡窓 ｢万善簿｣ について 『亜細亜大学教養部紀要』 
   37 栗田充治 亜細亜大学教養部 1988
・市場直次郎「廣瀬淡窓・旭荘の漢詩指導例」『近世文芸
   49』－松永顯徳甫著『草稿』について－　
   日本近世文学会 1988
・衣笠安喜編「江戸の学問―よみ・かき・そろばんまで」
   『週刊朝日　百科日本の歴史九一近世から近代へ㊂』
   朝日新聞社 1988
・日本教育史学の確立過程下における広瀬淡窓関係記事
  －明治期 , 師範学校用教育史教科書を中心に－『人間研
   究』 26 天野晴子 日本女子大学教育学科の会 1990
・遠山荷塘と広瀬淡窓 『明治大学教養論集』 232 徳田武 
   明治大学教養論集刊行会 1990

・杉本 勲「広瀬旭荘の海外認識と海防思想」 『対外関係と
  政治文化』 第三 政治文化 近世・近代編 森克己博士古稀
  記念会編 吉川弘文館 1974
・適材適育－広瀬淡窓とその教育思想 『日本及日本人』 
   1548 号 松井康秀 J&J コーポレーション 1978
・広瀬淡窓について 『東洋研究』 49 号（講演）広瀬正雄 
   大東文化大学東洋研究所 1978
・小石元瑞と広瀬淡窓の書簡 『混沌』 第 5 号 平野翆 中尾
   松泉堂書店 1978
・近世教育思想研究 -3- 広瀬淡窓の教育思想 『大分大学教
  育学部研究紀要 教育科学』 5 巻 4 号 鹿毛基生 大分大学
  教育学部 1979
・幕末私塾の学規の研究－咸宜園を中心として 『教育研
   究』 23 関山邦宏 青山学院大学教育学会 1979
・近世私塾の就学形態－淡窓日録の分析を中心に『人文』 
   27 海原徹 京都大学教養部 1981
・広瀬淡窓の敬天説とその教育方法理論 『IBU 四天王寺
  国際仏教大学文学部紀要』 14 号 井内嘉美 四天王寺国際
  仏教大学 1981
・『日本人の道徳思想』[ 内容 ]：福沢以前の「天」の思
   想について（広瀬淡窓）壺井秀生 文化総合出版 1981
・広瀬淡窓の不安－その自己と超越的なるもの『季刊日
   本思想史』19 号 髙橋文博 ぺりかん社 1983
・『約言』の思想について『季刊日本思想史』19 号 
   工藤豊彦 ぺりかん社 1983
・広瀬淡窓の教育思想『季刊日本思想史』19 号 
   関山邦宏 ぺりかん社 1983
・教育理念としての ｢敬天｣ －『約言』『約言或問』をめぐっ
  て 『季刊日本思想史』 19 号 田中加代 ぺりかん社 1983
・天命と人情－広瀬淡窓の敬天論をめぐって 『季刊日本
  思想史 19 号 藤本雅彦 ぺりかん社 1983
・広瀬淡窓の教育観－ ｢教育｣ の語を中心に 『季刊日本
  思想史』19 号 藤原敬子 ぺりかん社 1983
・『万善簿』と『陰隲録』 『季刊日本思想史』19 号 
   古川哲史 ぺりかん社 1983
・広瀬淡窓の倫理思想 『倫理学紀要』 1 輯 黒住真 
   東京大学文学部 1984
・広瀬淡窓の生涯とその時代区分 『日本女子大学紀要 文
   学部』 34 田中加代 日本女子大学 1984
・近世塾の近代化過程の研究－咸宜園と慶応義塾を例と
  して - 前 - 近世塾の諸問題 『論叢』（玉川大学文学部紀要） 
   25 多田建次 玉川大学 1984
・梅溪 昇『緒方洪庵と適塾生』
   －「日間瑣事備忘」にみえる－ 思文閣 1984
・近世塾の近代化過程の研究－咸宜園と慶応義塾を例と
  して - 後 - 家塾から義塾へ 『論叢』（玉川大学文学部紀要） 
   26 多田建次 玉川大学 1985
・広瀬淡窓研究史試論 『国学院雑誌』 第 86 巻第 5 号 
   三澤勝己 国學院大學綜合企画部 1985
・広瀬淡窓の社会思想－『迂言』を中心に－ 『邂逅』
   3 号 山崎謹哉 岡山大学倫理学会 1985
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   井白石 三澤勝己 日本思想史懇話会 ぺりかん社 1995
・山陽手批淡窓詩稿 『日田文化』第 38 号 
   田中晃 日田市教育委員会 1995
・広瀬淡窓の自然観について 『中国哲学論集』 21 杜栄 
   九州大学中国哲学研究会 1995
・徳田 武「「廉塾」行 （二）」詩人 廣瀬旭荘伝　
   『江戸文学』 14 ぺりかん社 1995
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（二）」『明治大学教
   養論集』279 号　 明治大学教養論集刊行会 1995
・中村幸彦、井上敏幸『広瀬先賢文庫目録』　
   廣瀬先賢文庫 1995
・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（四）
   －諸儒との交遊を中心として－」『大倉山論集』三七号
   大倉精神文化研究所 1995
・寛政の教化政策と地方儒学 『東洋研究』 121 
   西江錦史郎 大東文化大学東洋研究所 1996
・徳田 武「 「廉塾」行 （三）」詩人広瀬旭荘伝　
   『江戸文学』 15 ぺりかん社 1996
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘書牘・資料紹介－文久三年四、
   五月－」『明治大学教養論集』 286 号 明治大学教養論集
  刊行会 1996
・徳田 武「「廉塾」行 （四）」詩人広瀬旭荘伝 
   『江戸文学』 17 ぺりかん社 1997
・西江錦史郎「広瀬旭荘研究（1）系譜と活動」『東洋研究』
  126 号大東文化大学 東洋研究所 1997
・岡村 繁「広瀬旭荘の遺稿とその推敲課程〔含略年譜〕」
   先儒祭記念公演『斯文』 106 号 斯文会 1997
・広瀬淡窗と袁枚 『学林』 28・29 肥田明啓 
   中国芸文研究会 1998
・淡窓詩話の文章 （特集 中世・近世） 『解釈』 44 巻 3 号 
   大木正義 解釈学会 1998
・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（五）－
   儒との交遊を中心として－」『大倉山論集』四二号
   大倉精神文化研究所 1998
・田中加代著 ｢広瀬淡窓の研究｣ 『大倉山論集』 44
   三沢勝己 大蔵精神文化研究所 1999
・広瀬淡窓の詩論とその源流－清代前期の詩論の受容を
   中心として－ 『学林』 30 肥田明啓 中国芸文研究所
   1999
・咸宜園における漢詩講釈の展開 『教育学研究紀要』 45
   巻 1 号 山本佐貴 中国四国教育学会 1999
・私塾 本立書院（東宜園） （特集 明治十年代の江戸） 
   『江戸文学』 21 宮崎修多 ぺりかん社 1999
・江戸時代の学習機会 - その 2- 『九州共立大学・九州女
   子大学・九州女子短期大学生涯学習研究センター紀要』 
   4 Nazario Bustos 九州共立大学・九州女子大学・九州
   女子短期大学生涯学習研究センター 1999
・｢松下筑陰伝攷（上）｣ 『語文研究』 86・87 号 高橋昌彦 
   九州大学国語国文学会 1999
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（三）」『明治大学教養論集』
   322 号　明治大学教養論集刊行会 1999

・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（二）」
  －諸儒との交遊を中心として－『大倉山論集二二号』　
  大倉精神文化研究所 1990
・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（三）」
  －諸儒との交遊を中心として－『大倉山論集二二号』　
  大倉精神文化研究所 1990
・徳田 武「広瀬旭荘の耶馬溪行」詩人 広瀬旭荘伝一 
   『江戸文学』 6 ぺりかん社 1991
・徳田 武「亀井昭陽塾再入門」詩人 廣瀬旭荘伝 
  『江戸文学』 7 ぺりかん社 1991
・徳田 武「広瀬旭荘の亀井昭陽塾入門」『明治大学教養
  論集 』242 号 明治大学教養論集刊行会 1991・岡村 繁『広
  瀬淡窓・広瀬旭荘』 江戸詩人選集九 
  岩波書店 1991
・徳田 武「追補 広瀬旭荘と遠山荷塘また旭荘と原采蘋」
   詩人 廣瀬旭荘伝 『江戸文学』 8 ぺりかん社 1992
・徳田 武「「論詩」の成立」詩人 廣瀬旭荘伝 
  『江戸文学』 9 ぺりかん社 1992
・広瀬淡窓私新抄 -1- 『帝塚山大学教養学部紀要』 35 
   木南卓一 帝塚山大学教養学部 1993
・広瀬淡窓私新抄（2） 『帝塚山大学教養学部紀要』 36 
   木南卓一 帝塚山大学教養学部 1993
・徳田 武「昭陽塾退塾」詩人 廣瀬旭荘伝 
  『江戸文学』 10 ぺりかん社 1993
・徳田 武 「樺島石梁訪問」詩人 廣瀬旭荘伝　
  『江戸文学』 11 ぺりかん社 1993
・福島理子「儒者の怪奇趣味－広瀬旭荘『丑時咀』をめぐっ
  て－」『江戸小説と漢文学』和漢比較文学叢書第十七巻
   和漢比較文学会編  汲古書院 1993
・三沢勝己「広瀬淡窓・広瀬旭荘と洋学 序論」『明治聖
   徳記念学会紀要』 復刊八号　明治聖徳記念学会 1993
・広瀬淡窓私新抄（3） 『帝塚山大学教養学部紀要』 38 
   木南卓一 帝塚山大学教養学部 1994
・広瀬淡窓私新抄（4） 『帝塚山大学教養学部紀要』 39 
   木南卓一 帝塚山大学教養学部 1994
・広瀬淡窓と ｢徒然草｣ 『大倉山論集』 第 36 輯 三澤勝己 
   大倉精神文化研究所 1994
・咸宜園－広瀬淡窓の私塾教育が今日に与える意味－
   『家庭科学』 61 巻 3 号 《特集》21 世紀の教育制度を考える
  -1- 田中加代 日本女子社会教育会家庭科学研究所 1994
・徳田 武「 「旭荘」 の命名」詩人 廣瀬旭荘伝　
   『江戸文学』 12 ぺりかん社 1994
・徳田 武「 「廉塾」 行」詩人 廣瀬旭荘伝　
  『江戸文学』 13　ぺりかん社 1994
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（一）」『明治大学教
   養論集』268 号　明治大学教養論集刊行会 1994
・小堀一正「幕末大阪文人社会の動向―広瀬旭荘と藤井
   藍田・河野鉄兜らを中心として」『大阪の歴史と文化』 
   和泉書院 1994
・廣瀬尚美『廣瀬資料館図録 天領日田の掛屋』 源流社 1994
・新井白石と広瀬淡窓 『季刊日本思想史』46《特集》新
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    会 2004
・  『堺市博物館 書の世界－山下是臣コレクション－』
　 堺市博物館 2004
・広瀬淡窓「歳暮」による授業実践報告 『漢文教育』 30 
　尾本優輝 広島漢文教育研究会 中国中世文学会 2005
・漢文教材としての広瀬淡窓－『桂林荘雑詠示諸生』
　教材化の背景－ 『二松学舎大学人文論叢』 75 号 
　小金澤豊 二松学舎大学人文学会 2005
・近世都市における ｢知｣ の空間と場－豊後国日田咸宜園
    を中心に－ 『年報都市史研究』 13 号 岩本 馨 山川出版社
    2005
・淡窓漢文日記・懐舊楼筆記にみる 天保の大飢饉
　 『日田文化』 第 47 号 野田高巳 日田市教育委員会 2005
・  島岡成治「9286　広瀬旭荘における住まいと都市の場所
    について（建築論・場所、建築歴史・意匠）」　
　 『学術講演梗概集』  日本建築学会 2005
・  亀田一邦「広瀬旭荘晩年の赤関厄難について『日間瑣事
    備忘録』に見る婚家当主清水麻之丞との粉擾顛末」
　『地域文化研究』20 梅光学院大学地域文化研究所 2005
・  広瀬淡窓の「教育ノ術」礼楽刑政による解釈 〔含 論評〕 
    『日本教育史研究』 25 号 齋藤尚志 日本教育史研究会
    2006
・  廣瀬淡窓と陶淵明 『松浦友久博士追悼記念中國古典文學
    論集』 林田愼之助 松浦友久博士追悼記念中國古典文
   學論集刊行會 2006
・島岡成治「813　広瀬旭荘の大阪の住まいと都市への
  まなざし（歴史・意匠）」『日本建築学会研究報告』
  日本建築学会 2006
・郭穎「『東瀛詩選』における兪樾の修改－広瀬旭荘の
  『梅墩詩鈔』との比較を通して－」『中国学研究論集 』 
  第十六号 　広島中国文学会 2006
・咸宜園と白鹿洞書院－日中私塾の比較研究－ 『國學院
  大学大学院紀要』 39 号 朱 玲莉 國學院大学大学院 2008
・広瀬淡窓、李白への挑戦「月下独酌」論 『文学』 10 巻
   3 号 小財陽平 岩波書店 2009
・｢幕末明治期の咸宜園と真宗僧｣ 『淡窓研究会会報』 
   川邉雄大 淡窓研究会 2009
・日向薬事始め（その 5）日向出身の緒方洪庵・適塾と広
  瀬淡窓・咸宜園に学んだ人々 『九州保健福祉大学研究紀
  要』 10 号 山本郁男・井本真澄・宇佐見則行ほか 九州保
  健福祉大学研究紀要委員会 九州保健福祉大学 2009
・広瀬淡窓における学校と社会 『日本文化論叢』 17 号 
   前田勉 愛知教育大学日本文化研究室 2009
・休道詩鑑賞への一考 『敬天』 第 37 号 岩沢光夫 淡窓会 2009
・『近世文芸研究と評論』 75 号 [ 内容 ]：広瀬淡窓と頼山
   陽 文化五年の交流を通して 黒川桃子 近世文芸研究と
   評論の会 早稲田大学文学部 2009
・広瀬淡窓の教育 『杵築史談会』 藤井準一郎 久米忠臣 杵
   築史談会 2009
・大野雅之「大給府内藩と廣瀬家 近説と旭荘の関係を中
  心に」『資料館研究紀要』 14 大分県立先哲資料館 2009

・大野修作『広瀬旭荘』日本漢詩人選集 16　研文出版 
   1999
・咸宜園門人たちの詩社「玉川吟社」に関する考察 『大分県
  地方史』 179 号 山本佐貴 大分県地方史研究会  2000
・広瀬淡窓と老子思想 『中国哲学論集』 26 杜 栄九州大学
   中国哲学研究会 2000
・廣瀬淡窗の詩論と咸宜園教育との關連 『立命館文學』 
   563 号 肥田明啓 立命館大学人文学会 2000
・女流漢詩人を探す 『機』 No109 高橋昌彦 藤原書店 
   2000
・大野修作「『東瀛詩選』の成立と広瀬旭荘」『女子大國文』
   第百二十七号　京都女子大学国文学会 2000
・広瀬淡窓の経世論小考 『日本経済思想史研究』（1） 
   三澤 勝己 日本経済思想史研究会 2001
・月野文子「広瀬旭荘の「夜過二二州橋一書二矚目一」
　詩：成立事情とその推敲の態度をめぐって」
　『文芸と思想』 65 福岡女子大学文学部 2001 年
・月野文子「広瀬旭荘の題画詩「題春川釣魚図」の手法：
　楽府詩「枯魚過河泣」と『荘子』寓喩」『文芸と思想』
　66 福岡女子大学文学部 2002
・西村富美子「〈論文〉広瀬旭荘生涯と作品：波華大阪の地」
　『紀要 言語・文学編』34 愛知県立大学外国語学部 2002
・大野修作「広瀬旭荘と山梨稲川－『東瀛詩選』中の詩
　人たち－」 『女子大國文 第百三十一号』
　京都女子大学国文学会 2002
・  近世末期芸州の漢学塾を介した書籍貸借－ 一塾生を中心
    に 『長崎大学教育学部社会科学論叢』63 号 鈴木理恵 
    長崎大学教育学部 2003
・日本の経済発展と学校教育（1） 『鹿児島大学教育学部教
　育実践センター研究紀要論文』 13 神田嘉延 
　鹿児島大学教育学部 2003
・徳田 武「広瀬旭荘の善通寺参詣」『明治大学教養論集』 
　362 号　明治大学教養論集刊行会 2003
・月野文子「広瀬旭荘の天保十五年正月詩の周辺：「粛舎」 
　取得と江戸開塾」『文芸と思想』67
　福岡女子大学文学部 2003
・広瀬淡窓（1782-1856）による漢詩教育のあり方 1
　－江戸詩壇史における位置づけ（１） 『茨城大学教育学部
    紀要』53 号 向野康江 茨城大学教育学部 2004
・広瀬淡窓（1782-1856）による漢詩教育のあり方 1
　－江戸詩壇史における位置づけ（2） 『茨城大学教育学部
　紀要』 53 号 向野康江 茨城大学教育学部 2004
・日本漢詩人紀行（1）淡窓の筑遊 『創文』 469 号 
    林田愼之助 創文社 2004
・丹波における明治維新前後 広瀬淡窓の思想 『丹波』 6 号
     《特集》 幕末維新を馳せた丹波の人々 奥村覚 丹波史談会
    2004
・咸宜園の漢籍収集と塾生の閲覧 『漢籍』 12 号 三澤勝己 
    漢籍研究会 2004
・亀田一邦「嘉永 4 年広瀬旭荘の長府娶嫁及び藩儒招聘に
    関する一考察」『山口県地方史研究』91 山口県地方史学
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・亀田一邦「高杉晋作の主治医 石田精一について－変革
  期草医の「雅」と「侠」－」『日本医史学雑誌 』
  第 55 巻 第 4 号 日本医史学会 2009
・梅溪 昇「広瀬旭荘と池田」『池田郷土研究』11 号
   池田郷土史学会 2009
・『託明寺縁起略伝記』　託明寺 2009
・『続池田学講座－人物編－新たに知る池田 改めて出会
   う池田－』　池田市、池田市教育委員会 2009
・廣瀬淡窓の詩風について―その日本化の一側面を中心
   に― 『アジア文化交流研究』 第 5 号別冊 《特集》幕末明
   治期における日本文学・歴史・思想・藝術の諸相 朱 秋
   而 関西大学アジア文化交流研究センター 2010
・広瀬淡窓と陸游詩―淡窓詩の一源流― 『江戸風雅』 
   第 2 号 黒川桃子 江戸風雅の会 2010
・広瀬旭荘の足利学校行 『江戸風雅』 第 3 号 徳田武 
   江戸風雅の会 2010
・苔を二広の墓碑と合原松子の墓とに掃ふ 『江戸風雅』 
   第 3 号 池澤一郎 江戸風雅の会 2010
・広瀬旭荘と『水滸伝』 『江戸風雅』 第 3 号 
   徳田武・土屋和之 江戸風雅の会 2010
・大野雅之「 「淡窓先生手書克己篇」にみる廣瀬淡窓の苦
  悩 末弟旭荘のこと」『史料館研究紀要』15 大分県先哲資
  料館 2010
・川崎理恵「近世社会における暦占の実態 広瀬旭荘と古
  谷道庵を素材に」『京都女子大学大学院文学研究科研究
  紀要 史学編 9』 京都女子大学大学院文学研究科史学専
  攻 2010
・亀田一邦『幕末防長儒医の研究』 知泉書館 2010
・神戸輝夫「旭荘の漢文日記」『潮 一月号』
  潮出版社 2011・合山林太郎「幕末京摂の漢詩壇 広瀬旭
  荘・河野鉄兜・ 柴秋村を中心に（特集 近世韻文の力）」『日
  本文学 』 60 巻 10 号 日本文学協会 2011
・黒川桃子「亀井少琹小伝－父昭陽の詩文を通して－
  （上）」『江戸風雅 第五号』江戸風雅の会 2011
・徳田 武「囲記事 広瀬林外と川路聖謨・安井息軒・大沼
   枕山」『江戸風雅』 第五号　江戸風雅の会 2011
・鈴木理恵『近世近代移行期の地域文化人』塙書房 2012
・『廣瀬淡窓の生家－廣瀬家の歴史と業績－』
   日田市教育委員会 2012
・『吹田市立博物館　大庄屋　中西家名品展』
   吹田市教育委員会 2012
・展示解説書『廣瀬旭荘ー東遊　大坂 池田－』咸宜園教育
   研究センター 2012
・展示図録『廣瀬旭荘と池田・大坂』池田市立歴史民俗資
   料館 2012
・徳田　武「広瀬旭荘と江戸」『江戸風雅』 第七号  江戸風
   雅の会 2013
・『廣瀬淡窓と咸宜園－近世日本の教育遺産として－』
   日田市教育委員会 2013
・『廣瀬淡窓と咸宜園－近世日本の教育遺産として－資料
   編』別府大学文化財研究所・日田市教育委員会 2013

・～文化財指定記念～国史跡「廣瀬淡窓旧宅及び墓」ガイ
  ドブック 廣瀬本家 2013
・平成 25 年度特別展『九州の私塾と教育～咸宜園とその
   周辺～』展示解説書 咸宜園教育研究センター 2013
・徳田武・長田和也・山形彩美「増訂西村天囚著『亀門の二広』
  広瀬旭荘」『江戸風雅』第九号江戸風雅の会 2014.6
・徳田武「広瀬旭荘略年譜」『江戸風雅』第九号江戸風雅
   の会 2014.6
・徳田武「広瀬旭荘と春日載陽」『江戸風雅』第九号江戸
   風雅の会 2014.6
・平成 26 年度特別展『漢詩人 廣瀬淡窓』 咸宜園教育研究
  センター 2014
・徳田武「広瀬旭荘『日間瑣事備忘』の顕彰－亀谷省軒・
  牧野藻洲・西村天囚－」『江戸風雅』第十号江戸風雅の
  会 2014.11
・今村孝次著・徳田武増訂「中島子玉」『江戸風雅』
   第十号江戸風雅の会 2014.11
・「江戸の学びと文化」実施報告書（教育遺産世界遺産登
  録推進国際シンポジウム 2014）日田市教育庁世界遺産 
  推進室 2015
・川邉雄大「善教寺蔵・「田原法水略歴」および「田原法
  水紀功碑」（草稿）について『国士舘大学経済研紀要』
  第 26 号　国士舘大学政経学部附属経済研究所 2014.3
・原千里「廣瀬淡窓とその世界時代を先取りした淡窓の教
  育」『海』第二期第 13 号（通巻第 80 号）花書院 2015.1
 ・原千里「廣瀬淡窓とその世界『学制の儀』をめぐって」『海』
  第二期第 13 号（通巻第 80 号）花書院 2015.1
・川邉雄大・町泉寿郎「資料紹介　善教寺蔵・小栗憲一「琉
  球日記」について」『二松学舎大学東アジア学術総合研
  究所集刊』第 45 集　二松学舎大学東アジア学術総合研
  究所 2015.3
・川邉雄大「明治期の琉球における真宗法難事件に関する
  一考察―善教寺資料を中心に―」
・『沖縄文化研究』41　法政大学沖縄文化研究所 2015.3
・『ふるさと豊前　人物再発見』求菩提資料館 2015.3
・徳田武「広瀬旭荘と筑井昆陽」『江戸風雅』第 11 号　江
  戸風雅の会 2015.6
・鈴木理恵「近世後期の教育環境としての漢学塾―咸宜園  
  とその系譜塾」『書籍文化とその基底』平凡社 2015.10
・徳田武「広瀬旭荘と鈴木春山（一）」『江戸風雅』第 12  
  号　江戸風雅の会 2015.11
・徳田武「『在臆話記』の広瀬旭荘記事―『日間瑣事備忘』
  の顕彰―」『江戸風雅』第 12 号　江戸風雅の会 2015.11
・『淡窓伝光霊流　日本詩道会　日田詩道会四十五周年記
  念大会』四十五周年記念大会実行委員会 2015.11
・原千里「廣瀬淡窓とその世界咸宜園の入門者をめぐって」
  『海』第二期第 15 号（通巻 82 号）　花書院 2016
・川邉雄大「資料紹介　白華文庫蔵・小栗栖香頂「水築
  小相伝」について」『二松学舎大学東アジア学術総合研
  究所集刊』第 46 集　二松学舎大学東アジア学術総合研
  究所 2016.3
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（１）「咸宜園の日」記念事業及び咸宜園教育顕彰事業
　内　　容：記念講演・表彰式・研究発表など
　日　　時：平成 28 年 2 月 21 日（日）
　　　　　　午後 1 時半から４時まで
①記念講演：「朱子学と江戸時代の教育」
　　　　　　関西大学文学部教授・日田市世界遺産登
　　　　　　録検討委員会委員           　吾妻 重二　氏
②咸宜園教育顕彰事業 表彰式
　事業概要：廣瀬淡窓や咸宜園教育に関して、学術研
　　　　　究部門（調査研究の論文等が対象）及び教
　　　　　育文化部門（個人、団体、学校などが制作
　　　　　した作品や文化活動などが対象）を設け、
　　　　　毎年公募し、優秀な作品等を表彰するもの。
　募集期間：平成 27 年 6 月 1 日から 11 月 1 日
③咸宜園教育顕彰事業 研究発表
　教育文化部門　優秀賞受賞者　1 名

④特別発表
　「咸宜園世界遺産登録推進 ･ 小学生作文コンクール」
　　受賞者（小学生）　4 名

　　主　催：豆田地区振興協議会
　　対　象：市内小学生
　　作文テーマ：　①咸宜園と廣瀬淡窓に関すること
　　　　　　　　　②咸宜園で学んだこと
　　応募件数：163 件
　　最優秀賞：「淡窓先生の教え」
　　　　　　　　吉元 琴美さん（桂林小学校）
　　優 秀 賞：   「協力と取り組み」
                          　姉川 比乃さん（桂林小学校）
                         「淡窓先生の教え、引き継ぐ私達」
　　　　　　　　 佐藤 月子（咸宜小学校）
                         「咸宜小にいるほこり」
                         　 坂本 朱里（咸宜小学校）

■「咸宜園の日」記念事業

【教育文化部門】優秀賞　1 名

賞 名 名 前 所 属 論 文 名

優秀賞
香　川　　良　海
か が わ　  りょうかい

日本写真作家協会会
員

「写真を通した咸宜園教育の普及と実践『門下
生・上野彦馬（写真家）が見た日田・咸宜園』」

評　価

　坂本竜馬など歴史上の人物を撮影したことでも知られ、近代写真術の発展に寄与した長崎出身の上
野彦馬は淡窓時代の咸宜園に学んだ人物である。彦馬が咸宜園で過ごした日々の情景を題材として写
真撮影を行い、これまでに複数の個展や展覧会を開催し、また新聞への投稿を行うなどして、広く咸
宜園の普及に努めたことが評価された。
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記念講演　吾妻　重二 氏（関西大学教授）「咸宜園の日」記念事業 オープニング
日隈保育園児による「休道之詩」の朗誦

作文コンクール受賞者　特別発表（最優秀賞）

教育文化部門　優秀賞　授賞式 教育文化部門　優秀賞　香川　良海 氏（作品発表）

作文コンクール受賞者　特別発表（優秀賞） 作文コンクール受賞者　特別発表（優秀賞）

作文コンクール受賞者　特別発表（優秀賞）
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（２）淡窓先生に学ぶ～学校の取組み～

　学校の取組みを広く市民等に知ってもらうことを目的とし、咸宜園や咸宜園教育等について関心を持ってもらうきっかけと

する。市内小中学校による顕彰活動の成果を紹介するため、展示会を行っている。

◇期　　間：平成 28 年 2 月 16 日（火）～ 28 日（日）

◇展示場所：パトリア日田（ギャラリー）

◇参  加  校：小学校 11 校　咸宜小学校、桂林小学校、日隈小学校、高瀬小学校、光岡小学校、

　　　　　　　　　　　　　朝日小学校、三和小学校、有田小学校、小野小学校、石井小学校、

　　　　　　　　　　　　　大山小学校　　　　　　　　　　　　   

　　　　　　 中学校  6 校　東部中学校、三隈中学校、東有田中学校、前津江中学校、東渓中学校、

　　　　　　　　　　　　   五馬中学校

咸宜小学校 咸宜小学校

朝日小学校 東渓中学校

日隈小学校 光岡小学校

東有田中学校 01 東有田中学校 02 東有田中学校 03 東有田中学校 04
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１ ． 世 界 遺 産 と は

世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から引き継がれた貴重なものである。世界遺産には
さまざまな国や地域に住む人びとが誇る文化財や自然環境などがあり、人類の残酷な歴史を刻むものや戦争や自然災害、
環境汚染などにより危機にさらされているものも含まれている。それらは国際協力を通じた保護のもと、国境を越え世
界のすべての人びとが共有し、次の世代に受け継いでいくべきものである。

　○世界遺産リストに記載されるまで
　　①条約締約国の推薦：締約国の政府が国内の世界遺産候補の中から、条件の揃ったものを世界遺産委員会に推薦。（各
　　　国の世界遺産暫定一覧表記載の資産から推薦される。）世界遺産委員会の事務局としての機能はユネスコ世界遺産
　　　センターが担っている。
　　②専門機関による調査：世界遺産委員会の依頼により、文化遺産は ICOMOS、自然遺産は IUCN が候補地の評価調　
　　査を行う。
　　③世界遺産委員会での審議：ICOMOS や IUCN などによる評価調査報告を受け、毎年 1 回開催される世界遺産委員
　　　会において、世界遺産リストへの記載物件の可否を決定する。

２ ． 事 業 の 概 要

　日田市では平成 22 年度に世界遺産推進室を開設し、茨城県水戸市の弘道館及び偕楽園、栃木県足利市の足利学校と連
携し、「近世日本の教育遺産群」という主題で咸宜園の世界文化遺産登録を目指して取組んでおり、平成 27 年 5 月には、
新たに岡山藩の日本最古の郷学（校）・閑谷学校の所在する岡山県備前市が教育遺産世界遺産登録推進協議会に加わった。
　世界文化遺産として登録されるには、ユネスコが定めた基準である「顕著で普遍的な価値」を証明する必要がある。
そこで、「近世日本の教育遺産群」が持つ「顕著で普遍的な価値」を証明するために、世界遺産推進室では日田市世界遺
産登録検討委員会の指導のもと、咸宜園に関する学術的な調査研究を「咸宜園教育研究センター」と両輪となって作業
を進めている。また、この取り組みは行政のみで進められるものではなく、市民の機運の醸成と協力が必要となってくる。
市民と行政とが一体となって取り組むことが重要となることから、調査研究の結果を公表しその情報を共有することで
普及啓発につなげ、一人でも多くの市民の協力を得ることができるように取組まなければならない。
　
　また、平成 27 年 4 月には、国が新たに創設し、国内外からの観光誘客や地域活性化に役立てる仕組みである「日本遺産」
の第 1 号認定を受けた。認定ストーリーのタイトルは「近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本源－」で、日田市に
おける日本遺産のストーリーを構成する文化財は、「咸宜園跡」、「日田市豆田町伝統的建造物群保存地区」、「廣瀬淡窓旧
宅及び墓」、「長福寺本堂」、「桂林園跡」、「咸宜園関係歴史資料」の 6 件である。国からの支援を受けた情報発信・普及
啓発の取組のほか、認定記念のフォーラムを開催した。

○調査研究
世界遺産登録検討委員会を開催し、調査研究についての報告などに意見をいただいた。また、日本遺産認定を含め、教
育遺産世界遺産登録推進協議会による事業についての報告も行った。

○普及啓発
①国際シンポジウムの開催
　平成 24 年度の水戸市、平成 25 年度の足利市、平成 26 年度の日田市に続き、日本最古の庶民のための公立学校「閑
谷学校」が所在する備前市で国際シンポジウムを開催した。「近世日本の教育遺産群」をテーマに、関西大学の陶徳民教
授を記念講師に迎え、あわせてパネルディスカッションを実施した。
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第 4 回　教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム　「近世日本の教育遺産群」

　日時：平成 28 年 2 月 21 日（日曜日）午後 1 時～午後 4 時
　会場：岡山県青少年教育センター閑谷学校
プログラム
　・主催者あいさつ（午後 1 時～ 1 時 20 分）
　・記念講演（午後 1 時 20 分～午後 2 時 20 分） 
　　　演題「日本近世の教育」
　　　講師　陶　徳民　氏（関西大学教授）
　・パネルディスカッション　（午後 2 時 30 分～午後 4 時）
　　テーマ「近世日本の教育遺産群」 
　　パネリスト：森　熊男氏（岡山大学名誉教授
　　/ 就実小学校校長）、石山　修武氏（早稲田大学名誉教授）、
　　橋本昭彦氏（国立教育政策研究所総括研究官）
　　コメンテーター： 日高　健一郎　氏（東京藝術大学客員教授）
　　コーディネーター：臼井　洋輔　氏（元吉備国際大学教授）
　　参加者：約 300 名
　この国際シンポジウムは国内外及び文化庁への PR につながる事業と位置づけており、第 4 回目の備前市における開
催によって関係市を一巡することになった。

②日本遺産認定記念フォーラム・世界遺産登録推進講演会の開催

　平成 27 年 4 月に日本遺産認定を受けたことを記念した「日本
遺産認定記念フォーラム」を開催し、稲葉信子氏（筑波大学大学
院教授・日本遺産審査委員会委員長）を招いた記念講演会の他、「
日本遺産認定と地域活性化への期待」と題したパネルディスカッ
ションを実施し、平日夜の開催にも関わらず多くの市民の参加を
得た。

　日　時：平成 28 年 11 月 9 日（月）　19：00 開演
　会　場：パトリア日田　小ホール
　記念講演「日本遺産について」　講師：稲葉　信子氏
　パネルディスカッション「日本遺産認定と地域活性化への期待」
　パネリスト：後藤　宗俊氏（咸宜園教育研究センター名誉館長）
　　　　　　：和泉田　映氏（NHK 大分放送局ディレクター）
　　　　　　：石丸　邦夫氏（日田市観光協会最高顧問）
　コメンテーター：稲葉　信子氏
　進行役：原田　梨加氏（KCV コミュニケーションズ）
　参加者：180 名

　また、世界遺産登録に向けた市民の理解と協力、機運の醸成を
図るため、「咸宜園の日」記念講演会とあわせて世界遺産登録推
進講演会を開催した。講師に吾妻重二氏（関西大学教授・日田
市世界遺産登録検討委員会委員）を招き、江戸時代の朱子学な
どについてご講演いただいた。

　日　時：平成 28 年 2 月 21 日（日）　14：00 開演
　会　場：パトリア日田　小ホール
　講　師：吾妻　重二氏
　演　題：「朱子学と江戸時代の教育」
　参加者：150 名

備前市シンポジウムの様子

「日本遺産認定記念フォーラム」の様子

「世界遺産登録推進講演会」の様子
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③市民協働の取組み（咸宜園平成門下生之会の活動）
　世界遺産登録を目指す取り組みは市民と行政とが一体となって取組むことが重要となることから、市民による応援団
体「咸宜園平成門下生之会」が平成 23 年度に発足し、この団体は廣瀬淡窓や咸宜園について学習すると同時に、世界遺
産登録の取組みを市民の側から支援する活動を中心とする。
　今年度は咸宜園に関する講座や世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産群」の視察研修の他、「咸宜園交流事
業サポーター」として登録された会員を中心に、咸宜園で行ったイベント等に協力をいただいた。（2 ページ参照）

④情報発信
　市ホームページの更新や広報誌の活用、「日田川開き観光祭」のパレードに参加するなどの啓発活動を行った。

⑤日本遺産魅力発信推進事業
　日本遺産認定を受け、国からの支援を受けて日田市においても観光振興・地域活性化に繋げる各種事業を実施した。（事
業主体：教育遺産世界遺産登録推進協議会）
　
　・日本遺産認定記念　大型熱気球に乗って「空から咸宜園・豆田町を見てみよう」の開催
　　事前応募で当選した 400 名の方に大型熱気球に搭乗していただき、空から咸宜園や豆田町の町並みを一望にし、
　　「江戸時代の学園都市・日田」の魅力をしていただいた。
　
　・スマートフォン向けアプリケーションソフト「ひた咸宜園入門ナビ」の開発
　　各市の日本遺産の紹介と日田市の日本遺産までのナビゲーション機能を備えた多言語に対応したアプリを開発
　　し、国内外の観光客に利用されるツールとして整備した。
　
　・「日本遺産子どもガイド」の養成・実施
　　市内小学校 5・6 年生（計 19 名）を「日本遺産子どもガイド」として養成し、日本遺産に認定された咸宜園跡、長生園、
　　豆田町、廣瀬家、長福寺、桂林園跡を日田天領祭り、天領日田おひなまつりにおいて実際にガイドを実施した。
　
　・外国人留学生向けモニターツアーの実施（平成 28 年 2 月 27 日開催）　
　　別府大学及び溝部学園短期大学の学生を対象としたモニターツアーを実施し、中国やスリランカなどの留学生が参
　　加した。外国人観光客のニーズ等の把握のため、アンケートを実施した。
　
　・日本遺産案内板の設置（4 基）
    　 咸宜園跡・豆田町・廣瀬淡窓墓までの案内表示板を設置した。
　
　この他、日田市独自の取組として、「日本遺産認定記念フォーラム」開催の他、懸垂幕・横断幕・パネルなどの作成・設置、
普及啓発用記念品（クリアーフォルダー、エコバッグ、ステッカー、バッジ）を作成し、今後配布等を通じて魅力発信
に努める。

大分県に対して日本遺産認定の報告　右は大分県知事　
広瀬勝貞氏、左は日田市長　原田啓介氏

日本遺産認定を記念した大型気球のイベント
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日本遺産子どもガイド　実施風景
アプリ「ひた咸宜園入門ナビ」

外国人留学生モニターツアーの開催

日本遺産子どもガイド 案内板の設置

日本遺産パンフレット等の制作 普及啓発記念品の制作

外国人留学生モニターツアーの開催
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３ ． 教 育 遺 産 世 界 遺 産 登 録 推 進 協 議 会

①協議会

　「近世日本の教育遺産群」として、咸宜園とともに世界遺産登録を目指す茨城県水戸市の水戸藩藩校「弘道館」と栃木
県足利市の「足利学校」。また、関係三市は、相互の連絡調整の円滑化及び一体的な事業の展開を図ることを目的として、
平成 24 年 11 月に「教育遺産世界遺産登録推進協議会」を設立した。平成 27 年 5 月には岡山藩の郷校「閑谷学校」の
所在する岡山県備前市が加わり、四県四市体制となった。協議会は、市長と教育委員会教育長、学識経験者（商工会議
所会頭、専門家、県の担当課長、市民団体代表）を委員とし、国内外の教育遺産に係る調査研究、教育遺産を活用した
普及啓発に関することなどを所掌する。また、4 市で構成する本協議会に対して、日本遺産「近世日本の教育遺産群－
学ぶ心・礼節の本源－」の認定を受けた。　

③専門部会の開催
　これまで関係自治体による合同学術会議で検討されてきた世界遺産登録に向けた調査・研究等については、専門部会Ａ（登
録推進戦略の検討）、専門部会Ｂ（国内外の教育遺産の評価）、専門部会Ｃ（保存管理方策の検討）に分かれ、各専門部会
による検討・協議を重ねており、平成 27 年度は合同学術会議を開催した。

○第 1 回専門部会 B　平成 25 年 6 月 11 日（都内）
（１）今年度の事業計画等について
（２）これまでの意見等を受けての修正案について

○第 1 回 A・B・C 合同会議　平成 28 年 1 月 18 日（都内）
　報告 1　備前市における世界遺産登録の取組の概要等について　　　
　報告 2　教育遺産世界遺産登録推進協議会の概要等について
　報告 3　今年度の世界遺産登録推進事業及び日本遺産関係の概要について
　議題 1　今後の世界遺産登録及び日本遺産の事業の取組について
　議題 2　日本遺産における他の教育遺産との連携について

②会議

○幹事会 平成 27 年 5 月 15 日（都内）
　１　平成 26 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業報告について
　２　平成 26 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会決算について
　３　教育遺産世界遺産登録推進協議会規約の一部を改正する規約について
　４　教育遺産世界遺産登録推進協議会の財務に関する規程の一部を改正する規程について
　５　平成 27 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算（案）について

○協議会 平成 27 年 5 月 31 日（都内）
　報告第 1 号　平成 26 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業報告について
　認定第 1 号　平成 26 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会歳入歳出決算について
　議案第 1 号　教育遺産世界遺産登録推進協議会規約の一部を改正する規約について
　議案第 2 号　教育遺産世界遺産登録推進協議会の財務に関する規程の一部を改正する規程について
　議案第 3 号　平成 27 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算について

○第 1 回教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム実行委員会 平成 28 年 1 月 9 日（都内）
　議案第 1 号　委員長及び副委員長の選出について
　議案第 2 号　教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム実行委員会事業実施計画・事業収支予算について

○第 2 回教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム実行委員会 平成 28 年 3 月 28 日（都内）
　議案第 1 号　第 4 回教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム「近世日本の教育遺産群」の実施結果
　　　　　　　について
　認定第 1 号　教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム実行委員会予算収支決算について
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④事務連絡会議の開催
　○平成 27 年 9 月 7 日（都内）
　協議内容
　　１　今年度の日本遺産魅力発信推進事業の執行について
　　２　日本遺産における他の教育遺産との連携について
　　３　平成 28 年度日本遺産魅力発信推進事業について
　　４　今年度の協議会事業について
　　５　平成 28 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算（案）について
    協議内容
       （１）世界遺産登録推進国際シンポジウム「近世日本の教育遺産」実施報告書（案）について

　日田市においては、日本遺産認定を受け、関連イベントの開催や普及啓発のための取組を進めた。また、連携してい
る茨城県水戸市、栃木県足利市、岡山県備前市との間においては、協議会会議のほか、有識者による専門部会や日本遺
産認定を受け、事業の遂行のための事務連絡会議を重ねた。

４ ． 取 組 み の 経 過
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5 ． 日 本 遺 産 に 認 定 さ れ た ス ト ー リ ー

１　外国人から見た近世日本の姿
　近世日本を訪れた外国人は、紀行文に日本人の様子を書き記しています。イギリス領時代のカナダ出身の冒険家、ラナルド・
マクドナルドは「日本回想記」の中で、「日本人のすべての人－最上層から最下層まであらゆる階級の男、女、子供－は、紙と
筆と墨を携帯しているか、肌身離さずもっている。すべての人が読み書きの教育をうけている。また、下級階級の人びとさえ
も書く習慣があり、手紙による意思伝達は、わが国におけるよりも広く行われている。」と述べています。
　また、イタリア人宣教師、アレシャンドゥロ・ヴァリニャーノは、「日本巡察記」で「人々はいずれも色白く、きわめて礼儀
正しい。一般庶民や労働者でもその社会では驚歎すべき礼節をもって上品に育てられ、あたかも宮廷の使用人のように見受け
られる。この点においては、東洋の他の諸民族のみならず、我等ヨーロッパ人よりも優れている。」と記録しています。
　これらの記述からは、当時の日本人が、他の諸外国と比較して、身分や性別を越えて高い読み書き能力を持ち、礼儀正しさ
を身につけていた様子が分かります。
　こうした教育の伝統が継承され、明治維新後の日本の近代化が進められたことをロナルド・ドーアなどの欧米の研究者は、「近
世日本の教育こそが日本近代化の知的準備をした。」として高く評価しています。
　このようなエピソードからも分かるように、近世の日本では高い教育を受けた層が社会全体に広がっていました。外国人に
とっては、一見しただけで相手の身分を判断することは困難なほどでした。

２　近世日本を支えた学校の普及
　近世の日本人が高い教養を身につける上で大きく貢献したのが、全国各地に建てられた学校です。
　その学校の始まりと言えるのが、イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルが「日本国中最も大にして最も有名な坂東の大学」
と称した足利学校です。足利学校の創建については諸説ありますが、15 世紀、上杉憲実 ( のりざね ) は学規を定め、現在国宝となっ
ている漢籍 ( かんせき ) を寄進するなどして足利学校を再興し、戦乱の時代においても全国から多くの学徒が集まりました。そ
の教えは、儒学を中心としながらも、易学・兵学・医学など多岐にわたり、日本最古の総合大学と呼ぶにふさわしいものでした。
　江戸時代になると、足利学校は、貴重な書籍の宝庫として、幕府から保護されました。足利学校の自由で開放的な学びと自
学自習の精神は、近世の学校の原点と言えます。
　一方、足利学校以外にも積極的に教育に取り組んだ藩主たちが各地に学校を設立していきました。
　岡山藩主の池田光政は庶民の教育も不可欠と考え、閑谷学校 ( しずたにがっこう ) を創りました。光政は熊沢蕃山 ( くまざわ
ばんざん ) から学んだ儒教思想にのっとり、緑の生い茂る閑かな山村に教育の理想を体現しました。現在国宝となっている講
堂などの建物や石塀などの施設は、火災や雨から守り長持ちさせるための工夫がされており、学校存続への強い願いが表れて
います。経済基盤としては井田村 ( いたむら ) 下井 ( しもい ) 等の学田 ( がくでん ) を持たせて学校の永続を図りました。日本
最古の庶民教育学校とも呼べる閑谷学校では、広く門戸を開き、他領からも多くの生徒が集まりました。
　また、18 世紀以降多数の藩校が建設されますが、その配置計画は閑谷学校のように日本的なものが大多数となっていきます。
したがって閑谷学校は日本の学校建築の出発点に位置し、現存最古の代表例といえます。
江戸時代後期には、個人が経営する私塾も日本全国に数多く生まれてきました。
　幕府の代官所が置かれた豊後日田では、町人を中心とした自由な風土が育まれ、廣瀬淡窓 ( ひろせたんそう ) が咸宜園 ( かん
ぎえん ) という私塾を創設しました。咸宜園では、毎月成績評価を行う「月旦評 ( げったんひょう )」などの特色ある教育が全
国的な評判となり、各地の私塾に影響を与えるとともに、全国 60 か国以上から 5,000 人を超える門下生を集め、日本最大規
模の私塾となりました。咸宜園に隣接する豆田町には、淡窓の日記や入門簿・会計録などの史料が伝わる淡窓旧宅や長福寺な
どの町並みが残り、その周辺では、咸宜園の前身である桂林園跡 ( けいりんえんあと ) や塾主の墓を見ることができます。
　また、幕末に頻繁に起こった外国船の接触によって、時代を切り開く力を持った有能な人材の育成が必要となり、実力主義
や幅広い科目を教える学校が広がっていきました。
　弘道館は、水戸藩主の徳川斉昭(なりあき)が教育によって人心を安定させ、国を興すために設立した日本最大規模の藩校です。
水戸藩には、歴史書『大日本史』を編集した彰考館 ( しょうこうかん ) があり、昔から学問・教育が盛んでした。弘道館は、歴
史だけでなく、医学、兵学、武芸など実用的な科目も備えた総合大学ともいえるもので、その教育方針や施設、運営方法等は
松代藩校文武学校や庄内藩校致道館等の他藩の藩校にも大きな影響を与えました。一方、偕楽園は勉学の休息の場として位置
づけられ、弘道館と対をなしていました。偕楽園の梅は、非常食になる実用的側面と、学問を好む「好文」という異名を持つ
ことから斉昭が植樹を奨励したもので、水戸藩の学問興隆の象徴となっています。郊外にも個性重視の教育を行った日新塾など、
特徴的な私塾が建てられ、多彩な門人を輩出しました。
　こうした日本の学校は、中央政府である幕府ではなく、民間や藩が主導して発展していったことに特徴があり、幅広い教育
を行うことができました。

３　現代に継承される近世日本の教育
　これまで紹介してきた、近世日本を代表する教育遺産群では、現在でも論語の素読やいろはかるたなど、当時の教育内容を
同じように体験することができます。これらの学校は、過去の遺産ではなく、現在でも生きた学びの場であり続けています。
近世学校の原点としての威厳が漂う足利学校では、国内に現存する最古の聖廟 ( せいびょう ) が残り、11 月には孔子を祀る釋
奠 ( せきてん ) という祭礼が行われます。足利学校と同じく孔子を祀る釈菜 ( せきさい ) という祭礼が受け継がれている “ 学び
の原郷 ” 閑谷学校では、日曜日になると、論語の朗誦 ( ろうしょう ) が静かな山間に響き渡り、往時の姿を偲ばせます。
　咸宜園と豆田の町並みを歩けば、江戸時代の「学園都市」や町人文化の空気に触れることができ、弘道館や偕楽園を訪れると、
ほんのり甘い梅の香りとともに、水戸藩の学問の伝統を感じられるでしょう。
　近世の日本ではこうした学校とその周辺を取り巻く環境を舞台に営まれてきた教育の成果によって、世界でも類を見ないほ
どの高い教育水準を実現し、それが明治維新以降のいち早い近代化の達成につながりました。一方、こうした教育は、礼節を
重んじるという日本人の国民性を形づくってきました。現在、日本人のマナーの良さは世界中で高く評価されています。まさ
に近世日本の教育は、現代にも継承されている「世界に誇る日本の教育」だったと言えるでしょう。
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３　現代に継承される近世日本の教育
　これまで紹介してきた、近世日本を代表する教育遺産群では、現在でも論語の素読やいろはかるたなど、当時の教育
内容を同じように体験することができます。これらの学校は、過去の遺産ではなく、現在でも生きた学びの場であり続
けています。近世学校の原点としての威厳が漂う足利学校では、国内に現存する最古の聖廟 ( せいびょう ) が残り、11
月には孔子を祀る釋奠 ( せきてん ) という祭礼が行われます。足利学校と同じく孔子を祀る釈菜 ( せきさい ) という祭礼
が受け継がれている “ 学びの原郷 ” 閑谷学校では、日曜日になると、論語の朗誦 ( ろうしょう ) が静かな山間に響き渡り、
往時の姿を偲ばせます。
　咸宜園と豆田の町並みを歩けば、江戸時代の「学園都市」や町人文化の空気に触れることができ、弘道館や偕楽園を
訪れると、ほんのり甘い梅の香りとともに、水戸藩の学問の伝統を感じられるでしょう。
　近世の日本ではこうした学校とその周辺を取り巻く環境を舞台に営まれてきた教育の成果によって、世界でも類を見
ないほどの高い教育水準を実現し、それが明治維新以降のいち早い近代化の達成につながりました。一方、こうした教
育は、礼節を重んじるという日本人の国民性を形づくってきました。現在、日本人のマナーの良さは世界中で高く評価
されています。まさに近世日本の教育は、現代にも継承されている「世界に誇る日本の教育」だったと言えるでしょう。

6 ． 日 本 遺 産 に 認 定 さ れ た 構 成 文 化 財

　 　（ 大 分 県 日 田 市 ・ 茨 城 県 水 戸 市 ・ 栃 木 県 足 利 市 ・ 岡 山 県 備 前 市 ）

日田市豆田町重要伝統的建造物群保存地区（日田市）咸宜園跡（日田市）

廣瀬淡窓旧宅及び墓（写真は旧宅：日田市豆田町） 廣瀬淡窓旧宅及び墓（写真は墓：日田市中城町）
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長福寺本堂 ( 日田市）

常磐公園（偕楽園）（茨城県水戸市）

旧弘道館（茨城県水戸市）

日新塾跡（茨城県水戸市）
大日本史（茨城県水戸市）

旧水戸彰考館跡（茨城県水戸市）

桂林園跡 ( 日田市）

咸宜園関係歴史資料 ( 日田市）
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国宝漢籍『礼記正義』『尚書正義』『文選』『周易注疏』
（栃木県足利市）

足利学校跡（聖廟および附属建物を含む）( 栃木県足
利市）

釈菜（岡山県備前市）

釋奠（栃木県足利市） 旧閑谷学校（岡山県備前市）

熊沢蕃山宅跡（岡山県備前市） 井田跡（岡山県備前市）

備前国和気郡井田村延原家文書（岡山県備前市）
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日本遺産認定記念チラシ（表） 日本遺産認定記念チラシ（裏）

日本遺産認定記念イベント（告知チラシ） 日本遺産認定記念フォーラム（告知チラシ）



１ ． 利 用 状 況 （ 平 成 2 7 年 4 月 1 日 ～ 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 ）

２ ． 日 誌 抄
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2015. 4.  1 ～ 10.10  常設展示

                                                 咸宜園教育研究センター

　　　4.11「咸宜園研修」（東明館中学校 1 年生）

　　　　　　   史跡咸宜園跡・咸宜園教育研究センター

           4.24  日本遺産「近世日本の教育遺産群－学ぶ心

                    　・礼節の本源－」の認定

　　　5.26 第 1 回咸宜園教育研究センター運営委員会

　    　　　　　　　　　　　  咸宜園教育研究センター

　　　6.21 第１回咸宜園教育研究センター専門委員会

　　　　　　　　　　　　　  咸宜園教育研究センター

           7.10 日本遺産認定記念「お祝い給食」実施

　　　　　　　　　　　　　   　　　　　市内小中学校

　　　7.23  第 15 回「立志の道を歩こう」（山鹿市主催）

　　　　　　　　　　　　　   　　　　　史跡咸宜園跡

　       9.12 ～ 12.14

　　　　　  咸宜園教育研究センター講座の開催

                                                 パトリア日田スタジオ１

        10.11 ～ 11.30

　　　　　  秋季企画展「文人の至宝～学芸と硯の世界～」

　　　　　　　　　                 咸宜園教育研究センター

         11.  1  第 19 回平成淡窓祭

　　　　　　　　                 史跡咸宜園跡（秋風庵内）

          11.  9  日本遺産認定記念フォーラム

　　　　　　　　                 パトリア日田小ホール

          11.  9 ～  2016.2.21

　　　           咸宜園平成門下生講座

　　　　　　　　                 パトリア日田スタジオ 1 他

          11.  14 ～ 15・2016. 3. 4 ～ 5

　　　           日本遺産子どもガイド実施

　　　　　　　　                 史跡咸宜園跡・豆田町他

          12.  2 ～  2.16  常設展示

　　咸宜園教育研究センター

2016. 1.15 第 2 回咸宜園教育研究センター運営委員会

　    　　　　　　　　             咸宜園教育研究センター

　　　2.18 ～ 3.31  

　　　　企画展「咸宜園教育研究センター新収蔵品展」

                 　　　　　　　　　咸宜園教育研究センター

　　　2.21 咸宜園教育顕彰事業（「咸宜園の日」）

　　　　　　　　　　　　　パトリア日田（小ホール）

　　　2.27 日本遺産（留学生）モニターツアー

　　　　　　　　　　　　　史跡咸宜園跡・豆田町他

　　　3.13 第 2 回咸宜園教育研究センター専門委員会

                                                  咸宜園教育研究センター

月 H27 年度 市内小中学校 その他団体 一般・個人

4 986 名 0 団体  　0 名 17 団体  326 名 660 名

5 2,030 名 0 団体  　0 名 31 団体  691 名 1,339 名

6 1,202 名 1 団体　39 名 21 団体  462 名 904 名

7 1,405 名 0 団体　  0 名 34 団体  584 名 821 名

8 1,419 名 1 団体  　6 名 23 団体  299 名 1,114 名

9 2,182 名 0 団体　  0 名 31 団体  968 名 1,214 名

10 2,665 名 2 団体　69 名 58 団体 1,576 名 1,020 名

11 3,947 名 3 団体 180 名 70 団体 2,277 名 1,440 名

12 893 名 5 団体 124 名 11 団体  242 名 527 名

1 1,267 名 8 団体 494 名 12 団体  393 名 380 名

2 1,562 名 7 団体 170 名 32 団体  790 名 602 名

3 1,807 名 2 団体 121 名 25 団体  610 名 1,076 名

計 21,365 名 29 団体 1,203 名 365 団体 9,218 名 11,097 名

※上記の他、パトリアでの開催事業（記念事業の講演会やシンポジウム、定期講座等）

　の参加人数は約 2,500 名を数える。
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 ４． 職員名簿

咸宜園教育研究センター

世界遺産推進室

 １．咸宜園教育研究センター運営委員会委員名簿
任期：平成 28 年 5 月 31 日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

 

文化団体

まちづくり   

生涯教育

行政関係

大 神 信 證 日田市文化財保護審議会副会長

後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授

廣 瀬 貞 雄 公益財団法人廣瀬資料館理事長

佐 藤 誠一郎 淡窓会顧問

三 宅 多加子 日田書道協会

武 内 眞 司 社団法人日田市観光協会理事

中 島 龍 磨

（一財）日田市公民館運営事業

団公民館館長会会長、三花公民

館館長

三 笘 眞治郎 日田市教育委員会教育長

職 名 氏 名
名 誉 館 長 後 藤 宗 俊

                      （平成 27 年 4 月 1 日現在）

職 名 氏 名
所 　 　 長 池 田 寿 生

主 　 　 幹 　高 村　智 恵 美

副  主  幹 吉 田 博 嗣

主 　 　 任 原 田 弘 徳

主 　 　 任 溝 田 直 己

研  究  員 深 町 浩一郎

　　　　　　（平成 27 年 4 月 1 日現在）

 ２．咸宜園教育研究センター専門委員会委員名簿

任期：平成 28 年 5 月 31 日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

海 原 　 徹 京都大学名誉教授

後 藤 宗 俊

豊 田 寛 三

別府大学名誉教授

別府大学学長

高 橋 昌 彦 福岡大学人文学部教授

鈴　木　理　恵 広島大学大学院敎授

大 野 雅 之 大分県立先哲史料館主幹研究員

中 島 三 夫 日田市文化財保護員
（50 音順）

 ３. 世界遺産登録検討委員会委員名簿

任期：平成 28 年 5 月 31 日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

吾 妻 重 二 関西大学教授

海 原 　 徹 京都大学名誉教授

江 面 嗣 人 岡山理科大学教授

後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授

豊 田 寛 三 別府大学学長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50 音順）

職 名 氏 名
室 　 　 長 池 田 寿 生

主 　 　 幹     高 村　智 恵 美

副  主  幹 吉 田 博 嗣

主 　 　 任 原 田 弘 徳

                        （平成 27 年 4 月 1 日現在）
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明治 30 年
明治 46 年

大正 5 年
大正 8 年
昭和 7 年
昭和 23 年
昭和 30 年
平成 2 年

平成 4 年

平成 5 年

平成 6 年

平成 7 年

平成 9 年

平成 15 年

平成 17 年

平成 19 年

平成 20 年

平成 21 年

平成 22 年

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

平成 26 年

平成 27 年

平成 28 年

（1897）
（1913）

（1916）
（1919）
（1932）
（1948）
（1955）
（1990）

（1992）

（1993）

（1994）

（1995）

（1997）

（2003）

（2005）

（2007）

（2008）

（2009）

（2010）

（2011）

（2012）

（2013）

（2014）

（2015）

（2016）

9 月

7 月

11 月
3 月

2 月

3 月

1 月

3 月

1 月

11 月

9 月

1 月

3 月

10 月

12 月
10 月

11 月

3 月

8 月

11 月

2 月

3 月

10 月

２月

2 月

４月

11 月

2 月

咸宜園閉塾
淡窓先生頌徳祭

（生誕 130 年祭）開催
淡窓図書館建設
休道の詩碑建立

「咸宜園跡」が国指定史跡に指定
「廣瀬淡窓墓」が国指定史跡に指定
淡窓百年祭（100 回忌）の開催

『第 3 次日田市総合計画』で咸宜園
跡の保存整備を計画
史跡咸宜園跡保存整備構想検討委
員会発足
史跡咸宜園跡保存整備構想の策定

秋風庵等保存修理事業実施
　　　　　　　　（～平成 8 年）
史跡咸宜園跡内秋風庵等保存修理
委員会発足　　　（～平成 12 年度）
遠思楼復元修理事業
　　　　　　　　（～平成 12 年度）
史跡咸宜園跡保存整備委員会発足
　　　　　　　　（～平成 25 年度）
史跡咸宜園跡保存整備実施設計
淡窓先生 150 年祭（150 回忌）開
催
史跡咸宜園跡ガイダンス棟実施設
計が後の咸宜園教育研究センター
の基本設計となる
咸宜園教育研究センター建設（国
土交通省所管のまちづくり交付金
事業を導入）　（～平成 22 年 3 月）

咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター開館
記念式典、記念事業実施

「咸宜園門下生子孫の集い」開催
　（日田市制 70 周年記念事業）
咸宜園平成門下生之会発足
平成 23 年度特別展

「近世の私塾－西日本を中心とし
て－」開催
開館一周年記念事業「私塾フォー
ラム」開催
第 1 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
廣瀬旭荘没後 150 年記念事業（特
別展・講演会・鼎談）実施
教育遺産世界遺産登録推進協議
会発足・世界遺産登録推進国際
シンポジウム開催（水戸市）
第 2 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
国史跡「廣瀬淡窓旧宅及び墓」（国
史跡「廣瀬淡窓墓」の追加指定
及び指定名称の変更）
世界遺産登録推進国際シンポジ
ウム開催（足利市）
第 3 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
第 4 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施

「咸宜園跡」や「日田市豆田町重
要伝統的建造物群保存地区」な
どが初の日本遺産に認定
日本遺産認定記念フォーラムの
開催
第 5 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施

咸宜園教育研究センター及び史跡咸宜園跡位置図
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Ⅱ.  施 設 の 概 要 ・ 組 織

（1）設 置 目 的

（2）設置年月日

（3）設 置 場 所
（4）設置の概要

①構造・規模

②開 館 時 間
③休 館 日

④主要な施設

　咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関係資
料の収集、公開等を行うことにより、その理解を深め、
宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や文化
の向上に寄与する。

平成 22 年 4 月 1 日
（平成 22 年 10 月 2 日開館）
日田市淡窓 2 丁目 2 番 18 号
公開展示室・研修室・研究室を備え
た「史跡咸宜園跡」のガイダンス施設。

木造平屋造　建物延べ面積
約 373㎡（専有面積）
午前 9 時から午後 5 時
・水曜日
 （水曜日が国民の祝日または振替休日
   に当るときはその翌日）
・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

◇公開展示室　（約 108㎡）
　　常設展示
　　企画展示
　　特別展示
◇研修室　（約 73㎡）
　咸宜園入門ぼっくすの体験や各種研修に利用

（5）主 な 業 務

（6） 組 　 　 織

◇研究室（約 61㎡）
　図書コーナーやパソコン閲覧コーナーを設け、廣
瀬淡窓や咸宜園のことなどについて、自由に調べる
ことが可能。ただし、図書の貸し出しは行わない
◇収蔵庫（約 44㎡）

①咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究調査並
　びに関係資料の収集、整理及び保管
②上記①の研究や調査成果の展示公開、情報発信等
　による活用
③咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等による
　普及啓発
④史跡咸宜園跡の公開

①咸宜園教育研究センター
　名誉館長（非常勤）
　所　長

②世界遺産推進室
　室　長

主　幹　1
副主幹　1
主　任　2
嘱　託　1（研究員）
臨時職員　3　

主　幹　1
副主幹　1
主　任　2
　（内、学芸員資格者 3）　

咸宜園教育研究センター平面図
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（1）開 館 時 間 （1）交 　 　 通

■公開展示室：午前 9 時から午後 5 時

■研　修　室：午前 9 時から午後 5 時

■研　究　室：午前 9 時から午後 5 時

　（入館時間は、午後 9 時から午後 4 時 30 分）

■休館日：・水曜日（水曜日が国民の祝日または振替

　　　　　　　　　　休日に当るときはその翌日）

・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

■ JR 久大本線：「日田駅」下車徒歩約 10 分

■高速バス	 ：「市役所前」下車徒歩約 7 分

■車	 ：大分自動車道「日田 IC」から約 5 分

　　　　　　   ・専用駐車場には 10 台駐車可能

　　　　　　   ・乗降場は大型バス 3 台まで乗降可能



 1.　咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例
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平成 22 年 3 月 24 日
条例第 9 号

し、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、
損害賠償義務の全部又は一部を免除することができ
る。

（研修室の利用の許可）
第 8 条　研修室の利用（体験学習の利用を除く。以下

同じ。）をしようとする者は、あらかじめ、教育委員
会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項
を変更しようとするときも、同様とする。

2　教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管
理上必要な条件を付することができる。

（利用許可の制限）
第 9 条　教育委員会は、その利用が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、研修室の利用の許可（以
下「利用許可」という。）をしないことができる。
（1）　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあ

るとき。
（2）　研修室の建物、設備、展示物等を汚損し、損

傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
（3）　その他研修室の管理上支障があるとき。

（利用許可の取消し等）
第 10 条　教育委員会は、利用許可を受けた者（以下「利

用者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると
認めるときは、利用許可を取り消し、又は研修室の利
用を停止し、若しくは制限することができる。

（1）　利用許可の条件に違反したとき。
（2）　偽りその他不正な手段により利用許可を受けた

ことが明らかになったとき。
（3）　この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則

の規定に違反したとき。
（4）　その他研修室の管理上支障があるとき。

2　教育委員会は、前項の規定による利用許可の取消し
等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責め
を負わないものとする。

（目的外利用又は権利譲渡の禁止）
第 11 条　利用者は、研修室を利用許可を受けた目的以

外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、
若しくは転貸してはならない。

（使用料）
第 12 条　利用者は、別表に定める額を使用料として前

納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の
事情があると認めるときは、使用料を後納することが
できる。

（使用料の減免）
第 13 条　教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次

の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、
又は免除することができる。

（1）　市及び市の執行機関が市の行政上のために利用
するとき。

（2）　市長又は教育委員会が特に必要と認める者が第

（設置）
第 1 条　咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関

係資料の収集、公開等を行うことにより、その理解を
深め、宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や
文化の向上に寄与することを目的として咸宜園教育研
究センター（以下「センター」という。）を設置する。

（名称及び位置）
第 2 条　センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称　咸宜園教育研究センター
位置　日田市淡窓 2 丁目 2 番 18 号

（業務）
第 3 条　センターの業務は、次のとおりとする。
（1）　咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究並び

に関係資料の調査、収集、整理及び保管
（2）　前号の研究や調査成果の展示公開、情報発信等

による活用
（3）　咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等によ

る普及啓発
（4）　史跡咸宜園跡の公開
（5）　前各号に掲げるもののほか、センターの運営に

関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業
務

（開館時間及び休館日）
第 4 条　センターの開館時間は、午前 9 時から午後 5

時まで（入館時間については、午前 9 時から午後 4
時 30 分まで）とする。ただし、教育委員会が必要と
認めるときは、開館時間を変更することができる。

2　センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、
教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、
又は臨時に休館日を定めることができる。

（1）　水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭
和 23 年法律第 178 号）に規定する休日に当たる
ときは、当該休日以後の直近の休日でない日）

（2）　12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで
（入館料）
第 5 条　センターの入館料は、無料とする。

（入館の制限）
第 6 条　教育委員会は、センターの入館者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又
は退館を命ずることができる。

（1）　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある
とき。

（2）　センターの建物、設備、展示物等を汚損し、損
傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

（3）　その他センターの管理上支障があるとき。
（原状回復義務又は損害賠償）
第 7 条　故意又は過失によりセンターの建物、設備、展

示物等を損傷又は滅失した者は、直ちにこれを原状に
復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただ
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（3）　利用を終了したときは、研修室内を整理整とん
すること。

（4）　その他職員の指示に従うこと。
（利用許可の変更等）
第 5 条　利用者は、利用許可の変更又は取消しを求めよ

うとするときは、咸宜園教育研究センター研修室利用
許可変更・取消申請書（様式第 3 号）に利用許可証を
添えて教育委員会に提出しなければならない。

2　教育委員会は、前項の利用許可の変更又は取消しを
許可したときは、咸宜園教育研究センター研修室利用
許可変更・取消許可証（様式第 4 号）を利用者に交付
するものとする。

3　利用者は、前項の規定による利用許可の変更の許可
を受けた場合において、既納の使用料の額が変更後の
使用料の額に対して不足額を生じるときは、直ちに、
当該不足額を納付しなければならない。

（使用料の減免）
第 6 条　条例第 13 条の規定による使用料の減額又は免

除（以下「使用料の減免」という。）ができる場合及
び減免の率は、別表第 1 に定めるとおりとする。

（使用料の減免の申請）
第 7 条　使用料の減免を受けようとする利用者は、咸宜

園教育研究センター研修室使用料減免申請書（様式第
5 号）に利用許可申請書を添えて教育委員会に提出し、

（趣旨）
第 1 条　この規則は、咸宜園教育研究センターの設置及

び管理に関する条例（平成 22 年条例第 9 号。以下「条
例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも
のとする。

（利用申請）
第 2 条　条例第 8 条第 1 項の許可を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、咸宜園教育研究センター
研修室利用許可申請書（様式第 1 号。以下「利用許可
申請書」という。）を教育委員会に提出しなければな
らない。

（利用許可）
第 3 条　教育委員会は、研修室の利用の許可（以下「利

用許可」という。）をしたときは、咸宜園教育研究セ
ンター研修室利用許可証（様式第 2 号。以下「利用許
可証」という。）を申請者に交付するものとする。

（利用者の遵守事項）
第 4 条　利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（1）　他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品

又は動物を持ち込まないこと。
（2）　研修室内において、許可を受けずに物品の販売

若しくは陳列をし、又は看板その他の広告物の掲
示若しくは配布をしないこと。

1 条に規定する設置目的に沿って利用するとき。
（使用料の不還付）
第 14 条　既に納入された使用料は、還付しない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて利用を
中止したときは、既納の使用料の全部又は一部を還付
することができる。

（1）　研修室の管理上必要があるため、その利用許可
を取り消したとき。

（2）　利用者が自己の都合により 2 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

（3）　災害その他やむを得ない事情により利用するこ
とができなくなったとき。

（咸宜園教育研究センター運営委員会の設置）
第 15 条　センターの適正かつ効果的な運営を図るため、

咸宜園教育研究センター運営委員会（以下「運営委員
会」という。）を置く。

2　運営委員会の所掌事務、組織その他必要な事項は、
教育委員会規則で定める。

（委任）
第 16 条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。

附　則
（施行期日）
1　この条例は、公布の日から起算して 7 月を超えない

範囲内において教育委員会規則で定める日から施行す
る。ただし、第 15 条及び次項の規定並びに附則第 3
項の改正は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

（平成 22 年教委規則第 11 号で平成 22 年 10 月 2 日か
ら施行）

（準備行為）
2　教育委員会は、施行の日前においても、この条例に

規定する事務の実施について必要な準備行為をするこ
とができる。

（日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償
に関する条例の一部改正）

3　日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁
償に関する条例（昭和 31 年条例第 167 号）の一部を
次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表（第 12 条関係）
区分 単位 金額 備　　　考

研修室
1 時間
につき

320 円

1　常設電灯以外の電気を利
用するときは、1 回につき
410 円を加算する。

2　冷暖房を利用するときは、
1 時間につき 200 円を加算
する。

　備考　1 日の利用時間は、原則として 3 時間を限度とする。
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明する書類を添えて教育委員会に提出し、その旨の書
き換えを受けなければならない。

12　寄託者は、預かり証を汚損し、損傷し、又は滅失し
たときは、速やかにその事実を証明する書類又は当該
預かり証を教育委員会に提出し、再交付を受けなけれ
ばならない。

（資料の館外貸出し）
第 12 条　収蔵品等の資料は、館外貸出しを行わないも

のとする。ただし、教育委員会が、博物館、図書館、
学校等において学術上の調査研究又は教育普及の目的
で使用され、かつ、取扱い上安全性が確保されると認
めるときは、この限りでない。

2　前項の館外貸出しを受けようとする者（以下「貸出
し申請者」という。）は、咸宜園資料貸出し許可申請
書（様式第 13 号）を教育委員会に提出しなければな
らない。

3　教育委員会は、前項の館外貸出しを許可したときは、
咸宜園資料貸出し許可書（様式第 14 号）を貸出し申
請者に交付するものとする。

（撮影、複写等の許可）
第 13 条　収蔵品等の資料を学術上の調査研究等の目的

で撮影し、若しくは複写し、出版物等への掲載をしよ
うとする者又は模写、模造等をしようとする者（以下

「撮影等申請者」という。）は、咸宜園資料撮影等許可
申請書（様式第 15 号）を教育委員会に提出しなけれ
ばならない。

2　教育委員会は、前項の規定による撮影等を許可した
ときは、咸宜園資料撮影等許可書（様式第 16 号）を
撮影等申請者に交付するものとする。

（運営委員会の所掌事務）
第 14 条　条例第 15 条に規定する咸宜園教育研究セン

ター運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、
教育委員会の諮問に応じ、条例第 3 条各号に掲げる業
務に関する事項について審議し、及びこれらの事項に
ついて教育委員会に建議する。

2　運営委員会は、前項に定める事項のほか、センター
の運営に関する事項について、教育委員会に意見を述
べることができる。

（運営委員会の組織等）
第 15 条　運営委員会は、委員 10 名以内で組織する。
2　委員は、学識経験者等のうちから、教育委員会が委

嘱する。
3　委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、

委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者
の残任期間とする。

4　運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選に
より定める。

5　会長は、会務を総理する。
6　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7　運営委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長

が招集し、会長がその議長となる。
8　会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き、

議決をすることができない。
9　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。
10　運営委員会に、専門の事項について審議する必要が

承認を受けなければならない。
（使用料の還付）
第 8 条　条例第 14 条ただし書の規定による既納の使用

料の還付ができる場合及び還付の率は、別表第 2 に定
めるとおりとする。

（使用料の還付の申請）
第 9 条　使用料の還付を受けようとする利用者は、咸宜

園教育研究センター研修室使用料還付申請書（様式第
6 号）を教育委員会に提出し、承認を受けなければな
らない。

（損傷等の届出）
第 10 条　咸宜園教育研究センター（以下「センター」

という。）の入館者は、センターの建物、設備、展示
物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、咸宜園
教育研究センター施設等損傷（汚損・滅失）届（様式
第 7 号）を教育委員会に提出しなければならない。

（寄贈及び寄託）
第 11 条　センターは、咸宜園に関係する資料の寄贈及

び寄託を受けることができる。
2　前項の資料の所有者は、センターに当該資料を寄贈

し、又は寄託しようとするときは、資料名、数量等を
明記した寄贈・寄託申込書（様式第 8 号）を教育委員
会に提出しなければならない。

3　教育委員会は、前項の規定による資料の寄託を受け
るものと決定したときは、預かり証（様式第 9 号。以
下同じ。）を寄託者に交付し、受託控（様式第 10 号）
をセンターに保管するものとする。

4　寄託期間は、原則として 3 年とする。ただし、教育
委員会が特別な事情があると認めるときは、この期間
を短縮することができる。なお、寄託の更新を妨げな
いものとする。

5　前項の期間の起算日は、寄託資料をセンターが受託
した日が1月1日から6月30日までのときは1月1日、
7 月 1 日から 12 月 31 日までのときは 7 月 1 日とする。

6　寄託者は、寄託期間中に、特別の理由により寄託資
料の一時返還を受けようとするときは、寄託資料一時
返還申請書（様式第 11 号）を教育委員会に提出しな
ければならない。この場合において、寄託資料の一時
返還を受けようとする者が寄託者の代理人であるとき
は、その旨を証明する書類を添付しなければならない。

7　教育委員会は、前項の寄託資料の一時返還を承認し
たときは、寄託資料一時返還承認書（様式第 12 号）
を寄託者に交付し、当該寄託資料を一時返還するもの
とする。

8　寄贈資料又は寄託資料の保管その他の取扱いについ
ては、センターの所蔵する資料に準じて行うものとす
る。ただし、寄贈者又は寄託者と利用制限等に関して
特約があるものについては、この限りでない。

9　資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄
託者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、
この限りでない。

10　寄託資料が汚損し、損傷し、又は滅失したときは、
教育委員会が補償するものとする。ただし、天災その
他やむを得ない事由によるものであるときは、その賠
償の責めを負わないものとする。

11　寄託資料の所有者が譲渡により変更が生じたとき
は、譲渡人は、速やかに預かり証に所有権の移転を証
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別表第 2（第 8 条関係）

あるときは、臨時委員を置くことができる。
11　臨時委員は、教育委員会が運営委員会の意見を聴い

て委嘱する。
12　臨時委員は、専門の事項について審議し、運営委員

会への報告が完了したときは、解職されるものとする。
13　運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

（評価委員会）
第 16 条　センターに収蔵する咸宜園に関係する資料の

購入価格の適正な評価を行うため、咸宜園教育研究セ
ンター収蔵資料評価委員会（以下「評価委員会」とい
う。）を置き、評価委員若干名で組織する。

2　評価委員は、教育委員会の諮問に応じ、センターが
購入しようとする資料の評価を行い、その意見書を提
出する。

3　評価委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が
委嘱する。

4　評価委員の任期は、1 年以内とする。
5　評価委員は、職務上知り得た秘密のほか、自己が評

価委員であることを他に漏らしてはならない。
6　購入しようとする資料について利害関係を有する評

価委員は、当該資料の評価に加わることができない。
7　評価委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

（委任）
第 17 条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

教育委員会が別に定める。
附　則

（施行期日）
1　この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、

第 11 条から第 16 条まで及び次項の規定並びに附則
第 3 項の改正は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

（準備行為）
2　教育委員会は、施行の日前においても、この規則に

規定する事務の実施について必要な準備行為をするこ
とができる。

（日田市教育委員会事務委任規則の一部改正）
3　日田市教育委員会事務委任規則（昭和 39 年教委規則

第 10 号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

減免ができる場合 減免の率 備　　考

1　市及び市の執行機関が
市の行政上のために利用
するとき。

免　除
1 号の免除は、使
用料の減免の申請
を省略することが
できる。

2　市長又は教育委員会が
特に必要と認める者が第 1
条に規定する設置目的に
沿って利用するとき。

免　除

還付ができる場合 還付の率 備　　考

1　研修室の管理上必要が
あるため、その利用許可
を取り消したとき。

10 割

還付金に 10 円未
満の端数があると
きは、これを切り
捨てる。

2　利用者が自己の都合に
より 10 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

7 割

3　利用者が自己の都合に
より 2 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

5 割

4　災害その他やむを得な
い事情により利用するこ
とができなくなったとき。

10 割

別表第 1（第 6 条関係）
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